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「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

（１４０７０１０１―０１） 
総括研究報告書 

 
研究代表者 堤 明純 北里大学医学部公衆衛生学教授 

 
 

研究要旨：本研究の目的は、メンタルヘルス不調により療養を要する労働者のセルフケアや家族に
よるケア、療養面、労務管理面等において、労働者本人、家族、主治医、事業場者及び人事労務担
当者、ライン、産業医等の産業保健スタッフ等の関係者がどのように関与すべきか等について、複
数の事業場でのモデル事業や臨床研究（効果評価研究）を取り入れた以下の研究を行って、臨床面
と職場において科学的根拠をもった、実効性のある、メンタルヘルス不調労働者の休業中のセルフ
ケア、円滑な復職、再発予防を総合的に支援する新しい制度とツールを含む対策を提案することで
ある。 
1. メンタルヘルス不調による休業者のセルフケア支援方策の開発 
2. 主治医と事業場スタッフの円滑な連携を目的としたフィットノートシステムの開発  
3. 生活記録表による復職支援の開発 
4. リワーククリニックのスタッフによる職場訪問型復職支援プログラムの開発  
5. 復帰後の再発予防のための管理監督者教育及び職場環境改善の手法の開発 
6. 職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人が

情報交換するシステムの開発  
最終年度にあたる本年度は、 
1. 産業保健スタッフ及び関連学会の関係者から得られた意見をもとに修正を行い、科学的根拠に基

づくセルフケア支援方策のガイドラインを完成させた。同様に、医療機関リワークセンター利用
者、就労移行支援施設利用者、産業医、人事労務担当者、精神科医・産業医に試用してもらい、
得られた意見をもとに修正を行って完成させたセルフケア支援ツール「うつせる。」の効果を無
作為化比較試験で検証した。抑うつ症状に対する介入効果は統計学的に有意ではないが小程度の
効果量を認めた。非機能的態度に対する介入効果は統計学的に有意な中程度の効果量を認めた。 

2. 日本型フィットノートシステムの素案とシステム構築のためのツールとマニュアルを作成し、臨
床現場で模擬的に試行して、事業場担当者、産業保健職、主治医から情報を収集して、わが国に
フィットノートを導入するにあたっての課題を整理した。フィットノートは、その有用性ととも
に、事業場と臨床医の直接のコミュニケーション促進のツールとして期待された。課題として、
フィットノートを補足する資料や、アシスタントやコーディネーターなどの支援体制、福祉への
移行をスムースにする制度、責任体制・情報管理の整備の必要性が挙げられた。 

3. 非専業産業医が多くを占める集団における実態調査、生活記録表及び復職支援マニュアルを用い
た復職面談ロールプレイでの有用性評価により生活記録表の非専業産業医への認知度の低さと
使用ニーズの高さ、実際の復職面談時における入手情報量の多さ、面談医師の得る安心感、面談
の効率性の高さが明らかとなった。復職面談時の利用による就業継続率への効果については、引
き続きの検証が必要であるが、特に非専業の産業医に対し、生活記録表を用いた復職支援マニュ
アル等が有効なツールになりえるものと推測された。 

4. 職場訪問や復職後フォロー面談について、企業における担当者がどのような情報の提供や支援を
求めているかの聞き取り、聞き取りに基づく資料の整備、改訂された資料に関するスタッフ及び
企業における担当者を対象としたトレーニングの試行、企業担当者向け大規模トレーニングを実
施した。作成したリワークスタッフトレーニング資料の有用性満足度ともに高評価を得た。復職
後の職場訪問フォローアップ面談で、復職後のリワークスタッフによる介入の有用性とコスト面
の課題が明らかになった。 

5. 平成27年度に開発した「管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修」のプログラムについ
て比較対照試験と前後比較試験を行って効果を評価し、研修マニュアルなど普及に必要な教材を
作成した。同じく平成27年度に開発した職場環境改善の手法について事業場の産業保健スタッフ
等の意見をもとに改善し完成させた。「管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修」は比
較対照試験において、管理監督者のメンタルヘルス不調者の職場復帰支援の知識と技術、さらに
自己効力感を高めることが示された。また研究開発部門において、経験の少ない講師によって実
施された場合でも有効であることが示された。改善の余地を残すものの、職場復帰時の職場及び
制度の改善を幅広く検討する際のヒントとして有効と思われる「職場復帰支援のための職場環境
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改善のヒント集」を完成させた。 
6. メンタルヘルス不調による休職者の復職時の負担軽減のために、ICT（Information and 

Communication Technology：情報通信技術）を活用して、本人、上司、産業保健スタッフ間の
コミュニケーションを促進するためのシステム試行版をモデル事業場で試行し、当該労働者、上
司、産業保健スタッフが、復職プラン、通院状況、体調など、復職に関する情報を共有する上で
の有用性を確認した。 

 
分担研究者 
島津明人（東京大学大学院医学系研究科・精神
保健学 准教授） 
梶木繁之（産業医科大学産業生態科学研究所・
産業保健経営学研究室・産業医学 講師） 
秋山 剛（ＮＴＴ東日本関東病院・精神神経科 
部長） 
川上憲人（東京大学大学院医学系研究科・精神
保健学 教授） 
江口 尚（北里大学医学部公衆衛生学 助教）  
 
A. 研究目的 

メンタルヘルス不調による休職者がいる事業
所の割合の高止まり及び復職後早期の再休職率
の高さ(Endo ら, 2013)から、当該労働者の円滑
な職場復帰及び再発予防は重要課題である。  

海外には、産業医によるセルフケア支援が復
職と再発予防に有効かつ経済的であったとする
オランダや(van der Klink ら, 2003)、主治医が
休業者の仕事への適合性を評価し、雇用主によ
る支援の必要性を助言できる「職場復帰診断書」
(fit note)を活用している英国の先進例とともに、
本邦でも、生活記録表を活用した好事例、リワ
ークのスタッフが職場で復職支援を行う試み、
スムースな関係者間の連絡が復職に資するとい
う考えがあるが、効果は未検証である。 
本研究では、メンタルヘルス不調により療養

を要する労働者のセルフケアや家族によるケア、
療養面、労務管理面等において、労働者本人、
家族、主治医、事業場者及び人事労務担当者、
ライン、産業医を含む産業保健スタッフ等の関
係者がどのように関与すべきかについて、研究
申請者が有する産業医と臨床医のネットワーク
により、複数の事業場でのモデル事業や臨床研
究（効果評価研究）を取り入れた研究を行って、
臨床面と職場において科学的根拠をもった、実
効性のある、メンタルヘルス不調労働者の休業
中のセルフケア、円滑な復職、再発予防を総合
的に支援する新しい制度とツールを含む対策を
提案することであった。 
 
B. 研究方法 
本研究では、以下６つの課題に関して、平成

26 年度に情報を収集し、平成 27 年度に、各種
方策を実行するためのガイドラインやマニュア
ル等のツール類を試作し、準備が整い次第、有
効性評価のため比較対照研究もしくはモデル事
業を開始し、平成 28 年度にガイドライン、マニ
ュアルを完成させることを計画した。 
1. メンタルヘルス不調による休業者のセルフケ

ア支援方策の開発（島津明人ほか） 
1) 産業保健スタッフ及び関連学会の関係者か

ら意見収集によって、事業所の産業保健スタッフ
がメンタルヘルス不調により休業中の労働者の
セルフケア支援ガイドライン第２版（平成27年
度成果）の修正・完成を図った。 

2) 医療機関、産業保健スタッフ、当事者によ
る試用をもとに、セルフケア支援ツール「うつせ
る。」試作版（平成27年度成果）の修正・完成
を図った。 

3) インターネット調査会社の登録モニターか
ら募集し無作為に介入群と対照群に割り付けた
（各群45人）調査参加者を対象とした「うつせ
る。」の効果評価研究を行った。 
 
2. 主治医と事業場スタッフの円滑な連携を目的
としたフィットノートシステムの開発（堤 明純
ほか） 
主治医用、事業者用、労働者用に作成したモデ

ル事業用のフィットノートとそのマニュアルを
臨床現場で模擬的に試行して、事業場担当者、産
業保健職、主治医から情報を収集し、産業保健専
門職と精神科医医師によるワーキンググループ
及び専門家による討議を経て、わが国にフィット
ノートを導入するにあたっての、現時点での課題
を整理した。 
 
3. 生活記録表による復職支援の開発（梶木繁之
ほか） 
生活記録表の利用実態を明らかとすることを

目的として、京都府医師会で産業医有資格者と
して登録されている 947 名を対象として郵送法
による質問紙調査を行った。 
京都府医師会の主催する日本医師会認定産業

医研修会に参加した医師のうち、研修時のロー
ルプレイにおいて産業医役を担当した25名を対
象にして、生活記録表を用いた復職面談が、入
手情報、面談実施者（産業医）への安心感、面
談の効率性に与える影響を調査した。 
生活記録表が使用されていない企業において、

生活記録表の効果を検証するためのランダム化
比較試験を行った。対象事業場は、2217 人（平
成 28 年 12 月 25 日現在）の労働者が勤務する半
導体機器を製造する工場で、メンタルヘルス不
調でおよそ 1 か月以上休職した後に復職する労
働者を、2016 年 1 月から 12 月までの間追跡し
た。 
 
4 リワーククリニックのスタッフによる職場訪
問型復職支援プログラムの開発（秋山 剛ほか） 
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1) 職場訪問や復職後フォロー面談について、企
業担当者がどのような情報の提供や支援を
求めているかの聞き取り 

2) スタッフおよび企業における担当者を対象
としたトレーニングの試行と、フィードバッ
クに基づく資料の整備 

3) 企業担当者向けの大規模トレーニングの試
行と、トレーニングの効果、満足度に関する
調査 

4) リワークスタッフによる職場訪問フォロー
アップ面談の試行、を行った。 

 
5 復帰後の再発予防のための管理監督者教育及
び職場環境改善の手法の開発（川上憲人ほか） 

1．管理監督者教育の開発と試行 
開発した管理監督者研修150分を、講師と補助

者の合計２名が訪問して実施し、管理職に求め
られる５つのスキルの向上をアウトカムにした
検証を行った。実証研究は、従業員数約１万名 
（単独）の情報通信系の大手企業の東京地区の
管理監督者を、研修参加希望日によって介入群
（先行群）と対照群（待機群）に割り付けた比
較対照デザインと、化学系企業の研究開発部門
の一事業場（従業員数約1300名）及び、これと
異なる化学系の企業の製造系の１事業場（従業員
数約500名）の管理監督者を対象にした前後比較
デザインで実施した。さらに、これまでの研修
の試行及び効果評価の経験から、研修資料（Ｐ
ＰＴ資料、別冊）を修正し完成した。また研修
の実施マニュアルとしてインストラクションガ
イドを作成した 

２．職場復帰時の職場環境改善の手法の開発 
平成27度の成果物である「職場復帰時の職場

環境改善の手法（暫定版）」をもとに、「職場
のメンタルヘルス専門家養成プログラム基礎コ
ース1（以下、TOMH）」を修了したメンバーを
主な対象者として意見を募って改善を重ねた
「職場復帰支援のための職場環境改善ヒント集」
を作成した。 

 
6 職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再
発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人が
情報交換するシステムの開発（江口 尚ほか） 
平成27年度までに開発した情報交換システム

（β版）と運用マニュアルを、協力事業場で実
際に運用をしながら、自記式の調査票を用いて
システムの有用性や課題について情報を得た。 
 
C. 研究結果 
1. メンタルヘルス不調による休業者のセルフケ
ア支援方策の開発（島津明人ほか） 
1) 休業中の労働者のセルフケア支援ガイドラ
インの作成 

ガイドラインの分かりやすさ及びガイドライ
ン内容の適切さについての回答とともに得られ
た自由意見を勘案し、最終的に、５つの推奨項

目からなる第３版（最終版）を完成させた。 
2) セルフケア支援ツール「うつせる。」の作成 
「うつせる。」試作版に関する意見収集と「う
つせる。」の作成 

平成 27 年度に試作したセルフケア支援ツー
ル「うつせる。」の試作版について、医療機関リ
ワークセンター利用者、就労移行支援施設利用
者、産業医、人事労務担当者、精神科医・産業
医より、得られた意見を勘案し、最終版を作成
した。 
3) 「うつせる。」の効果評価研究 
インターネット調査会社の登録モニターから

募集し無作為に介入群と対照群に割り付けた
（各群 45 人）効果評価研究の結果、30 日間の
プログラムは、抑うつ症状に対して統計学的に
有意な効果を認めなかったが（BDI-II: p = 0.51, 
QIDS-J: p = 0.42）、小程度の効果量を認めた
（BDI-II: Cohen’s d = -0.20. QIDS-J: Cohen’
s d = -0.22）。プログラムは、非機能的態度尺度
に対して統計学的に有意な効果（p = 0.007）を
認め、中程度の効果量を認めた（Cohen’s d = 
-0.66）。復職への意志、可能性、準備性に対して、
プログラムは統計学的に有意な効果を認めず
（意志: p = 0.86, 可能性: p = 0.64, 準備性: p = 
0.69）、意志については小程度の効果量（Cohen’
s d = 0.09）を認めたが、可能性（Cohen’s d = 
-0.09）、準備性（Cohen’s d = -0.03）に対して
は逆の効果となった。介入群に対するプログラ
ムの感想について、使用頻度は 56.7%が１週間
に１度、29.7%が２週間に１度、13.5%が３週間
から４週間に１度だった。73%の利用者がプロ
グラムは復職に有用であると回答し、75%がプ
ログラムについて満足したと回答した。 
 
2. 主治医と事業場スタッフの円滑な連携を目的
としたフィットノートシステムの開発（堤 明
純ほか） 
模擬的試行から得られた意見からは、フィッ

トノートの主旨はほぼ理解され、有用性も期待
されていた。また、事業場と臨床医の直接のコ
ミュニケーション促進のツールとして期待され
た。課題として、フィットノートを補足する生
活記録表などの資料や、アシスタントやコーデ
ィネーターなどの支援体制が必要なこと、福祉
への移行をスムースにする制度の必要性、単純
にオープンには進められない情報管理及び責任
体制の整備が挙げられた。改善提案を基に、現
時点でのフィットノートとそのマニュアルを作
成した。 
 
3. 生活記録表による復職支援の開発（梶木繁之
ほか） 
非専業産業医が多くを占める集団における生

活記録表の使用者は約 10%であった。未使用の
理由として、存在を知らないが 67%と最も多く、
未使用者の 75%が使用してみたいと回答した。 
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生活記録表を用いた復職面談ロールプレイの
評価では、「復職面談の際に得られる情報量」「復
職判定を行う際の自身の安心感」「復職面談の効
率性」について有意に良好な感想が得られた。 

平成 27 年度作成した「生活記録表を用いた復
職支援マニュアル：暫定版」を用いて、メンタ
ルヘルス不調から復職した労働者の再休職予防
（復職後６か月時点の就業継続率）に対する効
果の検証を行った。６事例（介入群：２例、対
照群：４例）について復職後６か月間のフォロ
ーが可能であったが、最終的な効果評価につい
ては、今後の研究にゆだねた。 
 
4. リワーククリニックのスタッフによる職場訪
問型復職支援プログラムの開発（秋山 剛ほか） 

職場訪問や復職後フォロー面談について、企
業担当者には基礎的なメンタルヘルス情報が十
分に伝達されていこと、リワークスタッフに企
業状況をよく理解してほしいという要望がある
こと、企業におけるメンタルヘルス対策を円滑
に進めるために企業経営者の理解が重要である
ことが把握された。準備された資料について、
スタッフからは理解できるとの評価であった。
企業関係者からは、一部語句の変更の要望があ
り資料の整備を行なった。企業担当者 75 人に対
して行ったトレーニング後の評価では、トレー
ニングは有用性、満足度ともに高評価を得た。
国立研究開発法人国立精神・神経医療センター
病院のリワークプログラムを受講したのち、復
職した患者３名へのフォローアップ面談で、当
事者本人、企業側、リワークスタッフそれぞれ
から有用なフィードバックを得た。 
 
5. 復帰後の再発予防のための管理監督者教育及
び職場環境改善の手法の開発（川上憲人ほか） 
１．管理監督者教育の効果評価 
比較対照試験では、復職対応スキルや復職対

応に対する自己効力感については「心の病気の
知識」「法律の知識」「励まさない動機付け」
「状態に合わせた業務指示」「基本的態度の理
解」「復職対応に対する自己効力感」が研修後
に介入群で有意に上昇した。前後比較試験では、
研修前後でのスキルの評定のほとんどで有意な
改善が見られた。研修の満足度は高かった。研
修の実施マニュアル、説明ＶＴＲ、eラーニング
教材が完成した。 

２．「職場復帰支援のための職場環境改善の
ヒント集」（暫定版）をさらに改良した。 
 
6. 職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再
発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人
が情報交換するシステムの開発（江口尚ほか） 

情報交換システムの開発と構築、マニュアル
の作成、モデル事業場での運用から、本システ
ムは、当該労働者、上司、産業保健スタッフが、
復職プラン、通院状況、体調など、当該労働者

の復職に関する情報を共有する上で有効である
と考えられた。会社によっては、就業上の配慮
の決定者が上司ではなく、人事など他の担当者
であることがあるため、その点についてカスタ
マイズができると良い、と言った改善提案が挙
げられた。また、精神疾患に限定しないほうが
良いのでは、という意見も挙げられた。 
 
D. 考察 
メンタルヘルス不調による休職者の支援方策

の有効性の検証は、海外でも少数であり、臨床
医及び産業医とのネットワークを活用した効果
評価研究及びモデル事業を実施する本研究は、
これまで本邦で行われていなかった方策につい
て、根拠に基づく実効可能な方策を提案できる。
さらに、開発するガイドラインとマニュアルは、
実務で容易に使用される指針として活用できる。 
本研究では、メンタルヘルス不調により療養

を要する労働者の円滑な職場復帰のため、本人、
家族、主治医、事業者及び人事労務担当者、ラ
イン、産業保健スタッフ等がいかに関与すべき
かについて臨床面と職場において新しい対策を
提案することを目的とし、包括的な支援方策を
検討するに当たり、効果判定研究を行った。 
 
1. メンタルヘルス不調による休業者のセルフケ
ア支援方策の開発（島津明人ほか） 

1) 休業中の労働者のセルフケア支援ガイド
ラインの作成 

本研究で抽出された５つの推奨項目は、国内
外のガイドラインを参照したものの、参照され
たガイドラインはいずれも医療者向けに作成さ
れたものであり、産業保健スタッフ向けに作成
されたものではない。そのため、５つの推奨項
目の科学的根拠については十分であるとは言い
難い。こうした事情を考慮し、最終版ではガイ
ドラインという名称を「手引き」に変更するこ
とにした。 

2) セルフケア支援ツールの作成と効果評価 
本研究は、うつ病で休職中の労働者に対する

ウェブを用いた自助プログラムの効果を初めて
科学的に評価した。抑うつ症状に対する効果量
は -0.2 と小程度の効果が得られたが、統計学的
に有意な効果は認められなかった。副次アウト
カムの非機能的態度については有意な介入効果
を認め、効果量は中程度だった。抑うつ症状に
対する効果判定には、長期の追跡期間を必要と
する可能性があると思われた。 
 
2. 主治医と事業場スタッフの円滑な連携を目的
としたフィットノートシステムの開発（堤 明
純ほか） 
模擬的試行結果から得られた意見からは、フ

ィットノートの主旨と有用性はみとめられた。
また、事業場と臨床医の直接のコミュニケーシ
ョン促進のツールとして期待されることが指摘
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された。課題として、フィットノートを捕捉す
る生活記録表などの資料や、アシスタントやコ
ーディネーターなどの支援体制が必要なこと、
福祉への移行をスムースにする制度の必要性、
課題として情報管理は、単純にオープンには進
められないこと、責任体制を整備することが挙
げられた。 
 
3. 生活記録表による復職支援の開発（梶木繁之
ほか） 

非専業の医師の集まりでは、生活記録表を復
職面談時に利用していない実態が明らかとなっ
た。未使用の理由として、67%が「存在を知ら
ない」と回答していた。生活記録表の使用は、
復職面談時において「復職面談の際に得られる
情報量」や「復職判定を行う際の自身の安心感」、
「復職面談の効率性」を、面談を行う産業医に
対しもたらすことも判明した。生活記録表を特
に非専業の産業医の集団により積極的に周知・
広報することの必要性を示唆するものと思われ
る。一方、「生活記録表を用いた復職支援マニュ
アル」の、復職後の就業継続の維持・向上（再
休職率の低下）に対する有効性については、今
回の研究では十分な追跡期間がなかった。 
 
4. リワーククリニックのスタッフによる職場訪
問型復職支援プログラムの開発（秋山 剛ほか） 

企業担当者には基礎的なメンタルヘルス情報
が十分に伝達されておらず、リワークスタッフ
がメンタルヘルス情報をそのまま伝達しても理
解できない可能性が高い。また、復職者は企業
で就労しているので、企業状況をよく理解して
ほしいという要望は、よく理解できることころ
である。また、企業にメンタルヘルス対策を受
け入れてもらうためには、企業経営者の理解を
得るというプロセスが、重要であると考えられ
る。前年度までに開発されていた資料は、リワ
ークプログラムスタッフ、企業担当者とも、理
解しにくいというフィードバックはなく、リワ
ークプログラムスタッフが、職場訪問フォロー
アップ面談を行うための資料として使用できる
ことが判明した。大規模トレーニング施行前後
における、精神疾患から復職する従業員支援に
関する理解と自信については、有用性、満足度
とも、十分な成果が確認できたと考えられる。
整備された資料を用いたフォローアップ面談は、
本人、企業側とも、有用性を感じていた。用い
られた資料については、業務状況シートの一部
を除いては、特に指摘はなかった。一方、リワ
ークプログラムのスタッフが事業場を訪問して
面談を行うことについては大きな時間的負担が
生じることが指摘され、今後、面談を定式化し
ていくのであれば、スカイプ等による面談、あ
るいは、本人と上司がリワークプログラム施設
を訪れての面談という形式について検討する必
要がある。また、面談に要するコストについて

も、負担者、負担額等について定める必要があ
る。 
 
5. 復帰後の再発予防のための管理監督者教育及
び職場環境改善の手法の開発（川上憲人ほか） 
１．「管理監督者向け復職対応マネジメントス

キル研修」は比較対照試験において、管理監督
者のメンタルヘルス不調者の職場復帰支援の知
識と技術、さらに自己効力感を高めることが示
された。また研究開発部門においてや、経験の
少ない講師によって実施された場合でも有効で
あることが示された。 
２．職場復帰時の職場環境改善の手法の開

発：「職場復帰支援のための職場環境改善のヒン
ト集」は職場復帰時の職場及び制度の改善を幅
広く検討する際のヒントとして有効と思われた。
しかし、職場復帰ヒント集はなお改善の余地が
あり、暫定版として位置づけられる。 
 
6. 職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再
発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人
が情報交換するシステムの開発（江口 尚） 
 システムの開発にあたっては、今回の試行版
は、復職支援について必要最小限の情報共有が
できるようなシステムを構築した。システムの
構築にあたっては、現場の産業保健職の意見を
取り込むことに留意した。マニュアルについて
は、システムの導入にあたっては特に支障のな
い内容になっており、メンタルヘルス以外の復
職にも応用可能と考えられた。一方で、産業保
健体制が整っているか否か、すでに包括的なシ
ステムを導入しているか否か、等の点で、カス
タマイズする余地があることが明らかになった。 
 
E. 結論 
科学的根拠に基づくセルフケア支援方策のガ

イドラインと支援ツールを完成させた。セルフ
ケア支援ツール「うつせる。」は、うつ病で休職
中の労働者に対する無作為化比較試験でその効
果を評価した。今後、本研究により新しく開発
されたプログラムを利用することで、これまで
専門家による支援が届きにくかった休職者に、
復職に役立つ情報や知識を伝えることが可能に
なると期待される。 

主治医用、事業者用、労働者用に作成したモ
デル事業用のフィットノートとそのマニュアル
の臨床現場で模擬的に試行して、事業場担当者、
産業保健職、主治医から情報を収集し、産業保
健専門職と精神科医医師によるワーキンググル
ープ及び専門家による討議を経て、わが国にフ
ィットノートを導入するにあたっての課題を整
理し、現時点でのフィットノートと導入マニュ
アルを作成した。 
リワーククリニックのスタッフによる職場訪

問型復職支援については、スタッフおよび企業
における担当者を対象としたトレーニングの試
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行と、フィードバックに基づく資料の整備がな
された。企業担当者向けの大規模トレーニング
は、十分な有用性、満足度を示した。リワーク
プログラムスタッフによる、職場の訪問面談は
有用である可能性が高い。訪問の形式、コスト
の定め方について検討する必要がある。 

生活記録表の非専業産業医への認知度の低さ
と使用ニーズの高さ、実際の復職面談時におけ
る入手情報量の多さ、面談医師の得る安心感、
面談の効率性の高さが明らかとなった。復職面
談時の利用による、就業継続率への効果につい
ては、引き続きの検証が必要と思われるが、総
じて産業保健の実践の現場において、特に非専
業の産業医に対し、生活記録表を用いた復職支
援マニュアル等が有効なツールになりえるもの
と思われた。 

平成 27 年度に開発した「管理監督者向け復職
対応マネジメントスキル研修」のプログラムに
ついて比較対照試験を実施し、また追加で前後
比較試験を行い、その効果を評価し、研修完成
して研修マニュアルなど普及に必要な教材を作
成した。同じく平成 27 年度に開発した職場復帰
支援のための職場環境改善の手法について事業
場の産業保健スタッフ等の意見をもとに改善し、
完成させた。「管理監督者向け復職対応マネジメ
ントスキル研修」は比較対照試験において、管
理監督者のメンタルヘルス不調者の職場復帰支
援の知識と技術、さらに自己効力感を高めるこ
とが示された。また研究開発部門においてや、
経験の少ない講師によって実施された場合でも
有効であることが示された。職場復帰支援のた
めの職場環境改善の手法については９事業場の
産業保健スタッフ等の意見を収集してさらに改
善し、計 30 カテゴリーからなる「職場復帰支援
のための職場環境改善ヒント集」（あるいは「職
場復帰ヒント集」）として完成した。この「職場
復帰ヒント集」は、職場復帰時の職場及び制度
の改善を幅広く検討する際のヒントとして有効
と思われる。 

ICT を活用することで、コミュニケーション
にかかる本人の負担が軽減されるとともに、管
理監督者及び産業保健スタッフが当事者のパフ
ォーマンスや体調の管理を容易にでき、ICT を
メンタルヘルス不調者が職場復帰をする際の情
報交換の手段として活用することは、職場復帰
後のメンタルヘルス不調労働者の再発予防に資
する可能性がある。情報交換システムの開発と
構築、マニュアルの作成、モデル事業場での運
用から、開発したシステムは、当該労働者、上
司、産業保健スタッフが、復職プラン、通院状
況、体調など、当該労働者の復職に関する情報
を共有する上で有効であると考えられた。一方
で、実際に運用するにあたっては、今回はシス
テム化を見送った機能の追加や、課題として抽
出された点を解決することで、より多くの疾患
に適応できる汎用性の高いシステム開発につな

がる可能性がある。 
 

Ｆ. 健康危機情報 
 該当なし。 
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平成 28 年度労災疾病臨床研究事業費補助金 
「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく 

新しい支援方策の開発（14070101‐01）」 
主任：堤明純 

 
分担研究報告書 

 
休業中の労働者のセルフケア支援方策の開発（1） 

産業保健スタッフ向け支援ガイドラインと支援ツールの作成 
 
 

分担研究者 
島津明人(東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野・准教授） 

 
 
研究要旨：メンタルヘルス不調による休職者の支援方策の有効性の検証は海外でも少数で

あり，科学的根拠に基づく実行可能な方策を提案し，その有効性を評価することは重要で

ある。本研究では，メンタルヘルス不調による休業中の労働者のセルフケアの支援に関し

て，支援方策の開発とその効果評価を目的とした。3 年目の平成 28 年度は，科学的根拠に

基づくセルフケア支援方策のガイドラインと支援ツールを完成させ，支援ツールの効果評

価研究を行った。本報告書では，このうちガイドラインと支援ツールの完成までの経過を

報告した。 
ガイドラインは，平成 27 年度に作成した第 2 版について，産業保健スタッフおよび関

連学会の関係者から意見を求め，得られた意見をもとに修正を行い，第 3 版（最終版）を

完成させた。 
セルフケア支援ツール「うつせる。」は，試作版を医療機関リワークセンター利用者，

就労移行支援施設利用者，産業医，人事労務担当者，精神科医・産業医に試用してもら

い，得られた意見をもとに修正を行い完成させ，無作為化比較試験でその効果を評価し

た。 
 
 
研究協力者 

今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科

精神保健学分野・特任研究員） 

北村尚弘（一般社団法人働くしあわせプロ

ジェクト JINEN-DO） 

佐官俊一（東京大学大学院医学研究科精神

保健学・院生） 

楜澤直美（湘南医療大学リハビリテーショ

ン学科・准教授） 

西大輔（国立精神・神経医療センター精神保

健研究所システム開発研究室・室長） 

水谷美佳（株式会社リヴァ） 

宮本有紀（東京大学大学院医学研究科精神

看護学・准教授） 

 

Ａ．はじめに 

 メンタルヘルス不調による休職者の支援

方策の有効性の検証は海外でも少数であり，

科学的根拠に基づく実行可能な方策を提案

し，その有効性を評価することは重要であ

る。 

本分担研究では，メンタルヘルス不調に

よる休業中の労働者のセルフケアの支援に

関して，支援方策の開発とその効果を無作

為化比較試験により検証することを目的と

する。3年目の平成 28年度は，科学的根拠

に基づくセルフケア支援方策のガイドライ

ンと支援ツールを完成させ，支援ツールの

効果評価研究を行うことを目的とした。本

報告書では，このうちガイドラインと支援

ツールの完成までの経過を報告する。 

 

Ｂ．対象と方法 

1. 休業中の労働者のセルフケア支援ガイ

ドラインの作成 
以下の手続きによって，事業所の産業保
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健スタッフがメンタルヘルス不調により休

業中の労働者を支援するためのガイドライ

ンを完成させる。 
1）第 2 版に関する意見収集 

平成 27 年度では，素案（国内外の知見や

ガイドラインに基づき作成），第 1 版（素案

の内容について，研究協力者[精神科医，精

神看護学，臨床心理士，就労移行支援施設ス

タッフ，リワーク施設スタッフ]の意見をも

とに修正），第 2 版（第 1 版の内容について

研究班の分担研究者の意見をもとに修正）

が作成された。 
 平成 28 年度では，ガイドライン第 2 版に

ついて，産業保健スタッフ（産業医，保健師，

臨床心理士，人事労務担当者）および関連学

会（臨床系，労働衛生系）の関係者から意見

を求める。 
2）第 3 版（最終版）の作成 

第 2 版について得られた意見をもとに修

正を行い，第 3 版（最終版）を完成させる。 
 
2. セルフケア支援ツール 
1）「うつせる。」試作版に関する意見収集 
平成 27 年度に試作したセルフケア支援

ツール「うつせる。」について，試作版を

医療機関，産業保健スタッフ，当事者に試

用してもらい，意見を収集する。 
2）「うつせる。」の作成 
 試作版について得られた意見をもとに修

正を行い，最終版を完成させる。 
 
Ｃ．結果 
1. 休業中の労働者のセルフケア支援ガイ

ドラインの作成 
1）第 2 版に関する意見収集 

ガイドライン第 2 版について，産業保健

スタッフ 4 名（産業医，保健師，臨床心理

士，人事労務担当者）および関連学会の関係

者 4 名（臨床系学会 1 名，産業保健系学会

3 名）から意見を求めた。 
ガイドラインの分かりやすさについて，

「大体分かりやすかった」2 件，「やや分か

りにくかった」6件の回答が得られた。また，

ガイドライン内容の適切さについて，「妥当

である」3 件，「大体妥当である」3 件，「や

や妥当でない」2 件の回答が得られた。 
ガイドラインの内容について自由回答を

求めたところ，以下のような意見が得られ

た。 

・ 「休職前の就業状況に関する振り返

り」を産業保健スタッフが支援する意

義は大きい。 
・ 巻末の Q&A は分かりやすくて良い。 
・ ガイドラインが想定している対象者が

分かりづらい。 
・ 産業保健スタッフを対象としたガイド

ラインとしては難易度が高い。 
・ リハビリテーションという用語が分か

りづらい。 
・ コクランレビューの注釈があると良

い。 
・ 主治医との連携を促すために，支援の

概要だけでなく具体的な内容を提示す

ると良い。 
・ 支援を行う時期を明記した方が良い。 
・ 主治医に了解を得るのを必須とするの

は，ハードルが高い。「不安な場合

は，主治医の了解の下に進める」とい

う形にして，支援者の独自の判断で進

めて良い。 
2）第 3 版（最終版）の作成 

得られた意見を勘案し，以下の方針で最

終版を作成した。 
・ ガイドラインの対象者をサブタイトル

で明示し，復職関係者を示す図の中に

も産業保健スタッフ向けであることを

明示した。 
・ 専門用語をできるだけ避け，図やイラ

ストを多用した。また，コクランレビ

ューについては注釈を追加した。 
・ 主治医と産業保健スタッフとの連携が

協調されるように表現を工夫した。 
・ 観察研究の結果も基づくヒント 1 項目

は削除した。 
・ リハビリテーションという語句は，

「段階的な職場復帰」に置き換えた。 
最終的に，5つの推奨項目からなる第 3 版

（最終版）が完成した。本研究で抽出された

5 つの推奨項目は，国内外のガイドライン

を参照したものの，参照されたガイドライ

ンはいずれも医療者向けに作成されたもの

であり，産業保健スタッフ向けに作成され

たものではない。そのため，5 つの推奨項目

の科学的根拠については十分であるとは言



 3 

い難い。こうした事情を考慮し，最終版では

ガイドラインという名称を「手引き」に変更

することにした。 
 
2. セルフケア支援ツール「うつせる。」の

作成 
1）「うつせる。」試作版に関する意見収集 
平成 27 年度に試作したセルフケア支援

ツール「うつせる。」について，試作版を医

療機関リワークセンター利用者 1 名，就労

移行支援施設利用者 6 名，産業医 1 名，人

事労務担当者 1 名，精神科医・産業医 1 名

より，意見を収集した。 
その結果，以下のような意見が得られた。 

・ 復職事例(step1)や感想(step6)があって

よかった。 
・ 1 ページ 1 ペ−ジの分量の違いが激しく

集中力が切れる瞬間がある。 
・ フォントが小さく文字が多い。 
・ 全体的に情報量が多いため，詳細版と

早見版があると良い。 
・ 事業場ごとの制度の違いに言及した方

が良い。 
2）「うつせる。」の作成 
 得られた意見を勘案し，以下の方針で最

終版を作成した。 
・ サイト内文字数が多く読みにくい印象

を与えることが想定されたため，イラ

スト・表の追加，冗長な文章の簡潔

化，専門的内容の削除，フォント拡大

を行った。 
・ サイト内で，同義の単語を複数の語句

で用いることによる混乱を防ぐために

語句の統一化を行った。 
・ 誤字脱字の修正を行った。 
・ コンテンツごとの全体ページ数および

残ページ数の表示を行った。 
・ 各事業所で職場復帰のシステムや仕組

みが多少異なることがある可能性の明

示を行った。 
 
Ｄ．考察 
1. 休業中の労働者のセルフケア支援ガイ

ドラインの作成 
メンタルヘルス不調により休業している

労働者に対して，事業場はケアを提供する

義務はない。そのため，休業中の労働者の中

には，（精神）医学的治療のみを医療機関で

受けているケース，これらの治療に加えて

復職支援機関（いわゆるリワーク施設）に通

所するケース，産業保健スタッフや管理監

督者と定期的に面談し支援を受けているケ

ース，などが混在している。本研究では，メ

ンタルヘルス不調で休業中の労働者のセル

フケアを（法的義務はないものの）事業所の

産業保健スタッフ支援がすることを想定し

てガイドラインを作成した。ガイドライン

の作成に際しては，「うつ病で休職中の労働

者が職場復帰に向けて行うセルフケアにつ

いて，産業保健スタッフがどのように支援

すればよいか」というように，現状の産業保

健スタッフの活動状況に合わせた表現とな

るように留意した。 
本ガイドラインの作成に際しては，国内

外の種々のガイドラインを参照したが，基

本的な考え方は NICE 成人うつ病治療ガイ

ドラインに準拠した。その理由として，それ

ぞれのガイドラインが想定している対象の

相違が挙げられる。米国精神医学会（APA）

と日本うつ病学会のガイドラインは主に精

神科医を対象としているのに対して，NICE
の ガ イ ド ラ イ ン は “ in primary and 
secondary care”と書かれており，精神科医

以外を主に対象としている。本ガイドライ

ンは，事業所の産業保健スタッフに向けて

作成することから，主な考え方は NICE の

ガイドラインに準拠することにした。 
本研究で抽出された 5 つの推奨項目は，

国内外のガイドラインを参照したものの，

参照されたガイドラインはいずれも医療者

向けに作成されたものであり，産業保健ス

タッフ向けに作成されたものではない。そ

のため，5 つの推奨項目の科学的根拠につ

いては十分であるとは言い難い。こうした

事情を考慮し，最終版ではガイドラインと

いう名称を「手引き」に変更することにし

た。 
 
2. セルフケア支援ツールの作成 
本年度は，セルフケア支援ガイドライン

にもとづき，支援ツールの対象疾患をうつ

病に限定した。ツールの提供形式としては

WEB を採用した。これは，日本の事業所の

90％以上が中小規模事業所であり，産業保

健スタッフが配置されていない事業所も存

在することを考慮したためである。 
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内容に関しては，認知行動療法を基盤と

しながらも，復職後の就業継続につながる

内容を 6 つの内容（ステップ）に分けて提

示した。また， 1 ステップあたりの学習所

要時間の目標を約 15 分以内に限定し，対象

者の負担を低減するようにした。さらに，行

動科学の諸理論にもとづきながら，対象者

の動機づけ（I’m willing）と自己効力感（I’
m able）を高めるための工夫を，内容と形

式それぞれについて行った。 
さらに，WEB コンテンツの内容をリーフ

レットにした PDF も併せて作成した。 
 
Ｅ．結論 
本研究では，メンタルヘルス不調による

休業中の労働者のセルフケアの支援に関し

て，支援方策の開発とその効果評価を目的

とした。3 年目の平成 28 年度は，科学的根

拠に基づくセルフケア支援方策のガイドラ

インと支援ツールを完成させ，支援ツール

の効果評価研究を行った。本報告書では，こ

のうちガイドラインと支援ツールの完成ま

での経過を報告した。 
ガイドラインは，平成 27 年度に作成した

第 2 版について，産業保健スタッフおよび

関連学会の関係者から意見を求め，得られ

た意見をもとに修正を行い第 3 版（最終版）

を完成させた。 
セルフケア支援ツール「うつせる。」

は，試作版を医療機関リワークセンター利

用者，就労移行支援施設利用者，産業医，

人事労務担当者，精神科医・産業医に試用

してもらい，得られた意見をもとに修正を

行い完成させ，無作為化比較試験でその効

果を評価した。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 該当せず。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
該当せず 

 
２．学会発表 
 該当せず 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
 該当せず。 
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10.1002/14651858.CD006237.pub3. 
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日本うつ病学会．日本うつ病学会治療ガイ

ドライン．II. 大うつ病性障害 2013 
Ver. 1.1. 2013 
http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/mood_di
sorder/img/130924.pdf 
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休業中の労働者のセルフケア支援方策の開発（2） 

うつ病による休職者に対するインターネットを用いた復職支援自助プログラムの効果： 

無作為化比較試験 

 

分担研究者 
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研究要旨：うつ病による休職者に対するインターネットを用いた復職支援自助プログラム

（UTSeL：The University of Tokyo website for Self-care to Return to Work、略称「うつ

せる。」 ）が抑うつ症状、非機能的態度および復職への意思、可能性、準備性に与える効果

を無作為化比較試験により検討した。 

 インターネット調査会社の登録モニターから募集した参加同意者を無作為に介入群と対照群

に割り付けた（各群45人）。介入群にはウェブサイト「うつせる。」を学習するように依頼

し、30日後に両群ともにインターネットによる事後調査を実施し、それぞれ37人（82.2%）、

38人（84.4%）から回答を得た。事前調査および事後調査では、抑うつ症状（BDI-IIおよび

QIDS-J得点）、抑うつの根源となる信念（認知の歪み）である非機能的態度および復職にかか

わる因子とされる復職への意思、可能性、準備性を評価した。抑うつ症状に対する介入効果は

統計学的に有意ではなかった（BDI-II: p = 0.51, QIDS-J: p = 0.42）が、それぞれ小程度の

効果量を認めた（BDI-II: Cohen’s d = -0.20. QIDS-J: Cohen’s d = -0.22）。非機能的態度に対

する介入効果は統計学的に有意であり（p = 0.007）、中程度の効果量を認めた（Cohen’s d = 
-0.66）。復職への意思、可能性、準備性に対して、統計学的に有意な介入効果を認めなかっ

た（意志: p = 0.86, 可能性: p = 0.64, 準備性: p = 0.69）。 

本研究は、うつ病で休職中の労働者に対するウェブを用いた自助プログラムの効果を初めて

科学的に評価したものである。今後、本研究により新しく開発されたプログラムを利用するこ

とで、これまで専門家による支援が届きにくかった休職者に、復職に役立つ情報や知識を伝え

ることが可能になると期待される。  

 

研究協力者  

今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科

精神保健学分野・特任研究員） 
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保健研究所システム開発研究室・室長） 

水谷美佳（株式会社リヴァ） 

宮本有紀（東京大学大学院医学研究科精神

看護学・准教授） 

 

A. はじめに 

1）うつ病による休職者の動向 

 近年、うつ病を含む気分障害患者は増加

傾向にあり（Ministry of Health, Labour and 
Welfare Japan, 2014）、それに伴いうつ病に

よる休職者も増加傾向にある。復職を促す

ためには、臨床的な治療に加え、復職に焦

点をあてた介入が必要である（Volker, 

Zijlstra-Vlasveld, Anema et al., 

2015）。先行のメタ分析（Nieuwenhuijsen 

et al., 2014）では、臨床的支援に加えて

就労内容の修正や一時的な短時間勤務、認

知行動療法がある程度有用と報告されてい

るが、具体的な内容はまだ少ないのが実情

である。 

 日本においては、復職を支援するために

「リワーク」と呼ばれる復職リハビリテー

ションが行われており、集団認知行動療法

や心理教育、コミュニケーション技法など

数多くのプログラムが提供されている

（Depression rework research 

association, 2014）。 

 一方、リワークプログラムにはいくつか

の限界があり、復職後の就労継続を目的と

したプログラムが提供されていない場合が

ある点、多くの施設が都市部に集中してお

り、地理的・金銭的問題のためすべての休

職者がプログラムを受けられない点、専門

家不足によるプログラムの供給不足がお

き、休職者はプログラム受講まで待機をせ

ざるを得ない点などが挙げられる。 

 これまでの先行研究では、心理教育や認

知行動療法を含むウェブを用いた介入プロ

グラムがうつ病の症状改善に効果があるこ

とが報告されている（Christensen et al., 

2004, Imamura et al., 2016）。休職者に

インターネットを用いた復職に関係する情

報を提供することは、地理的な制限がない

点、低コストである点、リハビリテーショ

ン開始まで待機を解消できる点からも有用

である期待できる。 

2）目的 

 本研究の目的は、うつ病により休職中の

労働者に対するインターネットを用いた復

職支援自助プログラムを新たに作成し、そ

の効果を無作為化比較試験により評価する

ことである。 

 

B. 対象と方法 

1）対象 

 インターネット調査会社に登録している

モニターを対象に、うつ病で休職中の労働

者で20歳から60歳の男女に対して本研究へ

の参加者を募集した。募集に応じた158人に

ウェブでの事前調査（T1）を行った。事前

調査を終えた時点で研究への同意を得た。

除外基準である重症うつ病者（事前調査の

質問紙で測定）、2回以上の休職経験者、退

職者を除いた90名を無作為に介入群と対照

群とに割り付けた。無作為化はうつ病の重

症度により中等症と軽症以下とで層別化を

行った。介入群には分担研究者が作成した

ウェブサイト「うつせる。」（UTSeL：

University of Tokyo website for Self-

care to Return to Work）を学習するよう

に依頼した。介入開始30日後に両群ともに



インターネットによる事後調査を行った。

介入群37人（82.2%）、対照群38人

（84.4%）が事後調査（T2）に回答した。 

 

2）方法 

 介入プログラムはインターネットを利用

し、自助（セルフケア）により行える復職

に関する総合情報サイトである。2015年か

ら2016年に精神科医、精神科看護師、臨床

心理士、精神保健福祉士、就労以降支援セ

ンター職員らによって作成された。プログ

ラムは6つのステップから構成され、復職に

関する心理教育、復職体験談、うつ病に関

する心理教育、生活リズムに関する心理教

育、認知行動療法にもとづくセルフコント

ロール、キャリアカウンセリング、復職後

の体験談など自助ワークなどが含まれてい

る。図1にウェブサイトのホームページ（一

部）を示した。 

 本研究の主要アウトカムは抑うつ症状で

ある。事前調査（T1）および事後調査

（T2）では、抑うつ症状は簡易抑うつ症状

尺度（Japanese version of the Quick 

Inventory of Depressive symptomatology: 

QIDS-J）およびベック抑うつ質問票（Beck 

depression Inventory: BDI-II）で評価し

た。簡易抑うつ症状尺度はRush et al 

（2003）により作成された16項目4件法の抑

うつの症状尺度であり、測定項目は精神障

害の診断と統計マニュアル-IV（DSM-IV）の

9つの大うつ病の症状を網羅している。

Fujisawa et al（2010）により日本語版に

翻訳され、信頼性、妥当性が確認されてい

る。ベック抑うつ質問票は、Beck et al 

（1996）により作成された21項目、7件法の

うつ病の重症度尺度であり、過去2週間のう

つ病関連症状を評価する。Kojima et al 

（2002）により日本語版に翻訳され、信頼

性、妥当性が確認されている。 

 本研究の副次アウトカムは非機能的態度

尺度（Dysfunctional Attitude Scale: 

DAS）である。非機能的態度尺度はPower et 

al （1994）により作成された24項目、7件

法の抑うつの根源となる信念（認知の歪

み）を測定する尺度である。Tajima et al 

（2007）により日本語版に翻訳され、信頼

性、妥当性が確認されている。 

 基本的属性として、性別、年齢、職種、

婚姻状態、学歴、休職期間を尋ねた。ま

た、その他の項目として、復職にかかわる

因子とされる（オランダ復職ガイドライン: 
Ministerie van sociale zaken en 
werkgelegenheid, 2010）復職への意思、可

能性、準備性をそれぞれ「復職したいと思

いますか」、「復職できると思います

か」、「復職の準備は整っていると思いま

すか」に対して「とてもそう思う」から

「とてもそう思わない」まで4段階で回答を

求めた。介入群の参加者に対してはウェブ

プログラムの満足度や使用頻度についても

調査した。 

倫理的配慮および臨床試験登録 

復職支援ウェブサイトの効果評価研究の

実施にあたっては、東京大学大学院医学系

研究科・医学部倫理委員会において研究目

的および手順について審査を受け、承認を

得た（No.11112，2016年3月28日）。また，

研究に先立ち，UMIN-CTRに臨床試験登録を

行った（UMIN000023008） 

 

３）解析 

 各アウトカム変数について、反復測定分

散分析によりプログラムの介入効果を交互

作用として解析した。欠損値は制限付き最



尤法により推定し、ITT（Intention To 

Treat）分析を行った。また、両群の変化量

の平均値と標準偏差から効果量として

Cohen’s d（Cohen,1992）を計算した。 

 

C. 結果 

 図2に参加者のフローチャートを示した。

表1に、介入群および対照群の人数、事前調

査での基本的属性を、表2に各アウトカムの

平均値の推移を示した。表3に各アウトカム

に対するプログラムの介入効果を示した。

抑うつ症状に対して、30日間のプログラム

は統計学的に有意な効果を認めなかった

（BDI-II: p = 0.51, QIDS-J: p = 0.42）

が、小程度の効果量を認めた（BDI-II: 

Cohen’s d = -0.20. QIDS-J: Cohen’s d 

= -0.22）。非機能的態度尺度に対して、プ

ログラムは統計学的に有意な効果（p = 

0.007）を認め、中程度の効果量を認めた

（Cohen’s d = -0.66）。復職への意志、

可能性、準備性に対して、プログラムは統

計学的に有意な効果を認めず（意志: p = 

0.86, 可能性: p = 0.64, 準備性: p = 

0.69）、意志については小程度の効果量

（Cohen’s d = 0.09）を認めたが、可能性

（Cohen’s d = -0.09）、準備性（Cohen’

s d = -0.03）に対しては逆の効果となっ

た。介入群に対するプログラムの感想につ

いて、使用頻度は56.7%が1週間に1度、

29.7%が2週間に1度、13.5%が3週間から4週

間に1度だった。73%の利用者がプログラム

は復職に有用であると回答し、75%がプログ

ラムについて満足したと回答した。 

 

D. 考察 

 30日間のウェブプログラムを実施するこ

とで、抑うつ症状に対する効果量は -0.2 

と小程度の効果が得られたが、統計学的に

有意な効果は認められなかった。今回の研

究では参加者に中等症および軽症の参加者

が含まれていたことが要因と考えられる。

抑うつ症状のある参加者に対してウェブ上

で認知行動療法を行った先行研究（Imamura 

et al., 2016）では重症群では中程度の抑

うつ症状の効果を認めたのに対して、中等

症群、軽症群では抑うつ症状に対して逆の

効果（重症群：Cohen’s d = -0.57, 中等

症群：Cohen’s d =0.13, 軽症群：Cohen’

s d = 0.14）となった。これらの結果か

ら、認知行動療法を含んだプログラムはよ

り重症者に対して効果があることが示唆さ

れた。また、今回の研究は介入（学習）期

間が30日間と望ましい効果を検出するには

短かった可能性がある。先行の無作為化比

較試験（Imamura et al., 2016, Volker_, 

Zijlstra-Vlasveld, Anema et al., 

2015 ）では、プログラム実施後短期間で

は、抑うつ症状の改善は認められなかった

が、長期間の観察で抑うつ症状の改善が認

められた。これらの結果から、ウェブプロ

グラムにより望ましい抑うつ症状の改善効

果を得るためにはある程度の期間が必要で

あることが示唆された。 

 副次アウトカムの非機能的態度について

は有意な介入効果を認め、効果量は -0.66

と中程度だった。プログラムの大きな構成

要素の1つが非機能的態度を修正する方法を

学ぶ認知行動療法であることが要因と考え

られる。さらに、復職経験者の休職中から

復職後までの体験談を多く含んでおり、休

職中の参加者がどのように休職から復職ま

でを成功させるかを理解できたことも非機

能的態度の変容に有用だった可能性が考え

られる。 



 復職にかかわる因子とされる復職への意

志、可能性、準備性についてはそれぞれ有

意な効果を認めなかった。多くの参加者は

復職やプログラムを学ぶことに動機づけさ

れていると想定していたが、研究参加によ

る、モニター会社規定の謝礼ポイントな

ど、その他の要因により動機づけされた参

加者も含まれていた可能性が考えられる。

そのような場合、プログラムの内容は復職

への動機に逆の効果となると考えられる。

復職において復職に対する動機づけが重要

な因子である場合、動機づけを改善するた

めのプログラムも必要となるだろう。 

 今回の研究ではいくつかの限界が考えら

れた。1つ目として、主要アウトカムとし

て、抑うつ症状を評価したが、復職の過程

は必ずしも抑うつ症状のみでは説明できな

い点がある。自己効力感（Bandura, 1977）

や復職自己効力感（Lagerveld et al., 

2010）は抑うつ症状があるにもかかわらず

実際の復職に関連することが報告されてい

る（Oostrom et al., 2010, Brouwer et 

al., 2010, Lagerveld et al., 2010 

Nieuwenhuijsen et al., 2013, Volker, 

Zijlstra-Vlasveld, Brousers et al., 

2015）。本研究では実際の復職や復職まで

の期間、復職後の再休職率などを測定して

いないことが限界であり、今後それらのア

ウトカムに対するプログラム効果を測定す

る必要がある。2つ目として、今回の研究対

象者の製造業に携わる労働者の割合は3.3%

と日本平均より低く一般化可能性が限られ

ると考えられる。最後に、約半数の介入群

の参加者が自助ワークを完遂しておらず、

本来の効果が過小評価されている可能性が

ある。 

 

E. 結論 

 うつ病による休職者に対するインターネ

ットを用いた復職支援自助プログラム

（UTSeL：The University of Tokyo 

website for Self-care to Return to 

Work、略称「うつせる。」 ）が抑うつ症

状、非機能的態度および復職への意思、可

能性、準備性に与える効果を無作為化比較

試験により検討した。 

 インターネット調査会社の登録モニター

から募集した参加同意者を無作為に介入群

と対照群に割り付けた（各群45人）。介入

群にはウェブサイト「うつせる。」を学習

するように依頼し、30日後に両群ともにイ

ンターネットによる事後調査を実施し、そ

れぞれ37人（82.2%）、38人（84.4%）から

回答を得た。事前調査および事後調査で

は、抑うつ症状（BDI-IIおよびQIDS-J得

点）、抑うつの根源となる信念（認知の歪

み）である非機能的態度および復職にかか

わる因子とされる復職への意思、可能性、

準備性を評価した。抑うつ症状に対する介

入効果は統計学的に有意ではなかった

（BDI-II: p = 0.51, QIDS-J: p = 0.42）

が、それぞれ小程度の効果量を認めた

（BDI-II: Cohen’s d = -0.20. QIDS-J: 

Cohen’s d = -0.22）。非機能的態度に対

する介入効果は統計学的に有意であり（p = 

0.007）、中程度の効果量を認めた

（Cohen’s d = -0.66）。復職への意思、

可能性、準備性に対して、統計学的に有意

な介入効果を認めなかった（意志: p = 

0.86, 可能性: p = 0.64, 準備性: p = 

0.69）。本研究は、うつ病で休職中の労働

者に対するウェブを用いた自助プログラム

の効果を初めて科学的に評価したものであ

る。今後、本研究により新しく開発された



プログラムを利用することで、これまで専

門家による支援が届きにくかった休職者

に、復職に役立つ情報や知識を伝えること

が可能になると期待される。 

 

F. 健康危険情報 

 該当せず。 

 

G. 研究発表 
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healthy workers: Current research evidence. 
In: A. Shimazu, J. Oakman, M. F. Dollard, 
& R. Bin Nordin. (Eds.) Psychosocial 
factors at work in the Asia Pacific: From 
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図1：プログラムのトップページ 

 

  



 
 

図2：参加者のフローチャート 

 

 

 

 

            

 
対象者のリクルート 
モニター会社の登録者に調査参加を呼びかけ 
組入れ条件のスクリーニング調査を行った 
20-60歳, 男女, うつ病で休職中の労働者     

(N=140,000) 

組入れ条件に適格(N=158) 

組入れ条件に不適格  
(N=139,842) 

重症度の判定と事前調査(T1) 
(N=139) 

事前調査を拒否  
(N=19) 

除外基準 
重症うつ病(N=48) 
複数回の休職(N=0) 
退職(N=0) 

モニター会社退会
(N=1) 

無作為化 (N=90) 

介入群 (N=45, 100%) 
ウェブサイトを学習 
＋通常治療 

対照群 (N=45, 100%) 
 
通常治療 

介入群  
30日後の事後調査(T2) 

(N=37, 82.2%) 

対照群  
30日後の事後調査(T2) 

(N=38, 84.4%) 



表1：参加者の基本属性 

 介入群 (N=45)  対照群 (N=45)  

  n (%) 平均値 (SD)   n (%) 平均値 (SD)   

男性 35 (77.8)   27 (60)   

年齢  41.1 (10.1)   39.6 (10.1)  

婚姻状態 (既婚者) 24 (53.3)   25 (55.6)   

職業       

  管理監督者 10 (22.2)   4 (8.9)   

  専門職 14 (31.1)   13 (28.9)   

  事務職 14 (31.1)   14 (31.1)   

  販売 4 (8.9)   8 (17.8)   

  サービス 0 (0)   3 (6.7)   

  製造業 1 (2.2)   2(4.4)   

  その他 2 (4.4)   1 (2.2)   

雇用形態       

  正規雇用 44 (97.8)   44 (97.8)   

  非正規雇用 1 (2.2)   1 (2.2)   

学歴       

  高卒または専門学校 15 (33.3)   12 (26.7)   

  大卒以上 30 (66.7)   31 (68.9)   

  無回答 0 (0)   2 (4.4)   

休職期間 (週)   31.1 (34.1)     33.7 (50.3)   

 

 

 

 

 

 

 

 



表2：各アウトカムの平均値の推移 

  介入群  対照群 

  (T1: n=45, T2: n=37)  (T1: n=45, T2: n=38) 

アウトカム (範囲)   平均値  SD   平均値  SD 

主要アウトカム：抑うつ症状       
ベック抑うつ質問票-Ⅱ (0-63) T1 18.5  8.7   19.5  9.1  

  T2 17.0  11.6    18.9  11.3  

簡易抑うつ症状尺度 (0-27) T1 9.4  3.7   9.5  3.6  

 T2 9.0  5.7   9.8  4.4  

副次アウトカム：認知の歪み             

非機能的態度尺度 (24-168) T1 102.8  19.2   95.9  22.6  

  T2 99.3  13.4    101.7  18.8  

その他       

 復職したいと思う (1-4) T1 2.7  1.0   2.3  1.1  

 T2 2.9  0.8   2.5  0.9  

 復職できると思う (1-4) T1 2.4  0.9   2.2  0.8  

 T2 2.5  0.8   2.4  0.9  

 復職の準備が整っている (1-4) T1 2.2  0.8   1.9  0.8  

  T2 2.2  0.8    2.1  0.9  

T1 = 事前調査, T2 = 介入開始 30日後の事後調査     
 



表3：各アウトカムに対するプログラムの介入効果 

 

  
介入群 

(N=45)  
対照群 

(N=45)  主効果  交互作用  効果量 

アウトカム  推定    推定  時間  群  時間*群  T2-T1 

(範囲)   平均値 SE   平均値  SE   F p   F p   F p   Cohen's d 

主要アウトカム：抑うつ症状                 
ベック抑うつ質問票-II  T1 18.5  1.5   19.5  1.5             
(0-63) T2 16.8  1.6    19.3  1.6    0.69  0.41    0.87  0.35    0.43  0.510    -0.20  
簡易抑うつ症状尺度  T1 9.4  0.6   9.5  0.6             
(0-27) T2 8.9  0.7   9.9  0.7   0.001  0.98    0.44  0.51   0.66  0.420   -0.22  
副次アウトカム：認知の歪み                                
非機能的態度尺度  T1 102.8  2.9   95.9  2.9             
(24-168) T2 98.8  3.1    102.5  3.1    0.46  0.50    0.17  0.68    7.72  0.007    -0.66  
その他                  
 復職したいと思う  T1 2.7  0.1   2.3  0.1             
 (1-4) T2 2.9  0.1   2.4  0.1   3.66  0.06   4.70  0.03   0.03  0.860   0.09  
 復職できると思う T1 2.4  0.1   2.2  0.1             
 (1-4) T2 2.5  0.1   2.4  0.1   1.59  0.21   1.62  0.21   0.22  0.640   -0.09  
 復職の準備は整っている  T1 2.2  0.1   1.9  0.1             
 (1-4) T2 2.2  0.1    2.0  0.1    0.70  0.40    2.18  0.14    0.16  0.690    -0.03  
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平成２８年度労災疾病臨床研究事業費補助金 
「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

（１４０７０１０１―０１） 
分担研究報告書 

 
日本型職場復帰診断書（fit note）システムの試行 

 
研究代表者 堤 明純 北里大学医学部公衆衛生学教授 

 
研究要旨：主治医用、事業者用、労働者用に作成したモデル事業用のフィットノートとそのマニュ
アルの臨床現場で模擬的に試行して、事業場担当者、産業保健職、主治医から情報を収集し、産業
保健専門職と精神科医医師によるワーキンググループ及び専門家による討議を経て、我が国にフィ
ットノートを導入するにあたっての課題を整理し、現時点でのフィットノートと導入マニュアルを
作成した。模擬的試行結果から得られた意見からは、フィットノートの主旨はほぼ理解され、有用
性も期待されていた。また、事業場と臨床医の直接のコミュニケーション促進のツールとして期待
された。課題として、フィットノートを補足する生活記録表などの資料や、アシスタントやコーデ
ィネーターなどの支援体制が必要なこと、福祉への移行をスムースにする制度の必要性、単純にオ
ープンには進められない情報管理及び責任体制の整備が挙げられた。 

 
研究協力者 
河野慶三（富士通株式会社産業医） 
佐藤裕司（富士通株式会社産業医） 
前田聡彦（富士通株式会社産業医） 
土肥紘子（富士通株式会社産業医） 
三宅 仁（富士通株式会社常務理事健康推進本

部長） 
佐藤光弘（富士通株式会社健康推進本部健康事

業推進統括部統括部長） 
玉山美紀子（富士通株式会社人事本部労政部ア

シスタントマネージャー）  
宮岡 等（北里大学医学部精神科教授） 
鎌田直樹（北里大学医学部精神科） 
田中克俊（北里大学大学院医療系研究科教授） 
坂田深一（医療法人社団博奉会相模ヶ丘病院院

長） 
井上賀晶（医療法人社団博奉会相模ヶ丘病院診

療部長） 
石渡弘一（神奈川産業保健総合支援センター所

長） 
森田哲也（神奈川産業保健総合支援センター相

談員） 
塩崎一昌（横浜市総合保健医療センター地域精

神保健部長） 
林田耕治（トータルヘルス株式会社、株式会社

D4 代表取締役・福岡職域研究会世話人） 
森口次郎（京都工場保健会産業保健推進部部長） 
藤野善久（産業医科大学公衆衛生学准教授） 
三柴丈典（近畿大学法学部教授）  
柳下 桜（株式会社メディカルトラスト） 
杉原由紀（高知県総務部職員厚生課職員健康推

進監・産業医） 
広瀬俊雄（仙台錦町診療所 産業医学センター） 
白波瀬丈一郎（慶応義塾大学医学部精神・神経

科学教室特任准教授 ストレス研究センター副

センター長） 
森本英樹（産業保健ハンドリング(株)／森本産業

医事務所） 
後藤 昌弘（神奈川産業保健総合支援センター 

専門職） 
河津雄一郎（株式会社平和堂 統括産業医） 
 
A. 研究目的  
英国では、主治医が休業者の仕事への適合性

を評価し、雇用主による支援の必要性を助言で

きる「職場復帰診断書」(fit note：フィットノー

ト)の活用が始まっている。フィットノートは、

休業が必要であることを示す従来の診断書では

なく、どのような条件が整えば復職できるかに

焦点をあてた診断書であり、休業・復職に関す

る主治医、職場側双方の認識や行動を変えるこ

とで、休業の長期化を防止する効果があるとさ

れている。本研究の目的は、このフィットノー

ト システムをわが国に適用できるか、モデル事

業を取り入れて検証することにある。 
初年度の研究成果から、フィットノートは、

わが国の課題とされている産業保健体制の十分

でない職場への適用の参考になると考えられた。

一方で、わが国への導入に当たって検討するべ

き事項には、フィットノートを適用する疾患を

含め、制度上、運用上の課題が多数挙げられた。 
第２年度は、日本型フィットノートシステム
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の素案とシステム構築のためのツールとマニュ

アルを作成し、ワーキンググループ及び専門家

から、運用上の課題等について意見を得て改善

した。主治医が、事業者及びケースそれぞれと、

仕事の専門性を含めた職務や就業に対する自信

や不安について確認し、就業に向けて相談する

ことができるツールを作成した。モデル事業を

念頭において、フィットノートを使用する対象

事業場を、いったん小規模事業場に限定し、フ

ィットノートの主たる適用となる障害群も整理

をして、主治医が使用しやすくなるようにした。

わが国に制度として導入するための課題として、

法的な課題と制度上の課題を整理した。 
最終年度にあたる本年は、主治医用、事業者

用、労働者用に作成したモデル事業用のフィッ

トノートとそのマニュアルを臨床現場で模擬的

に試行して、事業場担当者、産業保健職、主治

医から情報を収集し、産業保健専門職と精神科

医医師によるワーキンググループ及び専門家に

よる討議を経て、我が国にフィットノートを導

入するにあたっての課題を整理し、現時点での

フィットノートと導入マニュアルを作成するこ

とを研究目的とした。 
 
B. 研究方法 
1. 模擬事例を念頭に置いた実務者における調査 

精神科医・産業医両ワーキンググループにお

いて、第２年度までに整えたマニュアル類、模

擬事例を念頭に置いた実務者における調査につ

いての評価項目と具体的な調査対象について討

議し、事業場側（産業保健職含む）、主治医側か

らの評価項目を抽出して調査の企画を行った。 
1) 研究デザイン 

本研究は、侵襲を伴わず、かつ、介入を行わ

ない、人体から取得された試料以外を活用する

研究で、メンタルヘルス不調による労働者の復

職に関わる臨床医、事業者及び産業保健職から

の情報を用いる前向き研究とした。 
2) 研究対象 

メンタルヘルス不調で休業した労働者をケア

する臨床医と事業者（担当者）及び産業保健職

とした。 
3) 観察項目と方法 
(1) 観察等の概要 
開発したフィットノートとそのマニュアルを

過去に経験した復職の事例を想起して、模擬的

に適用し、臨床医、事業者（担当者）及び産業

保健職からシステムについての情報を得た。 
(2) 観察項目 

英国におけるフィットノートが適切に記載さ

れていないことについての評価 (Coole, Nouri, 
Potgieter, & Drummond, 2015)、フォーマット

や電子文書の普及、ガイダンスや教育の改訂な

ど、数々の要改善点、実務の評価などについて

の課題(Coole, Nouri, Potgieter, Watson, et al., 
2015)、フィットノートの使用により医師と患者

の間に緊張感が生じている事実を踏まえて

(Wainwright, Wainwright, Keogh, & Eccleston, 
2015)、モデル事業で評価する項目について原案

を作成した。産業医及び精神科医ワーキンググ

ループによる討議を経て、調査項目を洗練化し、

フィットノートを制度として運用することを想

定し、システムの好ましい点と改善点を、事業

場と主治医の連携を前提として、下記のポイン

トで情報を収集することとした： 
(ア) 当事者にどういう情報交換があるとよ

いか 
(イ) フィットノートの運用をどういうルー

ルの下に進めるとよいか 
(ウ) 制度化にどのような準備が必要か（たと

えば、費用の問題） 
(エ) 制度上の課題（バリア）はなにか 
そのうえで、開発した評価票（資料１、２）

に基づいて、下記の観察項目を測定した。 
(ア) フィットノートシステムのメリットについ

ての評価 
(イ) フィットノートシステムの改善点（含む制

度上の課題） 
(ウ) そのほか、復職の診断書に関連する意見 
(3) 観察方法 

メンタルヘルス不調に基づく休業者の復職支

援を想起して、通常医療機関で使用している診

断書に変えてフィットノートを使用することを

想定して、運用上課題となることやその使い勝

手などについて、臨床医、事業場、産業保健職、

社会保険労務士等からコメントをいただいた。 
(4) データ収集方法 

調査対象者にフィットノート及びマニュアル

を評価票とともに渡し、記入後回収した。 
(5) 解析 
フィットノートの使用に関するメリット及び

デメリットについて単純集計を行った。自由意

見をまとめ課題を抽出した。 
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2. 専門家による意見聴取 
復職支援経験を含め、産業保健に造詣が深い

産業医、精神科医、社会保険労務士にインタビ

ューを行い、フィットノートの導入に当たって

それぞれの専門分野から勘案しなければならな

い事項について整理した。産業医、精神科医ワ

ーキンググループからも、調査企画と並行して、

専門的見地からの意見をいただき、マニュアル

類の改訂を行った。 
 
倫理的配慮 

本研究は、「人を対象とする医学系研究に関す

る倫理指針」（平成 26 年 12 月 22 日、文部科学

省・厚生労働省）に従って、本研究の意義、目

的、方法、結果の公表、参加者が被りうる不利

益及び危険性について説明文書を作成した。調

査票の提出をもって同意の取得とし、情報提供

に同意をしない対象には、研究参加を拒否もし

くは取り下げても不利益のないことを伝えた。

本研究は、北里大学医学部・病院倫理委員会の

倫理審査にて承認を得た。 
 
C. 研究結果 
1. 模擬事例を念頭に置いた実務者における調査 

事業者の立場からの回答者の役職（所属）は

表１の通りで、所属（支援対象と）する企業の

規模は 1～3500 人、現在の職に就いてからの期

間は平均 16 年（1～42 年）であった。社会保険

労務士のうち、3 人は産業保健カウンセラーとし

て、2 人は産業保健総合支援センターのメンタル

ヘルス対策促進員として活動していた。精神科

医は 9 人が回答し、平均のキャリアは 19 年（7
～34 年）であった。 

 
1) フィットノートのメリット 

事業場側意見としては、明確な指示に関する

期待を含む、主治医とのコミュニケーションの

向上と、自身の適切な安全配慮義務の可能性が

挙げられていた。フィットノートの導入主旨で

ある、辞めなくてもよい（休まなくてもよい）

労働者を辞めさずに（休ませずに）済むについ

ては半数の回答者がそう回答した。主治医側か

らも、労働者の職場環境・業務内容について関

わりやすいという意見と、早期復職に繋がりや

すい（不要な休業を避けやすくなる）と回答し

た者の割合が高かった（図１）。その他の意見と

して、当事者本人の就労に対する意欲を知るこ

とができる、標準仕様が主治医の負担軽減に寄

与するとの意見もあったが、事業者の意見の中

には、主治医責任を明確にするために必要とす

る、という回答があった（表２）。 
 
2) フィットノートのデメリット 

想定されるデメリットについて、事業者側か

らは、主治医の記載する指示に従えず困る可能

性と、主治医が記載する指示内容が明確でない

可能性が挙げられた。一方、フィットノートの

使用方法の不明（もらってもどうしてよいのか

わからない）と答えた事業者は１割程度で、フ

ィットノートの主旨は了解されると思われた。 
主治医側からは、フィットノートの作成にか

かる時間と、誤診等が発生した場合の懸念が出

されたが、フィットノート作成自体については

書けないことはないと回答しており、フィット

ノートの作成が患者との関係によくない影響を

きたす懸念を表明したものはいなかった（図２）。 
その他の意見として、フィットノートの内容

の信憑性についての懸念、メリットの裏返しで

標準仕様とならなかった場合の混乱も挙げられ

た。主治医側からの懸念として、会社側がこの

ノートをどう使用するかが分からない、フィッ

トノート自体がブラック企業では本人の解雇に

つながりかねない、といったフィットノートが

書かれた後の取り扱いについての懸念が出され

た（表３）。 
 
3) 想定されるデメリットに対する具体的な改

善提案 
想定されたデメリットについて、多くの改善

点が上がった（表４）。主治医が適切な意見を述

べるための「情報」・「判断」・「時間」のあたり

が一番の課題という認識とともに、基本的に何

らかの法的拘束力の下での導入であれば円滑に

運用されていくとの意見が上がった。 
フィットノート記載に当たって、主治医が事

業場の実状を正しく把握していることの重要性

を鑑み、事業場・主治医間のコミュニケーショ

ン促進が、ひとつの大きな議論のポイントとな

った。職場の状況の正確な伝達を行うため、書

面情報の煩雑さを避けるため、また、職場の配

慮事項に関する確認・すり合わせのため等、事

業場、主治医それぞれのニーズで、面談やメー

ルを介した直接のコミュニケーションを必要と

する意見が多かった。これに関することとして
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は、労働者を介さずに情報提供を行う必要性の

意見があった（後述）。 
事業場側からは、主治医判断の根拠と責任所

在の明確化が複数挙がった。安全配慮義務によ

り責任を問われるのは事業者なので、判断根拠

が明確でないと心配で就労させられないとする

意見があり、「フィットノートをもとに就業させ

た後労働者の病状が増悪した場合、主治医は何

らかの責任を取れるのか？」という懸念や、「医

療で治療できないまま、治ったか治っていない

かわからない」労働者の復職を事業主側に求め

るのであれば、どの程度回復し、活動できてい

る状態なのかをわかるようにして欲しいという

意見が出た。こういう状況に対して、生活活動

記録等の記入を義務化し、主治医の意見の根拠

（復職の可判断）を添付するなどの対策案が挙

がった。 
主治医側からは事業場が主旨に基づいて、フ

ィットノートを普遍的に使用するシステムの必

要性が挙がった。事業場の協力的な情報提供や、

本人の適応に関する加点法的な職場の理解を望

む声もあった。さらに、早期復帰や会社での困

り事の解決は本来患者と職場が主体となり主治

医から意見を聞くものなので、主治医主体で会

社側に配慮等をはたらきかける運用には違和感

があり、会社が患者を通して主治医に作成依頼

する流れであればわかるという意見や、産業医

のイニシアティブを重視する意見があった。 
主治医、休職者、事業所、産業医、家族の情

報共有と復職に向けての前向きな姿勢が大切で

あるとして、フィットノートをコミュニケーシ

ョンツールとして期待することの意見は多く、

主治医と事業所側が直接接触することの必要性

が多く出された。事業場、主治医両者の負担に

ついての懸念もあり、社労士やアシスタント等

が間に入って連絡をする必要が指摘された。 
このほか、マニュアル全般について、レイア

ウト、用語表現、などの修正点について意見を

いただき、一部マニュアルの修正で対応した。

対応を保留したレイアウトの修正、資料の追加

等については、運用の具体化に伴い適宜改定さ

れるものとして、記録を残すこととした（表５）。 
 
4) フィットノートの主治医意見がどの程度反

映されるとよいか 
 フィットノートの主治医意見がどの程度反映

されるとよいかという問いに対しては、35 パー

セントの主治医が正確に反映されることが望ま

しいと答え、45 パーセントが、事業場が勘案し

て調整してよいと回答した。 
 
5) 情報提供の手順について 
事業場の復職システムの整備の具合に関わり、

フィットノートを発行する状況は複数考えられ、

ケースバイケースで進めるという意見が最も多

かった。事業者単独だと、医学的な知識がない

ため就労や復職を検討すべきではないタイミン

グで動いてしまうリスクがあり、主治医単独だ

と、労働者の勤める会社の規則のことまで思い

至らず休業期間満了から自然退職となるリスク

が指摘された。ここでキーとなるのが「主治医

と職場の連携」で、下記のような前提ができて

いれば、労働者、主治医のどちらから手順を始

めてもよいという意見が複数あった（図３）。 
(1) 受診時を含め、労働者の復職の求めに応じて

手続きを開始する前に、事業者から主治医に、

事業場の制度、復職に関するルール、休業期

間等に関する情報提供を行う。 
(2) フィットノートのシステムがあるという三

者への情報提供、理解。 
情報提供の順序別ケースの例を表６に整理し

た。 
 
6) フィットノートシステムの文書料 
自由意見で料金設定を訪ねた結果、図４のよ

うになった。 
労働者負担を考えたとき、休職中の労働者の

経済状況や複数回のやりとりが必要になる場合

を考えると安価に押えたいという意見がある一

方、あまり低価格では、操り返し作成の依頼や

提出があっても困るという意見があった。労働

者の負担軽減に対して保険適用などの配慮の必

要性が指摘された。 
安全配慮義務の観点から労働者の状態を把握

することの重要性を重視し、全額事業者負担と

する意見があった。医師の意見の中には、医師

のインセンティブにつなげるべきという意見と、

記入の簡便性が料金に影響するとする意見があ

った。 
回答は、情報交換を含む１件あたり費用を想

定したが、発行件数を考慮して、（必要の都度）

１件いくら、または、１事例（一人の該当者が

職場に完全復帰を果した場合）、別途対面で医師

の意見を聞く場合は別途料金等、場合分けをす
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る運用についての考え方も出された。 
 
7) フィットノートシステムの文書料の負担先 
フィットノートシステムの文書料の負担先に

ついては、公的な医療保険制度で賄うこと、患

者負担、事業場負担がそれぞれ４割程度を占め、

続いて健康保険組合が２割の順であった（図６）。 
自由記載に書かれた意見では、各種割合でそれ

ぞれが折半する意見が多かった。復職申請の目

的ととって事業主負担とするもの、就労可能な

健康状態に回復したことを証明する文書として

労働者負担等、立場による考え方とともに、労

働者に負担を鑑みた際、事業場、または、健康

保険組合の負担、もしくは、診療報酬に含まれ

ることを期待する意見が上がった。 
 
8) 主治医と事業者（担当者）の連携を前提とし

て、どのような情報交換があるとよいか 
 同行受診等面談の機会などを含めて、（システ

ムとしての）直接の情報交換の必要性を挙げる

例が、事業者、精神科医共通して多かった。情

報の内容は、会社が考える復職の条件、会社側

から医師に予め伝えておくこと、とくに、会社

が考える復職の条件を会社側から医師に予め伝

えておくことに関してであった。主治医側にも、

直接担当者が説明に来てくれた方がスムース、

医師、患者、会社との三者面談が出来たらよい

という意見があった。それぞれの会社でプログ

ラムが違うので、会社側が教えてくれる事が望

まれるとの意見であった。事業場側が、これな

らできるという条件を出せるとよいということ

は研究班内でも出されている。情報交換の内容

については、事業場の状況を理解してもらう必

要性も複数挙がった。また、服薬に関する情報

も、患者情報の正確性（妥当性）の必要性とと

もに挙がった。主治医からも、仕事内容、評価、

職場の人間関係、労働時間（残業）、元々の働き

ぶり、飲酒状況・健診データの添付、就労規則

など職場のルールが必要な情報として挙がった。

（表７）。 
 
9) 主治医と事業者（担当者）の連携を前提とし

て、どのようなルールを定めておくとよいか 
不利益処遇の禁止については、とくに主治医

側から必要性が上がり、法整備の必要性につい

ての回答もあった。 
労働者の個人情報をやりとりするので、事前

に労働者の同意を得ておくことについての意見

は多かった。密接に関連するものとして、守秘

義務の徹底や、情報の保管までを含む情報管理

に関するルールの設定が多く上がった。一方で、

情報管理の中には、「事業場からの情報は本人に

伝えない」といった意見や、労働者の同意がな

くても、主治医と事業者が情報交換できるなど、

主治医と事業者間のみでの情報共有を行う仕組

みの必要性を挙げる意見があった。 
主治医と事業場の直接面談を望む意見も多く、

実務上のルールとして、面談に関して確実に連

絡の取れる手段や時間帯を決めること、両者の

記載で分かりづらい点や疑問点などを率直に聞

き合えるしくみ作り、情報交換の内容に労働者

の日常生活の状態報告を取り入れる等が挙がっ

た。 
実務的な内容としては、面談時間とその費用、

フィットノートの発行回数と受け渡し方法、フ

ィットノートを記入する場合と、フィットノー

トだけではカバーできない就業に関する相談が

ある場合の料金体系のルール化が出された。 
責任体制の明確化に関することは、ここでも

提出され、事業者側からは、フィットノート記

載の配慮内容は、「会社によっては、対応できな

いことがあります。」と明記し、労働者が勘違い

しないようにすること等を含め、会社に配慮す

る義務がないこと、強制されないことを明確に

するという意見は多く、責任の取り方について

不安の多さがうかがわれた。また、主治医から

は、仕事の内容についての責任は担当者にある

ことが重要とするものがあり、両者ともに責任

に所在に関する懸念が存在することがうかがわ

れた。一方で、本人の誠実な職務遂行の実現に

向けて協力することが大切、労働者への配慮（不

利益にならないように）、「患者の立場に立つ」

「正確で誠実な内容と情報提供をする」といっ

た姿勢についての意見もあった。柔軟な職場内

配慮などを行うという企業側の意思表示が大切

とする主治医意見もあった。 
 
10) そのほか、フィットノートシステムに対す

る意見（実務上の課題等） 
「治療しながら働くこと」を検討するという

視点はすばらしいという意見、50 人未満の事業

者も活用できるメリットが大きい、メンタル不

調者だけでなくがん就労支援にも使えるという

ポジティブな感想があった。主治医、事業所、
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労働者の三者間の情報交換ができることはいい

ことだという意見も挙がった。 
一方で、偏りのない正確な情報交換がなされ

ていく必要とともに、今後フィットノートシス

テムを定着させるためには、産業保健総合支援

センターの相談員、促進員の研修、また事業場

における訪問支援の強化や事業場における訪問

支援の強化も必要になってくると考えるとした、

サポート体制の充実が不可避なこと。精神科医

が産業保健について十分に学ばないと、フィッ

トノートシステムを運用することは難しいとい

う意見も主治医側から出された。 
マニュアル、文書については、例示を盛り込

む必要性が多く上がり、マニュアルの文言、例

示などの不備について修正するとともに、取り

残し分は記録しておくこととした（表５）。 
 
2. 専門家による意見聴取 
日本産業衛生学会指導医、日本産業精神保健

学会専攻医として産業保健、精神保健の両分野

に精通し、社会保険労務士の資格もお持ちの先

生に、専門的見地からご助言をいただいた（表

10）。 
フィットノートシステムを支える制度として、

英国で取り入れられている Fit For Work 
System (FFWS)の機能の重要性が強調されてい

た。組織の中立性や、教育や行動規範の設定等

スタッフの質の管理、再就職についても可能な

サービスの拡充など十分に機能するために必要

な項目を挙げていただいた。 
主治医は、自分が記した意見がどう扱われた

か知りたいと思われるので、事業場で行われた

決定をフィードバックする仕組みがあってもよ

いというご意見もいただいた。そのためには、

フィットノートを双方向に使えるようにする仕

組みもある。 
社労士との連携には具体的な案を出していた

だいた。社労士の意見にも挙がったが、社労士

の機能（役割）と他職種との連携の明確化が必

要とされた。 
メンタルヘルス不調による労働者の復職支援

に積極的にかかわっておられる慶應義塾大学医

学部精神・神経科学教室の白波瀬丈一郎特任准教

授には、フィットノート導入に当たり、臨床医に

必要になると考えられることがらとして、臨床

医の認識変革の推進、技能の習得、制度の整備

の三点を挙げていただいた。臨床上のアウトカ

ムの一つとしての復職をとらえ、そのことを可

能にする技能の習得（精神科医及び患者の教育

の必要性）と、トレーニングを支えるインセン

ティブ（制度上の支援）を挙げていただいた。

臨床医の支援体制の一つのリソースとして、先

に国家資格となった後任心理士の活用もご指摘

いただいた。 
 
以上、情報を総合し、論理的な齟齬の修正や、

より好ましい表現への訂正を行い、マニュアル

を修正した（巻末資料）。 
 
D. 考察 
本研究では、主治医用、事業者用、労働者用

に作成したモデル事業用のフィットノートとそ

のマニュアルの臨床現場で模擬的に試行して、

事業場担当者、産業保健職、主治医から情報を

収集し、産業保健専門職と精神科医医師による

ワーキンググループ及び専門家による討議を経

て、我が国にフィットノートを導入するにあた

っての課題を整理し、現時点でのフィットノー

トと導入マニュアルを作成した。フィットノー

ト導入の課題としては、第２年度までにまとめ

られた専門家の意見が裏付けられるとともに、

課題解決に向けた斬新なアイディアも出された。 
模擬的試行では、フィットノートの導入主旨

は、好意的に受け止められていた。一方で、主

治医責任を明確にするために必要とするなど、

やや主旨を取り違えた回答もあったが、これら

は、マニュアルの不備に基づくものと思われた。

フィットノートは、責任所在を明確にする書類

ではないが、現行の制度では訴訟の問題もはら

んでいるため、文書の位置づけについては、ス

テークホルダーの納得のいく法制度を含めた設

計が必要である。 
フィットノートのデメリットとして、前年度ま

での英国の調査と専門家による意見聴取と同様の

懸念が挙がった（堤 2015; 2016a）。事業場側から

は、医師の意見に関する根拠の必要性が、主治医

側からは事業場が主旨に基づいてフィットノート

を使用することの必要性が挙がった。 
事業場側の不安としては、対応不可能な配慮

を求められる危惧、そのために、自事業場の状

況を主治医によく知ってもらっておく必要が求

められていた。また、主治医側からは、職場の受

け入れ要件を出す意見は多く、その中でも、前も

って連絡をしておくことの必要性が多く出された。

産業医の存在と機能を必須とする意見もあった。
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フィットノートを使用することの最大のメリッ

トは、主治医及び事業主（もしくは、担当者）

に、産業保健職の機能を一部肩代わりしてもら

うことにより、産業保健職が不在の事業場にお

いて復職のプロセスが機能することと考えられ

るが、この機能をどこまで埋めることができる

かは大きな課題のように思われる。 
具体的な改善提案として、事業者側、主治医側

両者から、直接のコミュニケーションを求める意

見が多かった。30 分でよいので三者が一緒に話が

できる機会があればよいという意見もあり、両者

のコミュニケーションの重要性が伺われた。 
主治医と事業者間のみでの情報共有を行う仕組

みの必要性が多く挙げられた。ケースの情報を職

場とやり取りすることでの配慮の必要性も指摘

された。職場からの情報にも正確性を欠く可能

性は存在するため、当該文書のやり取りについ

ては、ケースの同意を得る（労働者を介して職

場に依頼する）こととしていたが、当事者を介し

ての情報交換のむつかしさが明らかになった。 
フィットノートの運用の主眼は、主治医に負

担なく書いてもらうもので、現実的に、すべて

の専門医にフィットノートを書かせることがで

きないことを鑑みると、フィットノートを発行

することのできる資格制度を設けることは一つ

のソルーションとなる可能性がある。 
フィットノート導入に当たっての事業場側の不

安要素の大きなものは、主治医の意見に対して対

応ができない限界であり、「中小規模では主治医の

指示する人事異動や仕事の代替がしづらいため、

企業規模で分けて考える」「中小企業においては、

配置転換はなかなかむずかしい。むしろ、短時間

勤務の可能性をさぐっていただきたい」という意

見があった。 
このほかにも、「意見書の内容通りに会社が配

慮・調整を必ずできるものでも、しなければなら

ないものでもないことを労働者が理解できるよう、

過度な期待で労使間のトラブルにならないように

一文付け加える」「フィットノート記載の配慮内容

は、「会社によっては、対応できないことがありま

す。」と明記し、労働者が勘違いしないようにする」

こと等を含め、会社に配慮する義務がないこと、

強制されないことを明確にするという意見は多く、

フィットノートの施行について、就業配慮の実行

可能性に関すること、責任体制に関する不安が大

きいことがうかがわれた。 
産業保健専門職の意見として、英国で取り入れ

られている Fit for Work Service 等、フィットノ

ートシステムを補完するシステムの重要性が指

摘された。FFWS に類する中立公正な第三者的

機関が、主治医、事業主のサポートや、障害を

有する労働者の福祉システムへの移行支援を行

うことで、フィットノートのシステムとしての

運用が推進される可能性がある。第２年度まで、

フィットノート導入を促進するリソースとして

挙げられていた地産保はステークホルダー間の

地縁的な結びつきがあるため、FFWS は実現す

ると、これらよりも、有用な資源となることが

伺われた。英国では、休業４週以上でフィット

ノートに代わって休業者をケアする FFWS が導

入されている。FFWS は、国費で健康と就業に

関するアセスメントと助言サービスを行う制度

で、2014 年より導入されているが（堤 2016b）、
この制度が公的に機能するようになると、職域

と地域の連携も進む可能性がある。 
さらに精神科医からは、臨床医に必要になる

と考えられることがらとして、臨床医の認識変

革の推進、技能の習得、制度の整備の三点を挙

げられた。事業場からも、急性期を過ぎたら、就

労できる体調作りを主治医にも指導してもらいた

いというニーズが挙がったが、英国でも、復職が

治療のゴールと設定し、GP の態度を変えるため

の教育プログラムが導入され、一定の効果を挙

げている (Cohen, Khan, Allen, & Sparrow, 
2012; (Money, Hann, Turner, Hussey, & Agius, 
2015)。主治医の教育は、フィットノート導入に

当たっての重要な前提となる。 
フィットノートシステムの実務上の課題とし

て、事業場側の負担軽減、事業場側から主治医

に求められるものの中に、就業配慮内容と労働

者の状況に関してすり合わせを求めるなど産業

医の職務に近いものがあった。フィットノートの

性格上想定されることはあるが、主治医の対応可

能性は未知数であり、事業場側、主治医側ともに

サポート体制は重要な要素である。わが国でも、

研修履修などを基に、フィットノートを書くこ

とのできる資格制度を導入することは興味深い

ソルーションかもしれない。制度としては、ト

レーニングの必要性とともに、チーム医療の一

環として、医師以外のスタッフが何らかの形で

フィットノート作成に関われると主治医の負担

軽減になり、コメディカルや公認心理士の活躍

も期待できるかもしれない。 
支援体制は、主治医側、事業者側に必要性であ

るが、フィットノートを作成するにあたっての、

支援者の機能の明確化とトレーニングも必要とな

ることがうかがわれた。さらに、労働者自身にも
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意識改革を求められる。本研究では方法論上情

報の取得が困難であった労働者（事例）のフィ

ットノートに対する評価については、導入後等

に検証がされる必要がある。 
 
E. 結論 
主治医用、事業者用、労働者用に作成したモ

デル事業用のフィットノートとそのマニュアル

の臨床現場で模擬的に試行して、事業場担当者、

産業保健職、主治医から情報を収集し、産業保

健専門職と精神科医医師によるワーキンググル

ープ及び専門家による討議を経て、我が国にフ

ィットノートを導入するにあたっての課題を整

理した。フィットノートの有効な運用のために、

事業者、主治医共に、フィットノートを、両者

または当事者を交えたコミュニケーションを活

性化させるためのツールとしたいという意見が

多く出された。それぞれの立場の多忙さなども

認識されており、実際の運用に当たっては、事

業者側では産業保健総合支援センター、社会保

険労務士、主治医側では、公認心理士などを含

むチームでの対応など、支援体制の必要性が挙

げられた。英国で機能し始めている FFWS 等の

機関は学ぶべきシステムと考えられた。また、

制度を進めるためには、主治医の産業保健への

理解（知識）とともに、制度を支援するものの

役割の明確化やトレーニングの必要性が挙げら

れた。リソースが限られている中で、フィット

ノートを書ける医師の資格制度などは興味深い

ソルーションと思われた。フィットノートの内

容面での責任の所在や、情報の管理など慎重な

制度設計が必要であることがうかがわれた。 
模擬的試行で出された意見の中には、意見書

を全面的に受け入れなければならない訳ではな

いということも PR して、双方 win-win になる

ようなしくみになればよいというものがあった。

労働者の福利を追求し、お互いが努力するとい

う姿勢を求め続ける必要がある。 
 
Ｆ. 健康危機情報 
 該当なし。 
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表 1. 事業者の立場からの回答者の属性 

役職・役割 人 

事業者 1 

人事 2 

衛生管理者 2 

産業医 2 

社会保険労務士 43 

そのほか産業保健スタッフ 4 

そのほか 1 

  

事業場規模（従業員数）  

 1～9 31 

10～30 3 

 100～300 4 

 301～1000 4 

 1001～3500 3 
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図１. フィットノートのメリット（複数回答の集計：数字は回答者に対する割合（%）上：事業

者の視点、下：主治医の視点） 
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図２. フィットノートのデメリット（複数回答の集計：数字は回答者に対する割合（%）上：事

業者の視点、下：主治医の視点） 
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表 2. フィットノートのメリット（自由意見） 

職場の実情や実態をある程度踏まえた医師見解を得られることが期待できる。 
客観的な助言が得られ、感情的にならず、合理的な話し合いや合意の形成が可能になる。 
本人の就労に対する意欲、考えを知ることができる。 
職場における配慮について医師の記載があれば、参考にできる。 
冊子形式なので経過がわかりやすい。書かなければならないとの認識から医師も事業者も患者を

復職させようとする意欲が高まる。 
フィットノートが標準となれば、主治医の書類作成の負担が軽減される。書式が標準化されれば、

書き慣れる。 
復職後体調が増悪した場合に、主治医責任が明確になるので企業のリスク管理として必ずとると

よい。 

 

表 3. フィットノートのデメリット（自由意見） 

ある程度多くの医療機関で同様の運用がなされないと企業側の対応がかえって煩雑になる 
健康管理サイドからの個々の対応に差が出る可能性。 
フィットノートに記載される内容の信憑性をどのように促えれば良いのか分からない。通常の診

断書でも、本来は「うつ病」のところ、患者本人の利益に配慮して「自律神経失調症」と表記す

る例がある。 
主治医が本当に患者の症状を理解しているのか信頼できない。主治医の信頼性を確保する必要が

ある。 
服薬に関して、副作用等は、配慮のために知っておきたい。 
主治医の意見を導重することと、お互いの合意結果が乖離しないよう、または一定の評価ができ

るような機能をもたせられないか。 
産業医や会社指定医との連携が考えられていない。 
上司が書く内容と、主治医との窓口になる人が書く内容が混在しているため、書類完成まで時間

がかかる。 
会社側がこのノートをどう使用するかが分からない。 
フィットノート自体がブラック企業では本人の解雇につながりかねない。 
一定期間の配慮を経て通常勤務にもどして良いのか、（発達障害ケースのように）今後その配慮

が継続して必要となるのかによって受けとめ方が違ってくる。再評価の期間の設定が重要とな

る。 
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表 4. 具体的な改善提案 

【事業場・主治医間のコミュニケーション】 
 主治医の指示の的確さは、主治医が、対応能力に関係する事業場規模を含めた、事業所の

実状を正しく把握しているかどうかで決まるため、両者のコミュニケーションが重要。 
 企業と主治医が面談可能な方向性を持ったシステムにして頂きたい。 
 フィットノートは、ひとつの足がかりとして期待するし充実も望むが、ひざを割って話し

合う風土作りができるよう、その一歩にしたい。 
 主治医とのコミュニケーション機会を増やすためにできる事を検討する。 
 書面としてはあまり複雑にしたくないのでフィットノートに加えて、主治医と事業者が相

談（面談）やメール等のやり取りができる仕組みがあってよい。 
 主治医の記載する指示については、事業場と労働者とで話しあうこととなっているが、職

場の事情で必ずしも指示に従うことができないことが予想される。主治医と事業場とでさ

らにコミュニケーションをとることができるのが望ましい。 
 主治医と事業場担当者が自由に話し合いの場が持てる。 
 職場として配慮可能な範囲を本人・主治医を含め説明し、すりあわせる仕組みが必要。 
【主治医判断の根拠と責任所在の明確化】 
 「条件が合えば就労可能」の判断根拠を明確にさせる必要性。 
 安全配慮義務により責任を問われるのは事業者なので、判断根拠が細かくないと、心配で

就労させられない。 
 フィットノートをもとに就業させた後労働者の病状が増悪した場合、主治医は何らかの責

任を取れるのか？ 
 医療で治療できないまま、治ったか治っていないかわからない労働者の復職を事業主側に

求めるのであれば、どの程度回復し、活動できている状態なのかをわかるようする。 
 フィットノートを診断書の代わりに使用することができるようにするためには、医師のお

すみつきであると捉えられるだけの根拠がほしい。 
 生活活動記録等の記入を義務化し、主治医の意見（復職の判断）の根拠を添付する。 
【主治医からの情報内容】 
 労働者との接し方や周囲の者ができること等ソフト面での情報 
 主治医記入の「就労に関する意見書」の記載内容をより具体的にする。 
 安全配慮義務を課している以上は服薬の情報は必須。 
 主観的な数値表は事業側への提供は不要。客観的にわかるものを求める。 
【支援体制】 
 事業所と関わっている社労士が、主治医の指示内容で労働に関する事柄については間に入

って連絡を取り合う。 
 労働者と事業場のギャップがあるので、社労士が間に入りヒアリングを行うことで、主治

医の指示を事業所にスムースに伝えられる。 
 事業者は、フィットノートが送られることが負担に感じられるので使用法に関してフォロ

ーが必要（事業所で調整を行うコーディネーターの設置） 
【追加すべき項目や資料】 
 情報提供の書類の各項目に適宜選択肢をあげる。 
 勤務時間、出勤日数、担当する業務内容（PC 操作・対人援助等）、環境（一人で作業・チ

ームで作業等） 
【追加資料】 
 労働者の生活記録表 
 事業場の復職・休職の条件等が書かれた書面 
 就業配慮期間を明確にする 
 再評価が就労困難（不可）の時しか記載されないと、いつまで配慮すべきなのかが分かり

づらいので、就労可能な場合でも再評価について記載する。 
 主治医記入の用紙に欄を設ける。特に就労困難（不可）である場合、再評価日まで休業を

要するということについて延長になるのかなど見通しが分からないと会社としては困る。 
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 就労可能な場合についても、病状に関するリスクも把握したい。どれ位の期間配慮が必要

で、その間にはどのような病状・変化が考えられるか。 
 主治医と本人と会社の三者が面談できるようにマニュアル・流れ・活用例を作成する。 
 本人の不安や不安定の程度が判らないので、勤務につく場合、職場での留意点がある。 
 
表 5. レイアウトや追加情報等今後フィットノートを実用化するにあたり考慮する項目 

【レイアウト上の工夫】 
 情報提供にあたりなるべく文章ではなく項目を挙げ、１～５位の数字化して書きやすく、

かつ見やすいノートにする。 
 連携の手順について、モデルを提示し、流れに沿った番号を付す。 
【具体的な例示】 
 項目ごとにもっと具体的な内容・質問にする。 
 事業場からの情報には具体的な事例を入れる；選択式にすると書きやすい。 
 チェック項目について、さらに具体的な記載をしてもらう工夫。 
 就労に関する意見書について、期間や段階等について選択式にする。 
 労働者からの情報には、自信の度合いを示す指標や、不安に感じる内容の例、具体的な気

持ちを表すことができる例を付す。 
 小規模事業所の場合、配慮事項に制限があるので、事業者が何をすればよいのか、できる

限り、具体的な記載をする。 
 手順に関することで、どの段階でどのような使用法をするのか、事例を用意する（たとえ

ば、在職中にフィットノートを使用する際の例）。 
 活用事例を増やす。 
 「就労に関する意見書発行のための情報提供」に事業場の要望を記載する項目の追加 
 「就労の準備状態について」に「あなたが再発を防ぐためにできることは？」という記載

項目があると労働者の振り返りになってよい。 
 残業は、夜遅いのか、土日出勤かで違う。 
 フィットノートを使う時期（位置づけ）がわかりやすいように、職場復帰支援５つのステ

ップを明記。 
【記入例】 
 「情報提供」への記入は、中小企業だと負担が大きく協力を得られにくい。社内にメンタ

ルヘルスに詳しい社員がいれば記入できるが、いないと記入できない（記入しない。）素人

の上司でも記入できるくらい丁寧な詳しい記入例が必要。 
 マニュアルに記入例を複数用意し、参照できるようにする 
 「頻繁な」はわかりにくいので、月に○回以上など、明確にする。 
 事業者にとっては簡単に記入できる（必要十分な項目の）チェックリストがあるとよい。 
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図３. 情報提供の手順をどうすればよいか（事業者側回答のみ：回答者中割合、複数回答あり） 

 
表 6. 情報提供の順序別ケースの例 

【主治医から】 
本人の復職の意思によるとき。 
労働者の復職意志を主治医が確認した上で事業場の情報提供を求める（医学上のことは医師が

指導的な立場で本人へ助言してもらうと助かる）。 
【事業場から】 
勤務不良の時、復職の時、休業途中でだらだらとしているとき。 
職場復帰プログラムがある企業は、事業場から「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」が出

て、本人の同意を得て主治医へ。 
休職期間中の労務管理、安全配慮義務の担い手であるためまずアクションを起こすべき（休職

前に、時期がきたらフィットノートを主治医に送る旨同意をとっておく）。 
【本人から】 
復職の求めに限らず、労働者からの求めに（広く）応じて手続きを開始。 
労働者の復職の意思表示→主治医→会社へ情報提供を依頼。 
労働者が体調良くなったきざしが出てきたら、積極的に情報提供を求めてもよい。 
生活活動記録を付け、１ヶ月以上、１日８時間以上、家の外で活動できるようになったら本人

から職場に申請してもらい、医師への情報提供依頼書を労働者から主治医に書いてもらうよう

依頼させる。寛解時期から日常生活状態を報告させるようにする。 
職場復帰プログラムがない企業は、本人の職場復帰願い→事業場情報提供依頼書→主治医。 
在職者（休職していない労働者）は、主治医の指示に基づき、本人が会社に依頼。 
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図４. フィットノートの文書料（全体集計） 

 
 

図５. フィットノートシステムの文書料の負担先（全体集計） 
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表 7．主治医と事業者（担当者）の連携を前提として、どのような情報交換があるとよいか 

【接触方法・メンバー】 
 書類だけではなく、電話あるいは面談での情報交換。 
 主治医、労働者本人、会社担当者の三者、産業医等の事業者側の専門家を含めた四者協議、

情報提供のシステム。 
 主治医が追加情報を求めた際、事業者が迅速かつ正確に対応すること。 
 提供しにくい情報のやりとりには、社労士等による第３者的な関与。 
 療養が長期に及ぶ時は定期的な情報交換の段取り。 
 30 分でよいので三者が一緒に話ができる機会があればよい→その後フィットノート提出。 
【情報類】 
 事業者の考える復職の基準（職務能力、復職の条件）、復帰役の支援体制、休職ルール。 
 生活記録表。 
 職場復帰プラン作成のページ、職場復帰までのスケジュール表。 
【内容】 
 主治医は労働者の職場、労働環境を知る必要があり、事業者は病気の特徴と今後の接し方

を知る必要がある。特に職場復帰を受け入れる事業所の同僚の受け入れ方にも注意が必要 
 仕事内容、職場の人間関係、労働時間（残業）、元々の働きぶり、飲酒状況・健診データの

添付、就労規則など職場のルール。 
 労働者の勤務状況、勤務態度、勤務成績（評価）、業務内容の詳細、経歴、職歴、組織図。 
 不調発現前（入社時）の就労状況、能力、性格などの情報。 
 労働者のモチベーションや満足要素。 
 労働者の働きぶり―勤務内容の他に、勤務態度、協調性（同僚、上司とのコミュニケーシ

ョン）の変化等、ハラスメントにかかわる情報。 
 本人が事業者へ直接伝えにくいストレス要因と、事業場がそれに対応するにあたっての正

直な限界点。 
 中小企業の立ち位置。小規模事業所持有の情報・状況（例：職務の変更ができない、他の

職務が用意できない、リハビリ出勤の配慮ができない、産業医がいない、等）。 
 就業規則の労働時間、短時間正社員等の制度の有無。 
 会社ではどのような環境調整ができるのか。会社にどのような復職支援制度があるのか。 
 就労に関する意見書の配慮する項目についてより詳細に書けるよう情報の交換。 
 これまでの業務内容を洗い出して、できること、一部できること等の具体的事項。 
 ストレスチェックの集団分析結果、企業、全体の集団分析結果。 
 症状として配慮すべき点と、本人の自覚を促すために指導すべき点の切り分け。 
 正確な診断病名。 
 労働者の症状。何がしんどいのか？患者の具体的な病状。 
 治療状況、通院頻度、薬の副作用、回復の程度見込み。就労可能な業務、時間。 
 本人に接する際の注意点、不調時に見せる兆候、どのような接し方はまずいか、会社・上

司等がしてはいけないこと。 
 投薬状況とその薬の服作用についての説明。服薬の減薬状況。 
 どのような働き方、就労状況が労働者に支障をきたす可能性があるのか、また、労働者の

病状あるいは精神状態によりどのような働き方、就労状況が困難なのか。 
 受入体制。当該労働者に過重になるような現状況であるかどうか、周囲の環境（同僚他）。 
 会社が求める職務内容やレベルと、主治医からの本人の状態の情報（就労レベル）。 
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表 8. 主治医と事業者（担当者）の連携を前提として、どのようなルールを定めておくとよいか 

【労働者の不利益取り扱い禁止及び情報取り扱いについてのルール】 
 あくまでも早期の適切な復職が目的であり、解雇等の不利益取り扱い禁止の明確化。 
 フィットノート作成上の情報を人事考程に使用しない。 
【労働者の同意に関するルール】 
 フィットノートを使用すること。 
 事業場・主治医間での情報交換時に対すること（休業届の診断書を事業所に提出した際に

「情報提供交換」が開始できる等）。 
【情報管理に関するルール】 
 就業に必要な個人情報扱い規程や合意書。 
 主治医から事業場への提供可能な情報範囲。 
 主治医と事業者の面談のページを設け、直接面談する事。 
 生活活動記録の事業者・主治医での共有化。 
 記載内容を労働者が見るか見ないかの明確化。 
 情報共有、書類のやりとり、面談記録、本人の意見確認、フォローについてのルール。 
【実務上のルール】 
 フィットノートの提出方法、提出時期。 
 緊急対応が必要な時の連絡方法。 
 発行回数（の上限）。 
 回答の期日（例えば依頼を受けてから原則１週間以内など）。 
 配慮期間をどのくらいの期間とするのか。就労に関する意見書の適用期間の上限。 
 （定期的な）情報交換時期。 
 フィットノート以外での面談ルール（手続きや方法）。 
 産業医や社会保険労務士の関わり方。 
 復職支援（コーディネート）の担当者。 
 条件が合わない、または、対応できない場合の対応の仕方。 
【料金体系】 
 費用負担の所在。 
 フィットノート記入時及びフィットノートだけではカバーできない就業に関する相談。 
 （システムに取り入れるとして）電話・面談対応の時間とその費用。 
【当事者の役割、責任体制に関すること】 
 主治医は意見を述べるが、事業者は可能な環境調整を行えばよいこと。 
 責任の範囲、トラブル発生時の責任の所在。 
 主治医に対しては、労働者の意向を配慮した上でも、病状に対して適切・客観的な意見を

出してもらう。 
 セカンドオピニオンの可能性に関する了解。 
【そのほか】 
 主治医は患者側として意見を書くことが多いと思われる。事業者の状況や意見（それまで

の本人の働きぶりや客観的評価）を even に受けいれてもらうような約束ごと。 
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表 9. そのほか、フィットノートシステムに対する意見 

【サポート体制】 
 現実に主治医が一人の患者に対して、どこまで時間をかけるかが課題。病院規模にもよる

が、医師・カウンセラーも含めて事業場に対応できる体制が国の補助等も含めて必要 
 主治医と密に頻繁に連携することは現実的には難しく、主治医と事業者の連絡調整役（看

護師、カウンセラー等）が必要。 
 産業保健総合支援センターの相談員、促進員の研修、また事業場における訪問支援の強化

が必要。 
 事業場の負担が大きい場合には、47 都道府県にある社会保険労務士会や社労士が、会社担

当者から聞き取り、「情報提供」を記入、作成するような仕組みを作れないか？厚生労働省

の委託事業のような形で。 
【想定される困難】 
 中小企業では、フィットノートで示された条件を整えることが難しい。 
 労働者の心身の不調が激しい場合、対応の難しい事態が多々あることが予想される。 
 主治医に労働者の知識がないと、フィットノートが記入しにくい。 
 精神科医が産業保健について十分に学ばないと、フィットノートシステムを運用すること

は難しい。 
 事業場側担当者の能力とかかわることとして、主治医は意見書発行のための情報提供だけ

で就労に関する全搬のことが理解できるか 
 中小規模の事業所では、休職者の代替要員確保の問題があり、休職期間そのものが短い。

フィットノートによって就労可能性を見極める前の時点で、休職期間満了で解雇となるこ

とについて国にも何らかの施策を期待したい。 
 中小企業では、配置転換はなかなかむずかしい。むしろ、短時間勤務の可能性をさぐって

いただきたい。 
 書きたくない、書くことができない会社は多い（面倒、時間の余裕がない、メンタル不調

の社員に否定的＝辞めてもらってかまわない）。何を、どこまで記入すればよいか悩む。 
 労災や民事訴訟、労働基準監督署の調査などの証拠として残ってしまうため、「情報提供」

の「勤務状況」の部分に抵抗を感じる事業主がいる。 
 良かれと思って記入した人事担当者が、後から社長に叱責されたり解雇されてしまう可能

性もある（ブラック企業の場合）。「勤務状況」は本人から聴取、又は別書式に本人が記入

することにして、会社が記入するのは、早退、遅刻、欠勤情報に限定したらいかがか？  
 精神疾患の場合は、個体的要因が大きいと思われるので、主治医との情報交換の中でどの

程度の内容が示されるのか、事業者として、本人との対応について、その点が難しい。 
 事業場の担当者の負担を、どのように軽減したらよい？ 
 誠実に働いていて病気になってしまった労働者と、その人に帰って来てもらい働いて欲し

い企業には役立つシステムだと思うが、いずれかでない組み合わせにおいては役立たない 
 英国では保険制度とリンクしているが、リンクしていない日本での運用の限界。 
 患者への不利益措置にどう対応するか。 
【そのほか必要とされること】 
 現在厚生労働省が進めている療養と就労の両立支援事業との整合性。 
 事業者（担当者）の知識等の向上（担当者の異動等、会社によってレベルが違う）。  
 費用負担は大きな問題の１つ。理想的なのは労災（健康）保険から支払われるか、一部負

担にすることで、利用しやすくなる。 
 企業はより簡潔なマニュアルを望む。 
 労働者の日常生活の状態を把握できる方法を併せて準備する。 
 法的義務づけとルール作りは必須。 
 法定又は行政の支援（患者の理解や同意が得られない場合でも、運用できること）。 
 社会保険労務士の立場からすると、事業所担当者のサポートをすると思うが、個人情報等

を含め、どのような関与ができるのか、どこまで認められるのかといった指針が必要。 
 使用にあたって研修会があるとよい。 
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 大企業等ですでにできあがっている各社なりのフォーマットとの整合性。 
【主治医の協力を促すシステム】 
 例えば「フィットノート認定医師」など制度があるとよい。 
 フィットノートを書く医師の資格制度。 
【そのほかのアイディア】 
 休職していない労働者の場合、「就労の準備状態について」を材料として、労働者と会社担

当者（人事）が話し合う使い方もできる。カウンセラーがいるなら労働者とカウンセラー

（相談員）との面談で使用するなど。 
 インターネットでダウンロードして、誰でも使えるとよい。 
 中小企業がフィットノートを活用したら、１人につき１万円助成するなど、雇用継続を図

る（雇用保険会計から助成金として）。 
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表 10. 産業医、社労士両方の専門資格を持って活動している医師にからの専門的意見 

【良好な点】 
 産業医の選任義務のない事業場、産業医が機能していない事業場において、フィットノー

トが推進の一助になる可能性は十分に存在する。 
 FFWS のシステムはとても良く、日本で導入する際には、FFWS の運用がポイントとなる。

FFWS のシステムと内容の担保をいかに確保するかが重要。 
 医師の意見を基に、従業員と会社とがきちんと会話をかわす関係を目指している点は、わ

が国でも（すぐには難しいかもしれないが）目指していくべき。これが過労死等も防止す

ることにつながっていく。 
 英国の傷病手当金制度は就業不可の場合 18 週間雇用主からの給付があり、その後は公的扶

助に移行する。短期の就業復帰は、雇用主からの給付の削減にもつながることを考えると、

この点がフィットノート普及の強い推進力になっている。 
 
【FFWS の機能に関すること】 
 FFWS のスタッフ構成と、コーディネート機能を担うケースマネージャーとはどのような

人か？ 
 FFWS の質の管理、スタッフの評価は重要。 
 FFWS が、職場を把握せずに助言をすることの困難さをどう解消するか。 
 退職した場合でも（再就職等のために）FFWS のサービスをうけることができるようにす

る 
 FFWS の中立性の確保 
 小規模事業場の支援には、患者に接する可能性のある地産保の医師等よりは、適切なトレ

ーニングを受けた FFWS 等のコーディネーターが支援することが機能する。 
 患者の就労を高次に評価することをある一定数の主治医に期待するのは、現実的には相当

に難しい。産業医がいない／機能しない企業に健康面での適正配置を推進するとなると、

要介護認定のように、主治医は意見書を書くだけで就労の判断にはタッチせず、介護では

行政だが、就労なら FFWS のような第三者機関が主治医意見を踏まえて就労の判断をする

という形にせざるを得ないと考える。一方で、全例の就労判断を FFWS が担うのは難しい

ので、FFWS は一定期間休業後に登場するという英国のシステムはよく考えられている。 
 わが国の EAP は、FFWS と問題解決手法の重複があり、資源になる可能性がある 
 
 
【懸念事項】 
 職住近接の労働者にとっては、主治医と産業医が兼務する可能性があり、その場合のリス

クはないか；主治医としての意見と産業医としての意見のコンフリクトが発生する可能性

がある。 
 どのように整備するか；開業医（＝医師会）の理解を得るか。 

診断書料が確保できるのであれば、何とかなるのかもしれない。一方で、産業医との書面

のやり取りで文書料が担保しづらい現状は問題 
 主治医が患者に甘く記載する可能性は継続され、それが混乱を助長する可能性はある。（た

とえば、「短時間勤務、配置転換が望ましい」という診断書等） 
 主治医からは「産業医と連携をとることのメリットがわからない」という意見がある。 
 制限付きの就労可に苦慮することがある。（特に配慮の期間の目途が立ちづらい場合） 

いつまで主治医の助言下で配慮が必要かの期限が必要 
 小規模事業場になるほど産業医の訪問も少なくなるが、それ以上に健康への配慮を行う余

裕・理解のない事業場が増えてくるのも現実。そうなると、60%で戻ってこられてもいた

しかたないので、90%までは戻してきてほしいと会社が考えているのが現場の肌感触とし

て存在。 
 初回の診断書通りに 1 か月休んで戻れない場合に、「診断書の期間会社は待ったのに戻れな

かったのはどういうことだ」みたいな世界は現実にまだたくさんある。そうなると無理に
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会社に出てきて、すぐに体調を悪化させて、そのまま退職という流れが存在する。このよ

うな状況下の会社において、フィットノートがさらなる誤解を生むことになる可能性はあ

るが、この点は行政通達と研修でカバーしていくしかないだろう。 
 就業制限が疾病利得になっている場合において、行動変容が期待難しい 
 過労死が起こるぐらい体調を崩しても、従業員から業務の軽減を申し出づらい、横並びの

制度を維持している日本の慣習の中で、フィットノートをベースにした対等な話し合いが

できるのかという懸念はある。一方で、いつまでを労働者を父性的に保護してよいのか。 
 フィットノートの条件付き就労可を会社が棄却して休業継続としたことによるリスク。フ

ィットノートに従って就業をして健康を損なった場合に、安全配慮義務違反となるリスク、

主治医の賠償責任（従業員→会社、従業員→主治医）の課題。これらの担保について、結

局は産業医が意見を企業に伝達する必要があるのではないか。 
 日本では傷病手当金が休業 4 日から出るため、英国と比べると会社の負担は少なく、社会

保険料（健康保険＋年金）の会社負担分のみであり、早期休業を促す推進力とはなりにく

い。労働者サイドでは、傷病手当金などの制度が、（相対的に）休む方のインセンティブと

なっている可能性。 
 労災事象に関する疾病休業の場合にフィットノートがどう影響するか。労災休業中は解雇

不可だが、労災休業から復帰後 30 日で解雇制限が解除されるので解雇できる可能性があ

る。 
 業務遂行能力の評価について、主治医が判断できるのは、せいぜい、作業負荷レベル（立

位作業・労働時間）の話で、産業医が精神的な評価（集中力、発想力、コミュニケーショ

ン力）までなんとか踏み込めくらい。職務能力（マネジメント力、スキルなど）は現場で

の評価以外現実的には難しい。異動して仕事ができるか否かになるとこの３つの評価が必

要となる中で、フィットノートの記載についてこれらを峻別せずに書くことで、適正な異

動が望めるのか。その意味ではやはり賃金と連動する必要性は高い。 
 半永続的な異動の制限や労働時間の制限は、雇用契約自体の変更を労働者から会社にして

いることと同様であり、それに伴い降格や賃金の変更があるべき案件でもある。一方で、

労働者や主治医にその意識がなく配慮を希望していることも課題の一つ。 
 
【改善点】 
 主治医へのフィードバックが重要。A3 等の様式で、片面は主治医→労働者、もう片面は、

会社・労働者→主治医の双方向のノートでもよい（フィットノートに基づいて決定した配

慮内容を主治医に報告する等） 
 
【社労士との連携】 
 賃金規定や社会保障との調整については、中小企業では社労士が適任（がん就労の場面で

も徐々に展開が広がってきている。まだ懸念は多く、社労士が医療職の役割を理解できる

機会がないことも一つの要因） 
 労働時間の短縮が長期化した場合には、雇用形態の変更や降格、賃金の減額、健康保険制

度への影響（協会けんぽ→国民健保）なども十分に検討すべき案件。これらをカバーでき

るのは社労士だが、これを従業員への不利益ととるのか、適正な条件設定と取るのかは立

場と内容による。 
 社労士は、病状を踏まえた適正配置はできないのが現実（能力的にも難しい上、基本的に

は医学の範疇になると認識しており、医師以外が行うべきではない領域）なので、フィッ

トノートに記載されている業務ができうるか否かについては判断困難だろう。ただし、フ

ィットノートを見た社労士が顧問先の人事労務担当者と協議の上「フィットノートを踏ま

えたが、フィットノートにある○の業務は会社の現状から配置が難しい、一方で△と□の

業務であれば配置可能になる可能性があるが主治医として許容できるか」というようなや

り取りを介在できる可能性はある。 
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表 11. フィットノート導入にあたり臨床医に必要となる事柄 

 Fit note を導入するに当たって、臨床医に必要になると考えられることがらとして、臨床医の

認識変革の推進、技能の習得、制度の整備の三点を挙げた。 
 まず、病気と働くことの関係に対する臨床医の認識変革をさらに推進する必要がある。かつ

て臨床医は一般に、働くことはストレス要因であり、病気悪化のリスクになるという考えを抱

いていた。それにより、働くという負荷を排除する方向に進む傾向があった。その後、リワー

ク・プログラムをはじめとして、就労支援を含めた精神科治療が実践されるようになった。こ

うした動きにより、働くことや企業との連携を視野に入れる臨床医が増えてきている。この状

況を更に推進する必要がある。具体的には、休職期間の長期化による不利益な影響と共に、就

労は健康の重要な構成要素であることの発信が重要である。医学の目的が健康の回復、保持増

進であると考えれば、その実践者である医師は、患者の就労を支援することもまた自らの役割

の一つなのである。 
 次に、この役割を実践するための技能の習得が必要である。具体的には、患者への心理教育、

企業との連携手段が挙げられる。就労に関する認識を変える必要性は、臨床医だけでなく患者

にもある。病気と働くことに関する患者の考えも様々である。就労が病気の原因であると考え、

それを回避する目的で病気休業を利用していることもあれば、病気さえ治れば以前通りに仕事

ができると考えている場合もある。こうした患者に対して心理教育を通して、病気休業は病気

をよくすると共に仕事に戻っていくための準備期間であると共に、仕事に戻ることも治療のう

ちであることを伝える必要がある。 
 臨床医の多くは、産業医の求めで診療情報提供書を作成したことがある程度で、企業と連携

する経験が乏しいと考えられる。したがって、臨床医と企業との連携の仕方をより具体的に示

していく必要があると考える。加えて、好事例を集め、それを呈示することも有用である。 
 三番目に、トレーニングを支える枠組みとして、インセンティブを含めた制度整備が必要で

ある。Fit note の作成費用に加えて、企業と連携することに対して何らかの診療報酬を設けるこ

とが必要である。さらにいえば、臨床医は多忙であり、Fit note 作成や企業との連携に時間を割

くことが大きな負担になる可能性がある。その対策として、就業に関するコーディネートを行

う人材を育成するのが適切かもしれない。その役割としては、患者と話し合い、仕事に戻るに

あたっての課題を見つけたりその課題解決を支援したりすることや、企業と連携して調整作業

を行うことなどが考えられる。公認心理師が国家資格となったことにより、今後医療機関での

雇用が増加することが予想される。たとえば、この公認心理師がこうした役割を担い、臨床医

と連携することも考えられる。 
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メンタルヘルス不調による休業者を対象としたフィットノートのモデル的使用

による制度設計のための情報収集（主治医用） 

 

1. 研究の意義 

英国では、主治医が休業者の仕事への適合性を評価し、雇用主による支援の必

要性を助言できる「職場復帰診断書」(fit note：フィットノート)の活用が始

まっています。フィットノートは、休業が必要であることを示す従来の診断書

ではなく、どのような条件が整えば復職できるかに焦点をあてた診断書であり、

休業・復職に関する主治医、職場側双方の認識や行動を変えることで、休業の

長期化を防止する効果があるとされています。わが国でも、長期の休業が休業

者の予後に悪影響を与えることが指摘されており、フィットノートの考え方は、

わが国の産業保健制度の参考となる可能性があります。 

 

2. 研究の目的 

フィットノートを使った連携を模擬的に試行して、フィットノートを日本に導

入するに当たっての課題を抽出することを目的とします。 

 

3. 方法 

本研究で開発したフィットノートとそのマニュアルを供覧いたします。そのう

えで、貴職で過去に経験した復職の事例に当てはめた場合を想定いただき、本

説明に引き続く調査票にお答えいただきます。 

 

調査項目の概要は以下のとおりです。 

(1) フィットノートシステムのメリットについての評価 

(2) フィットノートシステムの改善点（含む制度上の課題） 

(3) そのほか、復職の診断書に関連する意見 

 

4. 研究期間 

研究機関における倫理審査委員会承認後から開始して 2017年 3月 31日まで。 

 

5. 個人情報の保護について 

ご記入いただく事例について、個人が同定できる情報はご提供いただきません。

研究施設で個人が特定されることはありませんが、データはパスワード管理し

たコンピュータで保管します。 

データ解析は、研究代表者および共同研究者の所属機関において、実施されま

す。データは、ＣＤに記録し、研究終了後 5 年間は鍵のかかる場所に保管し、
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保管期間終了後シュレッダーにて裁断し廃棄します。 

この研究によって、得られた成果を学会や論文などに発表する場合には、個人

を特定できる氏名、住所などの個人情報は一切使用しません。 

 

6. 研究費 

本研究経費は、平成２８年度厚生労働省労災疾病臨床研究事業費補助金「メン

タルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開

発」（１４０７０１０１－０１）のうち「メンタルヘルス不調による休業者を対

象としたフィットノートのモデル的使用による制度設計のための情報収集」を

用いて実施されます。 

 

7. 調査に対する謝礼について 

ご提出いただいた１事例（１評価票）に対して、就労支援に関するハンドブックを

お送りします。 

 

8. 研究成果の帰属と結果の公表 

本研究の成果に基づいて、特許権などの知的財産権が生ずる可能性もあります

が、参加者には知的財産権は発生しません。 

 

9. 研究参加への同意について 

本調査票への回答をご提供いただくことにより、調査への参加に同意されたと

みなします。いったん、ご提供いただいた情報を撤回することも可能です。ご

連絡は、いつでも受け付けます。研究に参加しないことによる不利益は一切あ

りません。 

 

評価票は、一緒にお届けした返信用封筒をお使いいただき、無記名で下記連絡

先までお送りください。同時に、やはり一緒にお届けしたはがきに必要事項を

ご記入の上、評価票をお送りいただいた旨お知らせください。上、謝礼をお送

りいたします。 

 

10. 連絡先 

研究機関：北里大学医学部公衆衛生学 

研究代表者：堤 明純（つつみ あきずみ）北里大学医学部公衆衛生学教授 

〒252-0374 神奈川県相模原市南区北里 1-15-1 TEL: 042-778-9352  
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フィットノートとは 

 

主治医と職場の橋渡しになる可能性のある文書です。 

 

心身の不調で休業した労働者の早期の復職を促したり、不要な休業を避けたりすることを

目的としています。 

 

復職のための話し合いを早期に始めるために、主治医には、できるだけ早く発行してもら

うことを企図しています。 

 

産業保健職の支援が少ない職場でも、主治医とのコミュニケーションをもとに、職場で配

慮するにより、労働者の職場復帰を可能とさせることを目指しています。 

 

ただし、職場での配慮が不可能である場合でも、労働者の雇い止め（解雇）をするような

ことを前提とした文書ではありません。 

 

調査の趣旨 

 

フィットノートのシステムは、産業保健職の関与が必須である、現在の我が国の復職のシ

ステムを補完できる可能性があります。 

 

制度として運用しようとする際に、このシステムの良い点と問題点を整理するのが本調査

の目的です。 

主治医と事業者（担当者）が連携することを前提として、以下のようなポイントをお伺い

します： 

・どういう情報交換があるとよいか 
・どういうルールの下に進めるとよいか 
・どのような準備が必要か（例えば、費用の問題） 
・そのほか、制度上の課題（バリア）はなにか 

 
マニュアルをご一読の上、過去に復職支援に関わられた事例にフィットノートを運用され

た場合を想定して、以下の質問にお答えください。 
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問 1.  フィットノートを使用し、このような診断書があれば良いと思う点をお聞かせくだ

さい（複数回答可）。 
 
□ 医師の意見を率直に述べることが出来る 
□ 早期復職に繋がりやすい（不要な休業を避けやすくなる） 
□ 適正な医療に繋がりやすい 
□ 労働者の職場とのコミュニケーションが取りやすい 
□ 労働者の職場環境・業務内容について関わりやすい 
□ 労働者とのコミュニケーションが取りやすい 
□ フィットノートの記載は容易である 
□ その他（                              ） 
□ 特にない 

 
問 2.  フィットノートを使用し、改善した方が良いと思う点、懸念している点をお聞かせ

ください（複数回答可）。 
 
□ 導入マニュアルがわかりにくい 
□ フィットノートを使用できる労働者の選別（適応）が難しい 
□ フィットノートは記載しづらい 
□ フィットノートの作成に時間がかかりすぎる 
□ フィットノートを作成することに自信が無い 
□ 就労の準備状態についての使用方法がわかりにくい 
□ 職務に関する意見を述べることに抵抗感がある 
□ 職場とうまくコミュニケーションが出来ない 
□ 医者－患者関係によくない影響を来す懸念がある 
□ 患者の病態によっては適用できない 
□ 誤診等が発生した場合の懸念がある 
□ その他（                           ） 
□ 特にない 

 
問 3．問 2.で選択された点について、どのように改善すれば良いと思いますか？ 
あなたの考えを教えてください。 
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問 4. フィットノートの選択肢「条件が合えば就労可能と考える」は、英国の選択肢を和

訳して取り入れています。もっとふさわしい用語はあるでしょうか？ 
□ 職場内の環境調整ができれば就労可能と考える 
□ 職場の適応の問題なので、職場でできることはやってください 
□ 適応のための配慮をはじめてよい 
□ そのほか 

 
 
 
 
 
 
問 5. ご自分の意見がどのように反映されるとよいと思いますか？ 

□ 正確に反映されることが望ましい 
□ 事業場が勘案してよい 
□ そのほか 

 
 
 
 
 
 
問 6. フィットノートシステムの文書料は、どの程度の金額が妥当だと思われますか。 
 
 
 
 
 
 
問 7. フィットノートシステムの文書料は、誰が負担するのが適当だと思われますか。 
□ 患者（労働者） 
□ 事業場・企業 
□ 国（公的な医療保険制度） 
□ 健康保険組合 
□ 民間保険会社 
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問 8.  主治医と事業者（担当者）が連携することを前提として 
どのような情報交換があるとよい（フィットノートが書ける）と思いますか 
 
 
 
 
 
 
 
問 9.  主治医と事業者（担当者）が連携することを前提として 
どのようなルールを定めておくと良いと思いますか 
 
 
 
 
 
 
 
問 10. そのほか、フィットノートシステムに対する、ご意見がございましたらご記入くだ

さい。 
 
 
 
 
 
 
調査は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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メンタルヘルス不調による休業者を対象としたフィットノートのモデル的使用

による制度設計のための情報収集（事業者用） 

 

1. 研究の意義 

英国では、主治医が休業者の仕事への適合性を評価し、雇用主による支援の必

要性を助言できる「職場復帰診断書」(fit note：フィットノート)の活用が始

まっています。フィットノートは、休業が必要であることを示す従来の診断書

ではなく、どのような条件が整えば復職できるかに焦点をあてた診断書であり、

休業・復職に関する主治医、職場側双方の認識や行動を変えることで、休業の

長期化を防止する効果があるとされています。わが国でも、長期の休業が休業

者の予後に悪影響を与えることが指摘されており、フィットノートの考え方は、

わが国の産業保健制度の参考となる可能性があります。 

 

2. 研究の目的 

フィットノートを使った連携を模擬的に試行して、フィットノートを日本に導

入するに当たっての課題を抽出することを目的とします。 

 

3. 方法 

本研究で開発したフィットノートとそのマニュアルを供覧いたします。そのう

えで、貴職で過去に経験した復職の事例に当てはめた場合を想定いただき、本

説明に引き続く評価票にお答えいただきます。 

 

調査項目の概要は以下のとおりです。 

(1) フィットノートシステムのメリットについての評価 

(2) フィットノートシステムの改善点（含む制度上の課題） 

(3) そのほか、復職の診断書に関連する意見 

 

4. 研究期間 

研究機関における倫理審査委員会承認後から開始して 2017年 3月 31日まで。 

 

5. 個人情報の保護について 

ご記入いただく事例について、個人が同定できる情報はご提供いただきません。

研究施設で個人が特定されることはありませんが、データはパスワード管理し

たコンピュータで保管します。 

データ解析は、研究代表者および共同研究者の所属機関において、実施されま

す。データは、ＣＤに記録し、研究終了後 5 年間は鍵のかかる場所に保管し、
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保管期間終了後シュレッダーにて裁断し廃棄します。 

この研究によって、得られた成果を学会や論文などに発表する場合には、個人

を特定できる氏名、住所などの個人情報は一切使用しません。 

 

6. 研究費 

本研究経費は、平成２８年度厚生労働省労災疾病臨床研究事業費補助金「メン

タルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開

発」（１４０７０１０１－０１）のうち「メンタルヘルス不調による休業者を対

象としたフィットノートのモデル的使用による制度設計のための情報収集」を

用いて実施されます。 

 

7. 調査に対する謝礼について 

ご提出いただいた１事例（１評価票）に対して、就労支援に関するハンドブックを

お送りします。 

 

8. 研究成果の帰属と結果の公表 

本研究の成果に基づいて、特許権などの知的財産権が生ずる可能性もあります

が、参加者には知的財産権は発生しません。 

 

9. 研究参加への同意について 

本評価票への回答をご提供いただくことにより、調査への参加に同意されたと

みなします。いったん、ご提供いただいた情報を撤回することも可能です。ご

連絡は、いつでも受け付けます。研究に参加しないことによる不利益は一切あ

りません。 

 

評価票は、一緒にお届けした返信用封筒をお使いいただき、無記名で下記連絡

先までお送りください。同時に、やはり一緒にお届けしたはがきに必要事項を

ご記入の上、評価票をお送りいただいた旨お知らせください。上、謝礼をお送

りいたします。 

 

10. 連絡先 

研究機関：北里大学医学部公衆衛生学 

研究代表者：堤 明純（つつみ あきずみ）北里大学医学部公衆衛生学教授 

〒252-0374 神奈川県相模原市南区北里 1-15-1 TEL: 042-778-9352  
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フィットノートとは 

主治医と職場の橋渡しになる可能性のある文書です。 

 

心身の不調で休業した労働者の早期の復職を促したり、不要な休業を避けたりすることを

目的としています。 

 

復職のための話し合いを早期に始めるために、主治医には、できるだけ早く発行してもら

うことを企図しています。 

 

産業保健職の支援が少ない職場でも、主治医とのコミュニケーションをもとに、職場で配

慮するにより、労働者の職場復帰を可能とさせることを目指しています。 

 

ただし、職場での配慮が不可能である場合でも、労働者の雇い止め（解雇）をするような

ことを前提とした文書ではありません。 

 

調査の趣旨 

フィットノートのシステムは、産業保健職の関与が必須である、現在の我が国の復職のシ

ステムを補完できる可能性があります。 

 

制度として運用しようとする際に、このシステムの良い点と問題点を整理するのが本調査

の目的です。 

主治医と事業者（担当者）が連携することを前提として、以下のようなポイントをお伺い

します： 

・どういう情報交換があるとよいか 
・どういうルールの下に進めるとよいか 
・どのような準備が必要か（例えば、費用の問題） 
・そのほか、制度上の課題（バリア）はなにか 

 
どなたに回答いただくのか 

事業場内、もしくは、事業場外で、労働者の復職支援に携わる方にご回答をお願いします。

産業保健職でも、それに相当する職務を持たれる方でも結構です。 

 

マニュアルをご一読の上、過去に復職支援に関わられた事例にフィットノートを運用され

た場合を想定して、以下の質問にお答えください。 
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問 1. フィットノートを受け取り、このような診断書があれば良いと思う点をお聞かせく

ださい（複数回答可）。 
 
□ 主治医とコミュニケーションが取りやすい 
□ 主治医からの指示（休業や就業制限内容等）が明確である 
□ 早期復職に繋がりやすい（不要な休業を避けやすい） 
□ 職場、労働者とのコミュニケーションが増える 
□ 辞めなくて（休まなくて）よい人を、辞めさせなくて（休ませずに）済む 
□ 安全配慮義務の履行（会社による労働者への配慮を示すことができる） 
□ その他（                             ） 
□ 特にない 

 
問 2.  フィットノートを使用するにあたり、改善した方が良いと思う点をお聞かせくださ

い（複数回答可）。 
 

□ 導入マニュアルがわかりにくい・全般的にフィットノートの使用の仕方が難しい 
□ 就労に関する意見書発行のための情報提供は記載しづらい 
□ 主治医とうまくコミュニケーションが出来ない 
□ 主治医の記載した指示に従えず困る 
□ 主治医の記載した指示内容が明確でない 
□ 労働者との話し合いがスムーズに進まない  
□ 就業配慮期間がわからない・わかりづらい  
□ その他（                              ） 
□ 特にない 

 
問 3．問 2.で選択された点について、どのように改善すれば良いと思いますか？ 
あなたの考えを教えてください。 
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問 4. フィットノートの選択肢「条件が合えば就労可能と考える」は、英国の選択肢を和

訳して取り入れています。もっとふさわしい用語はあるでしょうか？ 
□ 職場内の環境調整ができれば就労可能と考える 
□ 職場の適応の問題なので、職場でできることはやってください 
□ 適応のための配慮をはじめてよい 
□ そのほか 

 
 
 
 
 
 
問 5. 情報提供の手順をどうすればよいと思いますか？ 
□ 労働者の復職の求めに応じて手続きを開始する 
□ 事業場側から情報提供する 
□ 主治医の求めに応じて対応する 
□ そのほか 

 
 
 
 
 
 
問 6.  フィットノートシステムの文書料は、どの程度の金額が妥当だと思われますか。 
 
 
 
 
 
 
問 7.  フィットノートシステムの文書料は、誰が負担するのが適当だと思われますか。 
□ 患者（労働者） 
□ 事業場・企業 
□ 国（公的な医療保険制度） 
□ 健康保険組合 
□ 民間保険会社 
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問 8.  主治医と事業者（担当者）が連携することを前提として 
どのような情報交換があるとよい（フィットノートが書ける）と思いますか 
 
 
 
 
 
 
 
問 9.  主治医と事業者（担当者）が連携することを前提として 
どのようなルールを定めておくと良いと思いますか 
 
 
 
 
 
 
 
問 10. そのほか、フィットノートシステムに対する、ご意見がございましたらご記入くだ

さい。 
 
 
 
 
 
 
問 11. 最後に、あなたのご所属（役職）をお教えください。 

□ 事業者   □ 人事  □ 労務 
□ 衛生管理者   □ 衛生推進者  □ 産業医 
□ 保健師   □ 看護師  □ 心理士 
□ その他の産業保健スタッフ（                 ） 
□ その他の事業場内スタッフ（                 ） 
□ 社会保険労務士 
□ その他（                          ） 

 
調査は以上です。ご協力ありがとうございました。 



平成 28 年度労災疾病臨床研究事業 
「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

分担研究報告書 
生活記録表を使用した復職支援の標準的方法の開発および効果評価 

 
分担研究者 梶木繁之 産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学・講師 

 
研究要旨 
Ⅰ：生活記録表（Life Note: LN）の使用実態調査のため、主に非専業産業医が多くを占め

る集団（京都府医師会）において LN の実態調査を行った。324 例（回答率 34%）のうち、

復職面談経験者 118 名を分析したところ、LN の使用者は 11%であった。また、未使用の理

由として、存在を知らないが 67%と最も多くまた、未使用者の 75%が使用してみたいと回

答した。 
Ⅱ：LN を用いた復職面談の効果評価を VAS（Visual Analogue Scale: 0-10）を用いて行っ

た。その結果、「復職面談の際に得られる情報量」は LN 未使用時で 3.6(SD0.5)、LN 使用

時で 7.2（SD0.5）(p=0.005)、「復職判定を行う際の自身の安心感」は LN 未使用時で

3.0(SD0.5)、LN 使用時で 7.6(SD0.3)(p<0.001)、「復職面談の効率性」は LN 未使用時で

3.6(SD0.7)、LN 使用時で 7.9(SD0.4)(p<0.001)といずれも統計的に優位な差が見られた。 
Ⅲ：前年度作成した「LN を用いた復職支援マニュアル：暫定版」を用いて、メンタルヘル

ス不調から復職した労働者の再休職予防（復職後 6 か月時点の就業継続率）に対する効果

の検証を行った。大企業（1 社 1 工場：半導体製造業、社員数 2217 人）では、1 年間で 20
例の復職事例が発生したが、そのうち復職後 6 か月間のフォローが可能だったものは 12 例

（介入群：8 例、対照群：4 例）で、半年間の就業が継続したものは、介入群：6 例（継続

率 75%）、対照群：3 例（継続率 75%）であった。中小企業（33 社 33 事業場）では、10 か

月間で 13 例（7 社 7 事業場）が発生した。そのうち、復職後 6 か月間のフォローが可能だ

ったものは、6 例（介入群：2 例、対照群：4 例）で半年間の就業が継続したものは 6 例全

例（就業継続率はいずれも 100%）であった。 
本研究により LN の非専業産業医への認知度の低さと使用ニーズの高さ、実際の復職面

談時における入手情報量の多さ、面談医師の得る安心感、面談の効率性の高さが明らかとな

った。復職面談時の利用による就業継続率への効果については、引き続きの検証が必要と思

われるが、総じて産業保健の実践の現場において、特に非専業の産業医に対し、LN を用い

た復職支援マニュアル等が有効なツールになりえるものと推測された。 
 
研究協力者  
楠本 朗 産業医科大学 産業生態科学研

究所産業保健経営学 学外訪問研究員 

難波克行 中外製薬(株) 統括産業医 
松岡朱理 産業医科大学 産業医実務研修

センター 非常勤助教 



服部理裕 産業医科大学 産業医実務研修

センター 非常勤助教 
山下哲史 産業医科大学 産業医実務研修

センター 産業医学専門修練医 
阿南伴美 産業医科大学 産業医実務研修

センター 非常勤助教 
渡邉聖二、轟木 基、三宅伸完、麻生めぐみ、

北川雄大、石渕晃人、村井哲平、原達彦、 

柴山愛子、木下俊輔、平井文子（以上 11 名 

一般財団法人 西日本産業衛生会 北九州

産業衛生診療所 健康管理部） 
森口次郎、大塚創平、西田典充、黒崎宏子、

黒木仁美、櫻木園子、宮川昌也（以上 7 名 

一般財団法人 京都工場保健会 壬生保健

センター 産業保健推進室） 
近藤 祥、岡部浩典、内野明日香、葛西英二

（以上 4 名 社会福祉法人 聖隷福祉事業

団 聖隷健康診断センター） 
山瀧 一 一般財団法人 君津健康センタ

ー 産業保健部 
 

 

Ⅰ：生活記録表の利用実態調査（主に非専

業産業医向けの自記式アンケート調査） 

Ａ.研究目的 

LN の利用実態について、主に非専業の産

業医が多数所属していると思われる京都府

医師会会員に対して、郵送による自記式ア

ンケート調査を行い、LN の利用実態を明ら

かとすることを目的とした。 
 

Ｂ.研究方法 

１．対象者 
2015 年 10 月 1 日現在、京都府医師会

で産業医有資格者として登録されている

947 名を対象とした。 

２．調査方法 
 2016 年 1-2 月に郵送法による質問紙調

査を行った。対象者の属性（性、年齢、医

師歴、産業医活動の有無、産業医歴、産業

医活動日数、産業医の資格、臨床の専門、

メンタルヘルス不調者への面談経験、業

種、LN の使用経験）、未使用者の場合、

LN を使用しない理由（１．LN を知らな

い、２．LN を使用する必要のある対象者

がこれまでいなかった、３．LN は知って

いるが、使い方が分からない、４．LN を

知っているが、使い勝手が悪いので使用

しない、５．その他、の中から 1 つのみ選

択）、ならびに LN を用いた復職判定のマ

ニュアル等の使用意思を確認した。 
３．解析 
 LN を用いた復職面談の使用経験の有

無を説明変数とし、属性を従属変数とし

て解析した。解析には統計処理ソフト

SPSS version 20 for windows を用いカ

テゴリー変数に関してはχ2検定を、連続

変数に関しては t 検定を行った。統計学

的有意水準は 0.05 未満とした。 
４．倫理的配慮 
 本研究は、産業医科大学倫理委員会の

承認ならびに日本産業衛生学会産業医部

会の了承のもと実施した。 
 
Ｃ.研究結果 

回答者 324 名（回答率：34%）のうち

メンタルヘルス不調者への復職面談経験

者は 118 名であった。LN の使用者は 13
名（11%）、未使用者は 105 名（89%）で

あった。 
LN 使用者と未使用者では、性別、年齢、

産業医有資格には大きな差異はなく、臨



床の専門でやや LN 使用者に精神科医・

心療内科医の有資格者が多い結果となっ

た（表１）。また、医師年数、産業医経験

年数、月間当たりの産業医としての活動

日数、復職面談の経験年数にも統計上の

有意な差は認めなかった（表２）。LN 未

使用者の理由のうち最多は、LN を知らな

い（67%）で、次いで対象者がいない（17%）

であった。また LN 未使用者のうち、75%
が LN を使用してみたいと回答した。 

 

 

Ⅱ：生活記録表を用いた復職面談が入手情

報、面談実施者（産業医）への安心感、面談

の効率性に与える影響の検証 

A. 研究目的 
先行調査において、非専業の産業医が多

くを占める集団（京都府医師会）では、LN
の使用率が 11%と低く（専業産業医の集団

では 65%）、未使用の理由が LN の存在を知

らないが 67%と最多で、かつ使用希望者が

75%であった。そこで、LN を用いた復職面

談を体験する研修を利用し、面談実施者（産

業医）の入手情報の量や実施者（産業医）自

身の安心感、面談の効率性にどのような影

響があるかを検証することとした。 
 

B. 研究方法 
１．対象者 
平成 28 年 9 月 4 日に、京都府医師会の

主催する日本医師会認定産業医研修会に参

加した医師 50 名のうち、研修時のロールプ

レイにおいて産業医役を担当した医師 25
名を対象とした。 
２．調査方法 
研修会参加者全員に対してまず、講義形

式で講師がメンタルヘルスの復職支援に関

する概要についての説明および LN の特徴

や使用方法を説明した。その後、参加者を産

業医役と労働者役の 2 群に任意に分け、二

人一組のペアを 25 組、作成した。 
産業医役、労働者役のそれぞれに準備さ

れた配布資料に基づき復職面談を想定した

ロールプレイを 2 回行った。（2 回とも産業

医役、労働者役は交代しなかった）研修で用

いた資料は、添付資料Ⅱを参照のこと。 
【LN 未使用時】1 回目の面談では産業医役

は LN の記録がない条件下で、労働者の休

職中の生活リズム等について聴取したうえ

で復職可否の判定を行った（約 15 分）。 
【LN 使用時】2 回目の面談では労働者役が

面談時に休職期間中の生活リズムが記載さ

れた LN を持参した前提とし、産業医役、

労働者役ともに LN の記載内容を確認しな

がら面談を実施し、復職可否の判定を行っ

た（約 10 分）。 
ロールプレイ終了後、産業医役の医師へ

質問紙を配布し、任意の無記名による自記

式アンケート調査を行った。アンケートで

は、属性（性、年代、医師免許取得年、臨床

の専門、産業医の資格、産業医活動の有無、

産業医経験年数、月間産業医活動日数、メン

タルヘルス不調者への面談経験の有無、LN
の使用経験の有無）、LN を活用した復職判

定マニュアルの使用希望、LN を使用しなか

った面談と使用した面談の際の、入手でき

た情報量、復職判定を行う上での安心感、復

職面談の効率性を VAS（Visual Analogue 
Scale: 0-10）【情報量：0 全く足りない～10
まったく十分である】、【安心感：0 とても不

安だ～10 とても安心だ】、【効率性：0 まっ

たく効率的でない～10 とても効率的であ



る】で調査した。 
３．解析 
欠損値を除き、LN の使用の有無を説明変

数とし、入手できた情報量、復職判定を行う

上での安心感、復職面談の効率性を結果変

数とする、対応のあるｔ検定を行った。解析

には統計処理ソフト SPSS version 20 for 
windows を用い、統計学的有意水準は

0.005 未満（両側）とした。 
４．倫理的配慮 
 本調査は、京都府医師会認定産業医研修

会の際に、研修内容に対する理解度・満足度

調査と一緒に実施した。回答は任意とし無

記名式とした。 
 
C. 研究結果 
産業医役の回答率は 96.0%（24 名）、有

効回答率は 44.0％（11 名）であった。産業

医経験の平均年数は 5.83 年、月間平均活動

日数は 6.5 日/月であった。 
産業医活動実施率は 50.0%(12 名)であり、

そのうちメンタルヘルス不調者に対する復

職面談の経験者は 50%（6 名）で、LN の使

用経験率は 33.3％(2 名)であった。  
「復職面談の際に得られる情報量」は LN

未使用時で 3.6(SD0.5)、LN 使用時で 7.2
（SD0.5）(p=0.005)、「復職判定を行う際の

自身の安心感」はLN未使用時で3.0(SD0.5)、
LN 使用時で 7.6(SD0.3)(p<0.001)、「復職面

談の効率性」はLN未使用時で3.6(SD0.7)、
LN 使用時で 7.9(SD0.4)(p<0.001)であった。 
 

 

Ⅲ：生活記録表を用いた復職支援マニュア

ルの再休職予防に対する有効性の検証 

Ａ.研究目的 

メンタルヘルス疾患の復職判定において、

産業医は復職が可能な状態かどうか、また

復職後就労継続が可能であり再休職に至ら

ない状態であるかどうか見極めることが求

められるが、適切にその判断を下すことは

難しい。大企業での専属産業医はもとより、

嘱託産業医として復職判定に関わる場合、

専属産業医に比べて一般に経験数が少ない

ことや関与できる時間、得られる情報に限

りがあることなどから復職判定をスムーズ

に行う際に困難を伴うことが予想される。 
昨年度まで我々は、産業医が復職判定を

効率的かつ自信をもって実施できるための

「LN を用いた復職支援マニュアル：暫定版」

を作成した。今年度はこのマニュアルの再

休職予防に対する有効性を検証するため大

企業と中小企業において介入研究を行った。 
 

Ｂ.研究方法 

Ⅲ－１）メンタルヘルス不調者の職場復帰

時における生活記録表を用いた面談の効果

【大企業版】 

１．研究デザイン 
LNの使用歴がない企業において、事業

者ならびに産業医双方の同意のもとランダ

ム化比較試験を行った。 
２．研究対象 
 対象事業場は、半導体機器を製造する工

場である。この工場には、2217人（平成

28年12月25日現在）の労働者が勤務して

おり産業医は専属が1名（週5日）と嘱託産

業医が4名、週1回半日のペースで出務して

いた。 
メンタルヘルス不調者への復職面談は、

専属産業医1名がすべて対応していた。研

究対象は、メンタルヘルス不調でおよそ1



か月以上休職した後に復職する労働者に対

して、2016年1月から12月までの間行われ

た。 
３．ランダム化 
休職者から復職の意思が人事総務部門に

連絡があった際、人事担当者がコイントス

（表裏）を行ってランダムに2群に分類し

た。 
４．介入プログラム 
復職の意思表示のあった者には、人事総

務部門もしくは産業医から「LNの記入方

法と標準的なLNのひな型」が渡され、2週
間以上、自分の生活リズムや行動などを毎

日記入し、産業医面談時に持参することが

指示された。 
復職面談を担当する産業医は、「職場復

帰時の支援マニュアル～LNを用いた復職

判定～」を利用した。当該マニュアルに記

載されている、復職可否の判定基準と復職

可、復職不可の事例を参照し、労働者本人

が持参したLNの情報をもとに産業医面談

を行い、その後、人事総務部門並びに職場

の上司との調整の上、最終的な復職の可否

判断を行った。 
産業医の復職可否判断の結果、復職の準

備状況が十分ではないと判断されたもの

は、LNの記入の継続を指示され、おおむ

ね半月から1か月毎に復職面談が実施され

た。 
５．対照群 
復職の意思のあった労働者は、LNを用

いずに産業医面談を行い、その後、人事総

務部門並びに職場の上司との調整の上、産

業医による復職の可否判断が行われた。介

入群との違いは、当該労働者がLNの記入

を行わず、産業医も「職場復帰時の支援マ

ニュアル～LNを用いた復職判定～」を用

いずに復職面談を行ったことであった。 
６．データ収集とアウトカム 
 対象期間中（1年間）にメンタルヘルス

不調による休職から復帰した人数、並びに

復職後6か月時点での就業継続状況と就業

制限の内容、通院・治療状況、復職後の産

業医との面談回数（フォローアップ面

談）、産業医が感じる当該事業所の再休職

者数の印象を調査した。 
復職を希望する労働者の属性について

は、復職確定後の面談時に産業医が自記式

のアンケートに回答した。労働者個人の基

本情報は、年齢、性別、雇用情報、作業内

容、役職、復職日、治療経過、診断名、休

職期間、最初の復職面談日、復職面談回

数、医療機関等でのLNの使用の有無、過

去の休職回数、就業配慮の内容、休職前の

本人との面談歴、休職期間中の面談回数で

あった。 
また産業医には、当該労働者の復職面談

終了後に、判定結果に対する自信、復職面

談に要した時間を調査した。 
 

Ⅲ -２）ランダム化比較試験（ RCT：

Randomized Controlled Trial）による、メ

ンタルヘルス不調者の職場復帰時における

生活記録表を用いた面談の効果【中小企業

版】 

１．研究デザイン 
全国4か所の企業外労働衛生機関の協力

のもと、LN使用歴のない中小企業（事業

場）においてランダム化比較試験を行っ

た。 
２．研究対象 
 はじめに、中小企業の産業医を派遣して



いる全国4か所の企業外労働衛生機関を訪

ね、研究の趣旨を説明した（2015年5月～

6月）。そののち、各機関から嘱託産業医と

して派遣されている医師を通じて、研究対

象候補となる企業に説明を行い（2015年7
月～12月）、研究参加に同意の得られた企

業（事業場）を研究対象とした。対象者は

メンタルヘルス不調でおよそ1か月以上休

職した後に復職する労働者とし、2016年3
月から12月までの間行われた。 
３．ランダム化 
一定の企業（事業場）が集まったところ

で、ブロックランダム化を行った（2016年
2月～3月）。介入群に分類された事業場に

おいて発生した復職者はすべて介入群と

し、対照群に分類された事業場において発

生した復職者はすべて対象群とした。ラン

ダム化の結果は、企業外労働衛生機関を通

じて当該企業（事業場）の嘱託産業医に伝

えられた。本研究のプロトコールは産業医

科大学倫理委員会にて承認された（H27-
111）。 
４．介入プログラム 
復職の意思表示のあった者には、人事総

務部門もしくは産業医から「LNの記入方

法と標準的なLNのひな型」が渡され、2週
間以上、自分の生活リズムや行動などを毎

日記入し、産業医面談時に持参することが

指示された。 
復職面談を担当する産業医は、「職場復

帰時の支援マニュアル～LNを用いた復職

判定～」を利用した。当該マニュアルに記

載されている、復職可否の判定基準と復職

可、復職不可の事例を参照し、本人が持参

したLNの情報をもとに産業医面談を行

い、その後、人事総務部門並びに職場の上

司との調整の上、最終的な復職の可否判断

を行った。 
産業医の復職可否判断の結果、復職の準

備状況が十分ではないと判断されたもの

は、LNの記入の継続を指示され、おおむ

ね半月から1か月毎に復職面談が実施され

た。 
５．対照群 
復職の意思のあった労働者は、LNを用

いずに産業医面談を行い、その後、人事総

務部門並びに職場の上司との調整の上、産

業医による復職の可否判断が行われた。介

入群との違いは、当該労働者がLNの記入

を行わず、産業医も「職場復帰時の支援マ

ニュアル～LNを用いた復職判定～」を用

いずに復職面談を行ったことであった。 
６．データ収集とアウトカム 
 研究開始時に、参加企業（事業場）の属

性（労働者数、業態、産業医出務頻度、メ

ンタルヘルス不調者の診断名と休職者数、

メンタルヘルス教育の有無、復職規定の有

無、就業規則上の最長休職期間、休職中の

産業医面談の有無）を調査した。 
 参加企業（事業場）で復職を希望する労

働者が発生した際には、個人属性につい

て、復職確定後の面談時に産業医が自記式

のアンケートにて回答した。労働者個人の

基本情報は、年齢、性別、雇用情報、作業

内容、役職、復職日、治療経過、診断名、

休職期間、最初の復職面談日、復職面談回

数、医療機関等でのLNの使用の有無、過

去の休職回数、就業配慮の内容、休職前の

本人との面談歴、休職期間中の面談回数で

あった。 
介入群と対照群全体で、対象期間中（7

か月間）にメンタルヘルス不調による休職



から復帰した人数、並びに復職後3か月と6
か月時点での就業継続状況と就業制限の内

容、通院・治療状況、復職後の産業医との

面談回数（フォローアップ面談）を調査し

た。 
 

Ｃ.研究結果 

Ⅲ－１）メンタルヘルス不調者の職場復帰

時における生活記録表の使用効果の検証

【大企業版】 

 1年間で 20例の労働者がメンタルヘルス

不調からの職場復帰面談を経験した（全社

員の 0.9%）。 
平均年齢は 38.4 歳、全員男性の正社員で

現場作業者が 4 例、事務作業者（技能職）

が 8 例であった。管理職が 1 例、非管理職

が 11 例で、入院加療を要したものが 1 例、

通院加療のみが 11 例であった。 
診断名はうつ病が 10 例、適応障害 4 例、

うつ状態が 2 例、過敏性腸症候群が 1 例、

ストレス障害 1 例、双極性感情障害 1 例、

統合失調症が 1 例であった。平均休職日数

は 182 日で、最長 387 日であった。 
復職面談の回数は 1 回のみが 11 例、2 回

が 7 例、3 回が 2 例であった。主治医によ

る、LN の使用例（医療機関独自の書式使用

例）は 9 例（介入群：4 例、対照群：5 例）

であった。過去の休職回数の平均は 1.7 回

（最高 5 回）で、復職時の就業制限（複数

回答）は、「残業禁止」が 18 例、「夜勤禁止」

が 15 例、「出張禁止」が 12 例、「フレック

スタイム制禁止」が 7 例であった。休職期

間に入る前に産業医と面談したことのある

社員は 14 例で、休職中に産業医との面談が

1 度もない社員が 8 例、1 回の面談歴ありが

9 例であった。 

復職面談時の復職判定に対する産業医の

自信は、「やや自信がある」が 19 例、「自信

がある」が 1 例であった。復職面談に要し

た時間は、20 分以上 30 分未満が 16 例、30
分以上 40 分未満が 4 例であった。 

20 例の内訳は、介入群 10 例、対照群 10
例で、復職から 6 か月が経過したものは 12
例（介入群：8 例、対照群：4 例）であった。

6 か月間のフォローアップ期間中に再休職

に至った事例が 2 例（介入群 1 例、対照群

1 例）、退職例が 1 例（介入群）であった。

復職から 6か月時点での就業継続率は、9例

でうち、介入群が 6 例（就業継続率：75%）、

対照群が 3 例（就業継続率：75%）と両群

に差はなかった。 
 

Ⅲ -２）ランダム化比較試験（ RCT：

Randomized Controlled Trial）による、メ

ンタルヘルス不調者の職場復帰時における

生活記録表を用いた面談の効果【中小企業

版】 

 研究開始時の参加企業の詳細情報を表 1

に記す。また、介入群と対照群の比較を表 2

に記す。介入群は 17 企業（事業場）、対照

群は 16企業（事業場）で、50人以上 300人

未満のいわゆる中小企業がそれぞれ、82%と

63%であった。また、製造業は両群ともに最

多で、介入群は 53%、対照群は 69%であった。 

 産業医の出務頻度は、すべての企業が嘱

託産業医であることもあり、月 1 回の出務

が介入群で 71%、対照群で 81%と最多であっ

た。メンタルヘルス教育歴は、管理職に関し

ては介入群で 71%、対照群で 44%とやや介入

群が多い傾向があったものの、一般職に関

しては介入群 41%、対照群 31%とほとんど差

異はなかった。 



また、復職に関する社内ルールや規定の有

無については、中小企業が大多数を占める

中、介入群が 59%、対照群が 56%といずれも

半数を超えていた。また、メンタルヘルス不

調に陥った際、休職期間に影響する最長休

職期間は平均で介入群が 24か月、対照群が

25か月とほとんど差がなかった。また、休

職中に産業医が面談を行う割合は、介入群

で 94%、対照群で 81%とやや介入群で高い傾

向が見られた。 

 介入群と対照群の両群で研究開始時に判

明していたメンタルヘルス不調による休職

者の総数は、介入群 28 名、対照群 21 名で

あった。 

 研究期間（10か月）で復職面談の対象と

なった労働者の数は、介入群で 5名（3事業

場）、対照群で 8 名（4 事業場）であった。

また、復職から 3か月、6か月時点の就業継

続状況は、介入群、対照群ともに 100%であ

った。 

 

Ｄ.考察 

LN の実態調査では、専業の産業医が多

くを占める医師の集まり（昨年度の調査

研究：日本産業衛生学会産業医部会員で

LN を使用した経験のある医師の割合：

65%）と比較して、非専業の医師の集まり

（京都府医師会）では、LN を復職面談時

に利用していない実態（LN を使用した経

験のある医師の割合：11%）が明らかとな

った。また、LN の未使用の理由として、

67%が「存在を知らない」と回答しており、

また「75%が LN を使用してみたい」とも

回答していることから、LN による復職面

談が一定の効果を持つ場合、積極的に周

知、啓発を行う必要があると思われる。 

また LN の使用は、復職面談時におい

て「復職面談の際に得られる情報量」や

「復職判定を行う際の自身の安心感」、

「復職面談の効率性」を、面談を行う産業

医に対しもたらすことも判明した。この

ことは、先述した実態調査の結果と照ら

しても、LN を特に非専業の産業医の集団

により積極的に周知・広報することの必

要性を示唆するものと思われる。 
一方、「LN を用いた復職支援マニュア

ル」の、復職後の就業継続の維持・向上（再

休職率の低下）に対する有効性について

は、今回の研究では明らかな効果は見ら

れなかった。 
今回介入研究を行った大企業（1 社）で

は、1 年間で 20 名（全労働者の 0.9%）が

復職面談の対象となった。この数値は、過

去のいくつかの調査結果とも一致してお

り、一般的な大企業の実態を反映してい

るものと思われる。LN を用いた介入の効

果を復職後 6 か月時点での就業継続率で

検証したが、介入群が 8例中 6例（75%）、

対照群が 4 例中 3 例（75%）と双方とも

に数が少なくまた、両群での差を認めな

かった。両群で差がでなかった要因の一

つとしては、一人の産業医がすべての面

談を行ったことや、当該医師が日本産業

衛生学会の産業医学専門医（専業産業医）

であったことが関連している可能性があ

る。LN を用いた復職面談を数回経験した

後であれば、仮に LN を用いなくても復

職判定に必要な情報を効率よく収集でき

るスキルを習得していたことが推測され

る。 
今後、大企業での LN の就業継続率に

与える影響を検証する場合、日本国内の



大規模な研究の一環として実施すること

や、複数の産業医による実施体制も検討

が必要と思われる。 
また、中小企業に対するランダム化比

較試験でも、十分な数のデータが収集で

きなかった。今回開発した、「LN を用い

た復職支援マニュアル」は、特に中小企業

の産業医を主な利用者として開発した。

本来であれば、より多くの中小・零細を含

む企業の協力のもと、本研究に取り組む

べきであったが、中小企業への嘱託産業

医を多く輩出している企業外労働衛生機

関の協力を得ても、十分な企業（事業場）

が集まらなかった。 
その要因としては、派遣される嘱託産

業医が数年程度で交代してしまうことや

中小企業を専門に産業保健を提供してい

る労働衛生機関の産業医がすでに LN の

常用者であること、本来マニュアルやツ

ール類を必要としている嘱託産業医が当

該機関の所属医師でなく、いわゆる開業

医などの非専業の産業医に多いことなど

が推測された。 
そのため、中小企業での介入研究を行

う場合、日本医師会（本部）等とも連携し、

全国の各都道府県医師会や群市区医師会

と協力することが肝要と思われる。 
難波は、全国に 17 事業所（社員数約

4700 名）を持つ企業において、介入群（2
年 10 か月）と対照群（5 年 6 か月）に及

ぶ観察期間に復職した 196 例を分析し、

LN を含む復職支援プログラムにより、復

職 1 年後の出社継続率が 54.2%から

91.6%に改善したと報告している 1)。 
この復職支援プログラムは、LN を用い

た 6 カ月の段階的な復職プラン、定期的

な産業医面談、全社復職プラン検討会と 4
つのプロセスを新たに追加したものであ

り、出社継続率の改善は、LN のみによる

効果とはいえない。 
そこで本研究では、LN を用いた面談の

みの効果を検証すべく、未使用の企業を

集めランダム化比較試験を試みた。 
今回、効果の検証に十分な数のデータ

が集まらなかったもう一つの要因は、観

察期間の短さである。前述のとおり、約

5000人規模の単一企業においてもおよそ

3 年から 5 年 6 か月の調査期間を要した

ことからも、今後、LN の就業継続率（復

職後 6 か月後）の効果評価を行う場合に

は、最低 3 年程度の長期の研究期間が必

要と考える。 
  
Ｅ．結論 
 本研究により LN の非専業産業医への認

知度の低さと使用ニーズの高さ、実際の復

職面談時における入手情報量の多さ、面談

医師の得る安心感、面談の効率性の高さが

明らかとなった。復職面談時の利用による、

就業継続率への効果については、引き続き

の検証が必要と思われるが総じて、産業保

健の実践の現場において、特に非専業の産

業医に対し、LN を用いた復職支援マニュア

ル等が有効なツールになりえるものと思わ

れる。 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録の状況 
１．特許取得 
 なし 
２．実用新案登録 
 なし 



３．その他 
 なし 
 
 

Ｈ．引用文献リスト 
1) 難波克行. メンタルヘルス不調者の出社

継続率を 91.6%に改善した復職支援プログ

ラムの効果：産衛誌,2012;54(6):276-285
 



 

表 1 非専業の産業医集団における、メンタルヘルス不調者への復職面談経験者の特徴

(N=118) 

  
LN 使用者  

N＝13（11%) 
  

LN 未使用者  

N＝105(89%) 

性別(%)    

 男性 85  82 
    

年齢（%）    

 40 代 0  10 

 50 代 38  34 

 60 代 23  34 

 70 代 23  15 

 80 代以上 15  5 
    

産業医資格(%)：複数回答    

 日本医師会認定産業医 92  100 

 産業医科大学産業医学基礎 

 研修会集中講座修了 
0  6 

 産業医学基本講座修了 0  1 

 労働衛生コンサルタント 8  3 
    

臨床の専門(%)    

 精神科医 15  4 

 心療内科医 8   2 

 
  



 

表 2 生活記録表（LN）使用歴別の特徴の比較   

  
LN使用者 

N=13 

LN未使用者 

N=105 
P 値 

医師年数（年） 

  
0.350 

 平均（標準偏差） 39（12.5) 36（11)   
    

産業医経験年数（年）   0.747 

 平均（標準偏差） 15（9） 15（8）   
    
活動日数/月（日）   0.086 

 平均（標準偏差） 5（5) 3(3)   
    
面談年数   0.092 

 平均（標準偏差） 10（6) 6（6)   

 
 

表 3 生活記録表（LN)未使用の理由と使用希望 

  
未使用者 

N=105 

未使用の理由(%)  

 LN を知らない 67  

 対象者がいない 17  

 LN の使い方がわからない 0  

 使い勝手が悪い 0  

 その他 15  
  

使用希望（％）  

 使用してみたい 75  

 



 

表 4 生活記録表（LN)を用いた面談の効果     

   LN 未使用時 LN 使用時 P value* 

          

復職面談の際に得られる情報量     

 平均（標準偏差）  3.6（0.5） 7.2（0.5） 0.005  

          

復職判定を行う際の自身の安心感     

 平均（標準偏差）  3.0（0.5） 7.6（0.3） <0.001 

          

復職面談の効率性     

 平均（標準偏差）  3.6（0.7） 7.9（0.4） <0.001 

          

*： 対のある T 検定     



表5   参加企業（事業場）の詳細情報 

メンタルヘルス不調に

よる休職者数
*
 

（人） 

産業医の出務 分類
コード 

労働者数 
（事業場規模） 

業態 
（国際標準産業分類：ISIC Rev.4) 

メンタルヘルス
教育歴（管理職） 

メンタルヘルス
教育歴（一般職） 

社内の復職に関するルール、
規定類の有無 

最長休職
期間(月） 

休職中の産業医
面談の有無 

No ＃ 頻度(回/月） 

I-1 N1 2 50人以上300人未満 製造業 1 あり あり あり 13 あり 

I-2 N2 4 50人以上300人未満 製造業 2 あり あり あり 24 あり 

I-3 N5 4 300人以上 製造業 1 あり 不明 あり 18 あり 

I-4 N8 0 50人以上300人未満 製造業 1 あり なし あり 30 あり 

I-5 N10 1 50人以上300人未満 公務及び国防、強制社会保障事業 1 あり あり なし 36 あり 

I-6 KY１ 3 50人以上300人未満 情報通信業 1 あり あり あり 36 あり 

I-7 KY2 2 300人以上 製造業 1.5 あり 不明 あり 30 あり 

I-8 0 なし なし なし 18 あり KY４ 50人以上300人未満 卸売り・小売業：自動車・オートバイ修理業 1 
介

入
群 

I-9 KY６ 2 300人以上 卸売り・小売業：自動車・オートバイ修理業 0.25 あり あり なし 54 あり 

I-10 KY８ 1 50人以上300人未満 製造業 0.33 なし なし なし 不明 あり 

I-11 KY１０ 1 50人以上300人未満 製造業 0.33 なし なし なし 3 あり 

I-12 KY１２ 0 50人以上300人未満 情報通信業 1 あり なし あり 42 あり 

I-13 KY１４ 3 50人以上300人未満 専門、化学及び技術サービス業 1 あり なし あり 9 なし 

I-14 S2 2 50人以上300人未満 製造業 1 なし なし なし 18 あり 

I-15 S３ 0 あり あり なし 18 あり 50人以上300人未満 製造業 1 

I-16 S５ 2 50人以上300人未満 電気、ガス、蒸気および空調提供業 1 あり あり あり 24 あり 

I-17 KM１ 1 50人以上300人未満 農林漁業 1 なし なし あり 3 あり 

C-1 N3 3 50人未満 電気、ガス、蒸気および空調提供業 1 なし なし あり 24 あり 

C-2 N4 3 50人以上300人未満 製造業 1 あり あり あり 30 あり 

C-3 N6 1 なし なし なし 36 あり 300人以上 公務及び国防、強制社会保障事業 1 

C-4 N7 5 300人以上 公務及び国防、強制社会保障事業 2 あり あり あり 36 あり 

C-5 N9 1 50人以上300人未満 製造業 1 なし なし あり 18 あり 

C-6 N11 0 50人以上300人未満 製造業 1 なし なし あり 12 あり 

C-7 KY３ 0 50人以上300人未満 製造業 0.33 あり なし あり 12 なし 

対

照
群 

C-8 KY５ 0 50人以上300人未満 製造業 1 なし なし なし 24 あり 

C-9 KY７ 6 300人以上 公務及び国防、強制社会保障事業 1 あり あり あり 36 あり 

C-10 KY９ 0 50人以上300人未満 製造業 1 なし なし なし 不明 不明 

C-11 KY１１ 0 50人以上300人未満 製造業 1 あり なし なし 不明 なし 

C-12 KY１３ 0 300人以上 卸売り・小売業：自動車・オートバイ修理業 1 あり あり なし 18 あり 

C-13 S１ 0 50人以上300人未満 製造業 1 なし なし なし 不明 あり 

C-14 S４ 0 なし なし なし 12 あり 50人以上300人未満 製造業 1 

C-15 S６ 0 50人以上300人未満 製造業 1 なし なし あり 32 あり 

C-16 KM２ 2 300人以上 製造業 4 あり あり あり 28 あり 

＊：研究参加登録時点の総数,  ＃：1.5は2か月に3回、0.33は3か月に1回、0.25は4か月に1回の出務。 

 

 

 

 

 



表6 参加登録時の企業（事業場）の比較 

介入群 

（N=17） 

対照群 

（N=16） 

事業場規模(%) 
50人未満 

50人以上300人未満 

300人以上 

業種
* 
(%) 

製造業 
公務及び国防、強制社会保障事業 

卸売り・小売業：自動車・オートバイ修理業

その他 

産業医の出務頻度(%) 

月1回未満 
月1回 

それ以上 

メンタルヘルス教育歴（あり）(%) 

管理職 
一般職 

復職に関する社内ルール、規定(%) 

あり 

最長休職期間 

範囲（平均）, 月 

休職中の産業医面談(%) 

あり 

0 
82 
18 

6 
63 
31 

53 
6 
12 
29 

69 
19 
6 
6 

18 
71 
12 

6 
81 
13 

71 
41 

44 
31 

59 56 

3-54(24) 12-36(25) 

94 81 

メンタルヘルス不調による 

休職者の総数（人）
**

 
28 21 

*：国際標準産業分類：ISIC Rev.4 
**：参加登録時の企業（事業場）におけるメンタルヘルス不調による休職者の総数 
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・・・

二人一組でロールプレイをします

着席の際に、どちらの役をするか決めてお座りください。

メンタルヘルス対策
～職場復帰支援～

生活記録表を用いた復職面談

110分版

産業医科大学 梶木、山下、大河原

京都工場保健会 大塚、西田

skajiki@med.uoeh-u.ac.jp

メンタルヘルス対策の背景

 「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、スト
レス」がある労働者の割合が増加

 被雇用者の自殺者数の増加

 「労働者の心の健康保持増進のための指針」の
公表 ：平成18年（平成12年の指針の改訂）

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html

労働者の心の健康保持増進のための指針

（メンタルヘルス指針）の概要

 事業者の方針の表明

 衛生委員会等で調査審議し、「心の健康づくり計
画」を作成

 ４つのメンタルヘルスケアの推進

 具体的進め方（一次予防から三次予防の各種対策）

 個人情報保護

メンタルヘルス指針

４つのメンタルヘルスケア

• 労働者によるストレスへの気付き、ストレス対処等

セルフケア

• 管理監督者による職場環境の改善、個別の相談対応

ラインによるケア

• 産業医、衛生管理者、保健師、人事労務管理スタッフ等による支援

• セルフケア、ラインによるケアの支援、個別対応、メンタルヘルス対策の実施に関する
企画立案等の中心的な役割

産業保健スタッフ等によるケア

• 事業場外医療機関等による医療、サービス

事業場外資源によるケア

メンタルヘルス対策

一次予防

 職業性ストレスの原因となる職場環境の改善

 個人のストレスコーピングを高める

 社会的支援（緩衝要因）を高める

二次予防

 メンタルヘルス不調の早期発見、早期対応

三次予防

 メンタルヘルス不調者の職場復帰、職場再適応の支援



解説：職場復帰支援

メンタルヘルス不調者の職場復帰、再適応
の支援

 対策

 復職システムの構築（人事）、上司との調整

手順、役割分担、書式、社内制度等の整合性

 個別対応

治療支援、復職判定、業務上の配慮

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の
手引き
平成16年10月公表、平成21年3月改正

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf

＜第１ステップ＞病気休業開始及び休業中のケア

＜第２ステップ＞主治医による職場復帰可能の判断

＜第３ステップ＞職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

＜第４ステップ＞最終的な職場復帰への決定

＜職場復帰＞

＜第５ステップ＞職場復帰後のフォローアップ

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」より

職場復帰の流れ

 情報の収集と評価

 職場復帰の可否について
の判断

 職場復帰支援プランの作成

労働者
• 治療状況および病状の

回復状況の確認
• 業務遂行能力についての

評価
• 今後の就業に関する労働

者の考え
• 家族からの情報

職場（上司）側
•業務及び職場との適合性の
向上を支援
•作業管理、作業環境管理に
関する評価と調整を依頼
•職場（上司）側による人的
支援の依頼

産業医としての視点
・働ける（基本は前職）健康状況なのかの判断
・再発しないよう、必要な就業上の配慮を検討する。
・労働は労働契約に基づくもの
・労働者側もしくは職場側のどちらかの立場ではなく、独立した立場で

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」より 第３ステップ

情報の収集と評価

(ア) 労働者の職場復帰に対する意思の確認

(イ) 産業医等による主治医からの意見収集

(ウ) 労働者の状態の評価

(エ) 職場環境の評価

a 業務及び職場との適合性

ｂ 作業管理、作業環境管理に関する評価

c  職場側による支援準備状況

(オ) その他

a 治療状況および病状の回復状況の確認
(a)今後の通院治療の必要性、治療状況についての概要の確認 □

(b)業務遂行（自ら自動車等を運転しての通勤を含む。）に影響を及ぼす
症状や薬の副作用の有無 □

(c)休業中の生活状況 □

(d)その他職場復帰に関して考慮すべき問題点など □

ｂ 業務遂行能力についての評価
(a)適切な睡眠覚醒リズムの有無 □

(b)昼間の眠気の有無 □

(c)注意力・集中力の程度 □

(d)安全な通勤の可否 □

(e)日常業務における業務と類似した行為の遂行状況と、それによる疲労の
回復具合（読書やコンピューター操作が一定の時間集中してできること、
軽度の運動ができること等） □

(f)その他家事・育児、趣味活動等の実施状況など □

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
第３ステップ 情報の収集と評価

(ウ) 労働者の状態等の評価



ｃ 今後の就業に関する労働者の考え
(a)希望する復帰先 □

(b)希望する業務上の配慮の内容や期間 □

(c)その他管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフ
に対する意見や希望（職場の問題点の改善や勤務体制の変更、健康
管理上の支援方法など） □

ｄ 家族からの情報
可能あれば、必要に応じて家庭での状態（病状の改善の程度、食事・睡眠
・飲酒等の生活習慣など）について情報 □

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
第３ステップ 情報の収集と評価

(ウ) 労働者の状態等の評価

生活記録表のご紹介

生活記録表（ひな型）をご覧ください

2015年度
京都府医師会 産業医有資格者の実態調査
（回収率：33%）
１．メンタルヘルス復職面談 実施率

38%[参考：87%]
２．生活記録表（LN）使用率

11%[参考：65%]
＊参考：日本産業衛生学会 産業部会員

本日の実習内容

 2名1組で労働者役と産業医役に分かれて、

メンタルヘルス不調者の復職面談を体験いただ
きます。

 復職面談は、2回行います。

 1回目：復職面談時の確認事項を念頭に、先生方の
自由なスタイルで面談を実施いただきます。【15分】

 2回目：休職期間中の生活状況を記述した「生活記録
表」を用いて面談いただきます。【10分】

 労働者役、産業医役は交代しません。（2回とも労働
者もしくは産業医を担当いただきます）

労働者プロフィール

生活記録表(1)をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

労働者プロフィールのみ

をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

15分

労働者役 産業医役

LN*:生活記録表

実習の流れ

実習の流れ：15分間

配布資料に目を通し、復職面談（1回目）に備える

1. 労働者役 ➡ 本人のプロフィール、生活記録表(1)の
記載内容を読込み、復職面談に備えます。

 1回目の面談時は、労働者役のみが生活記録表を閲覧

2. 産業医役 ➡ 本人のプロフィール、事前情報を読み、
「復職支援の手引き」第3ステップの評価事項を確認し、
復職面談の備えます。

 「復職面談時 記録用紙」を見ながら、面談の流れを想定

労働者プロフィール

生活記録表(1)をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

労働者プロフィールのみ

をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

1回目の復職面談(15分）：LN*(-)

労働者役 産業医役

LN*:生活記録表

実習の流れ



実習の流れ：15分間

 15分間の復職面談を行ってください

 労働者役の先生は配布資料の記載内容に沿って、労働
者を演じてください。

 生活記録表(1)は労働者役のみが目を通してください。

面談時に産業医役の先生には見せないでください。
（持参していない前提です）

 産業医役の先生は配布資料の情報と復職面談時の
評価項目をもとに面談してください。

（生活記録表は手元にありません）

実習の流れ：

面談後、産業医役の先生には復職可否の判定
（仮判定）をお願いします。

復職可

復職不可

1回目の面談（解説）

資料1-5（労・医）を

ご覧ください

労働者プロフィール

生活記録表(1)をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

労働者プロフィールのみ

をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

5分

労働者役 産業医役

LN*:生活記録表

実習の流れ

実習の流れ：5分間

配布資料に目を通し、復職面談（2回目）に備えて
ください

1. 労働者役 ➡ 前回面談後の生活記録表(2)の記載内容
を読込み、復職面談に備える。

 2回目の面談時は、労働者役と産業医役が一緒に生活記録
表を閲覧します

2. 産業医役 ➡ 事前に提出された生活記録表(2)の記載

内容を確認し、復職面談に備えます。面談の際には、
生活記録表の留意事項についても注意深く確認します

 「復職面談時 記録用紙」も参照下さい

労働者プロフィール

生活記録表(1)をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

労働者プロフィールのみ

をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

2回目の復職面談(10分）：LN*(+)

労働者役 産業医役

LN*:生活記録表

実習の流れ



実習の流れ：その４（復職面談②）

6. 10分間の復職面談を行います。

 労働者役の先生は配布資料の記載内容、生活記録表
(2)の内容に沿って、労働者を演じてください。

 産業医役の先生は生活記録表(2)は労働者役と供覧し
ながら、面談を行ってください。

7. 面談後、産業医役の先生には復職可否の判定
（仮判定）をお願いします。

生活記録表を用いた
復職面談の実際

事例１のデモンストレーション

（10分間）

第3ステップ（続き）

【参考情報】

本人との産業医面談を

終えたのち・・・

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」より 第３ステップ

情報の収集と評価

(ア) 労働者の職場復帰に対する意思の確認

(イ) 産業医等による主治医からの意見収集

(ウ) 労働者の状態の評価

(エ) 職場環境の評価

a 業務及び職場との適合性

ｂ 作業管理、作業環境管理に関する評価

c  職場側による支援準備状況

(オ) その他

ａ 業務及び職場との適合性

（ａ）業務と労働者の能力及び意欲･関心との適合性 □

（ｂ）職場の同僚や管理監督者との人間関係など □

ｂ 作業管理や作業環境管理に関する評価

（ａ）業務量（作業時間、作業密度など） □

質（要求度、困難度など）等の作業管理の状況 □

（ｂ）作業環境の維持・管理の状況 □

（ｃ）業務量の時期的な変動や、不測の事態に対する対応の状況 □

（ｄ）職場復帰時に求められる業務遂行能力の程度（自動車の運転等
危険を伴う業務の場合は投薬等による影響にも留意する。） □

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
第３ステップ 情報の収集と評価

(エ) 職場環境等の評価

ｃ 職場側による支援準備状況

（ａ）復帰者を支える職場の雰囲気やメンタルヘルスに関する
理解の程度 □

（ｂ）実施可能な就業上の配慮（業務内容や業務量の変更、就
業制限等） □

（ｃ）実施可能な人事労務管理上の配慮（配置転換･異動、勤務
制度の変更等） □

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
第３ステップ 情報の収集と評価

(エ) 職場環境等の評価



労働者プロフィール

生活記録表(1)をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

労働者プロフィールのみ

をチェック

生活記録表(2)をチェック

アンケートに回答

労働者役 産業医役

LN*:生活記録表

実習の流れ

5分

質疑応答

生活記録表を用いた

復職判定マニュアルを

お持ち帰りください



労働者用 ひな型 

 

生活記録表の記入方法について 

産業医の復職面談時まで、添付の生活記録表を、記入例を参考に記入して下さい。 

 
生活記録表の記入を開始する時期は、 

あなたが復職を考え始めたとき、もしくは、主治医から復職可の診断書が出たときです 

 
復職可否の判定基準は、 

① 睡眠リズムが整っていること 
・ 睡眠時間が確保できており、普段の出勤と同じ時間帯に起床できている 
・ 昼寝をしていない（昼間、横にならずに生活できている） 
 
② 日中の活動リズムが整っていること 
以下のような活動や外出が午前中・午後の両方で行えている（目安：9 時～15 時など） 
・ 図書館での読書や学習 
・ 運動（筋トレ、ジョギング、サイクリング、散歩、水泳など） 
・ 買い物や通院など 
 
③ 普段の通勤と同じような時間帯に、同じような手段で外出ができること 
・電車やバスなど、普段と同じ経路で職場の最寄り駅まで来てみる、など 
・出かける場所や移動方法は毎日同じでなくても構わない。 
・普段の通勤と同じような時間帯に外出できている。 
 
④ 上記のような活動が週 5 日×2 週間以上継続できていること 
・ 上記のような生活が、月曜～金曜まで毎日、少なくとも 2 週間以上継続できている 
・ 生活記録表を 2 週間以上、続けて記入できている 
 

上記①から④のすべてがそろうと、復職の準備が整ったと考えられます。 

 
備考 

記載していただいた生活記録表は、 
● 人事担当者に見せる場合があります のでご了承ください。 
● 記入した「生活記録表」は、復職面談の際に必ず持参してください。 

 
早速、記入してみましょう。 



労働者用 雛形

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日　　～　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 No 　

氏名：

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考
起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

睡眠

就寝

夕食

家事手伝い

買い物

図書館

昼食

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ）

運動

朝食

起床

睡眠

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

  月　  　　日

水曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日

活動内容 活動内容 活動内容

生活記録表

記入例

○  月　 □　日   月　 　　日   月　 　　日   月　  　　日   月　  　　日   月　  　　日   月　 　 　日



労働者用 雛形

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日　　～　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 No 　

氏名：

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考
起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

睡眠

就寝

夕食

家事手伝い

買い物

図書館

昼食

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ）

運動

朝食

起床

睡眠

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

  月　  　　日

水曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日

活動内容 活動内容 活動内容

生活記録表

記入例

○  月　 □　日   月　 　　日   月　 　　日   月　  　　日   月　  　　日   月　  　　日   月　 　 　日



労働者用 雛形

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 用紙が足りないときは、こちらをコピーしてください。

　対象期間：　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日　　～　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 No 　　

氏名：

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考

  月　  　　日   月　 　 　日   月　  　　日

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

     曜日      曜日      曜日      曜日      曜日水曜日      曜日

朝食

運動

夕食

就寝

睡眠

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ）

図書館

買い物

家事手伝い

起床

昼食

記入例

生活記録表

  月　 　　日

     曜日

活動内容

○  月　 □　日   月　 　　日   月　  　　日   月　  　　日

起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

睡眠



資料 1-1：労働者用・産業医用 
事例 1                                        

 
休業までの経緯 
京都（みやこ）太郎さん、38 歳、男性。大手システム会社のＳＥ職。2016 年 1 月に彦根営業所から 

京都支店に異動になる。 
同年 2 月（赴任 1 ヶ月後）、大きなプロジェクトの中心メンバーに抜擢。しかし、プロジェクトが思う

ように進まず、残業や休日出勤が続いた。また、上司森元部長から厳しく叱責されていた。 
同年 5 月初旬、京都さんが同僚に付き添われ、突然健康支援室に来室。「僕、うつだと思うんです。同

僚に相談したら健康支援室に行った方がよいといわれて・・・」。インターネットの情報を見て、自分に

当てはまる症状が多く、うつだと思ったとのこと。表情は暗く、伏し目がち。「仕事が全く進まず、課員

に迷惑を掛けている、申し訳ない」といった発言を繰り返した。健康支援室産業医が医療機関の受診を促

し、京都氏はすぐに受診。主治医より「1 ヶ月の休養を要す」と記載された診断書が発行された。診断名

は「抑うつ状態」。 
同年 7 月初め、京都さんより復職したいと森元部長と産業医に連絡あり。「もう大丈夫です。ご迷惑を

お掛けしました。これ以上休むと課員の負担も大きくなりますし。主治医の先生も 8 月から復職しても

よいと言っています」。復職の意思が確認されたため、7月 27日、京都さんと産業医で面談を行う運びと

なる。   
京都さんと産業医は廊下ですれ違う際に挨拶をする程度で、会話はしたことがない。なお、京都さん

は、7月上旬より 3週間分の生活記録表を付けている。また、復職前には従業員と産業医による復職面談

を行うことが、社内規定に謳われている。ためし出勤制度・短時間勤務制度はない。 
 
基本情報  
下記Ⅰ～Ⅴの情報は、京都さんが休業に入る以前に産業医が把握していたものとします 
I. 京都さんの基本情報 

 
II. 京都さんの所属する会社の概要 

 
III. 京都さんの職場の状況 

 
 
 
 

 

氏名 京都 太郎 性別 男性 生年月日 1977 年 X 月 X 日 
出身地 滋賀県 年齢 38 歳 入社年月日 2000 年 4 月 1 日（新卒採用） 
業種 SE 職 業務内容 VDT 作業あり（1 日 6 時間以上） 

会社名 ラマティ IT システムソリューションズ株式会社 従業員数 2,800 名（単体） 
業種 システム企画・コンサルティング、システム構築サービス 

支店・事業所数 2 支店（京都支店、大阪支店）、4 営業所 

 拠点 従業員数 課員数 
京都支店 京都市 600 名 12 名 
彦根営業所 彦根市 80 名 4 名 



資料 1-1：労働者用・産業医用 
IV. 2015 定期健康診断結果 

 
V. 個人票・面談記録からの情報 

2013 年社内禁煙プログラムへ参加。禁煙外来に通うも、通院時間の確保が難しくなり、挫折 
 
下記Ⅵ～Ⅶは産業医が、京都さんの休業後に人事部・上司より聴取した情報とします 
VI. 産業医が人事部より聴取した情報 

1. 勤務・異動歴 
2000 年 4 月 彦根営業所に着任 
2016 年 1 月 彦根営業所より京都支店に異動 

2. 最終学歴 
彦根大学 工学部 

3. 家族構成 
妻、子ども 2 人。2016 年 1 月より単身赴任 

4. 休職満了日 
2017 年 11 月末日 
 

VII. 産業医が上司森元部長より聴取した情報 
 うつ病ってきいて、びっくりしているよ。プロジェクトも大詰めで、残業もしていたし。だんだん会

議で発言しなくなったし、表情も暗いなーって心配はしていたんですよ 
 京都さんを中心メンバーとして抜擢するために、京都支店に異動させたんですよ。中心メンバーは荷

が重すぎたかな。勤務態度は真面目で、責任感も強いタイプです 
 今は仕事のことは忘れて、奥さんのもとでしっかりと休養しなさいといいました。パソコンを持って

帰ってメールをチェックするといっていたので、禁止しました 
 
VIII. 休業中の状況確認 

1. 森元部長と産業医がそれぞれ電話にて、月に 1 度行っていた 
2. 確認した状況 

 休業中の受診については、滋賀県の自宅から京都のメンタルクリニック（産業医に紹介され

受診したクリニック）に通っている 
 休業中は滋賀県の自宅にて、妻・子どもと同居している 

検査項目結果  すべての項目は正常 
問診票の結果  既往歴：なし 現病歴：花粉症 

 1 日 6.5 時間の睡眠時間、入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒は、無し 
 精神面について、産業保健職が介入を要する回答無し（良好と判定） 
 目の疲れ、肩こりを感じている 
 飲酒の機会：6 回/月、飲酒量 2～3 合/回 
 喫煙：1 日 20 本×15 年間 
 健康観：まあまあ健康 

妻  京都さん 

休業中は、滋賀県の自宅にて 

妻・子どもと同居 



資料 1-2：労働者用 
事例 1 

京都（みやこ）さんの詳細な情報 
I. 彦根営業所での京都さんの状況 

 
II. 京都支店における休業に至るまでの京都さんの状況 

 

会

社

で

の

状

況 

時間外勤務 38～70 時間/月 交代勤務 なし 

出張 あり 休日出勤 月に 1 回（半日） 

外出 週に 1 回 
勤務状況・勤務態度 
京都さんの思い 

 無遅刻、無欠勤。勤務態度はまじめ 

 時間外勤務は、プロジェクトの状況によって波がある 
 仕事は細かく、丁寧。上司や同僚からの評価も高かった 

 課員とのコミュニケーションも良好であった 

 仕事が楽しいと感じていた 

身体的・精神的状況 
私生活 

 睡眠時間 6.5時間/日。寝つきもよく中途覚醒・早朝覚醒もなかった 

 精神的にも安寧な状態であった 
 趣味のテニスを妻と週に 1回していた 
 家族との団らんが、ストレス解消になっていた 

 自宅は、近江塩津駅からバスで 10分の距離である。通勤は、バスと

電車を利用している。 

会

社

で

の

状

況 

時間外勤務 80 時間/月 交代勤務 なし 

出張 あり 休日出勤 月に 4 回、1 回半日 

外出 週に 2～4 回 
勤務状況・勤務態度 
京都さんの思い 

 頭が働かず、仕事も捗らないため、次第に残業時間が増えていった 

 プロジェクトがなかなか進まず、自分のせいで迷惑を掛けていると焦

っていた 

 大きなプロジェクトの中心メンバーとして抜擢され、京都支店に異

動となった背景がある 
 仕事に関して自信を無くしていた 
 森元部長からの叱責が非常にストレスであった 
 長期会社を休むことで周りに迷惑を掛けると考え、主治医に懇願し、

休業 1ヶ月の診断書を発行してもらった 
身体的・精神的状況 

私生活 
 

 朝 4時頃に目が覚め、起床していた  

 常に疲れており、頭が回らない感じがした 

 気分の落ち込み、突然涙が出てくる、意欲減退の症状がみられた 

 食欲減退。5ヶ月で体重が 7㎏減少した 

 趣味のテニスも全くする気になれなかった 

 人生初めての一人暮らし・単身赴任であり、寂しさを感じていた 



資料 1-2：労働者用 
III. 休業中の生活状況 

 
IV. 復職に関する京都さんの意思・希望                  Ⅴ. 家族構成 

 家で休養しても落ち着かず、仕事のことばかりを考えてしまう 
ので、いっそのこと復職したいと思っている 

 一方で、また周りに迷惑を掛けてしまうのではないかという不 
安もある 

 主治医はさらに 1ヶ月の休業を提案したが、A 氏が復職したい 
と主治医に申し出、復職可能の診断書を発行してもらった 

 今の職場に戻りたいと思っている（同僚や部下とは仲良くやっている） 

 
VI. 主治医の復職に関する意見・指示 

 

治療状況についての

概要 
 2 週間に 1 回、京都のメンタルクリニック（主治医）に通院 
 内服薬 

塩酸セルトラリン（SSRI）25mg×1（夕） 
トリアゾラム（睡眠導入剤）0.25mg（寝る前） 

生活状況 
資料 1－4 

生活記録表(1) 

を参照のこと 

 朝 4 時頃目が覚め、それから眠れないことがある 
 起床時間にバラつきがある 
 日中眠くなり、2～3時間昼寝をすることがある 
 極力、近所の河原や公園まで散歩するようにしている（1～2 時間程度） 
 ダラダラ生活すると、会社生活に適応できなくなると思い、自宅で過ごす

時は本や新聞を読んだり、インターネットをしている 
 仕事のことが気になり、社有携帯で会社のメールをチェックしている 
 食事は 3 食摂っている 
 休日は子どもと過ごす時間を作ろうと心掛けているが、疲れてしまう 
 家にいても、仕事のことが気になり、落ち着かない。焦燥感が強い 
 1 ヶ月休業して、十分休んだのではないかと感じている 
 妻は専業主婦。夫がリフレッシュできるようにと、一緒に散歩やテニスを

している 

 現在の収入は健保組合の傷病手当金、病気見舞い金（総額基本給の 90%） 

復職 条件付き可 復職に関する意見 2016年 8月 1日より復職可能と考えるが、配慮を要す 
今後の治療の見通し 2 週間に 1 度通院治療継続 

就業上の配慮の内容 

時間外勤務 40 時間/月未満 交代勤務 禁止 

就業時間短縮 指示なし 出張 指示なし 

休日出勤 禁止 作業転換 指示なし 
配置転換 指示なし 

67 歳 健康 

 

 

63 歳 健康 

42 歳 40 歳 A 氏 38 歳 健康 

12 歳 健康 8 歳 健康 



資料 1-3：産業医（嘱託）用 

事例 1                                               
産業医（嘱託）の情報 

 
I. 産業医の基本情報 

 
 

II. 当該企業での職務歴 

 
 

III. 健康支援室の体制 
 
 
 
 
 
 
 

 各支店の人事的な役割業務は、各支店の総務部長が行っている 
 総務課員が衛生管理者を兼任 
 

 
 
 
 

専門：内科全般 
産業医歴：5 年の嘱託産業医経験あり（他社） 
現在は、こちらの企業のみを担当している 

2015 年 4 月 ラマティ IT ソリューションズ株式会社に嘱託産業医として勤務開始。（月 2 回） 

 東京本社 

健康支援室 

京都支店 

健康支援室 

大阪支店 

健康支援室 

産業医 統括産業医 1 名 

嘱託 4 名 
嘱託 1 名 嘱託 2 名 

保健師 6 名 

(管理職 1 名、一般職 5 名) 

1 名 

（常勤） 
2 名 



労働者用 資料 1-4(労):生活記録表(1) 

生活記録表の記入方法について 

産業医の復職面談時まで、添付の生活記録表を、記入例を参考に記入して下さい。 

 
生活記録表の記入を開始する時期は、 

あなたが復職を考え始めたとき、もしくは、主治医から復職可の診断書が出たときです 

 
復職可否の判定基準は、 

① 睡眠リズムが整っていること 
・ 睡眠時間が確保できており、普段の出勤と同じ時間帯に起床できている 
・ 昼寝をしていない（昼間、横にならずに生活できている） 
 
② 日中の活動リズムが整っていること 
以下のような活動や外出が午前中・午後の両方で行えている（目安：9 時～15 時など） 
・ 図書館での読書や学習 
・ 運動（筋トレ、ジョギング、サイクリング、散歩、水泳など） 
・ 買い物や通院など 
 
③ 普段の通勤と同じような時間帯に、同じような手段で外出ができること 
・電車やバスなど、普段と同じ経路で職場の最寄り駅まで来てみる、など 
・出かける場所や移動方法は毎日同じでなくても構わない。 
・普段の通勤と同じような時間帯に外出できている。 
 
④ 上記のような活動が週 5 日×2 週間以上継続できていること 
・ 上記のような生活が、月曜～金曜まで毎日、少なくとも 2 週間以上継続できている 
・ 生活記録表を 2 週間以上、続けて記入できている 
 

上記①から④のすべてがそろうと、復職の準備が整ったと考えられます。 

 
備考 

記載していただいた生活記録表は、 
● 人事担当者に見せる場合があります のでご了承ください。 
● 記入した「生活記録表」は、復職面談の際に必ず持参してください。 

 
早速、記入してみましょう。 



労働者用 資料1-4（労）：生活記録表(1)

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　2016年7月4日　　～　　7月10日 No 　　　　１　

氏名： 京都　太郎

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考
新聞を読んで、疲れたの
で、昼寝した。

しっかり眠れてスッキ
リ。子供と遊ぶことがで
きたが、疲れた。

起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

朝4時に目が覚めたため、
昼寝をした。昼間はぼーっ
としていた。

本をあまり集中して読めな
かった。

昼間にメールチェックした
が、少し疲れた。

久しぶりに朝まで寝れた。
スッキリ。昼は、妻と散歩
に出かけ、ランチは外食。

京都まで受診のために往
復したが、移動で疲れた。

就寝 就寝

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝

就寝

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

家事手伝い

昼寝

買い物 散歩 散歩 散歩

昼寝 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

昼寝

図書館 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

昼食

昼食 昼食

昼食 昼食 自宅へ

を読む で遊んだ

昼寝 読書 外で昼食 昼食

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ） 昼食

運動 チェック 妻と散歩 病院受診 読書・新聞 子供と公園

朝食 会社のメール

朝食

京都へ移動 朝食

朝食 朝食 睡眠 朝食

会社のメール

起床 チェック チェック 朝食 起床 朝食 チェック

会社のメール 会社のメール 起床 起床

覚醒 覚醒 覚醒 睡眠

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠 睡眠 睡眠

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

7月10日
水曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

活動内容 活動内容 活動内容

生活記録表

記入例

○  月　 □　日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日



労働者用 資料1-4（労）：生活記録表(1)

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　2016年7月11日　　～　　7月17日 No 　　　　２　

氏名： 京都　太郎

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考

生活記録表

記入例

○  月　 □　日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

7月17日
水曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

活動内容 活動内容 活動内容

睡眠

睡眠 睡眠

睡眠 覚醒 睡眠 睡眠

睡眠 睡眠

起床 起床

起床 チェック ﾒｰﾙﾁｪｯｸ 起床 朝食 朝食

会社のメール 覚醒

朝食 朝食 朝食

朝食 起床 朝食 起床 朝食

散歩 子供と水族館

運動 読書・新聞 妻とﾃﾆｽ に出かけた

妻と散歩

昼寝 昼寝 昼食

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ） 読書

昼食

昼食 昼食 昼食

昼食 昼食 昼食

昼寝

チェック ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

図書館 会社のメール

昼寝買い物 インターネット 散歩 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 散歩

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

家事手伝い

就寝

水族館が混んでいて、
人込みで疲れた。

起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

しっかり眠れてスッキリ。
会社の夢を見て早起きし
てしまった。そのため、昼
寝した。

妻と一緒に散歩に出かけ
た。そのあと、昼寝した。

しっかり眠れた。
久しぶりにテニスを楽しめ
た。疲れたが、楽しめた。

就寝 就寝

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝



労働者用 資料1-4（労）：生活記録表(1)

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　2016年7月18日　　～　　7月24日 No 　　　　３　

氏名： 京都　太郎

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考

生活記録表

記入例

○  月　 □　日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

7月24日
水曜日 月曜日【祝】 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

活動内容 活動内容 活動内容

睡眠 睡眠

睡眠 睡眠

覚醒 覚醒

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

起床 起床

起床 ﾒｰﾙﾁｪｯｸ チェック 起床 起床 起床 朝食 朝食

会社のメール

朝食 朝食

朝食 新聞 朝食 朝食 朝食

運動 子供と

新聞・読書 京都へ移動

映画

昼寝 昼寝 昼食 昼食 昼食

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ） 妻とﾃﾆｽ 病院受診

昼食

昼食 自宅へ

昼食 昼食

散歩(妻と） 妻とデパート

図書館

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ に出かけた

散歩

買い物 散歩 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 外食

家事手伝い

就寝

あまり映画に集中できな
かった。

デパートは人が多くで疲
れた。

起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

朝早く目が覚めた。
昨日同様、朝早く目ざめ
た。

散歩が気持ちよかった。
京都まで受診にいった。主
治医から復職してもよいと
いわれた。

就寝 就寝

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝



労働者用 介入群：⑦雛形

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日　　～　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 No 　

氏名：

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考
起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

睡眠

就寝

夕食

家事手伝い

買い物

図書館

昼食

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ）

運動

朝食

起床

睡眠

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

  月　  　　日

水曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日      曜日

活動内容 活動内容 活動内容

生活記録表

記入例

○  月　 □　日   月　 　　日   月　 　　日   月　  　　日   月　  　　日   月　  　　日   月　 　 　日



資料 1-5：労働者用・産業医用 

京都さんと産業医（嘱託）の面談 
 

7 月 27 日、京都さんは産業医（嘱託）との面談のため、健康支援室を訪れた。7 月

上旬から記載していた 3 週間分の生活記録表（資料 1-4）は持参し忘れた。 
 

I. 京都（みやこ）さんの言動（まとめ） 
 しっかりと休めましたし、もう復職できます 
 家でだらだらしないように、読書をしたり、新聞を読んだり、インターネットをした

りして、気を付けていました 
 妻と趣味のテニスをしたり、子どもと遊んだりもしています 
 会社のメールもチェックするようにしています 
 朝早く目が覚めてしまうことが時々あります 
 復職について主治医の先生に相談したら、あと 1 ヶ月は休養してはどうかといわれ

ました。でも、早く復職しないと課員に迷惑を掛けてしまうので、復職できるように

先生にお願いしました 
 

II. 産業医（嘱託）から京都さんへのアドバイス 
 読書、散歩、テニス、子どもと遊ぶなど、生活リズムを崩さないように気を付けてい

る姿は生活記録表を記載しようとする姿勢からよく分かる 
 朝早く目が覚める、起床時間がまちまちである、昼寝をする、午前・午後にそれぞれ

外出していないことからも、まだ生活リズムが整っていないと考えられる 
 仕事のメールチェックは、今はご自身の休養のためにも控えた方がよい 
 今は生活リズムが整っていない状態。この状態で急いで復職しても、疲れやすい、集

中できない、ミスをしてしまうなど仕事に影響を及ぼす可能性が考えられる 
 主治医の先生に生活記録表（今回は持参し忘れた）を見せ、早朝覚醒について相談し

ながら睡眠と活動のリズムを整えてはどうかと提案 
 

III. 産業医の判断 
生活リズムが整っていないため、現段階では復職は許可できない 
 
 8 月 5 日、京都さんが受診した際に主治医に生活記録表を見たところ、休養延

長の診断書が発行された 
 8 月 19 日、主治医より復職可能の診断書が発行される。京都さんより復職した

いと産業医（嘱託）に連絡が入る 
 8 月 24 日、京都さんは産業医（嘱託）との面談のため、3週間分の生活記録表

（資料 1-6）を持参し、健康支援室を訪れた 



労働者用 資料 1-6(労・産):生活記録表(1) 

生活記録表の記入方法について 

産業医の復職面談時まで、添付の生活記録表を、記入例を参考に記入して下さい。 

 
生活記録表の記入を開始する時期は、 

あなたが復職を考え始めたとき、もしくは、主治医から復職可の診断書が出たときです 

 
復職可否の判定基準は、 

① 睡眠リズムが整っていること 
・ 睡眠時間が確保できており、普段の出勤と同じ時間帯に起床できている 
・ 昼寝をしていない（昼間、横にならずに生活できている） 
 
② 日中の活動リズムが整っていること 
以下のような活動や外出が午前中・午後の両方で行えている（目安：9 時～15 時など） 
・ 図書館での読書や学習 
・ 運動（筋トレ、ジョギング、サイクリング、散歩、水泳など） 
・ 買い物や通院など 
 
③ 普段の通勤と同じような時間帯に、同じような手段で外出ができること 
・電車やバスなど、普段と同じ経路で職場の最寄り駅まで来てみる、など 
・出かける場所や移動方法は毎日同じでなくても構わない。 
・普段の通勤と同じような時間帯に外出できている。 
 
④ 上記のような活動が週 5 日×2 週間以上継続できていること 
・ 上記のような生活が、月曜～金曜まで毎日、少なくとも 2 週間以上継続できている 
・ 生活記録表を 2 週間以上、続けて記入できている 
 

上記①から④のすべてがそろうと、復職の準備が整ったと考えられます。 

 
備考 

記載していただいた生活記録表は、 
● 人事担当者に見せる場合があります のでご了承ください。 
● 記入した「生活記録表」は、復職面談の際に必ず持参してください。 

 
早速、記入してみましょう。 



労働者用 資料1-6（労・産）：生活記録表(1)

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　2016年8月1日　　～　　8月7日 No 　　　　５　

氏名： 京都　太郎

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考

生活記録表

記入例

○  月　 □　日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

8月7日
水曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

活動内容 活動内容 活動内容

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠

起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床

朝食 朝食朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食

妻と散歩

運動 家族で 妻と散歩 妻と散歩 妻と散歩 子供と

京都へ移動

虫取り

（妻同席）

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ） 遊園地 病院受診

昼食 昼食

妻と映画

昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 外でランチ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

自宅へ 図書館

図書館 図書館 図書館 妻とﾃﾆｽ

買い物 買い物

買い物

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

家事手伝い

就寝

子供の夏休みの課題に付
き合い、虫取りに。暑かっ
たが何とかしのげた。

図書館で、3時間集中し
て本が読めた。

起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

子供の夏休みもあり、リハ
ビリもかねて、遊園地に。
人が多くてさすがに疲れ
た。

妻との散歩に加えて、図書
館での読書を開始した。集
中して本が読めた。

図書館では集中して本が
読めた。睡眠も、6時まで
眠れる日が続いている。

室内で妻とﾃﾆｽ。暑かった
が、何とか持ちこたえた。

主治医からは経過は良好
とお墨付きをもらう。久しぶ
りに、映画をみた。楽し
かった。

就寝 就寝

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝



労働者用 資料1-6（労・産）：生活記録表(1)

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　2016年8月8日　　～　　8月14日 No 　　　　６　

氏名： 京都　太郎

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考

生活記録表

記入例

○  月　 □　日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

8月14日
水曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

活動内容 活動内容 活動内容

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠

睡眠

起床 起床・ﾗｼﾞｵ体操 起床・ﾗｼﾞｵ体操 起床・ﾗｼﾞｵ体操 起床・ﾗｼﾞｵ体操 起床・ﾗｼﾞｵ体操 起床・ﾗｼﾞｵ体操

朝食・新聞

起床

朝食 朝食・新聞 朝食・新聞 朝食・新聞 朝食・新聞 朝食・新聞

朝食

運動 掃除 新聞

妻と散歩 妻と散歩 妻と散歩 妻と散歩 妻と散歩

昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ）

妻とﾃﾆｽ 妻とデパート カフェで

昼食

子供とプール カフェで読書

掃除

図書館 図書館 図書館 読書

買い物

夕食 夕食

夕食 夕食

家事手伝い 夕食の手伝い 夕食 夕食 夕食 夕食

就寝

ﾗｼﾞｵ体操の当番は何とか
クリアできた。体力も回復
してきた。

久しぶりに朝寝した。新
聞も読めたし、カフェで
も読書できた。

起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

今日から6日間、ﾗｼﾞｵ体操
の当番のため起床後、体
操することに。頭スッキリ。

昨日から家の手伝いを少
しずつ開始。今日は掃除
をした。昼間は妻とﾃﾆｽ。

ﾃﾞﾊﾟｰﾄに出かけたが、人
込みでもあまり疲れなく
なった。体力ついてきた
か？

図書館で3時間、集中して
本が読めた。

カフェで気分転換もかね
て、読書。掃除もやった。

就寝 就寝

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝



労働者用 資料1-6（労・産）：生活記録表(1)

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 産業医面談時には、こちらを2週間以上記入し、持参ください。

　対象期間：　　2016年8月15日　　～　　8月21日 No 　　　　７　

氏名： 京都　太郎

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考

生活記録表

記入例

○  月　 □　日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

8月21日
水曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

活動内容 活動内容 活動内容

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠

起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床 起床

朝食・新聞 朝食・新聞朝食 朝食・新聞 朝食・新聞 朝食・新聞 朝食・新聞 朝食・新聞

妻と散歩 妻と散歩

運動 洗濯手伝い 洗濯手伝い 掃除 洗濯手伝い 掃除

妻と散歩 妻と散歩 妻と散歩 妻と散歩 京都へ移動

昼食 昼食 昼食 昼食 （妻同席） 昼食 昼食

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ） 病院受診

掃除 妻とﾃﾆｽ 図書館 自宅で 妻と映画 図書館

昼食

子供とプール

ﾒｰﾙﾁｪｯｸ 自宅へ

図書館 カフェで読書 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

夕食の手伝い 夕食の手伝い 夕食の手伝い 夕食の手伝い 夕食の手伝い 夕食の手伝い

買い物

夕食 夕食

夕食 夕食

家事手伝い 夕食 夕食 夕食 夕食

子供の相手 読書

就寝

読書 子供の相手 読書

朝から動いても疲れにくく
なった。体力が随分ついて
きたのを実感。

1日中動けるようになっ
てきた。

起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

カフェでの読書も慣れてき
た。収集して本が読めるよ
うになった。

洗濯と夕食手伝いをした。
ﾃﾆｽですっきり。

少し長めに図書館で読
書。夕食の手伝いも慣れ
てきた。

久しぶりに自宅でｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄをした。ﾒｰﾙもたまってい
たが、あまり気にならず。

主治医からも随分動けて
いると褒められた。次週の
復職面談を報告した。

就寝 就寝

睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠

睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝



労働者用 介入群：⑦雛形

備考欄には、当日の体調や感じた事、お薬の内服状況や睡眠などについても
自由に記入いただけます。 用紙が足りないときは、こちらをコピーしてください。

　対象期間：　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日　　～　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 No 　　

氏名：

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

備考

  月　  　　日   月　 　 　日   月　  　　日

時間 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容 活動内容

     曜日      曜日      曜日      曜日      曜日水曜日      曜日

朝食

運動

夕食

就寝

睡眠

（〇〇ｽﾎﾟｰﾂ）

図書館

買い物

家事手伝い

起床

昼食

記入例

生活記録表

  月　 　　日

     曜日

活動内容

○  月　 □　日   月　 　　日   月　  　　日   月　  　　日

起床はスッキリで、昼間の
図書館でも集中して本が
読めた。食欲あり。

睡眠



配布 2-1 産業医用メモ 

復職面談時 記録用紙 

 

産業医面接 

a 治療状況および病状の回復状況の確認 

 (a)今後の通院治療の必要性、治療状況についての概要の確認 □  

(b)業務遂行（自ら自動車等を運転しての通勤を含む。）に影響を及ぼす症状や薬の副作用

の有無 □ 

 (c)休業中の生活状況 □ 

 (d)その他職場復帰に関して考慮すべき問題点など □ 

 

 

 

 

ｂ 業務遂行能力についての評価 

 (a)適切な睡眠覚醒リズムの有無 □ 

 (b)昼間の眠気の有無 □ 

 (c)注意力・集中力の程度 □ 

 (d)安全な通勤の可否 □ 

 (e)日常業務における業務と類似した行為の遂行状況と、それによる疲労の回復具合  

（読書やコンピューター操作が一定の時間集中してできる、軽度の運動ができる等） □ 

 (f)その他家事・育児、趣味活動等の実施状況など □ 

 

 

 

 

ｃ 今後の就業に関する労働者の考え 

 (a)希望する復帰先 □ 

 (b)希望する業務上の配慮の内容や期間 □ 

 (c)その他管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフに対する意見

や希望（職場の問題点の改善や勤務体制の変更、健康 管理上の支援方法など） □ 

 

 

 

 

ｄ 家族からの情報 

 可能あれば、必要に応じて家庭での状態（病状の改善の程度、食事・睡眠・飲酒等の生活

習慣など）について情報 □ 



配布 2-2：意見書ひな型（1 回目） 

2016 年 7 月 27 日(水) 

人事労務責任者 殿 

 

職場復帰に関する意見書 

 

○○事業場 

産業医       印 

 

事
業
場 

ﾗﾏティ IT 

ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

(株) 

所 

属 

 

京都支店 

従業員番号 氏  名 

男 年齢 38 歳 
12345 京都太郎 

目 的 復職の可否判定および就業上の措置に関する検討 （新規・変更・解除） 

復職に関する意

見 

復職の可否 可    条件付き可    不可 

意見 

就業上の配慮の

内容（復職可又

は条件付き可の

場合） 

・ 時間外勤務（禁止・制限  Ｈ） ・ 交替勤務（禁止・制限） 

・ 休日勤務 （禁止・制限）    ・ 出張   （禁止・制限）  

・ 作業転換： 

・ 配置転換・異動： 

・ その他： 

・ 今後の見通し： 

 

面談実施日  2016 年 7 月 27 日 15:00～16:00 

上記の措置期間     年  月  日 ～    年  月  日 

 



配布 2-3 産業医用メモ 

復職面談時 記録用紙 

 

産業医面接 

a 治療状況および病状の回復状況の確認 

 (a)今後の通院治療の必要性、治療状況についての概要の確認 □  

(b)業務遂行（自ら自動車等を運転しての通勤を含む。）に影響を及ぼす症状や薬の副作用

の有無 □ 

 (c)休業中の生活状況 □ 

 (d)その他職場復帰に関して考慮すべき問題点など □ 

 

 

 

 

ｂ 業務遂行能力についての評価 

 (a)適切な睡眠覚醒リズムの有無 □ 

 (b)昼間の眠気の有無 □ 

 (c)注意力・集中力の程度 □ 

 (d)安全な通勤の可否 □ 

 (e)日常業務における業務と類似した行為の遂行状況と、それによる疲労の回復具合  

（読書やコンピューター操作が一定の時間集中してできる、軽度の運動ができる等） □ 

 (f)その他家事・育児、趣味活動等の実施状況など □ 

 

 

 

 

ｃ 今後の就業に関する労働者の考え 

 (a)希望する復帰先 □ 

 (b)希望する業務上の配慮の内容や期間 □ 

 (c)その他管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフに対する意見

や希望（職場の問題点の改善や勤務体制の変更、健康 管理上の支援方法など） □ 

 

 

 

 

ｄ 家族からの情報 

 可能あれば、必要に応じて家庭での状態（病状の改善の程度、食事・睡眠・飲酒等の生活

習慣など）について情報 □ 



配布 2-4：意見書ひな型（2 回目） 

2016 年 8 月 24 日(水) 

人事労務責任者 殿 

 

職場復帰に関する意見書 

 

○○事業場 

産業医       印 

 

事
業
場 

ﾗﾏティ IT 

ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

(株) 

所 

属 

 

京都支店 

従業員番号 氏  名 

男 年齢 38 歳 
12345 京都太郎 

目 的 復職の可否判定および就業上の措置に関する検討 （新規・変更・解除） 

復職に関する意

見 

復職の可否 可    条件付き可    不可 

意見 

就業上の配慮の

内容（復職可又

は条件付き可の

場合） 

・ 時間外勤務（禁止・制限  Ｈ） ・ 交替勤務（禁止・制限） 

・ 休日勤務 （禁止・制限）    ・ 出張   （禁止・制限）  

・ 作業転換： 

・ 配置転換・異動： 

・ その他： 

・ 今後の見通し： 

 

面談実施日  2016 年 8 月 24 日 15:00～16:00 

上記の措置期間     年  月  日 ～    年  月  日 

 



配布2-6：アンケート（要回収）

1/2

A 性別

１）精神科である □1　はい

２）心療内科である □1　はい

□1 なし

　□1　ある

　□2　ない

（嘱託、専属を含む）
記入例）　1年未満は「0年」と記載し、

1年以上2年未満は「1年」と記入ください。

□5 産業医学基本講座修了（ディプロマ取得）

□7 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生活記録表*を用いた復職面談の実地研修に関するアンケート

本アンケートはメンタルヘルス不調者の復職面談時に生活記録表
*
を

用いた際の使用感等を確認するためのものです。太枠内にご回答をお願いします。
（所用時間：5分）

産業医として最も活動していた時の活動日数は、１カ月に平均何日間ですか。

（　　　　　　　　　） 日/月【小数点第1位まで】

例）専属産業医の場合：1週間に4.5日（終日×4日＋半日×1日）×4週＝18日/月
嘱託産業医の場合：終日（1日）×6日＋半日（0.5日）×5日の場合＝8.5日/月

年代

活
動
日
数

□1　男性　　　□2　女性

□2　いいえ

□2　いいえ

B

H

□1　20代　　　□2　30代　　　□3　40代　　　□4  50代

　□5　60代　　　□6　70代　　　□7　80代以上

➡　「K　使用希望」以降にお答えください。

G
産業医

経験年数
　　　　　　　　　　　　年

C
医師免許
取得年

西暦　　　　　　　　　　　年

F

産
業
医
活
動

あなたはこれまでに、産業医として活動したことがありますか。

E
□3 産業医科大学　産業医学基礎研修会（夏期・冬期）集中講座修了

D

臨
床
の
専
門

あなたの臨床の専門は精神科もしくは心療内科ですか。（複数選択可）

次ページに続きます。

□4 産業医科大学卒業（産業医学総合実習修了）

産
業
医
資
格

□2 日本医師会認定産業医

以下の該当する取得資格に☑をつけてください。（複数選択可）

□6  労働衛生コンサルタント

年号早見表

西暦 1965  1975 1985 1998

和暦 S40   S50 S60 H10



配布2-6：アンケート（要回収）

2/2

□1　ある

□2　ない

□1  ある

□1　はい

□2　いいえ

　

　

効
率
性

復職面談の効率性について

全く効率的でない   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とても効率的である

 

➡経験年数：（　　　　　　）年

□1　労働者役　　➡　アンケートは終了です。

□2  産業医役　　➡　以下の設問に回答ください。

➡　「K　使用希望」以降にお答えください。

本日の
役割

□2　ない

➡利用年数：（　　　　　　）年

メンタルヘルス不調者に対する復職判定時に、生活記録表*を
使用したことがありますか。

＊生活記録表の見本は添付資料を参照ください。

メンタルヘルス不調者に対する復職面談を行ったことがありますか。

J

I
記入例）　1年未満は「0年」、1年以上2年未満は「1年」と記入ください。

記入例）　1年未満は「0年」、1年以上2年未満は「1年」と記入ください。

使
用
経
験

面
談
経
験

➡　「K　使用希望」以降にお答えください。

以上でアンケートは終了です。ご協力、ありがとうございました。

復職面談の際に得られる情報量について

全く足りない     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全く十分である

 

情
報
量

M

K

使
用
希
望

生活記録表に関する使用方法や復職判定基準を記載した簡単なマニュアルがあれば、
使用してみたいと思いますか。

L

N
安
心
感

復職判定を行う際のご自身の安心感について

とても不安だ     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とても安心だ

 

（ここからは、「産業医役」を選択した方のみお答えください）
生活記録表を用いなかったとき（使用前）を　　　×
生活記録表を用いたとき（使用後）を　　　　　　　〇

で、以下の直線上に記載ください。

【記入例】

O

× 〇



1 
 

平成２７年度労災疾病臨床研究事業費補助金 
「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

(14070101―01) 
分担研究報告書 

 
職場訪問型復職支援の開発 

 
分担研究者 秋山 剛 NTT 東日本関東病院精神神経科  

 
研究要旨：本研究は、リワークスタッフが、職場との適切な情報の交換、復職後のコンサルテーション

を通じて、復職支援を行なう方策について検討することを目的とする。初年度は、自分の精神疾患に関

する情報を職場に伝える際の困難に関する先行研究の聞き取り、復職時にリワークスタッフから職場に

伝えることが有益と思われる情報の検討、リワークスタッフによる支援を行うために、本人および職場

から得るべき同意書についての検討を行った。第二年度は、説明同意資料、職場や業務の基本情報収集

シート、本人の状態についてのリワークチェックリスト、体調と業務状況についての情報収集シート、

「リワークスタッフによるフォロー面談の手引き」を作成した。また、以上の資料に関するトレーニン

グプログラムをパイロット的に試行した。最終年度には、職場訪問や復職後フォロー面談について、企

業における担当者がどのような情報の提供や支援を求めているかの聞き取り、聞き取りに基づく資料の

整備、改訂された資料に関するスタッフおよび企業における担当者を対象としたトレーニングの試行、

企業担当者向け大規模トレーニングの記載、大規模トレーニングにおける効果、満足度に関する調査、

復職後の職場訪問フォローアップ面談を行った。 
 
研究協力者  
田島 美幸 1, 堀越 勝 1, 藤里 紘子 1, 岩元 健一

郎 1, 早坂 佳津絵 1, 平林 直次 2, 今井 杏理 2, 

川﨑 直樹 3、福本 正勝 4, 横山 正幹 5, 高野 浩

一 6 髙野 美代恵 7, 沖 泰子 8, 長部 ひろみ 9, 

山田 晴男 10, 香取 美恵子 10, 市村 玲子 10,深澤 

理香 10, 濵本 絵美 10, 安部 眞一 10,  原田 晶

子 10,  亀谷 康弘 10,  水上 房子 10,  木村 幸

子 10, 遠藤 彩子 11 

 

1 国立研究開発法人国立精神・神経医療センター 

認知行動療法センター 

2 国立研究開発法人国立精神・神経医療センター

病院 

3 日本女子大学人間社会学部心理学科 

4 株式会社 i-OH研究所 

5 さっぽろ駅前メンタルクリニック 

6 髙野労務管理事務所 

7 オフィスＭＥ 

8 オフィス ＹＭＯＳ 

9 シトラス労務管理事務所 

10 東京都社会保険福祉労務士会 

11 NTT東日本関東病院  

 

A. 研究目的 

① 職場訪問や復職後フォロー面談について、企

業担当者がどのような情報の提供や支援を求

めているかの聞き取り 
② スタッフおよび企業における担当者を対象と

したトレーニングの試行と、フィードバック

に基づく資料の整備 
③ 企業担当者向けの大規模トレーニングの試行

と、トレーニングの効果、満足度に関する調

査 
④ リワークスタッフによる職場訪問フォローア

ップ面談の施行 

 



2 
 

B. 研究方法 
① 職場訪問や復職後フォロー面談について、企

業担当者がどのような情報の提供や支援を求

めているかの聞き取り 
職場訪問や復職後フォロー面談について、企業

担当者がどのような情報の提供を求めているかに

ついて聞き取りを行った。 
② スタッフおよび企業における担当者を対象と

したトレーニングの試行と、フィードバック

に基づく資料の整備 
また、前年度までに作成された、「リワーク機

関スタッフによる職場訪問型支援のガイドライ

ン」「スタッフのトレーニングプログラム」など

の資料に基づいて、スタッフおよび企業担当者へ

のトレーニングを試行した。 
上記のトレーニングで得られたフィードバック

に基づいて、資料を整備した。 
③ 企業担当者向けの大規模トレーニングの試行

と、トレーニングの効果、満足度に関する調

査 
整備された資料に基づいて「職場でよくみられ

る精神疾患」「企業担当者向けツールの使い方」

「リワークプログラムの利用方法」に関する、全

体で 3時間程度の大規模トレーニングを行うこと

とした。トレーニングの有用性調査について、資

料 1,2の質問師を用いて「職場でよくみられる精

神疾患への理解」「精神疾患から復職する従業員

への対応についての理解」「リワークプログラム

についての理解」「精神疾患から復職する従業員

を支援する自信」について、受講前後の比較を行

った。 

満足度調査には、Clifford Attkisson らが開

発し、立森らが日本語訳した、クライエント満足

度調査票(CSQ-8J)を用いた 

④ リワークスタッフによる職場訪問フォローア

ップ面談の施行 
国立研究開発法人国立精神・神経医療センター

病院のリワークプログラムを受講したのち、復職

した患者について、リワークプログラムスタッフ

によるフォローアップ面談の試行を行なうことと

した。 
 

C. 研究結果 
① 職場訪問や復職後フォロー面談について、企

業担当者がどのような情報の提供や支援を求

めているかの聞き取り 
職場訪問や復職後フォロー面談について、企業

担当者がどのような情報の提供を求めているかに

ついて聞き取りおよび、企業側のニーズに関する

スタッフへの研修を、平成 28 年 4 月 18 日、6 月

27 日、8 月 22 日、10 月 17 日、12 月 5 日に行っ

た。 
職場訪問や復職後フォロー面談について企業担

当者がどのような情報の提供を求めているかにつ

いての聞き取りでは、企業担当者には基礎的なメ

ンタルヘルス情報が十分に伝達されていこと、リ

ワークスタッフに、企業状況をよく理解してほし

いという要望があること、企業におけるメンタル

ヘルス対策を円滑に進めるためには、企業経営者

の理解が重要であることが把握された。 
② スタッフおよび企業における担当者を対象と

したトレーニングの試行と、フィードバック

に基づく資料の整備 
スタッフからは、準備された資料について、理

解しにくいというような指摘はなく、5 回の研修

会で資料方法については、理解できたとのことで

あった。 
企業関係者からも、準備された資料について、

理解しにくいという指摘は、基本的にはなかった

が、一部語句の変更の要望があり、資料の整備を

行なった。 
③ 企業担当者向けの大規模トレーニングの試行

と、トレーニングの効果、満足度に関する調

査 
平成 29年 2月 24日に、企業担当者向けの大規

模なトレーニングを行った。 
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 参加者数 75名で、すべての回答に有効に回答

していた回答数は 74 名で、回答率 98.7%であっ

た。参加者の属性は資料 3のようであった。 

有用性に関する調査結果を資料 4に示す。各項

目いずれも、対応サンプルによる Wilcoxonの符

号付き順位検定で、0.01%のレベルで、有意に受

講の効果があるという結果であった。 

満足度に関する調査結果を資料 5に示す。総得

点の平均が 25.8、各項目も満足度の平均が 3.23

という結果であった。 

 

④ リワークスタッフによる職場訪問フォローア

ップ面談の施行 
国立研究開発法人国立精神・神経医療センター

病院のリワークプログラムを受講したのち、復職

した患者 3 名のリワークプログラムスタッフによ

るフォローアップ面談を行った。1 名は順調に経

過していたが、1 名は業務状況について本人と上

司の把握に乖離があり、本人と上司、上司と人事

の間で話し合いを行った。もう 1 名では、人事措

置と上司の意向の間に乖離があり、本人がストレ

スを感じていたため、人事と上司に話し合い、業

務調整を行ってもらうこととした。 
本人からは、「産業保健スタッフや人事には言

えないことも、リワークプログラムのスタッフに

は相談できた」「復職後も定期的に相談できる機

会があると良い」「仕事が忙しくて、病院まで出

向くことは現実的には難しい。定期的に訪問をし

てくれたら嬉しい」などのフィードバックがあっ

た。 
企業からは、「上司からの聞き取りを行うこと

の意義に気がついた」「再休職防止のための方策

になりうるかもしれない」「上司が本人の情報を

伝えてこない場合がある」「業務状況シートの問

5『休職前と比較した作業能力の回復』は『職位

に応じた作業能力との比較』とした方がよい」と

いったフィードバックがあった。 
フォローアップ面談を行ったリワークプログラ

ムのスタッフからは、「職場に訪問して、実際の

職場環境を見たり、具体的な業務の状況を把握出

来ることは意義があった」「職場訪問には半日を

要したり（移動等も含む）、職場訪問は医療保険

の適応外であること等を踏まえると、訪問による

復職後のフォローは持ち出しのサービスとなる。

コストの面の配慮がないと、運用は難しいと感じ

た」といったフィードバックがあった。 
 

D. 考察 
① 職場訪問や復職後フォロー面談について、企

業担当者がどのような情報の提供や支援を求

めているかの聞き取り 
企業担当者には基礎的なメンタルヘルス情報が

十分に伝達されておらず、リワークスタッフが、

メンタルヘルス情報をそのまま伝達しても理解で

きない可能性が高い。また、復職者は企業で就労

しているので、企業状況をよく理解してほしいと

いう要望は、よく理解できることころである。ま

た、企業にメンタルヘルス対策を受け入れてもら

うためには、企業経営者の理解を得るというプロ

セスが、重要であると考えられる。 
② スタッフおよび企業における担当者を対象と

したトレーニングの試行と、フィードバック

に基づく資料の整備 
作成された資料については、リワークプログラ

ムスタッフ、企業担当者とも、理解しにくいとい

うフィードバックはなく、前年度までに開発され

ていた資料は、リワークプログラムスタッフが、

職場訪問フォローアップ面談を行うための資料と

して使用できることが判明した。 
③ 企業担当者向けの大規模トレーニングの試行

と、トレーニングの効果、満足度に関する調

査 
トレーニングの有用性については、「職場でよ

くみられる精神疾患への理解」「精神疾患から復

職する従業員への対応についての理解」「リワー

クプログラムについての理解」「精神疾患から復
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職する従業員を支援する自信」いずれについて

も、有意に受講の効果があるという結果であっ

た。また、満足度に関する調査で、各項目の満足

度の平均が 3.23 という結果であり、大規模トレ

ーニングについては、有用性、満足度とも、十分

な成果が確認できたと考えられる。 
④ リワークスタッフによる職場訪問フォローア

ップ面談の施行 
整備された資料を用いたフォローアップ面談

は、本人、企業側とも、有用性を感じていた。用

いられた資料については、業務状況シートの問 5
を除いては、特に指摘はなかった。一方、リワー

クプログラムのスタッフが事業場を訪問して面談

を行うことについては、大きな時間的負担が生じ

ることが指摘されており、今後もし、面談を定式

化していくのであれば、スカイプ等による面談、

あるいは、本人と上司がリワークプログラム施設

を訪れての面談という形式について検討する必要

がある。また、面談に要するコストについても、

負担者、負担額等について定める必要があると考

えられる。 
 

E. 結論 
① 職場訪問や復職後フォロー面談について、企

業担当者がどのような情報の提供や支援を求

めているかの聞き取り 
リワーククリニックが、企業の状況について、

さらに理解を深める必要がある。 
② スタッフおよび企業における担当者を対象と

したトレーニングの試行と、フィードバック

に基づく資料の整備 
資料が整備された 

③ 企業担当者向けの大規模トレーニングの試行

と、トレーニングの効果、満足度に関する調

査 
企業担当者向けの大規模トレーニングは、十分

な有用性、満足度を示した。 
④ リワークスタッフによるフォローアップ面談

の施行 

リワークプログラムスタッフによる、職場の

訪問面談は有用である可能性が高い。訪問の形

式、コストの定め方について検討する必要があ

る。 
 
F. 健康危険情報 
なし 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
なし 
２．学会発表 

1. 秋山剛：シンポジウム 1「ストレスとパーソナ

リティの相互作用がメンタルヘルスに及ぼす

影響」S1-4「TEMPS-A による気質とストレ

スの相互作用」．第 32 回日本ストレス学会学

術総会．東京．10.29-30．2016． 
2. 秋山剛：シンポジウム 「ストレスチェックへの

対応と CBGT」．第 7 回集団認知行動療法研

究会学術総会．東京 10.30．2016． 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況(予定を含む。) 
１．特許取得 
なし 
２．実用新案登録 
なし 
３．その他 
なし 
 
Ｉ．引用文献 
１．酒井佳永，秋山剛，土屋政雄，堀井清香，

富永真己，田中克俊，西山寿子，住吉健一，河村

代志也，鈴木淳平.復職準備性評価シート（Psych
iatric Rework Readiness Scale）の評価者間信

頼性，内的整合性，予測妥当性の検討. 精神科治

療学. 27(5)．655-667.2012． 

２．富永真己，秋山剛 ，三宅由子，畑中純子，
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加藤紀久，神保恵子．精神疾患による休職者の職

場復帰後フォローアップシートの開発．臨床精

神医学 36（10）．

 



 

資料１ 受講前アンケート 

精神疾患から復職する従業員支援のための研修会アンケート（受講前） 
 

 

１～５の質問について、あてはまるものに○をつけてください。６，７は数字を記入して

ください。 

 

＜受講前記入＞ 

1. 職場でよくみられる精神疾患について理解していますか？ 

①していない ②あまりしていない ③ややしている ④している 

 

2. 精神疾患から復職する従業員への対応について理解していますか？ 

①していない ②あまりしていない ③ややしている ④している 

 

3. リワークプログラムについて理解していますか？ 

①していない ②あまりしていない ③ややしている ④している 

 

4. 精神疾患から復職する従業を支援する自信はありますか？ 

①ない ②あまりない ③ややある ④ある 

 

5. 性別 

①男性 ②女性 

 

6. 担当経験年数 

 年 

 

7. これまでに経験した精神疾患従業員数 

 名 

 



 

資料２ 受講後アンケート 

精神疾患から復職する従業員支援のための研修会アンケート（受講後） 
 

 

１～６の質問について、あてはまるものに○をつけてください。７は自由にご意見を記載

してください。 

 

＜受講後記入＞ 

1. 職場でよくみられる精神疾患について理解していますか？ 

①していない ②あまりしていない ③ややしている ④している 

 

2. 精神疾患から復職する従業員への対応について理解していますか？ 

①していない ②あまりしていない ③ややしている ④している 

 

3. リワークプログラムについて理解していますか？ 

①していない ②あまりしていない ③ややしている ④している 

 

4. 精神疾患から復職する従業を支援する自信はありますか？ 

①ない ②あまりない ③ややある ④ある 

 

5. 研修会は分かりやすいですか？ 

①分かりにくい ②やや分かりにくい ③やや分かりやすい ④分かりやすい 

 

6. 研修会の内容は企業担当者にとって適切ですか？ 

①適切でない ②やや適切でない ③やや適切である ④適切である 

 

7. 研修会について気がついたことを、自由に記載してください。 

 

 



資料 3 参加者の属性 

  総数 

総数 75 

性別 

男性 45 

女性 29 

不明 1 

担当経験年

数 

5 年未満 19 

5～9 年 16 

10～14 年 20 

15 年以上 18 

不明 2 

これまでに経

験した精神疾

患従業員数 

なし 24 

1～4 名 29 

5 名以上 19 

不明 2 

 
  



資料 4 受講前後の比較 
1. 職場でよくみられる精神疾患について理解していますか 

  

受講後   

総数 
していな

い 

あまりし

ていない 

ややして

いる 
している   

総数 75 0 9 35 31   

受講前 

していない 3 0 1 1 1 4.0% 

あまりしていない 15 0 7 7 1 20.0% 

ややしている 44 0 1 26 17 58.7% 

している 13 0 0 1 12 17.3% 

総数   0.0% 12.0% 46.7% 41.3% 100.0% 

 
2. 精神疾患から復職する従業員への対応について理解していますか 

  

受講後   

総数 
していな

い 

あまりし

ていない 

ややして

いる 
している   

総数 74 1 5 47 21   

受講前 

していない 6 1 1 2 2 8.0% 

あまりしていない 22 0 2 18 2 29.3% 

ややしている 40 0 2 26 12 53.3% 

している 6 0 0 1 5 8.0% 

総数   1.4% 6.8% 63.5% 28.4% 100.0% 

 
3. リワークプログラムについて理解していますか 

  

受講後   

総数 
していな

い 

あまりし

ていない 

ややして

いる 
している   

総数 74 2 3 43 26   

受講前 

していない 14 0 0 10 4 18.7% 

あまりしていない 28 2 3 17 6 37.3% 

ややしている 30 0 0 15 15 40.0% 

している 2 0 0 1 1 2.7% 

総数 100.0% 2.7% 4.1% 58.1% 35.1% 100.0% 

 
 



4. 精神疾患から復職する従業を支援する自信はありますか 

  

受講後   

総数 ない あまりない ややある ある   

総数 75 3 11 51 10   

受講

前 

ない 8 2 3 3 0 10.7% 

あまりない 37 0 8 28 1 49.3% 

ややある 28 1 0 19 8 37.3% 

ある 2 0 0 1 1 2.7% 

総数 100.0% 4.0% 14.7% 68.0% 13.3% 100.0% 

いずれも対応サンプルによるＷｉｌｃｏｘｏｎの符号付き順位検定 
  



資料 5 満足度 
1. あなたが受けた治療（プログラム）の質はどの程度でしたか 

  総数 よくない まあまあ よい 大変よい 不明 

総数 75 0 7 36 30 2 

 
2. あなたが望んでいた治療（プログラム）は受けられましたか 

  総数 
全く受け

なかった 

そうでも

なかった 

大体受

けた 

十分に

受けた 
不明 

総数 75 1 5 51 16 2 

 
3. この治療（プログラム）は、どの程度あなたが必要としたものでしたか 

  総数 

全く必要

としたも

のではな

かった 

いくつか

は必要と

したもの 

だいたい

必要とし

たもの 

ほぼす

べて必要

としたも

の 

不明 

総数 75 1 18 41 13 2 

 
4. もし知人が同じ援助を必要としていたら、この治療（プログラム）を推薦しますか 

  総数 
絶対にし

ない 

しないと

思う 

すると思

う 
必ずする 不明 

総数 75 1 2 49 21 2 

 
5. 困っていることに対して十分に「時間」をかけた援助を受けたと満足していますか 

  総数 
とても不

満 

どちらで

もないか

少し不満 

ほぼ満

足 

とても満

足 
不明 

総数 75 2 10 49 12 2 

 
6. この治療（プログラム）を受けたことで、以前よりも、あなたが自分の問題に対処する

のに役立ちましたか 

  総数 
悪影響を

及ぼした 

全く役立

たなかっ

た 

まあまあ

役だった 

大いに役

立った 
不明 

総数 75 0 0 29 44 2 

 



7. 全体として、一般的にいってあなたが受けた治療（プログラム）に満足していますか 

  総数 
とても不

満 

どちらで

もないか

少し不満 

だいたい

満足 

とても満

足 
不明 

総数 75 1 1 37 34 2 

 
8. また援助が必要になったとき、この治療（プログラム）をもう一度受けたいと思います

か 

  総数 
絶対受

けない 

受けない

と思う 

受けると

思う 

必ず受

ける 
不明 

総数 75 1 5 42 23 4 

 
ＣＳＱ－８Ｊ 総得点 

  総数 
24 点未

満 

25～29

点 

30 点以

上 
不明 平均値 

標準偏

差 

総数 75 26 34 11 4 25.8 3.3 

 



平成 28年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」

（14070101-01） 

 

復職者の再発予防のための管理監督者教育及び職場環境改善の手法の開発 

 

分担研究者 川上憲人（東京大学大学院医学系研究科・教授） 

 

目的：本年度研究では、平成 27 年度に開発した「管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修」の

プログラムについて比較対照試験を実施し、また追加で前後比較試験を行い、その効果を評価し、研修

完成して研修マニュアルなど普及に必要な教材を作成した。また同じく平成 27 年度に開発した職場環

境改善の手法について事業場の産業保健スタッフ等の意見をもとに改善し、完成させた。 

方法：１．管理監督者教育の効果評価：１）比較対照試験：2016年 5～6月に、従業員数約 1万名 （単

独）の情報通信系の大手企業の東京地区の管理監督者を対象に実施した。研修参加希望日によって参加

希望者を介入群(先行群)と対照群（待機群）に割り付け、介入群は 5月中に、対照群は 6月中に研修を

実施した（合計 4回）。介入前（介入群の研修実施前）および介入後（同 1か月後）にインターネット調

査を実施し復職対応に対するスキルや自己効力感を評価した。２）前後比較試験１：異なる業種におけ

る効果を確認するために化学系企業の研究開発部門を選び、管理監督者を対象に 2016 年 7 月に研修を

実施した（30 名程度のグループで、合計 2 回実施）。研修の前後に自己記入式のアンケートを実施し、

スキル別の到達目標と復職対応の自己効力感、復職に対する不安やストレスを評価した。３）前後比較

試験 2：2016 年 11 月に異なる化学系企業の製造系の一事業所の管理監督者を対象に、経験の少ない講

師（大学院生）が研修を実施した（15名と 30名のグループに分け、合計 2回実施）。研修の開始前後に

自己記入式のアンケートを実施し、スキル別の到達目標と復職対応の自己効力感、復職に対する不安や

ストレスを評価した。４）本研究を現場の産業保健スタッフに普及するために、研修の実施マニュアル、

説明ＶＴＲ、研修補助教材として研修と同一内容の eラーニング教材を作成した。２．職場復帰時の職

場環境改善の手法の開発：平成 27 年度に作成した「職場復帰時の職場環境改善手法（暫定版）」につい

て９つの事業場の産業保健スタッフから意見を求め、さらに新しいアイデアを収集・分類・追加した。 

結果：１．管理監督者教育の効果評価：１）比較対照試験：157 名より研修参加申し込みがあり、介入

群 72名、対照群 85名とした。1回あたりの研修参加者は約 30名であった。うちベースラインおよび 1

か月後調査回答者を解析対象とした。復職対応スキルや復職対応に対する自己効力感については「心の

病気の知識」「法律の知識」「励まさない動機付け」「状態に合わせた業務指示」「基本的態度の理解」「復

職対応に対する自己効力感」が研修後に介入群で有意に上昇した。２）前後比較試験１：2 回開催し合

計 58 名の管理監督者が参加した。研修前後でのスキルの評定のほとんどで有意な改善が見られた。研

修の満足度は 86％であった。３）前後比較試験 2：2回開催し合計 38名の管理監督者が参加した。研修

前後のスキルの到達水準の評定はいずれの項目においても研修前に比べて有意な改善が見られた。研修

の満足度は 100％であった。４）研修の実施マニュアル、説明ＶＴＲ、e ラーニング教材が完成した。

２．職場復帰時の職場環境改善の手法の開発：「職場復帰支援のための職場環境改善のヒント集」を完成

させた。 

考察：１．「管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修」は比較対照試験において、管理監督者の



メンタルヘルス不調者の職場復帰支援の知識と技術、さらに自己効力感を高めることが示された。また

研究開発部門においてや、経験の少ない講師によって実施された場合でも有効であることが示された。

２．職場復帰時の職場環境改善の手法の開発：「職場復帰支援のための職場環境改善のヒント集」は職場

復帰時の職場および制度の改善を幅広く検討する際のヒントとして有効と思われる。職場復帰ヒント集

はなお改善の余地があり、暫定版として位置づけられるものである。 

 

研究協力者  

浅井裕美（東京大学大学院医学系研究科・大学院

生） 

今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科・特任

助教） 

（管理監督者研修） 

北川佳寿美（ライフキャリアリサーチ・代表） 

関屋裕希（東京大学大学院医学系研究科・客員研

究員） 

尾土井悠（旭化成株式会社富士支社環境安全部健

康管理センター・産業医） 

野崎卓朗（三菱化学株式会社人事部健康支援セン
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西原亜紀子（アズビル株式会社・産業医） 

足立英彦（東京大学大学院医学系研究科・特任研
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山根賀子（オリンパスメディカルサイエンス販売

株式会社・保健師） 

 (職場環境改善手法) 

坂本宣明（ヘルスデザイン株式会社・産業医） 

西田典充（一般財団法人京都工場保健会・産業医） 

楡木恵実子（株式会社ブリヂストン栃木工場健康
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鈴木雅子（株式会社 NTTデータ・保健師） 
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白田千佳子（協会けんぽ千葉支部・保健師） 

酒向雄介（株式会社構造計画研究所・人事総務部） 

森本美花（NPO 法人日本ゲートキーパー協会・精

神保健福祉士） 

東京大学職場のメンタルヘルス専門家養成プロ

グラム（TOMH）受講生 

A．研究目的 

 メンタルヘルス不調による休職者に対する職

場復帰後の支援の重要性に対する認識が広がり、

特に職場での実際に支援する管理監督者の役割

が期待されている。本分担研究の目的は、復帰後

の再発予防のための管理監督者教育及び職場環

境改善の手法を開発することである。 

平成 26年度には、４つの研究を実施した。第一

にメンタルヘルス不調者の復職に影響する管理

監督者の具体的な態度および行動について、国内

外における論文をレビューし、メンタルヘルス不

調者の復職に影響する管理監督者の具体的な態

度や行動を列挙した。第二に、インターネット調

査会社のモニターから選ばれた管理監督者およ

びメンタルヘルス不調で休業した経験のある労

働者各 206名に、上司の復職支援行動および復職

悪化行動について自由回答してもらい、これらを

分類した結果、復職対応に際してすべきこと、す

べきではないことが明らかとなった。第３に東京

都内のリワークプログラムを実施している精神

科クリニックで 5名のメンタルヘルス不調による

休業経験者にインタビューを行い、職場復帰の管

理監督者とのコミュニケーションを通じた支援

要因を明らかにした。最後に、東京商工会議所の

ビジネスマネジャー検定のマネジメント能力の

部分を参考に、管理監督者の復職対応をマネジメ

ントスキルと対応づけることを検討した。 

平成 27 年度はメンタルヘルス不調者の復職に

影響する管理監督者のマネジメントスキルの枠

組みを作成し、これに基づいてメンタルヘルス不



調者の復職に対応する管理監督者向け研修プロ

グラムを開発し、2016 年 1-2月にある企業の管理

監督者に対して研修を施行した。研修の前後のア

ンケートにより、復職対応スキルの到達水準の評

定がいずれの項目においても研修前後で有意に

改善し、総合的な研修の満足度は 9 割であった。

これにより、本研修プログラムが管理監督者の復

職対応能力の向上に効果的であることが示唆さ

れた。また職場復帰が奏功するための職場環境改

善のアイデアを産業医、保健師、臨床心理士、人

事総務、社会保険労務士等から、実際の現場で経

験した職場復帰時の良好事例として収集し、これ

を分類してカテゴリー化し「職場復帰時の職場環

境改善手法（暫定版）」としてまとめた 

平成 28 年度の研究計画は、管理監督者教育に

ついて管理監督者の態度、行動をアウトカムとし

た比較対照試験を実施し教育効果を検証するこ

とである。また 10 程度のモデル事業場で職場環

境チェックリストを試行し効果を評価すること

である。その上で、最終的に管理監督者教育マニ

ュアルと職場環境チェックリストを完成し公開

することである。そのためにまず、管理監督者向

け復職対応マネジメントスキル研修について、比

較対照試験を実施しその効果を評価した。またこ

の研修がこれまで試行された営業などと異なる

業種でも適応できるかどうかを明かにするため

に、研究開発および製造部門の管理監督者に対し

て前後比較による評価も実施した。後者では、研

修経験の浅い講師による試行を行い、本研修を実

施する講師の必要条件についても検討した。本研

究を現場の産業保健スタッフに普及するために、

研修の実施マニュアルおよび説明ＶＴＲを作成

し、さらに研修補助教材として研修と同一内容の

e ラーニング教材を作成した。また「職場復帰時

の職場環境改善手法（暫定版）」について９つの事

業場の産業保健スタッフから意見を求め、さらに

新しいアイデアを収集して「職場復帰時の職場環

境改善手法（暫定版）」を完成させた。 

 

B．対象と方法 

1．管理監督者教育の開発と試行 

１）比較対照試験 

 （１）対象 

 2016 年 5月から 6月の間に、従業員数約 1万名 

（単独）の情報通信系の大手企業の東京地区の管

理監督者を対象に研修への参加を募集した。 

（２）方法 

 講師と補助者の合計 2 名が訪問し、150 分の研

修を行った。講師は、リワーククリニックなどで

復職支援に関わった経験を持ち、本研修プログラ

ムについて２回以上の見学と１回の講師経験を

持つ精神保健福祉士であった。研修への参加申し

込みがされた対象者を研修参加希望日によって

介入群（先行群）と対照群（待機群）に割り付け、

介入群は 5 月中に、対照群は 6 月中に実施した。

1回あたりの参加人数は約 30名、合計 4回の研修

が実施された。全 4回とも同じ講師と補助者が担

当した。 

（３）研修プログラム 

 研修プログラムでは人事総務担当が研修の意

図などを 5 分ほど説明した後、150 分の研修を実

施した。昨年度は 120分で試行したが、時間がや

や短いという意見もあり 150分間に変更した。研

修内容は昨年度同様 5つのスキルに焦点を当てて

おり、各スキルの内容は下記の通りとした。また

スキル 1の説明に入る前に、研修先企業の復職支

援体制について社内で作成された資料を用いた

確認を手短に行った。 

1．スキル１ 病気や法律に関する基本的知識 

2．スキル２ 本人の病状を職場に伝える 

3．スキル３ 励ます以外の方法で本人を動機づ

ける 

4．スキル４ 本人の状態に合わせた業務管理 

5．スキル５ 管理監督者の基本的態度 

（４）評価 

 介入群への研修実施前および研修実施 1か月後

にインターネットによる調査を実施し、復職対応

スキルや復職対応に対する自己効力感を検証し



た。研修効果の計算には変化量（介入 1か月後―

介入前）をアウトカム指標として介入群と対照群

で対応のないｔ検定を実施し、また群間の効果量

を算出した。 

 また各回の研修実施後にアンケートを実施し、

以下の６つの側面から、４段階で研修の評価をし

てもらった。 

①研修はよく準備されていましたか 

②自分の興味や関心と内容は一致していました

か 

③内容については理解できましたか 

④内容の分量についてはどうしたか 

⑤学習内容は今後の役に立つものでしたか 

⑥研修内容は総合的にどうでしたか 

 

２）前後比較試験１ 

 （１）対象 

 2016 年 7月に、化学系企業の研究開発部門の一

事業場（従業員数約 1300名）の管理監督者を対象

に研修を実施した。 

（２）方法 

 1 日目は講師と補助者 2 名、2 日目は講師のみ

が訪問し、150 分の研修を行った。講師のうち１

名は復職を含めて職場のメンタルヘルスに９年

の経験を有する臨床心理士であった。また別の１

名は、比較対照試験と同一の講師（精神保健福祉

士）であった。講師はいずれも１回以上、本研修

プログラムの実施経験があった。管理監督者を 30

名程度のグループに分けて、合計 2回実施された。

各回の研修は異なる講師が担当した。 

（３）研修プログラム 

 研修プログラムでは冒頭にこの企業の産業医

より研修の概要について説明していただき、その

後 150分の研修を行った。スキルの内容および順

番は比較対照試験と同様である。 

（４）評価 

 研修の開始前と終了時にアンケートを取り、ス

キル別の到達目標と、復職対応の自己効力感（復

職対応についての自信はどれくらいありますか）、

復職に関する不安やストレス（複勝対応と聞いた

とき、不安やストレスはどのくらいありますか）

について 5件法で質問し、前後で比較した。研修

内容についての評価は比較対照試験時と同様に

６つの側面から、４段階で評価してもらった。 

 

３）前後比較試験２ 

（１）対象 

 2016 年 11 月に、7 月とは異なる化学系の企業

の製造系の１事業場（従業員数約 500名）の管理

監督者を対象に研修を実施した。 

（２）方法 

 講師のみが訪問し、150 分の研修を行った。管

理監督者を 15 名、25 名程度の 2 グループに分け

て、合計 2回実施された。各回の研修は同じ講師

が担当した。講師は、職場復帰の支援の実務経験

はないが、本研究プログラムについて６回以上の

見学経験がある博士課程院生（保健師）であった。 

（３）研修プログラム 

研修プログラムでは冒頭にこの企業の産業医よ

り研修の概要について説明していただき、その後

150 分の研修を行った。スキルの内容および順番

は比較対照試験と同様である。 

（４）評価 

 研修の開始前と終了時にアンケートを取り、ス

キル別の到達目標と、復職対応の自己効力感（復

職対応についての自信はどれくらいありますか）、

復職に関する不安やストレス（複勝対応と聞いた

とき、不安やストレスはどのくらいありますか）

について 5件法で質問し、前後で比較した。研修

内容についての評価は比較対照試験時と同様に

６つの側面から評価してもらった。 

 

４）研修実施マニュアル、説明ＶＴＲ、e ラーニ

ング教材の作成 

 これまでの研修の試行および効果評価の経験

から、研修資料（ＰＰＴ資料、別冊）を修正し完

成した。また研修の実施マニュアルとしてインス

トラクションガイドを作成した。インストラクシ



ョンガイドには、特に参加者からの質問のうち頻

度が高く重要と思われた質問をＱ＆Ａの例とし

て収録した。研修の際に収録したＶＴＲを利用し

て、研修の流れに沿ってポイントを説明するＶＴ

Ｒを作成した。研修内容をもとに研修と同一内容

の eラーニング教材を作成し、受講者に事前学習

をさせた上で、集合教育では実習に主眼を置くこ

とで研修時間を節約することができるようにし

た。 

 

２．職場復帰時の職場環境改善の手法の開発 

１）意見の収集 

 2016 年 5月から 2017年 1月にかけて、「職場の

メンタルヘルス専門家養成プログラム基礎コー

ス 1（以下、TOMH）」(1)を修了したメンバーを主

な対象者として、職場復帰時のアイデアを募集し

た。アイデアの募集方法は、TOMH メーリングリス

トによるメールでの連絡と 2016 年 5 月の日本産

業衛生学会で職場復帰時のアイデア募集の旨の

チラシを配布することとした。これらの意見およ

びアイデア募集の際には、平成 27 度の成果物で

ある「職場復帰時の職場環境改善の手法（暫定版）」

を見せ、これを参考にしてもらうようにした。ア

イデアを収集するためのツールは、2015年度の研

究と同様に「職場環境改善アクションチェックリ

スト」(2)を作成した際の事例収集のフォーマッ

トを活用した。 

２）ツールの修正 

 収集した意見およびアイデアに基づき、「職場

復帰時の職場環境改善の手法（暫定版）」をさらに

改善した。参加メンバー（有志）が実際に集まり、

一つ一つのアイデアの確認を行った。集まったア

イデアが「職場復帰時の職場環境改善の手法（暫

定版）」のどの部分に該当するか、どの部分を補完

することができるか、他に有効なアイデアはない

か等、多角的な観点からメンバーでディスカッシ

ョンを行った。次にそのアイデアを KJ 法にてど

のような分類ができるかを模索し、分類したもの

を産業医と保健師が全体の体裁を整え、整理され

た内容はディスカションに参加したメンバーの

確認を得た上で「職場復帰支援のための職場環境

改善ヒント集」（暫定版）としてまとめた。 

 

倫理的配慮 

 研究にあたっては、研究目的、方法、個人情報

の取り扱いについて研究参加者に説明したうえ

で実施した。管理監督者の研修の試行は東京大学

大学院医学系研究科・医学部倫理審査委員会で審

査を受け、承認されている（審査番号 10535-(2)）。

職場復帰時の職場環境改善の手法については個

人情報を使用しないため倫理審査の対象外であ

る。 

 

C．結果 

１．管理監督者教育の開発と試行 

１）比較対照試験 

 157名より研修参加申し込みがあり、介入群 72

名、対照群 85 名に割り付けられた（図１）。各 4
回の研修で計 142 名が研修を受講した。4 回の研

修はいずれも、人事総務担当者の説明を除いて

120 分で終了した。受講者のうちベースライン調

査回答は介入群 56 名（77.6％）、対照群 69 名

（81.2％）であり、1 か月後調査の回答者は介入

群 38名（52.8％；男性＝51名、女性＝5名）、対

照群 69名（81.2％；男性＝61名、女性＝8名）で

あった（表１）。本研究は 1か月後調査回答者を解

析対象とした。 

対応スキルや復職対応に対する自己効力感に

ついては、「心の病気の知識」「法律の知識」「励ま

さない動機付け」「状態に合わせた業務指示」「基

本的態度の理解」「復職対応に対する自己効力感」

が研修後に特に介入群で上昇していた（表２）。介

入群では対照群にくらべて、「心の病気の知識」、

「法律やルール」、「励まさない動機付け」、「状態

に合わせた業務指示」、「基本的態度の理解」、「復

職対応に対する自己効力感」が有意に増加してい

た（表３）。これらの項目に関する効果量は 0.7以

上と大きかった。 



 研修参加者による研修の評価ではおおむね良

好な回答が見られた。総合的な満足度（非常に満

足とまあまあ満足の合計）は 95%であった。役に

立つと思われるスキルとしては特に「スキル２ 

本人の状態を職場に伝える」「スキル３ 励まし

以外の方法で動機づけを行える」「スキル４ 状

態に合わせて業務指示ができる」が挙げられる頻

度が高かった。 

 

２）前後比較試験１ 

2 日間で合計 58 名（男性 55 名、女性 3 名）の

管理監督者が参加し、年代は 50-59歳が多かった。

約半数の参加者がこれまでに復職対応を経験し

ていた。研修は、産業医の説明時間を除き、150分

で終了した。 

 研修前後でのスキルの到達水準の評定は、「復

職対応ときいた時、不安やストレスはどれくらい

ありますか」以外の項目で有意な改善が見られた

（表４）。特に以下の項目では効果量が 1.0 以上

で、改善の程度が大きかった：復職に関連した法

律やルールを知っている、本人の状態を職場に伝

えることができる、周囲のサポートを引き出すこ

とができる、励ます以外の方法で、復職した本人

を動機づけることができる、復職における管理監

督者の基本的態度を理解している。復職対応の自

己効力感についても大きな改善が見られた。復職

対応への不安・ストレスには有意な変化が見られ

なかった。 

研修参加者による研修の総合的な満足度（非常

に満足とまあまあ満足の合計）は 86%であった。

役に立つと思われるスキルとしては「スキル２ 

本人の状態を職場に伝える」「スキル３ 励まし

以外の方法で動機づけを行える」「スキル４ 状

態に合わせて業務指示ができる」が挙げられてい

た。 

 

３）前後比較試験２ 

2 日間で合計 38 名（男性 36 名、女性 2 名）の

管理監督者が参加し、年代は 40-49歳が多かった。

約半数の参加者がこれまでに復職対応を経験し

ていた。研修は、産業医の説明時間を除き、2 回

とも 130分で終了した。 

 研修前後でのスキルの到達水準の評定は、いず

れの項目においても研修前に比べて研修後に有

意な改善が見られた（表５）。特に以下の項目では

効果量が 1を超えており、改善の程度が大きかっ

た：復職に関連した法律やルールを知っている、

復職における管理監督者の基本的態度を理解し

ている。また、励ます以外の方法で復職した本人

を動機づけることができる、の項目についても効

果量が 0.9を超えており大きかった。復職対応の

自己効力感についても有意な改善が見られた。復

職対応への不安・ストレスは有意ではないが、む

しろ増大する結果となった。 

研修参加者による研修の評価ではおおむね良

好な回答が見られた。総合的な満足度（非常に満

足とまあまあ満足の合計）は 100%であった。役に

立つと思われるスキルとしては「スキル２ 本人

の状態を職場に伝える」「スキル３ 励まし以外

の方法で動機づけを行える」が挙げられていた。 

 

４）研修実施マニュアル、説明ＶＴＲ、e ラーニ

ング教材の作成 

 研修資料（ＰＰＴ資料と別冊）を完成した（巻

末資料付録１，２）。研修のインストラクションガ

イドを作成した（巻末資料付録３）。インストラク

ションガイドに対応したＶＴＲ教材のシナリオ

を作成し（巻末資料付録４）、ＶＴＲ教材を完成し

た。eラーニング教材を完成した。 

 

２．職場復帰時の職場環境改善の手法の開発 

 9名（9事業所）の産業保健に関わるスタッフか

ら、「職場復帰時の職場環境改善の手法（暫定版）」

への意見および職場復帰時の職場環境改善の新

たなアイデアを 33件収集することができた。9名

の職種の内訳は、産業医 3 名、産業保健師 4 名、

精神保健福祉士 1名、人事労務 1名であった。こ

のうち、8名は TOMHを修了した者である。さらに



残りの 1名も産業医としてメンタルヘルス不調者

の復職に関する経験を豊富に有する者であった。

9事業所のうち、従業員数 1000 名以上の企業は 4

事業所、1000 人未満の企業は 5 事業所であった。 

 今回新たに収集したアイデアを 9 名（産業医 3

名、保健師 4名、精神保健福祉士 1名、人事総務

1 名。アイデアを出したメンバーと 3 名が重複）

のメンバーが実際に集まり、ディスカッションを

しながら分類作業を行った。その結果、「復職支援

中に行うヒント」と「日頃から実施するヒント」

の 2つに大分類することとした（図）。さらに「職

場支援中に行うヒント」は「療養中」、「復職準備

期」、「復職後」の 3つの時期に分類することがよ

いことがわかった。「日頃から実施するヒント」は、

さらに「職場内の支援とコミュニケーション」、

「安心できる療養と円滑な職場復帰の流れ」、「社

内教育、人材育成の取り組み」の 3つの内容に分

類した。分類したカテゴリーごとについて、平成

27 および 28 年度に現場から集めたアイデアの具

体例を記載し、カテゴリーを具体的に理解できる

ようにした。以上から「職場復帰支援のための職

場環境改善のヒント集」（暫定版）を完成した（巻

末資料付録５）。 

 

 
図 「職場復帰支援のための職場環境改善のヒン

ト集」の検討において提案されたヒントの分類方

法 

 

D．考察 

1．管理監督者教育の開発と試行 

 本研修プログラムは，比較対照試験において、

受講後１ヶ月時点における、管理監督者のメンタ

ルヘルス不調者の職場復帰支援の知識と技術、さ

らに自己効力感を高めることが示された。 

 また本研修プログラムは，研究開発系の事業場

における管理監督者教育でも高い満足度が見ら

れ、研修直後の職場復帰支援の知識と技術、自己

効力感が増加していた。復職支援の経験の少ない

保健師資格を持つ大学院生が、産業医とのペアで

実施した場合にも、高い満足度、および研修直後

の職場復帰支援の知識と技術、自己効力感の増加

が観察された。平成 27 年度研究における前後比

較研究と合わせると、本研修プログラムは営業、

研究開発、製造などのさまざまな業種で受け入れ

られ、かつ効果があると思われる。また経験の少

ない保健師が講師になった場合でも十分な満足

度と効果が期待できると思われた。 

 平成 27-28年度の研究の経験からは、本研修プ

ログラムは 120-150分の時間で実施された場合に

効果的と思われた。短縮版や分割版として実施さ

れた場合にどの程度効果的かは明確でない。また

限界としては効果評価が１ヶ月後と短期間であ

り、より長期にわたる効果については明確でなく、

今後検証する必要がある。 

本研究で作成された、教材（研修実施マニュア

ル、パワーポイント資料、研修講師用ビデオ教材、

e ラーニングの作成）により、産業保健スタッフ

等が自らこの研修を企画、実施することが可能に

なった。この研修が普及することで、メンタルヘ

ルス不調者の復職後の再発が予防でき、その予後

が改善することが期待される。 

 

2．職場復帰時の職場環境改善の手法の開発 

 平成 27 年度の成果物を発展させて、職場復帰

のための職場環境改善のアイデアをさらに追加

し、計 30カテゴリーからなる「職場復帰支援のた

めの職場環境改善ヒント集」（あるいは「職場復帰

ヒント集」）としてまとめることができた。本ヒン



ト集を作成するにあたって、職場復帰を円滑に進

めるためのアイデア収集やそのアイデアを分類

する作業に参加したメンバーから意見をもらっ

たが、これらのメンバーは職場のメンタルヘルス

に関する包括的な知識と技術に関する研修の受

講生であるか、あるいはメンタルヘルス不調者対

応の実務経験がある者であり、その意見の上に完

成された「職場復帰ヒント集」は一定の質が担保

されたものであると考えられる。また意見を収集

したメンバーには産業医や保健師、人事労務など

といった様々な職種が集まっており、多様な視点

で検討が行われたと考えられる。 

 この職場復帰ヒント集においてアイデアを分

類する際には時系列で分類することとし、復職の

プロセスを「復職支援中に行うヒント」と「日頃

から実施するヒント」という時期による大分類を

行い、さらに「復職支援中に行うヒント」は「療

養中」、「復職準備期」、「復職後」の 3つの時期に

分類した。これは「心の健康問題により休業した

労働者の職場復帰支援の手引き」（平成 16年作成、

平成 18 年改訂）における第 1 ステップの病気休

業時の開始から第 5ステップの職場復帰後のフォ

ローに至るまで時系列で行う事項にも相当し、妥

当な分類方法であると考えられた。 

 さらに今回、「職場復帰時」を「療養中」、「復職

準備期」、「復職後」の 3つの時期に分けたが、グ

ループディスカッションの中では、「復職準備期」

を「復職直前」や「復職直後」などの時期に細分

類することも考えられた。しかし、時期が細かく

分かれ過ぎて複雑化することや、復職直前とはい

つを指すかという定義が難しいことから今回は

簡潔に 3つに分けることとした。 

 「日頃から実施するヒント」は、普段から事業

所内でメンタルヘルス体制を作っていく上で確

認することが望ましい内容を含んでいる。例えば

ヒント 20 の「職場内での「思いやりカード」や

「サンキューカード」など、相互に認め合う雰囲

気を作る」などのようにメンタルヘルス不調の一

次予防に使えるものも多く含んでいる。また、ヒ

ント 22の「相談できる環境を整える」などのよう

に二次予防や三次予防のヒントにもなることも

期待できると考えられる。 

 最後に、「復職支援中に行うヒント」と「日頃か

ら実施するヒント」と 2つに大分類したが、それ

ぞれのヒントは、必ずしもその時期に特有のアイ

デアとは限らないことがディスカッションにて

指摘されている。例えばヒント 13の「職場内の状

況共有を推進する」のように「復職支援中に行う

ヒント」であっても日頃から実施するヒントとな

ったり、例えばヒント 21の「リラックスできる休

憩スペースを作る」のように「日頃から実施する

ヒント」であっても復職支援中（復職後）にも役

立つヒントとなることがあるため、この点には留

意しておきたいところである。 

 本ヒント集を誰が使用すべきかについては、今

回の分類作業時にも議論になった。実施の担当者

としては、管理監督者や人事労務、産業医、保健

師などが考えられる。しかし、日本では中小企業

が 99％を占めているため(3)、産業医が月に１回

しか訪問していなかったり、保健師が必ずしも常

勤で勤務しているわけではない。また、産業保健

職が常勤として働いている場合でも事業場ごと

に役割が異なっている場合がある。職場復帰支援

のための職場環境改善ヒントを使用する者を職

種で限定することは、本ヒント集の応用範囲を狭

めてしまう可能性があると考えられた。本研究で

は、どのような事業所でもヒント集が参考にでき

るように、使用する担当者を定めることは避けて、

アイデアを列挙することに留めて汎用性を持た

せるようにした。 

今後はこの職場復帰ヒント集を実際の産業保

健の現場でさらに広く使用して、さらに使いやす

いツールとなるように本ヒント集の改善を進め

ていくことが望まれる。 

 

E. 結論 

本年度研究では、平成 27年度に開発した「管理

監督者向け復職対応マネジメントスキル研修」の



プログラムについて比較対照試験を実施し、また

追加で前後比較試験を行い、その効果を評価し、

研修完成して研修マニュアルなど普及に必要な

教材を作成した。また同じく平成 27 年度に開発

した職場復帰支援のための職場環境改善の手法

について事業場の産業保健スタッフ等の意見を

もとに改善し、完成させた。 

「管理監督者向け復職対応マネジメントスキ

ル研修」は比較対照試験において、管理監督者の

メンタルヘルス不調者の職場復帰支援の知識と

技術、さらに自己効力感を高めることが示された。

また研究開発部門においてや、経験の少ない講師

によって実施された場合でも有効であることが

示された。職場復帰支援のための職場環境改善の

手法については９事業場の産業保健スタッフ等

の意見を収集してさらに改善し、計 30 カテゴリ

ーからなる「職場復帰支援のための職場環境改善

ヒント集」（あるいは「職場復帰ヒント集」）とし

て完成した。この「職場復帰ヒント集」は、職場

復帰時の職場および制度の改善を幅広く検討す

る際のヒントとして有効と思われる。 

 

F.健康危険情報 

なし 
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1．論文発表 

なし 

2．学会発表 

川上憲人：マネジメントコンピテンシーに基づい

た管理監督者の復職対応スキル研修の開発．第 89

回日本産業衛生学会学術集会．平成 28 年 5 月 26
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図１ 【管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修の比較対照試験による効果評価】参加者フロ

ーチャート 

 

表１ 【管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修の比較対照試験による効果評価】ベースライ

ン調査時の回答者属性 

    
介入群

（n=56） 
  
対照群 

(n=69) 

    n  ％   n  ％ 

性別             

 男性   51 91.1    61 88.4  

 女性   5 8.9    8 11.6  

年齢             

 39 歳以下 5 8.9    8 11.6  

 40-49歳   19 33.9    23 33.3  

 50-59歳   32 57.1    38 55.1  

復職対応経験           

 あり   30 53.6    40 58.0  

 なし   26 46.4    29 42.0  

 

  

1か月後調査回答

n=38 (52.8%)

1か月後調査回答

n=57 (67.1%)

157名より参加申し込み

介入群　割り付け

n=72

対照群　割り付け

n=85

ベースライン調査回答

n=56 (77.8%)

ベースライン調査回答

n=69 (81.2%)



表２．【管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修の比較対照試験による効果評価】ベースライン（T1）および研修１ヶ月後（T2）時点での復職

対応スキルの到達目標および復職対応における自己効力感・ストレス得点平均値 

      介入群           対照群         

      T1(n=56)     
T2 

(n=38) 
    T1(n=69)     T2 （n=57)   

項目     平均値 ＊ SD   平均値 ＊ SD   平均値 ＊ SD   平均値 ＊ SD 

スキル別の到達目標：                           

１）心の病気についての知識がある     3.3  1.0    3.7  0.8    3.3  1.0    3.3  1.0  

２）復職に関連した法律やルールを知っている     3.0  1.1    3.8  0.7    2.8  1.0    3.0  1.0  

３）本人の状態を職場に伝えることができる     3.7  1.0    4.0  0.7    3.5  1.0    3.7  1.0  

４）周囲のサポートを引き出すことができる     3.4  0.9    3.8  0.8    3.1  1.0    3.4  1.0  

５）励ます以外の方法で、復職した本人を動機づ

けることができる 
    3.1  1.0    3.7  0.8    2.8  1.1    2.9  1.1  

６）本人の調子を聞き出すことができる     3.5  0.9    3.9  0.8    3.3  1.0    3.5  1.0  

７）本人の状態に合わせて業務支持を行うことが

できる 
    3.3  1.0    3.8  0.9    3.3  1.0    3.3  1.1  

８）復職における管理監督者の基本的態度を理解

している 
    3.1  1.1    4.1  0.7    2.8  1.1    3.2  1.1  

復職対応の効力感等：                           

９）復職対応についての自信はどれくらいありま

すか 
    2.7  1.1    3.3  0.9    2.5  1.1    2.6  1.1  

１０）復職対応と聞いたとき、不安やストレスは

どれくらいありますか？ 
    3.3  1.2    3.4  1.1    3.5  1.1    3.6  1.2  

＊とても＝５、いくらか＝４、まあまあ＝３、少し＝２、ない＝１の平均点、SD：標準

偏差 
              

 



表３．【管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修の比較対照試験による効果評価】ベースライン（T1）から１ヶ月後（T2）時点間での復職

対応スキルの到達目標および復職対応における自己効力感・ストレス得点の変化（Δ平均値） 

    介入群 (n=38)   対照群 (n=57)   
ｔ値 ｐ値 

  効果量(信頼区

間)b) 項目 a)   Δ平均値 SD   Δ平均値  SD     

スキル別の到達目標：                       

１）心の病気についての知識がある   0.5  0.8    0.0  0.7    3.33  <0.01   0.70 (0.27-1.11) 

２）復職に関連した法律やルールを知っている   1.0  1.0    0.2  0.8    4.11  <0.01   0.89 (0.46-1.31) 

３）本人の状態を職場に伝えることができる   0.4  1.0    0.2  1.0    1.13  0.26    0.23 (-0.18-0.64) 

４）周囲のサポートを引き出すことができる   0.5  1.0    0.3  0.8    0.93  0.36    0.19 (-0.22-0.60) 

５）励ます以外の方法で、復職した本人を動機づけることが

できる 
  0.8  0.9    0.1  0.9    3.66  <0.01   0.77 (0.34-1.19) 

６）本人の調子を聞き出すことができる   0.5  0.9    0.1  0.9    1.95  0.06    0.41 (-0.01-0.82) 

７）本人の状態に合わせて業務支持を行うことができる   0.5  0.8    0.1  1.0    2.25  0.03    0.47 (0.05-0.88) 

８）復職における管理監督者の基本的態度を理解している   1.0  1.1    0.4  0.8    3.57  <0.01   0.75 (0.32-1.17) 

復職対応の効力感等：                       

９）復職対応についての自信はどれくらいありますか   0.8  0.9    0.2  0.8    3.37  <0.01   0.70 (0.27-1.12) 

１０）復職対応と聞いたとき、不安やストレスはどれくらい

ありますか？ 
  0.1  1.0    -0.1  0.9    1.00  0.32    0.20 (-0.21-0.62) 

a) とても＝５、いくらか＝４、まあまあ＝３、少し＝２、ない＝１の平均点、SD：標準偏差             

b) 効果量は介入群（T2－T1)から対照群（T2-T1)の差を出した値を標準偏差で除した値             

 

  



表４．【管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修の前後比較試験１】研究開発を主体とする事業場における管理監督者研修の前後での

復職対応スキルの到達目標および復職対応における自己効力感・ストレスの変化 

   研修前     研修後       

項目 人数 平均値 a） SD   
平均

値 a） 
SD 

効果

量 b） 
pｃ） 

スキル別の到達目標：                 

１）心の病気について知識がある 56 2.8  0.8    3.5  0.9  0.79  ＜0.001 

２）復職に関連した法律やルールを知っている 57 2.0  1.0    3.7  0.8  1.81  ＜0.001 

３）本人の状態を職場に伝えることができる 55 2.9  1.0    3.9  0.7  1.08  ＜0.001 

４）周囲のサポートを引き出すことができる 57 3.0  1.0    3.8  0.8  1.00  ＜0.001 

５）励ます以外の方法で、復職した本人を動機づけることができる 57 2.2  1.0    3.7  0.7  1.36  ＜0.001 

６）本人の調子を聞き出すことができる 57 2.9  0.9    3.6  0.6  0.69  ＜0.001 

７）本人の状態に合わせて業務指示を行うことができる 57 3.0  1.0    2.9  0.9  0.70  ＜0.001 

８）復職における管理監督者の基本的態度を理解している 57 2.4  1.0    3.7  0.8  1.36  ＜0.001 

復職対応の自己効力感等：                 

９）復職対応についての自信はどれくらいありますか 57 2.1  0.9    2.9  0.8  1.24  ＜0.001 

１０）復職対応ときいた時、不安やストレスはどれくらいあります

か 
57 3.8  1.0    3.8  0.9  0.21  0.083 

a）とても＝５、いくらか＝４、まあまあ＝３、少し＝２、ない＝１の平均点．SD:標準偏差           

b）２群の平均値の差（増加分）をその標準偏差で除したもの．0.2 前後は小さい、0.4前後は中程度の、0.7前後は大きい差とされる。 

 

 

  



表５．【管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修の前後比較試験２】製造系事業場における経験の少ない講師による管理監督者研修の前

後での復職対応スキルの到達目標および復職対応における自己効力感・ストレスの変化 

    研修前     研修後       

項目 人数 平均値 a） SD   
平均

値 a） 
SD 

効果

量 b） 
pｃ） 

スキル別の到達目標：                 

１）心の病気について知識がある 36 2.9  1.1    3.7  0.7  0.86 ＜0.001 

２）復職に関連した法律やルールを知っている 36 2.5  1.1    3.6  0.6  1.10 ＜0.001 

３）本人の状態を職場に伝えることができる 35 3.2  0.9    3.9  0.7  0.86 ＜0.001 

４）周囲のサポートを引き出すことができる 36 3.1  0.8    3.8  0.6  0.88 ＜0.001 

５）励ます以外の方法で、復職した本人を動機づけることができ

る 
36 2.7  1.0    3.6  0.6  0.95 ＜0.001 

６）本人の調子を聞き出すことができる 36 3.2  0.8    3.8  0.7  0.68 ＜0.001 

７）本人の状態に合わせて業務指示を行うことができる 36 3.2  0.8    3.8  0.7  0.80 ＜0.001 

８）復職における管理監督者の基本的態度を理解している 36 2.8  0.8    3.9  0.5  1.24 ＜0.001 

復職対応の自己効力感等：                 

９）復職対応についての自信はどれくらいありますか 36 2.4  1.1    3.1  0.9  0.70 ＜0.001 

１０）復職対応ときいた時、不安やストレスはどれくらいありま

すか 
36 3.2  1.0    3.5  1.1  0.36 0.039 

a）とても＝５、いくらか＝４、まあまあ＝３、少し＝２、ない＝１の平均点．SD:標準偏差           

b）平均値の差（増加分）をその標準偏差で除したもの．0.2 前後は小さい、0.4前後は中程度の、0.7前後は大きい変化とされる。 
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平成 26 年度労災疾病臨床研究事業費補助金「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に 

基づく新しい支援方策の開発」 (14070101―01) 
 

分担研究報告書 
 
職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再発予防のための産業保健スタッフ・上司・ 

本人が情報交換するシステムの開発 
 

分担研究者 江口尚（北里大学医学部公衆衛生学・助教） 
 
本研究の目的は、メンタルヘルス不調による休職者の復職時の負担軽減のために、ICT（Information 

and Communication Technology：情報通信技術）を活用して、本人、上司、産業保健スタッフ間のコ

ミュニケーションを促進するためのシステムを開発し、それをモデル事業場で試行し、その効果と課題

を明らかにすることである。このために、平成 26 年度は文献レビューによる情報収集、システム開発

に必要な情報や課題の検討を行った。平成 27 年度は、昨年度の研究成果をもとにシステムのひな形を

開発し、産業保健職から使用感についてヒアリング調査を行った。また、既存のソーシャルネットワー

クシステム（SNS）との連携の可能性についても検討した。最終年度である平成 28 年度は、システム

の試行版を開発し、モデル事業場で試行し、その効果と課題を明らかにした。情報交換システムの開発

と構築、マニュアルの作成、モデル事業場での運用から、本システムは、当該労働者、上司、産業保健

スタッフが、復職プラン、通院状況、体調など、当該労働者の復職に関する情報を共有する上で有効で

あると考えられた。一方で、実際に運用するにあたっては、多くの課題も明らかになった。今後は、今

回はシステム化を見送った機能の追加や、試行によって抽出された課題を解決することで、より多くの

疾患に適応できる汎用性の高いシステム開発につながる可能性がある。 
 
 
研究協力者（敬称略） 
平世将夫（株式会社レイディーバグ） 
森田哲也（株式会社リコー） 
難波克行（中外製薬株式会社） 
梶木繁之（産業医科大学） 
 
Ａ．研究目的 

メンタルヘルス不調による休職者が、復職した

後の再発予防のためには、本人、上司、産業保健ス

タッフが、復職プラン、通院状況、本人の体調な

ど、本人の復職に関する情報を共有することが重

要である。しかし、実際には、３者間の情報共有が

うまくいかず、本人の体調の悪化や、通院ができ

ていない状況をうまく把握することができずに再

発してしまうことがある。また、情報交換そのも

のが本人の負担になっている可能性がある。そこ

で、本研究の目的は、メンタルヘルス不調による

休職者の復職時の負担軽減のために ICT
（Information and Communication Technology：
情報通信技術）の活用に着目し、メンタルヘルス

不調による休職者の、復職後の、本人、上司、産業

保健スタッフ間のコミュニケーションを促進する

システムを開発し、モデル事業場で試行し、その

効果と課題を明らかにすることである。 
初年度に当たる平成 26 年度には、まず、国内外

の復職に関する文献レビューを行い、ICT の活用

や、メンタルヘルス不調による休職者が、復職を

するに際して、上司、産業保健スタッフ間でどの

ような情報のやりとりが必要なのかについて情報

を得た。その上で、ICT の専門家から、本人、上

司、産業保健スタッフが、復職に関する情報交換

を行う上での、個人情報保護に関する課題、既存

の商用プラットフォームの可能性について情報を

得た。さらに、ICT の専門家との意見交換を通し

て、必要な情報や課題の整理を行い、次年度以降

のシステム開発に必要な仕様を検討した。 
その上で、2 年目にあたる平成 27 年度は、平成

26 年度の研究成果をもとにシステムのひな形を

開発し、産業保健職から使用感についてヒアリン

グ調査を行った。また、既存のソーシャルネット

ワークシステム（SNS）との連携の可能性につい

ても検討した。 
最終年度にあたる平成 28 年度の研究目的は、平

成 26 年度、平成 27 年度の研究成果をもとに、情

報交換システム（β版）を開発し、そのシステムと

運用に関するマニュアルを作成し、モデル事業場

で当該システムを試行し、その実用性と効果、さ

らなる課題を明らかにすることである。 
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図 1：本システムの概念 
 
Ｂ．対象と方法 
１．情報交換システムの開発 

システム開発会社と協力し、平成 26 年度に整理

した本人、上司、産業保健スタッフ間で共有する

情報をもとに、平成 27 年度に作成したモックをも

とに、実際に運用する情報交換システム（β版）の

開発を行った。 
 
２．システム運用マニュアルの作成 
 開発した情報交換システム（β版）をもとに、分

担研究者は、実際に運用をしながら、モデル事業

場で利用してもらうシステム運用マニュアルの作

成を行った。 
 
３．情報交換システムの試行 
３－１．試行期間 

2017 年 1 月から 2017 年 2 月の 2 カ月間 
３－２．対象者 

本システムを運用する当該労働者（メンタルヘ

ルス不調を理由に休職し職場復帰をした労働者）、

当該労働者の上司、当該労働者の復職を支援する

産業保健スタッフである。対象企業は 3 社とした。 
２－３．観察項目 

本研究では、以下の項目を収集する（アンケー

トの詳細については、資料 2、3、4 を参照のこと）。 
①以下の項目全てについて、「役に立った」「役

に立たなかった」を質問する。 
「職場復帰プランについての情報」「通院状況

についての情報」「通院日設定」「勤怠についての

情報」「復職面談の時の復職プランの確認」「体調

のチェック」「業務遂行能力の自己評価」 
②どれくらいの頻度で、システムにアクセスし

たかについて以下の内容で質問する。 
選択肢：「1 日 2 回以上」「1 日 1 回程度」「1 週

間に 3 回程度」「1 週間に 1 回程度」 
③このシステムの利用は、あなたにとって負担

になったかについて以下の内容で質問する。 
選択肢：「負担にならない」「負担になる」（「負

担になる」と回答された方はどのような点が負担

になったか記載を依頼する） 
④システムを使わなかった時と比べて、情報交

換の程度に変化があったかについて、「改善した点」

「悪化した点」について記載を依頼する。 
⑤更にどのような情報が共有できるとより、こ

の復職支援システムが効果的なシステムになるか

について具体的なコメントの記載を依頼する 
 

倫理的配慮 
本調査の実施にあたっては、北里大学医学部・

病院倫理委員会 観察・疫学研究審査委員会にお

いて承認を得た。 
 
Ｃ．結果 
１．情報交換システムの開発 
１－１．システムの構造 
システムの概要として、個人情報保護などのセ

キュリティに配慮しつつ、インターネット経由で

「複数の事業場」で活用できるようなシステムを

構築した。その結果、インターネット上で入力す

る個人情報を暗号化し、安全に送受信する技術で

あるＳＳＬ（Secure Sockets Layer）の導入と、企

業毎に異なサーバーを用いることとした。また、

「複数の事業場」で活用できるシステムという点

からも、階層構造のシステムを想定して開発を行

った。 

 
図１：システムの構造 
 
１－２．管理者用画面 
１）管理者用画面でできること 
企業管理者の役割は、本システムを利用する 3

者（当該労働者、上司、産業医）の必要な情報を全

て登録することである。 
企業アカウント情報の画面では、パスワード、

管理担当者名、メールアドレスが変更できる。企
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業名、ログイン ID についてはあらかじめ、研究者

が入力を行い、変更はできないようになっている。 
管理者用 URL、ログイン ID、パスワードについ

ては、サーバー構築を行った上で、研究者から、別

途通知した。企業管理者、労働者、上司、産業医の

各 URL については、それぞれの会社の企業管理

者に通知し、それぞれの企業担当者が設定を行っ

た。 
 
２）管理者用画面の各機能の説明 
① 社員一覧 

企業で管理している氏名の一覧が確認できる。 
それぞれの社員の復職日、休職期間、最終面談日、

次回面談日、就業制限の内容、次回通院日、アンケ

ートの結果が一覧できる。今回の試行では、勤怠

の情報は反映されない。 
編集ボタンを押すと、社員アカウント編集画面

に遷移し、ログイン ID 以外の情報を編集すること

ができる。 
② 社員新規作成 

システム管理者は、新規にフォローアップの必

要な社員が発生した場合の登録を行う。登録する

情報は、社員名、ログイン ID、パスワード、部署

名、担当上司、メールアドレス、休職期間、復職日、

ステータスである。 
ステータスは、フォローアップ期間が終了した

ら、「停止中」をクリックすることで、担当社員一

覧に反映される。 
③ 上司一覧 

システム管理者は、社員新規作成画面で、担当

上司として登録されている上司を確認することが

できる。 
④ 上司新規作成 

システム管理者は、上司氏名、ログイン ID、パ

スワード、部署名、メールアドレス、ステータス、

を登録できる。ログイン ID、パスワードは、上司

がログインをするときに必要な情報になります。 
⑤ 産業医 

産業医用のアカウントを作成するための画面で

ある。このシステムでは、産業医は 1 名のみ登録

できる。 
 

 
図２：管理者用画面（企業アカウント情報） 
 
１－３．労働者用画面 
１）労働者用画面でできること 
① 出社時刻と退社時刻の報告 
② 通院日の設定、通院済の報告 
③ 就業制限の内容の承認 
④ 今日の振り返りの記載 
⑤ 今週のアンケートの記入 
 
２）労働者用画面の各機能の説明 
① アラート 
今日の振り返りコメントを記載した時、それに

対して上司からの返事があった場合、上司が就業

制限の内容を記入した時、にアラートにそのこと

が示される。本システムでは、就業制限の内容は

上司が作成して、それを部下が承認をするという

プロセスにしている。 
設定した通院後に、「通院済」の確認が行われて

いな場合に、アラートが示される。必要な対応を

することでアラートは消失する。 
② 通院日設定 
通院日が決まったら、労働者は、通院日の入力

を行う必要があるため、そのための画面である。

通院が終わったら、労働者は、「通院済」ボタンを

押す。これにより、通院のし忘れなどを予防する

ことができる。 
③ 就業制限の内容の承認 
上司が就業制限の内容を新規に作成したり、修

正したりした場合には、労働者は、アラートの表

示に従って、「就業制限の内容の承認」または「就

業制限の内容の再検討」の意思表示をすることが

できる。一度、承認をすると、上司の方でも変更が

できなくなる。 
④ アカウント編集 
労働者は、パスワードのみ変更できる。社員名、

ログイン ID、部署名、メールアドレスは、企業管

理者のみが変更がすることができ、労働者本人は

変更できない。 
⑤ 今日の振り返り 
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必要な時に自由に記載をすることができる。 
⑥ 今週のアンケート 

必要な時に、その時の状態を回答することがで

きる。頻度については、それぞれの企業毎で決め

ることができる。 
 

 
図３：労働者用画面 
 
１－４．上司用画面 
１）上司用画面でできること 
① 就業制限の作成 
② 本人からコメントがあったときのみ、コメン

トの作成 
③ アンケート結果を踏まえた上での「現状」の

記入 
 
２）上司用画面の各機能の説明 
① 社員一覧 

自分（上司）が担当している社員の一覧が表示

される。社員名、復職日、休職期間、最終面談日、

次回面談日、次回通院日、アンケートの結果が表

示される。 
「詳細」ボタンをクリックすると、社員の詳細

な情報が表示される。表示内容は、就業制限の内

容、毎日の出勤時間と退勤時間、通院日、面談日、

アンケート結果、現状の情報が一覧できる。社員

の「振り返り」が未入力な状態では、上司は「上司

からのコメント」を更新できない。また、社員の

「アンケート」が未入力な状態では、「現状」を更

新できない。 
② アラート 

部下の通院日の完了報告がなされていない時や、

部下の「今日の振り返り」が記載をされたときに、

上司からのコメントの記載を求めるアラートが出

される。 
③ 就業制限の内容 

本システムでは、就業制限は上司の責任におい

て実施をするという考えから、就業制限の内容は、

上司が記載をすることになっている。面談が終了

後に、必要に応じて就業制限の内容の見直しを行

う。上司が就業制限を記入すると、それを部下が

承認するという流れになる。 
④ 上司からのコメント 
本人からコメントが出されたときのみ上司から

のコメントを記入することができる。 
⑤ 現状 
アンケート結果や、日ごろの仕事の様子などか

ら、上司から見た本人の評価（青、黄、赤）を記載

する。この結果は、一覧画面の名前の色の変化と

して反映されるため、上司、産業医が、労働者の体

調を一覧で分かりやすいように配慮されている。 
 

 
図 4 上司用画面 
 
１－５．産業医用画面 
１）産業医用画面でできること 
① 次回定期面談日を設定。 
② 本人からの振り返りコメントがあった場合に、

産業医からのコメントの入力。 
 
２）産業医用画面の各機能の説明 
① 社員一覧 
産業医は、それぞれの社員の状況を確認するこ

とができる。この画面で産業医としてできること

は、「産業医からのコメント」を記入することのみ

である。「産業医からのコメント」は、本人がコメ

ントをしたときのみにコメントをすることができ

る。また、本人のコメントに対する上司からのコ

メントは確認することができない。 
② アラート 
アラートは、担当社員それぞれの通院日の完了

報告がない場合に、上がってくる。そのため、アラ

ートが上がってきた場合には、システムの運用上、

産業医から本人に対してコメントをすることがで

きないため、産業医は、メールなどを使って、労働

者に対して、通院が完了しているかどうかを確認

することになる。こうすることで、通院漏れを予

防することを期待した機能である。 
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図５ 産業医用画面 
 
２．情報交換システムの試行 
２－１．運用マニュアルの作成 
システム開発会社により開発されたシステムをも

とに、研究分担者が運用マニュアルを作成した。 
 
２－２．試行の実施 

作成した運用マニュアルをもとに、調査への内

諾を得られた 3 社に対してサーバー構築を行っ

た。うち 1 社については、最終的に、社内での検

討の結果、社内システムでの運用が困難というこ

とで、実施できなかった。そのため、最終的に 2
社から 3 例（うつ状態 1 例、うつ病 2 例）の事例

を収集した。コメントとしては以下の通りであっ

た。 
１）当該労働者からの評価（表１） 

 役に立った 
役に立たなか

った 

職場復帰プラン

についての情報 
1 2 

通院状況につい

ての情報 
2 1 

通院日設定 2 1 

勤怠についての

情報 
0 3 

復職面談の時の

復職プランの確

認 

1 2 

体調のチェック 1 2 

業務遂行能力の

自己評価 
1 2 

 
アクセスの頻度については、1 日 1 回程度が 1

件、1 日 2 回程度が 1 件、1 週間に 1 回程度が 1
回であった。 
システムを使わなかった時と比べた時の改善点

としては、「上司の気遣いを感じる」という意見

があった。システム利用する上での不安感も特に

示されなかった。 

 
２）上司からの評価 

 役に立った 
役に立たなか

った 

職場復帰プラン

についての情報 
2 0 

通院状況につい

ての情報※ 
2 0 

通院日設定 2 1 

勤怠についての

情報 
2 1 

復職面談の時の

復職プランの確

認※ 

2 0 

体調のチェック 3 0 

業務遂行能力の

自己評価※ 
0 2 

※数が合わないのは無回答のため 
アクセスした頻度は、いずれのケースも 1 週間に

1 回程度であった。 
システム利用については、負担がなかった 
システムを使わなかった時と比べて、情報交換の

程度に変化があったかについては、下記の通りで

あった。 
改善した点 

本人からメールを発信してこない情報は把握で

きなかったが、前もって報告内容が画面化され

ているのでその範囲の情報の入手可能となった 

席にいない場合が多いので、システムの中で会

話ができることは良かったと思います 

本人の考えている事、健康状態が分かるので良

い 

悪化した点 

システムに頼ってコミュニケーション不足に
なりがち 

 
３）産業医の評価 
利用頻度としては、1 日 1 回と 1 週間に 1 回程

度であった。システムを使わなかった時と比べて

の改善点として、「週末の振り返りが即座に確認

できた点」「勤怠に関しては、従来は別のシステ

ムで見ていたが、本人状況と一緒に見れた点」が

挙げられていた。悪化した点としては、「上司か

ら見た状態が確認できない点」が挙げられてい

た。 
今後の改善としては、会社によっては、就業上

の配慮の決定者が、上司ではなく、人事など他の
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担当者であることがあるため、その点についてカ

スタマイズができると良い、と言った意見が挙げ

られていた。また、精神疾患に限定しないほうが

良いのでは、という意見も挙げられていた。 
 
４）その他 

本試行調査の実施にあたっては、社内システム

から外部のサーバーにアクセスすることに対する

情報セキュリティ上の懸念から、当初予定をして

いた 1 社については、試行を断念した。 
嘱託産業医については、産業医先の企業の理解

が得られにくいということで、試行の実施ができ

なった。 
 
Ｄ．考察 
１．情報交換システムの開発 
 システムの開発にあたっては、今回の試行版に

ついては、復職支援について必要最小限の情報共

有ができるようなシステムを構築した。システム

の構築にあたっては、現場の産業保健職の意見を

取り込むことに留意した。 
企業内の勤怠情報とシステムをリンクさせるこ

とによる人事情報の収集、social networking 
system を活用した情報共有の方法については、

今回のシステムには反映することができなかっ

た。 
 
２．試行の実施 
 マニュアルについては、試行時に、試行者から

の個別の質問はなく、システムの導入にあたって

は特に支障のない内容になっていると考えられ

た。 
 労働者、上司、産業医、いずれについても、シ

ステムの負担感については、「負担にならない」

という回答であった。労働者については、1 日に

1-2 回のログイン、上司や産業医については 1 日

に 1 回程度から 1 週間に 1 回程度のログインが必

要になるが、今後のシステム開発にあたっても、

この程度の負担を目安にすると良いかもしれな

い。 
 アンケート調査の結果からは、当該労働者、上

司、産業医ともに、実施先の企業によって評価が

分かれた。すでに、復職支援について、包括的な

システムを導入している企業については、二度手

間になる割にはメリットを感じづらく、包括的な

システムが導入されていない企業については、メ

リットを感じやすく、二度手間も省かれる、とい

ったことが理由としては考えられた。 
今回は復職後の支援に重点を置いたシステムを

構築したが、包括的なシステムを求める意見や、

カスタマイズを求める意見もあったため、今後

は、システムのコンセプト自体についても検討を

する必要がある。 
本調査では、システムを運用の対象をメンタル

ヘルス不調労働者にしたが、復職支援が必要とな

るような、がんや難病と言った身体疾患について

も、本システムを適応できる可能性がある。 
今回の試行では、個人情報セキュリティの観点

から、SSL の導入と、個別に外部サーバーを設け

て対応することにしたが、企業側からの情報セキ

ュリティに対する要望を満たすことはできなかっ

た。今回のシステム開発は、外部のサーバーにシ

ステムを構築することを想定していたため、社内

のサーバーにシステムを構築することについて

は、今後の課題である。 
今回調査を実施した企業は、いずれも専属産業

医がいる産業保健体制が充実している企業であっ

た。今回のアンケート調査では、システムの使用

にあたっての不安感はなかったとのことであった

が、産業保健体制の整っていない企業で実施する

場合には、個人情報の保護などへの配慮が必要に

なるかもしれない。一方で、平成 27 年度の嘱託

産業医へのヒアリング調査では、職場に常にいな

い嘱託産業医だからこそ、労働者や上司との情報

共有を効果的に行えるようなこのようなシステム

が必要との意見が出されており、中小企業での運

用については今後の課題である。 
 
Ｅ．結論 

 情報交換システムの開発と構築、マニュアルの

作成、モデル事業場での運用から、本システム

は、当該労働者、上司、産業保健スタッフが、復

職プラン、通院状況、体調など、当該労働者の復

職に関する情報を共有する上で有効であると考え

られた。一方で、実際に運用するにあたっては、

多くの課題も明らかになった。今後は、今回はシ

ステム化を見送った機能の追加や、課題として抽

出された点を解決することで、より多くの疾患に

適応できる汎用性の高いシステム開発につながる

可能性がある。 
 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況(予定を含む。) 

１．特許取得 
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なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 

 
Ｉ．引用文献 
なし 



8 
 

表 1：当該労働者からの評価 

 

労働者からのコメント
1 （出社・退社管理について）当社では就業管理システムで管理されているのであまり意味がない

2
（出社・退社管理について）一度ボタンを押した後に修正ができない（出社時のボタンの押し忘れ、退
社ボタンを押した後に業務が入った時、システムダウンなどアクセスができない時の事後入力、など修
正ができないと正確な管理ができない）

3 （通院日設定について）過去日付が設定できてしまう

4
（通院日設定について）当社では産業医面談時にマンツーマンで通院確認をしており、ここで通院確認
をする意味が無い

5 （今週のアンケートについて）質問内容と回答の選択肢が、質問によって変

6
（全体を通して）このシステムにログインしないと内容確認ができないので、アラートなどはメールと
連動してはどうか？

7
（全体を通して）上司が同じ職場にいて、常にマンツーマンでコミュニケーションをとっているケース
では、このシステムはあまり役に立たない。上司と職場が離れているケース、上司と話したくないケー
ス等では、ある程度役に立つかも

8
（全体を通して）当社では、就業管理システムや定期的な産業医面談があるため、このシステムと機能
が重複するケースが多い。会社ごとに違いがあると思うので、機能を分割してその会社にあった機能を
選択できるようにしてはどうか

9

今週のアンケートの回答5 択が誤解する可能性があるので選択肢をもう少し詳しく設定してほしい
「全くない」以外は○○○○あるor○○○○ないが分かりづらい
例）少しだけを選択する場合→少しだけあるor 少しだけない
理解の仕方で正反対な回答になってしまう。

10

今日の振返りの大きな空白欄に打ち込むのは非常に抵抗がある
素直に書けないことなど選択できる項目があるとよい
例）Ｑ1：今日の仕事は大きな負担 ・ある ・ない
Ｑ2：気になる言動を受けた ・ある ・ない
Ｑ3：etc

上司からのコメント

1
全てをシステムに依存するよりは上司との会話をメインに据え、本システムのようなものでその会話を
支援して貰えると良いように思う。

2
自分が不在に担当業務がどうなっているかは不安を感じているはずなので、部下の入力に対してのコメ
ントだけでなく、上司の側からコメントを発信する仕組みがあっても良いように思う。

3
疾病の症状にあった部下へのアドバイスが適正であるか、素人なのでそこが不安である。その辺のアド
バイスがいただけるシステムだともっと効果的だと思う。

4
就業制限の内容は誰が入力するのか分からなかった。又、就業制限の内容の横に時間を入力すること
で、累積が出てきたりすると良いのではないか。

5 アンケート結果が定型分なので、特記事項が記載できたりするといいのではないか。

6
部下が入力した際に、上司にメールなどでお知らせがあると聞いていたが、実際にはなかった。部下が
入力した際に更新をクリックしないからなのかわからないが、お知らせメールが入ると何かあった場合
にアクションが早くできるのではないか。

産業医からのコメント

1
就業上の配慮に関しては 弊社グループでは 産業医からの意見、上司による配慮の作成、最終決定は人事
となっているので そのプロセスが満たされるといいのだが。

2 疲労、集中度など 週単位でなく 日々の入力でもいいのでは。
3 精神疾患に限定しない方がいいのでは。

4

復職支援は「休業開始～休業中～復職の準備～復職後のフォローアップ」までの一連の業務であり、対
象者の人数が多くなってくると、どの事業所でもそれぞれの方法で名簿を管理していることと思いま
す。「復職後のフォローアップ」の部分だけを、さらに別のシステム（本システム）を使って運用する
というのは、名簿の登録や、本人や上司への説明などの煩雑さが大きいと感じました。
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研究のご説明 

 

研究テーマ：職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再発予防のための産業

保健スタッフ・上司・本人が情報交換するシステムの開発 

 

1．研究の目的 

 

 メンタルヘルス不調による休職者が、復職した後の再発予防のためには、当該

労働者（メンタルヘルス不調を理由に休職し職場復帰をした労働者）、上司、産

業保健スタッフが、復職プラン、通院状況、当該労働者の体調など、本人の復職

に関する情報を共有することが重要です。しかし、実際には、３者間の情報共有

がうまくいかず、当該労働者の体調の悪化や、通院ができていない状況をうまく

把握することができずに再発してしまうことがあります。また、情報交換そのも

のが本人の負担になっている可能性もあります。 

 そこで、研究代表者は、メンタルヘルス不調による休職者の復職時の負担軽減

のために ICT（Information and Communication Technology：情報通信技

術）の活用に着目し、メンタルヘルス不調による休職者の、復職後の、当該労働

者、上司、産業保健スタッフ間のコミュニケーションを促進するシステムを開発

しました。システム開発にあたっては、国内外の復職に関する研究の確認を行い、

ICT の活用や、メンタルヘルス不調による休職者が、復職をするに際して、上司、

産業保健スタッフ間でどのような情報のやりとりが必要なのかについて情報を

得ました。また、ICT の専門家から、当該労働者、上司、産業保健スタッフが、

復職に関する情報交換を行う上での、個人情報保護に関する課題、既存の商用プ

ラットフォームの可能性について情報を得ました。さらに、ICT の専門家との意

見交換を通して、システム開発に必要な仕様を検討しました。その上で、システ

ムのひな形を開発し、産業保健職から使用感についてヒアリング調査を行いま

し、システムの改善を行ってきました。 

 本研究の目的は、上記のプロセスで開発したシステムを、当該労働者、上司、

産業保健スタッフ間で、実際の事業所で運用し、アンケート調査を通じて、シス

テム運用上の有効性や課題に関する情報を抽出することである。 

 

2．研究方法 

 実際に本システムを運用してもらった上で、当該労働者、上司、産業保健スタ

ッフの方々に対して、本システムの使用感について、無記名のアンケート調査を

行いますので、個人が同定されることはありません。本研究の実施は、北里大学

医学部倫理委員会の承認を得てから 2018 年 3 月末までを予定しています。 

 

 

資料 1 
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3．研究協力の任意性 

 皆様の研究への協力は任意ですので、この研究への参加に同意しないことで

何ら不利益は生じることはございません。同意した後であっても、いつでも  

同意を撤回することができます。 

 アンケート調査後に、この研究への協力を拒否されたい場合は、下記の問い合

わせ先までご連絡下さい。データを削除し、研究には用いません。 

 

４．プライバシーの保護 

 本システムは、ケース毎にサーバーを契約して運用します。契約するサーバー

については、セキュリティーに定評のある企業と契約をすることにより、個人情

報の流出が無いように配慮します。 

 本研究において取得したアンケートについての情報は、無記名で提出されま

す。そのため、個人情報が同定されることはありません。ただし、提出は、産業

保健スタッフを通じて、当該労働者、産業保健スタッフ、上司のアンケート結果

がまとめて研究代表者に送付され、組み合わせは可能な状態となります。 

 

5．情報の開示 

 この研究に関する情報や研究成果は、特定個人のプライバシーを侵害する 

可能性のない場合には限り、研究にご協力頂いた全ての方に情報の開示を  

致します。例えば、研究の進行状況、新たな知見が得られたのかどうか、    

得られたならばどんな知見なのか、どんな学会や学術専門誌で研究成果を報告

するのか、などです。全て対応させて頂きますので、ご興味のある方はご連絡下

さい。 

 

6．研究成果の公表 

 この研究で得られた研究結果は、皆様を特定することができないようにした

上で、学会、及び学術専門誌で報告することがあります。 

 

7．本研究に関する利益相反 

 本研究に関して、研究者と調査実施事業所との間には利益相反はありません。 

 

8．研究者連絡先 

担当者 江口 尚（えぐち ひさし）（北里大学医学部公衆衛生学 助教） 

担当者 堤 明純（つつみ あきずみ）（北里大学医学部公衆衛生学 教授） 

〒252-0374 神奈川県相模原市南区北里 1 丁目 15 番 1 号 

FAX: 042-778-9257  E-mail: publichealth@med.kitasato-u.ac.jp
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当該労働者向けアンケート調査 

 

アンケート記載日    年    月    日 

 

性別： 年齢： 

復職日：   年   月   日  

休職の原因となった傷病名： 

 

1．以下の項目についてご回答下さい。 

 役に立った 役に立たなかった 

職場復帰プランについての情報   

通院状況についての情報   

通院日設定   

勤怠についての情報   

復職面談の時の復職プランの確認   

体調のチェック   

業務遂行能力の自己評価   

 

2．どれくらいの頻度で、システムにアクセスしましたか。 

□1 日 2 回以上        □1 日 1 回程度   

□1 週間に 3 回程度      □1 週間に 1 回程度 

 

3．このシステムの利用は、あなたにとって負担になりましたか。 

□負担にならない 

□負担になる 

【負担になると回答された方はどのような点が負担になったか記載下さい】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2 
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4．システムを使わなかった時と比べて、情報交換の程度に変化がありましたか。 

改善した点 

 

 

 

悪化した点 

 

 

 

 

5．システムを使う上で、不安な点はありましたか。 

□不安はなかった 

□不安だった 

【不安だったと回答された方はどのような点が不安だったか記載下さい】 

 

 

 

 

 

 

６．更にどのような情報が共有できるとより、この復職支援システムが効果的な

システムになると思いますか。具体的にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

                     ご協力ありがとうございました。 
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上司向けアンケート調査 

 

アンケート記載日    年    月    日 

 

職位 □係長クラス   □課長クラス   □部長クラス以上 

部下の数 

□5 人未満  □5 人以上 10 人未満  □10 人以上 

 

1．以下の項目全てについて、当てはまる項目に○を記載下さい。 

 役に立った 役に立たなかった 

職場復帰プランについての情報   

通院状況についての情報   

通院日設定   

勤怠についての情報   

復職面談の時の復職プランの確認   

体調のチェック   

業務遂行能力の自己評価   

 

2．どれくらいの頻度で、システムにアクセスしましたか。 

□1 日 2 回以上        □1 日 1 回程度   

□1 週間に 3 回程度      □1 週間に 1 回程度 

 

3．このシステムの利用は、あなたにとって負担になりましたか。 

□負担にならない 

□負担になる 

【負担になると回答された方はどのような点が負担になったか記載下さい】 
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4．システムを使わなかった時と比べて、情報交換の程度に変化がありましたか。 

改善した点 

 

 

 

悪化した点 

 

 

 

 

5．システムを使う上で、不安な点はありましたか。 

□不安はなかった 

□不安だった 

【不安だったと回答された方はどのような点が不安だったか記載下さい】 

 

 

 

 

 

 

６．更にどのような情報が共有できるとより、この復職支援システムが効果的な

システムになると思いますか。具体的にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

                     ご協力ありがとうございました。 
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産業保健スタッフ向けアンケート調査 

 

アンケート記載日    年    月    日 

 

職種 □専属産業医    □嘱託産業医    □産業看護職（常勤） 

□産業看護職（非常勤）  □衛生管理者    □その他（      ） 

【非常勤の形お尋ねします】事業所訪問頻度はどの程度ですか。 

 

 

1．以下の項目についてご回答下さい。 

 役に立った 役に立たなかった 

職場復帰プランについての情報   

通院状況についての情報   

通院日設定   

勤怠についての情報   

復職面談の時の復職プランの確認   

体調のチェック   

業務遂行能力の自己評価   

 

2．どれくらいの頻度で、システムにアクセスしましたか。 

□1 日 2 回以上        □1 日 1 回程度   

□1 週間に 3 回程度      □1 週間に 1 回程度 

 

3．このシステムの利用は、あなたにとって負担になりましたか。 

□負担にならない 

□負担になる 

【負担になると回答された方はどのような点が負担になったか記載下さい】 
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4．システムを使わなかった時と比べて、情報交換の程度に変化がありましたか。 

改善した点 

 

 

 

悪化した点 

 

 

 

 

5．システムを使う上で、不安な点はありましたか。 

□不安はなかった 

□不安だった 

【不安だったと回答された方はどのような点が不安だったか記載下さい】 

 

 

 

 

 

 

６．更にどのような情報が共有できるとより、この復職支援システムが効果的な

システムになると思いますか。具体的にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

                     ご協力ありがとうございました。 
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FIT NOTEシステム

導入マニュアル 事業者用

就労に関する意見書

本マニュアルには、メンタルヘルス不調を来した労働者の職場復帰を促し、長期休業を予防するために、

主治医が就労に関する意見を述べるFIT NOTEシステムの概要が記されています。

わが国に、公式に導入されている制度ではありませんが、当該労働者の支援のヒントとしてご参照下さい。

働くことで健康を築く
FIT NOTE（就労に関する意見書）とは、
労働者の仕事と健康を両立させるために

医師が発行する意見書です

本マニュアルは、平成26年度労災疾病臨床研究事業「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発
（14070101-01）」に基づいて実施されるモデル事業用に作成されたものです。

メンタルヘルス不調を来した労働者を支援するための



2017年２月　第３版

FIT NOTEとは
　主治医と職場の橋渡しになる可能性のある文書です。

　心身の不調で休業した労働者の早期の復職を促したり、不要な休業を避けたりすることを目

的としています。

　復職のための話し合いを早期に始めるために、主治医には、できるだけ早く発行してもらう

ことを企図しています。

　産業保健職の支援が少ない職場でも、主治医とのコミュニケーションをもとに、職場で配慮

するにより、労働者の職場復帰を可能とさせることを目指しています。

　ただし、職場での配慮が不可能である場合でも、労働者の雇い止め（解雇）をするようなこ

とを前提とした文書ではありません。

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

FIT NOTE 作成の仕方

事業所から
労働者の就業状況を

尋ねます

労働者の
就労準備状態を
尋ねます
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１．FIT NOTE（就労に関する意見書）の意義

▶▶（１）FIT NOTE（就労に関する意見書）とは
　医師が、労働者の疾病管理状況や症状を鑑みて、就労上の配慮事項を会社側へ提案し、医師の

意見を表明する文書です。メンタルヘルス不調者の就労能力について、職場とコミュニケーショ

ンを取りながら、当該労働者の健康状態が一般的に仕事に適しているかどうかを評価し、早期復

職を促し不要な休業の防止を促すために使用します。

▶▶（２）FIT NOTE（就労に関する意見書）のメリット

　１）小規模事業所における職場復帰に関わる課題　

対象 課題

事業者側

・産業保健職（医）の不在

・労働者の健康状態が把握できず、復帰時に適切な配慮が困難

・長期休業に伴う生産性の低下、さらに周辺の負荷増大による組織全体の生産性や活

力の低下

・安全配慮義務違反、労働災害認定などの訴訟リスク

労働者側

・長期休業による予後の不良

・長期休暇取得の制度がないため、状態が改善しないまま出社することによるメンタ

ルヘルス不調の慢性化

・メンタルヘルス不調ということだけで退職を迫られるリスク

主治医側

・職場との連絡手段の欠如

・労働者の職場環境や業務内容に関する情報の不足

・一部で労働者都合の診断書を発行（主治医の考えとの差違）

　上記のような職場復帰に関わる課題は、職場環境や職務内容による不適応が労働者に起こった

時に、就労するにあたってとるべき対応について指導できる産業保健職がいない小規模事業所に

おいて起こりやすい問題です。FIT NOTE（就労に関する意見書）に基づいて【主治医－労働

者－事業者】のコミュニケーションの促進を図ることで、適切な就労配慮を実施することがで

き、早期復職・不要な休業の防止が期待できます。
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　２）FIT NOTE（就労に関する意見書）使用におけるメリット　

対象 メリット

事業者側

・産業保健職（医）不在職場での復職可能性の向上

・労働力の損失を予防（医師の指示に基づく適正配置）

・安全配慮義務履行

労働者側

・不要な休業の回避や早期復職の可能性

・復職時に会社と交渉するエンパワーメントを得ることが可能

・退職の回避

主治医側
・事業者（職場）とのコミュニケーションの円滑化

・労働者の都合による診断書ではなく、医師の見解を述べることが可能

　FIT NOTE（就労に関する意見書）を用いることにより、主治医が就業可能と判断するレベ

ルと、職場が復帰する労働者に求めるレベルの差を小さくし、職場の不適応への対応を最大限に

支援します。
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２．FIT NOTE（就労に関する意見書）の効果に関する 
科学的根拠

　FIT NOTEシステムは、2010年に英国で法制化された労働者の職場復帰支援策です。FIT 

NOTE（就労に関する意見書）は従来の『要休業』を示す診断書ではなく、どのような条件が

整えば復職できるかに焦点をあてた診断書であり、Carol Black卿によるレビューが主要なエビ

デンスになっています１。その骨子は、以下のとおりです。

１）就労は一般に健康に良いものであり、失職による好ましくない影響を軽減する効果がある２。

２）就労は仕事がもたらす健康リスクや長期失業による健康への悪影響を凌駕する２。

３）多くの休業者は軽症で、何らかの配慮をすることで就労可能であるが、不必要に労働市場か

ら排除されている３。

４）休職期間が長いほど離職リスクが高まり社会的コストが嵩む２。

　以上により、復職は重要な臨床上のアウトカムと位置づけられ、「疾病のために働くことがで

きない」という旧来の考え方からの変換を図る必要があるとしています４。

　休業・復職に関する主治医、職場側双方の認識や行動を変えることで、休業の長期化を防止す

る効果があるとされ、英国において効果検証が進められています。

　わが国にはFIT NOTE（就労に関する意見書）もしくは類似するシステムは存在しないため、

今後の研究・調査の結果が待たれます。しかしながら休業が必ずしも必要ないと思われる事例や

長期休業が予後不良であることは、我が国の臨床例でも認められています。FIT NOTE（就労

に関する意見書）の導入により、産業保健体制の十分でない職場への適応の可能性があります。

・仕事をすることは、一般に健康に良いものである

・長く仕事をしないことは、心身の健康を損なう

・多くの休業者は軽症で、何らかの配慮をすることにより復職できる

・休業期間が長いほど、離職リスクが高まる

 〈英国雇用年金省　『Fit Noteを最大限に活用する　GPガイダンス』より抜粋〉

1.Black 2008; Department of Work and Pensions[DWP]2008
2.Waddell and Burton 2006
3.Hann and Sibbald 2011
4.Hann and Sibbald 2011;O’Brien et al 2008
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３．休業のための診断書とFIT NOTE（就労に関する意見書）
との考え方の違い

　　（労働者の就労可能性の評価について）

　現在一般に使用されている診断書は、主に労働者の臨床所見に基づいて、療養や就労の制限、

もしくは休業について医師の意見を述べるものになっています。FIT NOTE（就労に関する意

見書）は、労働者の職場の状況も勘案した上で、就労を継続するために有用な助言を医学的な見

地から述べるものです。

▶▶ １）従来の診断書にFIT NOTE（就労に関する意見書）が付加する機能

従来の診断書がもっている機能
FIT NOTE（就労に関する意見書）が

付加する機能

目的 医療情報の共有 早期復職、不要な休業の防止

考え方
・傷病による勤務の可否（一般に、

要休業・勤務制限）を示す証明書

・働くことは健康に良いとする考え

・就業上の配慮をすることにより就業継

続・復職をさせる方向で、事業者・患

者間で就業条件の合意を促す

記載内容
・診断

・休業期間

・診断（就労を困難としている状態で可）

・就業は可とする意見

・就労上の配慮についての助言

機能

・休職及び復職（指針に示す第３ス

テップ）の手続きが開始される用

件

・事業者（及び労働者）が就業について

検討する際、参考とする事項

・就業・復職しない場合、休業補償の申

請と連動＊

受領後のア

クション

・休業・復職の手続き開始 

（復職の場合）復職前面談等で、

就業制限事項を決定。

・上司・産業保健スタッフ・本人で

内容を確認 

（復職の場合）検討された就業制

限の下、復職プロセスの開始

・就業上の配慮を検討

・就業配慮事項について、事業者、労働

者間で合意

・検討された就業上の配慮の下就業継続

＊英国での使用例
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４．FIT NOTE（就労に関する意見書）で使用する文書

　FIT NOTE（就労に関する意見書）には、以下のような文書が用意されています。

▶▶ １）FIT NOTE（就労に関する意見書）

　臨床症状を踏まえた就労能力を評価し、就労可否及び条件を示します。

▶▶ ２）就労の準備状態について（現在のあなたの心と体の状態について）

　労働者の就労に対するモチベーションの高さや職場のストレス要因、解決策の参考にします。

▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供

　労働者に期待されている業務内容および現在の勤務状況を確認します。

FIT NOTE 
システム 

労働者 

主治医 会社 

FIT NOTEで使用する文書と 
話し合いを持つ関係 

就労に 
関する 
意見書 

就労の 
準備状態 
について 

就労に関する 
意見書発行の 
ための情報提供 
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▶▶ １）FIT NOTE 就労に関する意見書

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 
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▶▶ ２）就労の準備状態について（現在のあなたの心と体の状態について）

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
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▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 
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５．FIT NOTE（就労に関する意見書）作成にあたっての 
留意事項

▶▶ １）FIT NOTE（就労に関する意見書）（主治医記入）

【目的】本人（および会社）から職場環境・業務に関する情報を得て、労働者の病状を踏まえ、

労働者の働き方について会社側へ提案するための文書です。

【使用方法】就労の準備状態について（必要に応じて就労に関する意見書発行のための情報提供

も合わせる）の内容を確認し、労働者と主治医が、治療をしながら働くこと、その方法について

話し合います。条件付きで働く事が可能な場合は、職場環境、勤務時間等配慮事項を会社側に提

案します。

【使用時期】この意見書は、就労の準備状態について（必要に応じて就労に関する意見書発行の

ための情報提供も合わせる）が揃い次第、速やかに作成されます。

以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、精神的な症状により就労に支障を来している時

・一定期間休職し、復職を検討する時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。

精神科・心療内科を受診している、もしくは精神的な健康障害の懸念がある労働者に使用できま

す。

【適用する症状等】

就労上の配慮をすることで、仕事を続けられる可能性のある労働者すべてに適用可能です。

【職場への提出】原則、本人を介して、会社側に提出します。
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事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

【就労配慮項目】主治医

は職務全般における就

労の適応について判断

します。

【評価対象の障害】

就労に影響を及ぼして

いる疾病、症候、状態

像が記載されます。

【就労について】

就労可能性を高めうる

就業上の配慮について

就労条件について主治

医が提案します。挙げ

られている項目以外は、

【具体的な記載】に記入

されます。実際の就労

配慮は職場と労働者が

話し合い、決定します。

【就労可能性の再評価】

・『就労困難（不可）である』に該当した時は、再評価日を設定されます。それま

での間は休業を要します。

・状態が変化する可能性がある場合は、再評価日を設定されます。

・再評価予定日は、事業場で就業配慮（休業を含む）を実施する期間の目安とし

て下さい。
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▶▶ ２）就労の準備状態について
　　　　（現在のあなたの心と体の状態について：労働者記入）

【目的】主治医と労働者が、健康と就労を両立させる方法を話し合うための文書です。

【使用方法】原則として、労働者本人が記入します。労働者が自分で記入することが困難なとき

は、主治医が本人の状況を確認しながら記載し、記録として残すことも可能です。

【使用時期】この問診票は、労働者が一度持ち帰り、健康な状態で就労するための条件を考えて

回答してもらうと良いでしょう。初診・診察時に回答できるならば、そうしても構いません。

以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、精神的な症状により就労に支障を来している時

・一定期間休職し、復職を検討する時

・労働者が休業や勤務制限のための診断書を求め、主治医が労働者の意向や状況を確認したい時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。

精神科・心療内科を受診している、もしくは精神的な健康障害の懸念がある労働者に使用できま

す。現在就労していなくても、今後働きたい人には使用することができます。

【医療機関への提出】主治医が求める時期に提出します。
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現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【労働者の心身に対する

自信】自身の健康状態

を労働者がどのように

考えているかを確認し

ます。労働者の直感的

な感覚を記してもらっ

て下さい。

【仕事について①】

就労する上で最も障害

になることを確認しま

す。

【仕事について②】

労働者が希望する職場

環境・就労条件を確認

します。

【仕事について③】

これまで得られていなかった支援もしくは妥協案等、

労働者からの現実的な提案を確認します。
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▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供（職場記入）

【目的】主治医が、患者である労働者の職場の状況や、彼（女）に期待されるパフォーマンスに

ついて情報を得るための文書です。

【使用方法】職場における配慮に関してアドバイスすることがふさわしい時期（FIT NOTE（就

労に関する意見書）発行時）に、必要に応じて労働者を介して主治医が職場へ記入を依頼しま

す。

【使用時期】以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、メンタルヘルス不調により就労に支障を来している時

・労働者が休業や勤務制限の診断書を求め、主治医が会社の意向・職場環境等を確認したい時

・一定期間休職し、復職を検討する時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。

精神科・心療内科を受診している、もしくはこころの健康に懸念がある労働者に使用できます。

現在就労していなくても、今後働きたい人にも使用することができます。

【記入者の選定】管理監督者（事業者）、衛生管理者、産業保健スタッフ等、主治医との連携にお

いて、会社側窓口になれる者が記入します。記入者はメンタルヘルスの知識を持っていることが

必須ではありませんが、その労働者の就労における配慮を検討する立場にある方が望ましいで

しょう。

【医療機関への提出】原則、労働者の次回受診時に間に合うように記入します。提出方法は労働

者を介しての提出でも、医療機関へ直接の郵送でも構いません。
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【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

【就業形態（職位等）】

労働者の就業形態を選

択します。

【従来の働きぶり】

【具体的な業務内容】主

治医が労働者の職場環

境をできる限り把握し、

適切な就労に関するア

ドバイスをするため、

会社が当該労働者に期

待している業務内容、

これまでの働きぶり等

を記入してください。

【勤務状況】

健康状態に影響を与え

る状況について聞いて

います。異動は会社内

のみならず、入退社も

含みます。

【留意事項】

上記【勤務状況】においての詳細、または就労に関する

意見を述べるに際に、必要と思われる具体的な状況等を

記入してください。
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６．労働者にとってのFIT NOTE（就労に関する意見書）の
使い方

　“就労困難である”と判断された場合　

　労働者はFIT NOTE（就労に関する意見書）を休業のための診断書の代わりに使用すること

ができます。就労可能性の再評価は“実施する”に☑され、記載された月日まで、休業すること

が勧められます。

　“条件が合えば就労可能と考える”と判断された場合　

　労働者は医師の記載した意見について、職場と話し合い、就労を支援するための配慮を検討し

てもらいます。

７．事業者にとってのFIT NOTE（就労に関する意見書）の
使い方

　“就労困難である”と判断された場合　

　労働者が医師により”就労困難である”と判断された場合、もしくは”条件が合えば就労可能

と考えられる”と判断されたが就労配慮に対応出来ず、結果として就労が困難であると事業者・

管理者が判断した場合、FIT NOTE（就労に関する意見書）は休業を要する証明書として社内

の手続きに使用することが可能です。

　“条件が合えば就労可能と考える”と判断された場合　

　FIT NOTE（就労に関する意見書）の内容を、会社と労働者で話し合うことが求められます。

何らかの配慮を検討することにより、就労開始・継続の可能性を高めます。

　就業配慮可能性の再評価予定日を目安として、労働者の就業配慮（休業を含む）を実施して下

さい。就業配慮の期間は、再評価予定日よりも前に終了させることは可能です。
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８．FIT NOTE（就労に関する意見書）の活用事例

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

仕事に慣れず悩んでいる50歳男性の事例（適応障害）
大変申し訳
ありません

その件は…
少々お待ちください

年下の上司から何度も指導されていま
すが、なかなか仕事を覚えることが出
来ません。残業してもノルマをこなせ
ず、最近は眠れなくなり、体がだるい
ため、心療内科を受診しました。

３ヶ月前に技術職からコールセンター
へ異動したＡさん。これまでの仕事内
容とは180度違い、時間の流れ方も
大きく変わりました。

Ａさん、この前も
言いましたよ！

すみません…

まず、よく眠って疲れ
をとりましょう。睡眠
導入剤を処方します。

仕事が変わってから眠れませ
ん。いつまでも仕事を覚えら
れない自分が情けなくて、電
話が怖いのです。

できれば元の職場に
戻りたいのですが…

それと、このような症状が
現れた原因と、改善するた
めにはどうすれば良いか一
緒に考えたいので、あなた
は問診票②を書いてきてく
ださい。

Ａさんの仕事をできるだけ理
解してアドバイスをしたいの
で、次の受診までにこの書類①

をあなたの上司に書いてきて
もらってください。

①

初診～１ヶ月
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事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 まずは生活リズムを整えて、体調を

良くしましょう。意見書には、Ａさ
んの現在の状況と、検討して頂きた
い就業配慮項目を書きますね。

Ａさんは電話でのコミュニケーショ
ンが苦手なようですね。残業も多
く、疲れもたまっています。それと
以前の職場は縮小傾向にあり、戻る
ことは難しいようですね。

問診票を書いていて、
電話を受ける業務が
今とてもつらいこと
がわかりました。
少しずつ慣れていけ
るなら、出来るかも
しれません。

『就業に関する意見書発行のための情報提供』と『就労の準備状態について』を使用し、会社・
労働者双方から職場環境と労働者の状況を確認し、「就業に関する意見書③」を作成します。

Ａさんは、上司の配慮により、決まった
客先の窓口を担当することになりまし
た。同じコールセンターでの仕事ですが、
業務を限定したことで、少しずつ慣れる
ことができています。睡眠障害のため、
２ヶ月外来通院をしましたが、その後体
調は改善し、不要になりました。

②

③

その後の診察

３ヶ月後
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９．FIT NOTE（就労に関する意見書）システムに関する 
Ｑ＆Ａ

Q1．就労における配慮事項をアドバイスされましたが、対応が困難な場合はどうすればよ
いですか？

会社は、意見書に記載された配慮等便宜を図ることができない場合、無理に行うことはあり
ません。このような場合、労働者が休業を必要とすることを裏付ける材料としてFIT 
NOTE（就労に関する意見書）を活用することができます。

Q2．職場における配慮が出来ず、労働者の症状が悪化した場合はどうすればよいですか？

職場における配慮の有無にかかわらず、労働者の症状が悪化し、就労困難となる可能性があ
ります。その場合は、労働者に対し、主治医へ相談をするよう促してください。

Q3．FIT NOTE（就労に関する意見書）が再発行されることはありますか？

・就労困難（不可）である場合は、就労が可能になるまで定期的に主治医が状況を確認し、
再評価した上でFIT NOTE（就労に関する意見書）が再発行されます。

・条件が合えば就労可能である場合は、再評価の設定がされないこともあります。
・労働者の健康状態や症状の変化に伴い、必要に応じて主治医が再発行を検討します。

Q4．FIT NOTE（就労に関する意見書）はどのくらい強制力がありますか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）は労働者を診断した記録をもとに就労に関する医師の
助言を行うものであり、意見書の内容に従うか否かに法的な拘束力はありません。

Q5．就労に関する意見書発行のための情報提供は必ず記入しなければなりませんか？

就労に関する意見書発行のための情報提供は労働者の現状、期待されている業務内容などを
知ることにより、主治医が就労に関する適切なアドバイスを与えるために活用します。何ら
かの理由で記入出来なくても、FIT NOTE（就労に関する意見書）を発行することは可能
ですが、主治医から依頼された時はできるだけご協力ください。

Q6．休業から復帰する時にはFIT NOTE（就労に関する意見書）は必要ですか？

使用することをお勧めします。
メンタルヘルス不調は再発を来す可能性のある疾患です。主治医の意見をもとに労働者と会
社が必要な就労配慮を話し合い検討することで、再発のリスクを下げることができます。
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Q7．FIT NOTE（就労に関する意見書）で示された配慮はいつまで有効ですか？

就業配慮可能性の再評価予定日を目安として、就業配慮を実施して下さい。就業配慮の期間

は、再評価予定日よりも前に終了させることは可能です。

Q8．FIT NOTE（就労に関する意見書）の内容を確認した上で、労働契約の変更を労働

者に提案することは可能ですか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）は早期復職・不要な休業の防止をするためのシステム

です。これまでの就労内容とは限らず、労働者が就業に適しているかどうか、医学的な評価

がなされます。そのため、労働者へ働く機会を与えるために、労働契約や社内制度の変更を

検討してもよいでしょう。労働者に不利益をもたらさないように、会社と労働者が医師のア

ドバイスをもとによく話し合うことが求められます。

Q9．配慮事項を検討するために、就労の準備状態についてを見ることは出来ますか？

会社に提供できる情報ではありません。就労の準備状態については労働者の機微な個人情報

であり、医師が意見書を発行するための医学的な評価をするために使用します。

Q10．FIT NOTE（就労に関する意見書）では業務遂行能力を評価してもらうことは可能

ですか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）は労働者が職務全般における就業に適しているかどう

かを評価します。労働者が従事していた業務における回復レベルを評価するものではありま

せん。

主治医の意見をもとに、労働者のストレス要因の軽減を図り、労働者と会社が話し合い、就

労を続ける方法を検討することが求められます。

Q11．就業配慮の仕方がわからないのですが？

産業保健総合支援センターや地域産業保健センターでは、産業保健に関する様々な問題に関

して、専門のスタッフに無料で相談ができます。困ったときは一人で抱え込まず、専門機関

から支援を得ましょう。
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FIT NOTEとは
　主治医と職場の橋渡しになる可能性のある文書です。

　心身の不調で休業した労働者の早期の復職を促したり、不要な休業を避けたりすることを目

的としています。

　復職のための話し合いを早期に始めるために、主治医には、できるだけ早く発行してもらう

ことを企図しています。

　産業保健職の支援が少ない職場でも、主治医とのコミュニケーションをもとに、職場で配慮

するにより、労働者の職場復帰を可能とさせることを目指しています。

　ただし、職場での配慮が不可能である場合でも、労働者の雇い止め（解雇）をするようなこ

とを前提とした文書ではありません。

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

FIT NOTE 作成の仕方

事業所から
労働者の就業状況を

尋ねます

労働者の
就労準備状態を
尋ねます



FIT NOTEシステム

導入マニュアル 事業者用

就労に関する意見書

本マニュアルには、メンタルヘルス不調を来した労働者の職場復帰を促し、長期休業を予防するために、

主治医が就労に関する意見を述べるFIT NOTEシステムの概要が記されています。

わが国に、公式に導入されている制度ではありませんが、当該労働者の支援のヒントとしてご参照下さい。

働くことで健康を築く
FIT NOTE（就労に関する意見書）とは、
労働者の仕事と健康を両立させるために

医師が発行する意見書です

本マニュアルは、平成26年度労災疾病臨床研究事業「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発
（14070101-01）」に基づいて実施されるモデル事業用に作成されたものです。

メンタルヘルス不調を来した労働者を支援するための



FIT NOTEシステム

導入マニュアル 主治医用

就労に関する意見書

本マニュアルには、メンタルヘルス不調を来した労働者の職場復帰を促し、長期休業を予防するために、

主治医が就労に関する意見を述べるFIT NOTEシステムの概要が記されています。

わが国に、公式に導入されている制度ではありませんが、当該労働者の支援のヒントとしてご参照下さい。

働くことで健康を築く
FIT NOTE（就労に関する意見書）とは、
労働者の仕事と健康を両立させるために

医師が発行する意見書です

本マニュアルは、平成26年度労災疾病臨床研究事業「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発
（14070101-01）」に基づいて実施されるモデル事業用に作成されたものです。

メンタルヘルス不調を来した労働者を支援するための
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FIT NOTEとは
　主治医と職場の橋渡しになる可能性のある文書です。

　心身の不調で休業した労働者の早期の復職を促したり、不要な休業を避けたりすることを目

的としています。

　復職のための話し合いを早期に始めるために、主治医には、できるだけ早く発行してもらう

ことを企図しています。

　産業保健職の支援が少ない職場でも、主治医とのコミュニケーションをもとに、職場で配慮

するにより、労働者の職場復帰を可能とさせることを目指しています。

　ただし、職場での配慮が不可能である場合でも、労働者の雇い止め（解雇）をするようなこ

とを前提とした文書ではありません。

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

FIT NOTE 作成の仕方

事業所から
労働者の就業状況を

尋ねます

労働者の
就労準備状態を
尋ねます
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１．FIT NOTE（就労に関する意見書）の意義

▶▶（１）FIT NOTE（就労に関する意見書）とは
　医師が、労働者の疾病管理状況や症状を鑑みて、就労上の配慮事項を会社側へ提案し、医師の

意見を表明する文書です。メンタルヘルス不調者の就労能力について、職場とコミュニケーショ

ンを取りながら、当該労働者の健康状態が一般的に仕事に適しているかどうかを評価し、早期復

職を促し不要な休業の防止を促すために使用します。

▶▶（２）FIT NOTE（就労に関する意見書）のメリット

　１）小規模事業所における職場復帰に関わる課題　

対象 課題

事業者側

・産業保健職（医）の不在

・労働者の健康状態が把握できず、復帰時に適切な配慮が困難

・長期休業に伴う生産性の低下、さらに周辺の負荷増大による組織全体の生産性や活

力の低下

・安全配慮義務違反、労働災害認定などの訴訟リスク

労働者側

・長期休業による予後の不良

・長期休暇取得の制度がないため、状態が改善しないまま出社することによるメンタ

ルヘルス不調の慢性化

・メンタルヘルス不調ということだけで退職を迫られるリスク

主治医側

・職場との連絡手段の欠如

・労働者の職場環境や業務内容に関する情報の不足

・一部で労働者都合の診断書を発行（主治医の考えとの差違）

　上記のような職場復帰に関わる課題は、職場環境や職務内容による不適応が労働者に起こった

時に、就労するにあたってとるべき対応について指導できる産業保健職がいない小規模事業所に

おいて起こりやすい問題です。FIT NOTE（就労に関する意見書）に基づいて【主治医－労働

者－事業者】のコミュニケーションの促進を図ることで、適切な就労配慮を実施することがで

き、早期復職・不要な休業の防止が期待できます。
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　２）FIT NOTE（就労に関する意見書）使用におけるメリット　

対象 メリット

事業者側

・産業保健職（医）不在職場での復職可能性の向上

・労働力の損失を予防（医師の指示に基づく適正配置）

・安全配慮義務履行

労働者側

・不要な休業の回避や早期復職の可能性

・復職時に会社と交渉するエンパワーメントを得ることが可能

・退職の回避

主治医側
・事業者（職場）とのコミュニケーションの円滑化

・労働者の都合による診断書ではなく、医師の見解を述べることが可能

　FIT NOTE（就労に関する意見書）を用いることにより、主治医が就業可能と判断するレベ

ルと、職場が復帰する労働者に求めるレベルの差を小さくし、職場の不適応への対応を最大限に

支援します。
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２．FIT NOTE（就労に関する意見書）の効果に関する 
科学的根拠

　FIT NOTEシステムは、2010年に英国で法制化された労働者の職場復帰支援策です。FIT 

NOTE（就労に関する意見書）は従来の『要休業』を示す診断書ではなく、どのような条件が

整えば復職できるかに焦点をあてた診断書であり、Carol Black卿によるレビューが主要なエビ

デンスになっています１。その骨子は、以下のとおりです。

１）就労は一般に健康に良いものであり、失職による好ましくない影響を軽減する効果がある２。

２）就労は仕事がもたらす健康リスクや長期失業による健康への悪影響を凌駕する２。

３）多くの休業者は軽症で、何らかの配慮をすることで就労可能であるが、不必要に労働市場か

ら排除されている３。

４）休職期間が長いほど離職リスクが高まり社会的コストが嵩む２。

　以上により、復職は重要な臨床上のアウトカムと位置づけられ、「疾病のために働くことがで

きない」という旧来の考え方からの変換を図る必要があるとしています４。

　休業・復職に関する主治医、職場側双方の認識や行動を変えることで、休業の長期化を防止す

る効果があるとされ、英国において効果検証が進められています。

　わが国にはFIT NOTE（就労に関する意見書）もしくは類似するシステムは存在しないため、

今後の研究・調査の結果が待たれます。しかしながら休業が必ずしも必要ないと思われる事例や

長期休業が予後不良であることは、我が国の臨床例でも認められています。FIT NOTE（就労

に関する意見書）の導入により、産業保健体制の十分でない職場への適応の可能性があります。

・仕事をすることは、一般に健康に良いものである

・長く仕事をしないことは、心身の健康を損なう

・多くの休業者は軽症で、何らかの配慮をすることにより復職できる

・休業期間が長いほど、離職リスクが高まる

 〈英国雇用年金省　『Fit Noteを最大限に活用する　GPガイダンス』より抜粋〉

1.Black 2008; Department of Work and Pensions[DWP]2008
2.Waddell and Burton 2006
3.Hann and Sibbald 2011
4.Hann and Sibbald 2011;O’Brien et al 2008
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３．休業のための診断書とFIT NOTE（就労に関する意見書）
との考え方の違い

　　（労働者の就労可能性の評価について）

　現在一般に使用されている診断書は、主に労働者の臨床所見に基づいて、療養や就労の制限、

もしくは休業について医師の意見を述べるものになっています。FIT NOTE（就労に関する意

見書）は、労働者の職場の状況も勘案した上で、就労を継続するために有用な助言を医学的な見

地から述べるものです。

▶▶ １）従来の診断書にFIT NOTE（就労に関する意見書）が付加する機能

従来の診断書がもっている機能
FIT NOTE（就労に関する意見書）が

付加する機能

目的 医療情報の共有 早期復職、不要な休業の防止

考え方
・傷病による勤務の可否（一般に、

要休業・勤務制限）を示す証明書

・働くことは健康に良いとする考え

・就業上の配慮をすることにより就業継

続・復職をさせる方向で、事業者・患

者間で就業条件の合意を促す

記載内容
・診断

・休業期間

・診断（就労を困難としている状態で可）

・就業は可とする意見

・就労上の配慮についての助言

機能

・休職及び復職（指針に示す第３ス

テップ）の手続きが開始される用

件

・事業者（及び労働者）が就業について

検討する際、参考とする事項

・就業・復職しない場合、休業補償の申

請と連動＊

受領後のア

クション

・休業・復職の手続き開始 

（復職の場合）復職前面談等で、

就業制限事項を決定。

・上司・産業保健スタッフ・本人で

内容を確認 

（復職の場合）検討された就業制

限の下、復職プロセスの開始

・就業上の配慮を検討

・就業配慮事項について、事業者、労働

者間で合意

・検討された就業上の配慮の下就業継続

＊英国での使用例
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４．FIT NOTE（就労に関する意見書）で使用する文書

　FIT NOTE（就労に関する意見書）には、以下のような文書が用意されています。

▶▶ １）FIT NOTE（就労に関する意見書）

　臨床症状を踏まえた就労能力を評価し、就労可否及び条件を示します。

▶▶ ２）就労の準備状態について（あなたの心と体の状態について）

　労働者の就労に対するモチベーションの高さや職場のストレス要因、解決策の参考にします。

▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供

　労働者に期待されている業務内容および現在の勤務状況を確認します。

FIT NOTE 
システム 

労働者 

主治医 会社 

FIT NOTEで使用する文書と 
話し合いを持つ関係 

就労に 
関する 
意見書 

就労の 
準備状態 
について 

就労に関する 
意見書発行の 
ための情報提供 
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▶▶ 1）FIT NOTE 就労に関する意見書

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 
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▶▶ 2）就労の準備状態について（現在のあなたの心と体の状態について）

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
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▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 
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５．FIT NOTE（就労に関する意見書）作成にあたっての 
留意事項

▶▶ １）FIT NOTE（就労に関する意見書）（主治医記入）

【目的】本人（および会社）から職場環境・業務に関する情報を得て、労働者の病状を踏まえ、

労働者の働き方について会社側へ提案するための文書です。

【使用方法】就労の準備状態について（必要に応じて就労に関する意見書発行のための情報提供

も合わせる）の内容を確認し、労働者と主治医が、治療をしながら働くこと、その方法について

話し合います。条件付きで働く事が可能な場合は、職場環境、勤務時間等配慮事項を会社側に提

案します。

【使用時期】この意見書は、就労の準備状態について（必要に応じて就労に関する意見書発行の

ための情報提供を合わせる）が揃い次第、速やかに作成してください。作成の遅れは、適応して

いない就労状況が長引くことや、復職のタイミングを逃すことにつながる可能性があります。

以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、精神的な症状により就労に支障を来している時

・一定期間休職し、復職を検討する時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。

精神科・心療内科を受診している、もしくは精神的な健康障害の懸念がある労働者に使用できま

す。

【適用する症状等】

就労上の配慮をすることで、仕事を続けられる可能性のある労働者すべてに適用可能です。

【職場への提出】原則、本人を介して、会社側に提出します。
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事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

【就労について】

以下に沿って評価します。

・『就労困難』：現状では

就業は勧められない

・『条件が合えば就労可

能』：現在の仕事に限ら

ず、何らかの仕事をす

ることが出来る

【評価対象の障害】

就労に影響を及ぼして

いる疾病、症候、状態

像を記入します。

【就労配慮項目】

就労条件について提案

します。挙げられてい

る項目以外は、【具体的

な記載】に記入します。

・実際の就労配慮は、

職場と労働者が話し

合い、決定すること

が望ましいため、詳

細な職場環境・業務

内容を記載する必要

はありません。

【就労可能性の再評価】

・『就労困難（不可）である』に該当した時は、再評価日を設定してください。

・『条件が合えば就労可能』に該当する時は、状況の変化が見込まれるなど再評価

が必要と考えられる場合は、設定してください。

・再評価予定日は、事業場が就業配慮（休業を含む）を実施する期間の目安となり

ます。
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▶▶ ２）就労の準備状態について
　　　　（現在のあなたの心と体の状態について：労働者記入）

【目的】主治医と労働者が、健康と就労を両立させる方法を話し合うための文書です。

【使用方法】原則として、労働者本人が記入します。労働者が自分で記入することが困難なとき

は、主治医が本人の状況を確認しながら記載し、記録として残すことも可能です。

【使用時期】この問診票は、労働者が一度持ち帰り、健康な状態で就労するための条件を考えて

回答してもらうと良いでしょう。初診・診察時に回答できるならば、そうしても構いません。

以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、精神的な症状により就労に支障を来している時

・一定期間休職し、復職を検討する時

・労働者から休業や勤務制限のための診断書を求められ、本人の意向や状況を確認したい時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。

精神科・心療内科を受診している、もしくは精神的な健康障害の懸念がある労働者に使用できま

す。現在就労していなくても、今後働きたい人には使用することができます。

【医療機関への提出】主治医が求める時期に提出します。
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現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【労働者の心身に対する

自信】自身の健康状態

をどのように考えてい

るかを確認します。労

働者の直感的な感覚を

記してもらってくださ

い。

【仕事について①】

就労する上で最も障害

になることを確認しま

す。

【仕事について②】

労働者が希望する職場

環境・就労条件を確認

します。

【仕事について③】

これまで得られていなかった支援もしくは妥協案等、

労働者からの現実的な提案を確認します。
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▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供（職場記入）

【目的】主治医が、患者である労働者の職場の状況や、彼（女）に期待されるパフォーマンスに

ついて情報を得るための文書です。

【使用方法】職場における配慮に関してアドバイスすることがふさわしい時期（FIT NOTE（就

労に関する意見書）発行時）に、必要に応じて職場へ記入を依頼します。

【使用時期】以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、メンタルヘルス不調により就労に支障を来している時

・労働者から休業や勤務制限のための診断書を求められ、会社の意向・職場環境等を確認したい

時

・一定期間休職し、復職を検討する時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。

精神科・心療内科を受診している、もしくはこころの健康に懸念がある労働者に使用できます。

現在就労していなくても、今後働きたい人にも使用することができます。

【記入者の選定】管理監督者（事業者）、衛生管理者、産業保健スタッフ等、主治医との連携にお

いて、会社側窓口になれる者が記入します。記入者はメンタルヘルスの知識を持っていることが

必須ではありませんが、その労働者の就労における配慮を検討する立場にある方が望ましいで

しょう。

【医療機関への提出】原則、労働者の次回受診時に間に合うように記入します。提出方法は労働

者を介しての提出でも、医療機関へ直接の郵送でも構いません。
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【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

【就業形態（職位等）】

労働者の就業形態を選

択します。

【従来の働きぶり】

【具体的な業務内容】主

治医が労働者の職場環

境をできる限り把握し、

適切な就労に関するア

ドバイスをするため、

会社が当該労働者に期

待している業務内容、

これまでの働きぶり等

を記入します。

【勤務状況】

健康状態に影響を与え

る状況について聞いて

います。異動は会社内

のみならず、入退社も

含みます。

【留意事項】

上記【勤務状況】においての詳細、または就労に関する

意見を述べるに際に、必要と思われる具体的な状況等を

記入します。
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▶▶ ４）使用における注意点

　FIT NOTE（就労に関する意見書）は職場における適応の問題でメンタルヘルス不調を来し

ている労働者に最も適応があります。

　FIT NOTE（就労に関する意見書）は、下記に示すものであったり、症状不安定で就労の継

続が困難と想定される場合には、発行に注意が必要です。

・切迫する希死念慮がある

・薬物依存・アルコール依存

・精神遅滞

・器質性精神病

・未治療の統合失調症

・パーソナリティ障害

・発達障害 等

　個人的または社会的な問題をかかえた労働者からFIT NOTE（就労に関する意見書）発行を

求められた場合、FIT NOTE（就労に関する意見書）は医学的な問題のためのみに発行するこ

とを伝えます。個人的な問題が労働者にストレスを与え、結果としてメンタル不調を来している

のであれば、FIT NOTE（就労に関する意見書）を発行することは可能です。
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６．労働者にとってのFIT NOTE（就労に関する意見書）の
使い方

　“就労困難である”と判断された場合　

　労働者はFIT NOTE（就労に関する意見書）を休業のための診断書の代わりに使用すること

ができます。就労可能性の再評価は“実施する”に☑され、記載された月日まで、休業すること

が勧められます。

　“条件が合えば就労可能と考える”と判断された場合　

　労働者は医師の記載した意見について、職場と話し合い、就労を支援するための配慮を検討し

てもらいます。

７．事業者にとってのFIT NOTE（就労に関する意見書）の
使い方

　“就労困難である”と判断された場合　

　労働者が医師により”就労困難である”と判断された場合、もしくは”条件が合えば就労可能

と考えられる”と判断されたが就労配慮に対応出来ず、結果として就労が困難であると事業者・

管理者が判断した場合、FIT NOTE（就労に関する意見書）は休業を要する証明書として社内

の手続きに使用することが可能です。

　“条件が合えば就労可能と考える”と判断された場合　

　FIT NOTE（就労に関する意見書）の内容を、会社と労働者で話し合うことが求められます。

何らかの配慮を検討することにより、就労開始・継続の可能性を高めます。

　就業配慮可能性の再評価予定日を目安として、労働者の就業配慮（休業を含む）を実施して下

さい。就業配慮の期間は、再評価予定日よりも前に終了させることは可能です。
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８．FIT NOTE（就労に関する意見書）の活用事例

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

仕事に慣れず悩んでいる50歳男性の事例（適応障害）
大変申し訳
ありません

その件は…
少々お待ちください

年下の上司から何度も指導されていま
すが、なかなか仕事を覚えることが出
来ません。残業してもノルマをこなせ
ず、最近は眠れなくなり、体がだるい
ため、心療内科を受診しました。

３ヶ月前に技術職からコールセンター
へ異動したＡさん。これまでの仕事内
容とは180度違い、時間の流れ方も
大きく変わりました。

Ａさん、この前も
言いましたよ！

すみません…

まず、よく眠って疲れ
をとりましょう。睡眠
導入剤を処方します。

仕事が変わってから眠れませ
ん。いつまでも仕事を覚えら
れない自分が情けなくて、電
話が怖いのです。

できれば元の職場に
戻りたいのですが…

それと、このような症状が
現れた原因と、改善するた
めにはどうすれば良いか一
緒に考えたいので、あなた
は問診票②を書いてきてく
ださい。

Ａさんの仕事をできるだけ理
解してアドバイスをしたいの
で、次の受診までにこの書類①

をあなたの上司に書いてきて
もらってください。

①

初診～１ヶ月
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事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 まずは生活リズムを整えて、体調を

良くしましょう。意見書には、Ａさ
んの現在の状況と、検討して頂きた
い就業配慮項目を書きますね。

Ａさんは電話でのコミュニケーショ
ンが苦手なようですね。残業も多
く、疲れもたまっています。それと
以前の職場は縮小傾向にあり、戻る
ことは難しいようですね。

問診票を書いていて、
電話を受ける業務が
今とてもつらいこと
がわかりました。
少しずつ慣れていけ
るなら、出来るかも
しれません。

『就業に関する意見書発行のための情報提供』と『就労の準備状態について』を使用し、会社・
労働者双方から職場環境と労働者の状況を確認し、「就業に関する意見書③」を作成します。

Ａさんは、上司の配慮により、決まった
客先の窓口を担当することになりまし
た。同じコールセンターでの仕事ですが、
業務を限定したことで、少しずつ慣れる
ことができています。睡眠障害のため、
２ヶ月外来通院をしましたが、その後体
調は改善し、不要になりました。

②

③

その後の診察

３ヶ月後
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９．FIT NOTE（就労に関する意見書）システムに関する 
Ｑ＆Ａ

Q1．就労における配慮事項をアドバイスしましたが、会社による配置転換や一時的な業務

配慮などの対応がなされない場合はどうすればよいですか？

会社における対応は、主治医に期待される職務ではありません。主治医は継続して注意深く

労働者の健康状態を確認する必要があります。

Q2．FIT NOTE（就労に関する意見書）発行後に、労働者の症状が悪化した場合はどう

すればよいですか？

職場における配慮の有無にかかわらず、労働者の症状が悪化し、就労困難となる可能性があ

ります。就労困難と判断する場合は、その旨を記載したFIT NOTE（就労に関する意見書）

の再発行を検討してください。

Q3．FIT NOTE（就労に関する意見書）を発行し会社に提出することで、労働者にとっ

て、解雇を含めた不利益な事象が起こりませんか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）は、従来の診断書と同様の取り扱いがなされます。加

えて、FIT NOTE（就労に関する意見書）に基づいて、働く事が労働者・会社にとって利

益になることを双方が認識し、医師のアドバイスについてよく話し合うことが求められま

す。

Q4．FIT NOTE（就労に関する意見書）における再評価はいつすれば良いですか？

・就労困難（不可）と判断した場合は、再評価が必要になります。

・条件が合えば就労可能と判断した場合は、状況が変わったら再評価をします。

・再評価日を設定した場合は、再評価日に改めて就労可能性の評価を行い、FIT NOTE（就

労に関する意見書）を再発行します。

・再評価日を設定せず、後日就労困難（不可）になった場合は、その時点でFIT NOTE（就

労に関する意見書）を再発行します。
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Q5．FIT NOTE（就労に関する意見書）はどのくらい強制力がありますか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）は労働者を診断した記録をもとに、就労に関する医師

の助言を行うものであり、法的な拘束力はありません。

Q6．就労に関する意見書発行のための情報提供を労働者が会社に提出しても、対応してく

れない場合はどうすれば良いですか？

就労に関する意見書発行のための情報提供は労働者の現状、期待されている業務内容などを

知ることを目的としていますが、就労に関する意見書発行のための情報提供がなくてもFIT 

NOTE（就労に関する意見書）を発行することは可能です。

Q7．就労の準備状態についてに労働者が記入出来ない場合はどうすれば良いですか？

主治医が労働者の状況を確認しながら記載し、記録として残します。

Q8．主治医が労働者の希望に沿わず、医学的な意見を述べることで医師－患者間の信頼を

損ねることがないか心配です。

就労の準備状態について（就労に関する意見書発行のための情報提供）により労働者の状況

を把握し、話し合いを深めることで、“仕事をすることは健康によいもの”“長く仕事をしな

いことは、心身の健康を失う”ことへの労働者の理解を促し、早期の就労の支援をします。

主治医と労働者が話し合い、同意のもとに意見書を発行するプロセスが大切です。

Q9．FIT NOTE（就労に関する意見書）で示された配慮はいつまで必要ですか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）内に記載された配慮項目について、事業者は、就業配

慮可能性の再評価予定日を目安に、配慮を行います。労働者の臨床症状に基づいてアドバイ

スを提供して下さい。
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FIT NOTEとは
　主治医と職場の橋渡しになる可能性のある文書です。

　心身の不調で休業した労働者の早期の復職を促したり、不要な休業を避けたりすることを目

的としています。

　復職のための話し合いを早期に始めるために、主治医には、できるだけ早く発行してもらう

ことを企図しています。

　産業保健職の支援が少ない職場でも、主治医とのコミュニケーションをもとに、職場で配慮

するにより、労働者の職場復帰を可能とさせることを目指しています。

　ただし、職場での配慮が不可能である場合でも、労働者の雇い止め（解雇）をするようなこ

とを前提とした文書ではありません。

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

FIT NOTE 作成の仕方

事業所から
労働者の就業状況を

尋ねます

労働者の
就労準備状態を
尋ねます



FIT NOTEシステム

導入マニュアル 主治医用

就労に関する意見書

本マニュアルには、メンタルヘルス不調を来した労働者の職場復帰を促し、長期休業を予防するために、

主治医が就労に関する意見を述べるFIT NOTEシステムの概要が記されています。

わが国に、公式に導入されている制度ではありませんが、当該労働者の支援のヒントとしてご参照下さい。

働くことで健康を築く
FIT NOTE（就労に関する意見書）とは、
労働者の仕事と健康を両立させるために

医師が発行する意見書です

本マニュアルは、平成26年度労災疾病臨床研究事業「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発
（14070101-01）」に基づいて実施されるモデル事業用に作成されたものです。

メンタルヘルス不調を来した労働者を支援するための



FIT NOTEシステム

導入マニュアル 労働者用

就労に関する意見書

本マニュアルには、メンタルヘルス不調を来した労働者の職場復帰を促し、長期休業を予防するために、

主治医が就労に関する意見を述べるFIT NOTEシステムの概要が記されています。

わが国に、公式に導入されている制度ではありませんが、当該労働者の支援のヒントとしてご参照下さい。

働くことで健康を築く
FIT NOTE（就労に関する意見書）とは、
あなたの仕事と健康を両立させるために

医師が発行する意見書です

本マニュアルは、平成26年度労災疾病臨床研究事業「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発
（14070101-01）」に基づいて実施されるモデル事業用に作成されたものです。
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FIT NOTEとは
　主治医と職場の橋渡しになる可能性のある文書です。

　心身の不調で休業した労働者の早期の復職を促したり、不要な休業を避けたりすることを目

的としています。

　復職のための話し合いを早期に始めるために、主治医には、できるだけ早く発行してもらう

ことを企図しています。

　産業保健職の支援が少ない職場でも、主治医とのコミュニケーションをもとに、職場で配慮

するにより、労働者の職場復帰を可能とさせることを目指しています。

　ただし、職場での配慮が不可能である場合でも、労働者の雇い止め（解雇）をするようなこ

とを前提とした文書ではありません。

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

FIT NOTE 作成の仕方

事業所から
労働者の就業状況を

尋ねます

労働者の
就労準備状態を
尋ねます
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１．“働くこと”と“健康”について

・仕事をすることは、一般に健康に良いものである

・長く仕事をしないことは、心身の健康を損なう

・多くの休業者は軽症で、何らかの配慮をすることにより復職できる

・休業期間が長いほど、離職リスクが高まる

… 〈英国雇用年金省　『Fit…Noteを最大限に活用する　GPガイダンス』より抜粋〉

　仕事が健康に影響を及ぼすメカニズム　

　英国の研究によると、仕事をすることは心身の健康にプラスの効果をもたらし、金銭上の問題

（経済的不安定）のリスクを軽減して、全体的な生活の質を向上し得ることが明らかになってい

ます。

　あなたは今、働き続けることが難しい状況でしょうか。職場における何らかの配慮により、ス

トレスが軽減すれば、休むことによって生じうる心身の健康リスクを避けることができます。

　あなたが休業している場合、復職するときに100%回復している必要はありません。仕事に戻

ることでむしろ回復が早くなる可能性があります。

　適切な量・質の仕事をすることは健康状態にプラスに作用します。そのため、主治医はあなた

が現在できること、そして健康を悪化させることなく仕事復帰が可能かどうか判断するFIT 

NOTE（就労に関する意見書）を発行し、あなたが働くことのできる就労条件について会社に

提案します。
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２．FIT NOTE（就労に関する意見書）とは

▶▶ FIT NOTE（就労に関する意見書）とは

　主治医は、あなたの病気や症状を勘案した上で、あなたの健康状態が就業に適しているかどう

かを評価します。FIT NOTE（就労に関する意見書）は、医師があなたから就労に対するモチ

ベーションの高さや職場のストレス要因を聞き、必要に応じて会社側からも情報提供を得て、就

労上の配慮事項を会社側へ提案し、医師の意見を表明する文書です。

　主治医は、あなたと、あなたを通じて職場とコミュニケーションを取りながら、早期復職を促

し不要な休業の防止するためにFIT NOTE（就労に関する意見書）を発行します。

　以下は、FIT NOTE（就労に関する意見書）により得られるメリットです。

・職場に復帰できる時期を早めます

・配慮を得ることにより、休まず働き続けることができます

・就労配慮・条件について会社と交渉することができます

・退職しない方法を検討できます

　FIT NOTE（就労に関する意見書）では、それまでの業務に留まること、戻ることを前提に

意見を出していません。主治医は職務全般における就労の適応について判断します。

　FIT NOTE（就労に関する意見書）を会社に提出し、その内容についてあなたは会社と話し

合います。そして会社が何かしらの対応、配慮を図ってくれるかどうかを検討します。

　医療以外の問題（家庭問題や職場での対人問題等）について、主治医はFIT NOTE（就労に

関する意見書）を発行しません。ただしそれらの問題により心身の健康が脅かされ、治療が必要

な場合は、主治医が状況に応じてFIT NOTE（就労に関する意見書）の発行を検討します。
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３．休業のための診断書とFIT NOTE（就労に関する意見書）
との考え方の違い

　　（労働者の就労可能性の評価について）

　現在一般に使用されている診断書は、主に労働者の臨床所見に基づいて、療養や就労の制限、

もしくは休業について医師の意見を述べるものになっています。FIT NOTE（就労に関する意

見書）は、あなたの職場の状況も勘案した上で、就労を継続するために有用な助言を医学的な見

地から述べるものです。

▶▶ １）従来の診断書にFIT NOTE（就労に関する意見書）が付加する機能

従来の診断書がもっている機能
FIT NOTE（就労に関する意見書）が

付加する機能

目的 医療情報の共有 早期復職、不要な休業の防止

考え方
・傷病による勤務の可否（一般に、

要休業・勤務制限）を示す証明書

・働くことは健康に良いとする考え

・就業上の配慮をすることにより就業継

続・復職をさせる方向で、事業者・患

者間で就業条件の合意を促す

記載内容
・診断

・休業期間

・診断（就労を困難としている状態で可）

・就業は可とする意見

・就労上の配慮についての助言

機能

・休職及び復職（指針に示す第３ス

テップ）の手続きが開始される用

件

・事業者（及び労働者）が就業について

検討する際、参考とする事項

・就業・復職しない場合、休業補償の申

請と連動＊

受領後のア

クション

・休業・復職の手続き開始…

（復職の場合）復職前面談等で、

就業制限事項を決定。

・上司・産業保健スタッフ・本人で

内容を確認…

（復職の場合）検討された就業制

限の下、復職プロセスの開始

・就業上の配慮を検討

・就業配慮事項について、事業者、労働

者間で合意

・検討された就業上の配慮の下就業継続

＊英国での使用例
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４．FIT NOTE（就労に関する意見書）で使用する文書

　FIT NOTE（就労に関する意見書）には、以下のような文書が用意されています。

▶▶ １）FIT NOTE（就労に関する意見書）

　臨床症状を踏まえた就労能力を評価し、就労可否及び条件を示します。

▶▶ ２）就労の準備状態について（現在のあなたの心と体の状態について）

　労働者の就労に対するモチベーションの高さや職場のストレス要因、解決策の参考にします。

▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供

　労働者に期待されている業務内容および現在の勤務状況を確認します。

FIT NOTE 
システム 

労働者 

主治医 会社 

FIT NOTEで使用する文書と 
話し合いを持つ関係 

就労に 
関する 
意見書 

就労の 
準備状態 
について 

就労に関する 
意見書発行の 
ための情報提供 
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▶▶ １）FIT NOTE 就労に関する意見書

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 
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▶▶ ２）就労の準備状態について（現在のあなたの心と体の状態について）

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
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▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 
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５．FIT NOTE（就労に関する意見書）作成にあたっての 
留意事項

▶▶ １）FIT NOTE（就労に関する意見書）（主治医記入）

【目的】あなた（および会社）から職場環境・業務に関する情報を得て、あなたの病状を踏まえ、

あなたの働き方について主治医が会社側へ提案するための文書です。

【使用方法】就労の準備状態について（必要に応じて就労に関する意見書発行のための情報提供

も合わせる）の内容を確認し、治療をしながら働くこととその方法について、あなたと主治医が

話し合います。そして職場環境や勤務時間についてなどの配慮事項を会社側に提案します。

【使用時期】この意見書は、就労の準備状態について（必要に応じて就労に関する意見書発行の

ための情報提供も合わせる）が揃い次第、速やかに作成されます。

以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、精神的な症状により就労に支障を来している時

・一定期間休職し、復職を検討する時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。

精神科・心療内科を受診している、もしくは精神的な健康障害の懸念がある、働いている人に使

用できます。

【適用する症状等】

就労上の配慮をすることで、仕事を続けられる可能性のある人すべてに適用可能です。

【職場への提出】原則、あなたが会社側に提出します。
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事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

【就労配慮項目】主治医

は職務全般における就

労の適応について判断

します。

【評価対象の障害】

就労に影響を及ぼして

いる疾病、症候、状態

像が記載されます。

【就労について】

就労可能性を高めうる

就業配慮について主治

医が提案します。挙げ

られている項目以外は、

【具体的な記載】に記入

されます。実際の就労

配慮は職場があなたの

意見を聞いて、決定し

ます。

【就労可能性の再評価】

・『就労困難（不可）である』に該当した時は、再評価日を設定されます。それま

での間は休業を要します。

・状態が変化する可能性がある場合は、再評価日を設定されます。

・再評価予定日は、事業場が就業配慮（休業を含む）を実施する期間の目安とな

ります。
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▶▶ ２）就労の準備状態について
　　　　（現在のあなたの心と体の状態について：あなたが記入します）

【目的】あなたと主治医が、健康と就労を両立させる方法を話し合うための文書です。

【使用方法】原則として、あなた本人が記入します。あなたが自分で記入することが困難なとき

は、主治医があなたの状況を確認しながら記載し、記録として残すことも可能です。

【使用時期】この問診票は、あなたが一度持ち帰り、健康な状態で就労するための条件を考えて

回答すると良いでしょう。初診・診察時に回答できるならば、そうしても構いません。

以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、精神的な症状により就労に支障を来している時

・一定期間休職し、復職を検討する時

・あなたが休業や勤務制限のための診断書を求め、主治医があなたの意向や状況を確認したい時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。

精神科・心療内科を受診している、もしくは精神的な健康障害の懸念がある労働者に使用できま

す。現在就労していなくても、今後働きたい人には使用することができます。

【医療機関への提出】主治医が求める時期に提出します。
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現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【労働者の心身に対する

自信】自身の健康状態

をあなたがどのように

考えているかを記入し

ます。あなたの直感的

な感覚を記して下さい。

【仕事について①】

就労する上で最も障害

になることを記載しま

す。

【仕事について②】

あなたが希望する職場

環境・就労条件を記載

します。

【仕事について③】

これまで得られていなかった支援もしくは妥協案等、

現実的な提案はないか考えます。
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▶▶ ３）就労に関する意見書発行のための情報提供（職場記入）

【目的】主治医が、患者であるあなたの職場の状況や、あなたに期待しているパフォーマンスに

ついて情報を得るための文書です。

【使用方法】職場における配慮に関してアドバイスすることがふさわしい時期（FIT NOTE（就

労に関する意見書）発行時）に、必要に応じてあなたを介して主治医が職場へ記入を依頼しま

す。

【使用時期】以下に使用時期の例を示します。

・休業はしていないものの、メンタルヘルス不調により就労に支障を来している時

・あなたが休業や勤務制限のための診断書を求め、主治医が会社の意向・職場環境等を確認した

い時

・一定期間休職し、復職を検討する時

【適用する労働者】正規社員、パート、派遣、アルバイト等雇用形態は問いません。精神科・心

療内科を受診している、もしくはこころの健康に懸念がある人に使用できます。現在就労してい

なくても、今後働きたい人にも使用することができます。

【記入者の選定】管理監督者（事業者）、衛生管理者、産業保健スタッフ等、主治医との連携にお

いて、会社側窓口になれる者が記入します。記入者はメンタルヘルスの知識を持っていることが

必須ではありませんが、労働者の就労における配慮を検討する立場にある方が望ましいでしょ

う。

【医療機関への提出】原則、あなたの次回受診時に間に合うように記入を依頼します。提出方法

はあなたを介しての提出でも、医療機関へ直接の郵送でも構いません。
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【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

【職位】

労働者の職位を選択し

ます。

【従来の働きぶり】

【具体的な業務内容】主

治医が労働者の職場環

境をできる限り把握し、

適切な就労に関するア

ドバイスをするため、

会社が当該労働者に期

待している業務内容、

これまでの働きぶり等

を記入してください。

【勤務状況】

健康状態に影響を与え

る状況について聞いて

います。異動は会社内

のみならず、入退社も

含みます。

【留意事項】

上記【勤務状況】においての詳細、または就労に関する

意見を述べるに際に、必要と思われる具体的な状況等を

記入してください。
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６．労働者にとってのFIT NOTE（就労に関する意見書）の
使い方

　“就労困難である”と判断された場合　

　労働者はFIT NOTE（就労に関する意見書）を休業のための診断書の代わりに使用すること

ができます。就労可能性の再評価は“実施する”に☑され、記載された月日まで、休業すること

が勧められます。

　“条件が合えば就労可能と考える”と判断された場合　

　労働者は医師の記載した意見について、職場と話し合い、就労を支援するための配慮を検討し

てもらいます。

７．事業者にとってのFIT NOTE（就労に関する意見書）の
使い方

　“就労困難である”と判断された場合　

　労働者が医師により”就労困難である”と判断された場合、もしくは”条件が合えば就労可能

と考えられる”と判断されたが就労配慮に対応出来ず、結果として就労が困難であると事業者・

管理者が判断した場合、FIT NOTE（就労に関する意見書）は休業を要する証明書として社内

の業務処理に使用することが可能です。

　“条件が合えば就労可能と考える”と判断された場合

　FIT NOTE（就労に関する意見書）の内容を、会社と労働者で話し合うことが求められます。

何らかの配慮を検討することにより、就労開始・継続の可能性を高めます。

　就業配慮可能性の再評価予定日を目安として、労働者の就業配慮（休業を含む）を実施して下

さい。就業配慮の期間は、再評価予定日よりも前に終了させることは可能です。
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８．FIT NOTE（就労に関する意見書）の活用事例

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

仕事に慣れず悩んでいる50歳男性の事例（適応障害）
大変申し訳
ありません

その件は…
少々お待ちください

年下の上司から何度も指導されていま
すが、なかなか仕事を覚えることが出
来ません。残業してもノルマをこなせ
ず、最近は眠れなくなり、体がだるい
ため、心療内科を受診しました。

３ヶ月前に技術職からコールセンター
へ異動したＡさん。これまでの仕事内
容とは180度違い、時間の流れ方も
大きく変わりました。

Ａさん、この前も
言いましたよ！

すみません…

まず、よく眠って疲れ
をとりましょう。睡眠
導入剤を処方します。

仕事が変わってから眠れませ
ん。いつまでも仕事を覚えら
れない自分が情けなくて、電
話が怖いのです。

できれば元の職場に
戻りたいのですが…

それと、このような症状が
現れた原因と、改善するた
めにはどうすれば良いか一
緒に考えたいので、あなた
は問診票②を書いてきてく
ださい。

Ａさんの仕事をできるだけ理
解してアドバイスをしたいの
で、次の受診までにこの書類①

をあなたの上司に書いてきて
もらってください。

①

初診～１ヶ月
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事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 まずは生活リズムを整えて、体調を

良くしましょう。意見書には、Ａさ
んの現在の状況と、検討して頂きた
い就業配慮項目を書きますね。

Ａさんは電話でのコミュニケーショ
ンが苦手なようですね。残業も多
く、疲れもたまっています。それと
以前の職場は縮小傾向にあり、戻る
ことは難しいようですね。

問診票を書いていて、
電話を受ける業務が
今とてもつらいこと
がわかりました。
少しずつ慣れていけ
るなら、出来るかも
しれません。

『就業に関する意見書発行のための情報提供』と『就労の準備状態について』を使用し、会社・
労働者双方から職場環境と労働者の状況を確認し、「就業に関する意見書③」を作成します。

Ａさんは、上司の配慮により、決まった
客先の窓口を担当することになりまし
た。同じコールセンターでの仕事ですが、
業務を限定したことで、少しずつ慣れる
ことができています。睡眠障害のため、
２ヶ月外来通院をしましたが、その後体
調は改善し、不要になりました。

②

③

その後の診察

３ヶ月後
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９．FIT NOTE（就労に関する意見書）システムに関する 
Ｑ＆Ａ

Q1．就労における配慮事項をアドバイスされましたが、会社による配置転換や一時的な業

務配慮などの対応がなされない場合はどうすればよいですか？

会社が意見書に記載された配慮等便宜を図ることができない場合もあります。やむをえず休

業となった場合、あなたが職務に休業を必要とすることを裏付ける資料としてFIT NOTE

（就労に関する意見書）を活用することができます。

Q2．FIT NOTE（就労に関する意見書）発行後に、あなたの症状が悪化した場合はどう

すればよいですか？ 

職場における配慮の有無にかかわらず、あなたの症状が悪化し、就労困難となる可能性があ

ります。その場合は、速やかに主治医にあなたの健康状態について相談をしてください。

Q3．FIT NOTE（就労に関する意見書）を発行し会社に提出することで、解雇される可

能性はありませんか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）は労働者を診断した記録をもとに就労に関する意見を

述べる文書であり、診断書と同様の取り扱いをします。意見書に述べられた内容を踏まえ、

会社は可能な限りの配慮を検討し、あなたに不利益をもたらさないことが求められます。

Q4．FIT NOTE（就労に関する意見書）再発行されることはありますか？

・就労困難（不可）である場合は、就労が可能になるまで定期的に主治医が状況を確認し、

再評価した上でFIT NOTE（就労に関する意見書）が再発行されます。

・条件が合えば就労可能である場合は、再評価の設定がされないこともあります。

・あなたの健康状態や症状の変化に伴い、必要に応じて主治医が再発行を検討します。

Q5．FIT NOTE（就労に関する意見書）はどのくらい強制力がありますか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）は労働者を診断した記録をもとに、就労に関する医師

の助言を行うものであり、事業者がその助言に従うか否かについては法的な拘束力はありま

せん。
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Q6．就労に関する意見書発行のための情報提供の記載を会社に依頼しても、対応してくれ

ない場合はどうすれば良いですか？

就労に関する意見書発行のための情報提供はあなたの現状、期待されている業務内容などを

知ることにより、主治医が就労に関する適切なアドバイスを与えるために活用します。会社

側の協力が困難な場合、就労に関する意見書発行のための情報提供がなくてもFIT NOTE

（就労に関する意見書）を発行することは可能です。

Q7．就労の準備状態についてを自分で記入出来ない場合はどうすれば良いですか？

主治医があなたの状況を確認しながら記載し、記録として残します。

Q8．主治医が記載する意見に、自分の希望を入れてもらえますか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）において、主治医は、就労の準備状態について（就労

に関する意見書発行のための情報提供）に書かれた内容と医学的にみたあなたの状態に合わ

せて、意見を述べるよう努めることになっています。あなたの状況を把握し、話し合いを深

めることで、“仕事をすることは健康によい”“長く仕事をしないことは、心身の健康を失

う”ことへの理解を促し、早期の就労の支援をします。主治医と話し合い、同意のもとに意

見書を発行するプロセスが大切です。

Q9．FIT NOTE（就労に関する意見書）で示された配慮はいつまで有効ですか？

FIT NOTE（就労に関する意見書）内に記載された配慮項目について、事業者は、就業配

慮可能性の再評価予定日を目安に、配慮を行います。症状によって、再評価予定日前に就業

配慮を終了してもらうこともあります。
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FIT NOTEとは
　主治医と職場の橋渡しになる可能性のある文書です。

　心身の不調で休業した労働者の早期の復職を促したり、不要な休業を避けたりすることを目

的としています。

　復職のための話し合いを早期に始めるために、主治医には、できるだけ早く発行してもらう

ことを企図しています。

　産業保健職の支援が少ない職場でも、主治医とのコミュニケーションをもとに、職場で配慮

するにより、労働者の職場復帰を可能とさせることを目指しています。

　ただし、職場での配慮が不可能である場合でも、労働者の雇い止め（解雇）をするようなこ

とを前提とした文書ではありません。

事業者 殿           【主治医記入】 

就労に関する意見書 

            年  月  日 生まれ 
 

 診断                                           

 

上記患者は現在、  □ 就労困難（不可）である 

□ 条件が合えば就労可能と考える 

 

（条件が合えば就労可能な場合）以下の項目について配慮されることにより、当該患者さ

んが就業を続けられる可能性が高まります。 

□ 勤務時間の配慮（短時間勤務、出勤・退社時間の調整、残業や休日出勤、

交替勤務などを避ける等） 

□ 職務の変更（異動を含む） 

□ 段階的復職（試し出勤等を取り入れた復職） 

□ その他、職場における配慮 

 

具体的な記載（対人折衝業務や国内・海外出張の可否など） 

 

 

 

 

 

 

※職場における配慮内容は、本人を含めた話し合いにより決定することをお勧めします。 

 

就労可能性の再評価について □ 実施する（  年 月 日に再評価予定） 

  

 □ 実施しない 

                               年  月  日 

医療機関名 

                    医師名 

現在のあなたの心と体の状態について 

この問診票は、あなたと主治医が健康と就労を両立させる方法を話し合うために用います。配布された時に答え

られない質問には、後日回答しても構いません。以下、ご記入をお願いいたします。 
 

名前                       
 
1．あなたの働くことに対する、心とからだ、両面からみた自信について伺います。 
 
・“働くことができる”という自信を１から１０の尺度で例えると、あなたにとっての数値はいくつですか？ 
あてはまる数字に〇をしてください 
（１は働く自信が全くない、１０は働く自信があり全く問題ない）。 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  全く自信がない                       全く問題ない 
 
 
 
 
 
 
2．あなたが仕事に戻るにあたって不安に感じていることについて伺います。 
 
・仕事に戻ることで何が一番心配ですか？困っていることを挙げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・どのような解決策があるでしょうか（実現しないと思われるものでも構いません）？ 
 
 
 
 
 
・どのような支援があると仕事を続けられると思いますか？ 
 

【会社記入】 

就労に関する意見書発行のための情報提供 
この情報提供書は、医療機関受診が必要と考えられる者について、適切な配慮を検討する

ための情報を得ることを目的とした書類です。管理監督者、衛生管理者、産業保健スタッ

フ等、今後医療機関との連絡する際の窓口となる方に、以下項目の記入をお願いします。 
※この情報提供書は、なるべく速やかにご記入ください。労働者を介して、もしくは医療機関に直接郵送

してご提出ください。 

氏名：            

就業形態（職位等）： 
正規社員 管理職 非正規社員 その他（                   ） 
勤務内容 
 
 
 
 
 
 
 
勤務状況： 従前の勤務状況について教えて下さい 
・月 45 時間以上の残業（あり なし） ・最近半年以内での異動（あり なし） 
・交替勤務（あり なし）・頻繁な早退や遅刻（あり なし）・頻繁な休務（あり なし） 
その他、事業場で（上司として）心配なこと： 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 
所在地                 
会社名                 

部署・役職       氏名        
電話番号                 

FIT NOTE 作成の仕方

事業所から
労働者の就業状況を

尋ねます

労働者の
就労準備状態を
尋ねます



FIT NOTEシステム

導入マニュアル 労働者用

就労に関する意見書

本マニュアルには、メンタルヘルス不調を来した労働者の職場復帰を促し、長期休業を予防するために、

主治医が就労に関する意見を述べるFIT NOTEシステムの概要が記されています。

わが国に、公式に導入されている制度ではありませんが、当該労働者の支援のヒントとしてご参照下さい。

働くことで健康を築く
FIT NOTE（就労に関する意見書）とは、
あなたの仕事と健康を両立させるために

医師が発行する意見書です

本マニュアルは、平成26年度労災疾病臨床研究事業「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発
（14070101-01）」に基づいて実施されるモデル事業用に作成されたものです。
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フィットノートの紹介とわが国への導入の検討
Challenge of applying fit note system to Japan

堤　　　明　純

堤　明純：北里大学医学部　公衆衛生学　教授

　フィットノートは、どのような条件が整えば就業できるかに焦点をあてた診断書であり、

休業や復職に対する労働者、主治医、職場の認識や行動を変えることで、休業の長期化を防

止する効果があるとされ、英国で導入され効果検証が進められている。わが国でも、職場に

おける調整があれば休業が必ずしも必要ない事例や長期休業が予後に悪影響を及ぼすこと

が少なからず経験されており、とくに産業保健スタッフが不足している小規模事業場でのフ

ィットノートの有用性が期待される。

< 要　約 >

キーワード：休業補償、職場復帰診断書、復職支援、メンタルヘルス

Ⅰ　はじめに
　　療養のため休業に陥った労働者の復職については、種々の課題があるが、主治医による診

断書の有用性は、そのうちのひとつである。避けられる疾病休業を減じ、健康問題による復

職を促進する目的で、The Statement of Fitness for Work（通称 Fit Note; 以後フィットノー

ト）が、英国で導入されている。職場における調整があれば休業が必ずしも必要ないと思わ

れる事例や長期休業が予後に悪影響を及ぼすことがあることは、わが国の臨床例でも認めら

れており、フィットノートの考え方は、わが国の産業保健の制度設計の参考になる可能性が

ある。本稿では、英国で導入されているフィットノートとその英国における評価を紹介し、わ

が国へ導入を試みる場合の課題について考察する。

Ⅱ　フィットノートの導入―英国における包括的な制度改革へのチャレンジ
　１　フィットノートとはなにか
　　　英国では、主治医である一般開業医（General Practitioner;以後GP）が、健康問題で休

業している労働者の仕事への適合性を評価し、事業者による支援の必要性を助言できる「職
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場復帰診断書」（フィットノート）の活用が始まっている１）。フィットノートは、休業が必

要であることを示す従来の診断書ではなく、どのような条件が整えば復職できるかに焦点

をあてた診断書であり、休業や復職に関する主治医、職場側双方の認識や行動を変えるこ

とで、休業の長期化を防止する効果があるとされている。

　　　フィットノートは、2010年４月に、「休業を要する」もしくは「休業を要しない」に限ら

れていた従来の診断書（sick note）から ‘ 考え方の変換 cultural shift’ を目指して英国で導

入された。何らかの配慮をすることにより復職をさせる方向で、事業者と患者間で就業条

件の合意を促すことを求めるもので、英国では、傷病一般に利用されている。

　　　フィットノートは、主治医が、「仕事に適さない」と「（主治医の助言を考慮することに

より）仕事に適する可能性がある」のチェックと、臨床上配慮すべき必要最小限の内容を

記入する様式となっている。英国で使用されているフィットノートでは、「仕事に適する可

能性がある」をチェックした後、段階的な復職、職務の変更、就業時間の変更、就業場所

の変更といった具体的な指示を示す４つのチェックボックスと、自由記載欄が用意されて

おり、主治医が意見を述べることができるようになっている（図１）。その際、主治医には

労働者の職場の状況を勘案する必要があるが、職場や産業保健に関する「専門的な」知識

は期待されず、主治医の助言に基づいて話し合い、可能な対応をすることは、労働者であ

る患者と事業者の役割とされている。
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　　　現在一般に使用されている診断書は、主に労働者である患者の臨床所見に基づいて、療

養や就労の制限、もしくは、休業について医師の意見を述べるものになっている。フィッ

トノートは、労働者の職場の状況も勘案したうえで、就労を継続するために有用な助言を

医学的見地から述べるものである（表１）。

　　　フィットノートのシステムは、英国における従来のシステムの反省に立って導入された。

すなわち、公的な支援を含め休業に関するマネジメントの一貫性がなく、GPと休業者間の

就労可か不可かの sick note のやりとりで時間を費やしたあと、多くの労働者が就労不能給

付を受けるにいたっていた流れ（図２上左）を断ち切って、まずは、１週間以上の休業で

GPがフィットノートを発行し、本人と事業場で就労に関する可能性を検討させるようにす

る。

　　　休業が４週間を超えることが見込まれると、産業保健上の専門的な助言を受けるために、

GP、事業者、もしくは患者自身がFit for Work Service（以後FFWS）のサービスを照会

することができる（図２上右）。FFWSは、理学療法や作業療法、心理療法、借金などの生

活に関連する助言を含む物理的・情緒的支援を産業保健サービスとリンクさせてテーラー

メードで提供して早期の復職を目指すものである（図２下左；後述する）。

表１　従来の診断書にフィットノートが付加する機能

従来の診断書が持っている機能 フィットノートが付加する機能
目　的 医療情報の共有 早期復職、不要な休業の防止
考え方 ⃝　 傷病による勤務の可否（一般に、要休

業・勤務制限）を示す証明書
⃝　働くことは健康に良いとする考え
⃝　 就業上の配慮をすることにより就業継

続・復職をさせる方向で、事業者と労
働者の間で就業条件の調整を促す

記載内容 ⃝　診断名
⃝　休業期間

⃝　診断（就労を困難としている状態で可）
⃝　就業を可とする意見
⃝　就労上の配慮についての助言

機　能 ⃝　 休業および復職（わが国では、指針に
示す第３ステップ）の手続きが開始さ
れる要件

⃝　 事業者（および労働者）が就業につい
て検討する際、参考となる事項

⃝　 就業・復職しない場合、休業補償の申
請と連動

受領後のア
クション

⃝　休業・復職の手続き開始
　　 （復職の場合）復職前面談等で、就業制

限事項を決定
⃝　 上司・産業保健スタッフ・本人で内容

を確認
　　 （復職の場合）検討された就業制限の

下、復職プロセスの開始

⃝　就業上の配慮を検討
⃝　 就業配慮事項について、事業者、労働

者間で調整
⃝　検討された就業上の配慮の下就業継続



124

図２　フィットノートシステムの全体像２）
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　　　フィットノートは、英国以外でも導入が試みられている３-５）。アイルランドのGPにおけ

る調査では、調査対象の53％がフィットノート導入を好ましいとしていた。また、50％が

患者の復職を改善すると答え、74％が労働者の復職を決するのに事業者を巻き込むことは

よいとするなど、フィットノート導入を好意的に評価している３）。

　２　フィットノート導入の背景
　　　英国では、2011年に、職業性疾病と傷害により2700万労働日が失われ６）、140億ポンドが

疾病休業のために失われていると推計されている７）。さらに、年間１億６千労働日が疾病

休業によって失われており、その５分の２はメンタルヘルスの問題による８）。メンタルヘ

ルスは、生産性の損失、社会保障費用、健康保険サービスなどを通して、英国経済に年間

700億ポンドの負担をかけていると推計されており９）、神経及び行動の異常は、英国の障害

者保障の雇用支援手当の４割を占めている10）。

　　　疾病休業に焦点をあてた調査によると、英国では、2010年10月から2013年９月の間に96

万件の疾病休業が認められ、毎年全労働時間の約２％が休業によって失われていると推計

されている11,12）。そのうち４週間以上の長期休業者の46％が50歳以上で、52％が障害者で

あった。一方で、長期的な健康問題を抱えていない休業者が長期休業者中最大の割合（38

％）を占め、続いて、ふたつの長期的健康問題を抱えている者34％、ひとつの長期的健康

問題を抱えている者が29％であった。労働者の長期休業がもたらす経済的損失は、労働者

にとって40億ポンドの所得減、事業者は傷病手当と関連の経費に90億ポンドの負担、政府

も20億ポンドに相当する傷病手当負担と税収減となっている。さらに英国の経済生産高を

年間150億ポンド減産させているとされている。

　　　以上のようなコスト過多の現状と、必ずしも長期的な健康問題を抱えていない労働者が

長期休業者中に占める割合が大きいことを踏まえ、「福祉から就労へ」とする、労働のイン

センティブが働くよう福祉制度の改革を目指した、国家的政策方針の転換の中で、フィッ

トノートが導入された。方針転換の主要な根拠となったのが、Carol Black 卿によるレビ

ューである13,14）。その骨子は、多くの休業者は軽症で何らかの配慮をすることで就業可能で

あるが、不必要に労働市場から排除されていること。また、休業期間が長いほど離職リス

クが高まり社会的コストが嵩むことから、「疾病のために働くことができない」という旧来

の考え方からの変換を図る必要があることであった15,16）。さらに、その根拠として、就業

は、一般に健康に良いものであり失職による好ましくない影響を軽減する効果があること、

就業は仕事がもたらす健康リスクや長期失業による健康への悪影響を凌駕するといった知

見が挙げられ17）、復職は重要な臨床上のアウトカムと位置づけられるにいたっている（表
２）。
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　３　フィットノートの機能、制度・運用の仕組み
　　　フィットノートは、行政委任立法statutory instrument（secondary legislation）によって

制定された規則で定められており、１週間以上の休業で、GPもしくは病院勤務医から発行

される。対象とされる疾患は、軽症で治療可能なもので、適切な配慮をすれば、休業をす

る必要のない労働者を早期に復職させることが可能なものである。長期休業を減じようと

する試みであるので、初回発行時から６ヶ月以内のケースでは、３ヶ月以上有効とするフ

ィットノートは発行できないことになっている。フィットノートは、GPから患者への一般

的な助言と位置付けられており、助言に従うことに対して法的拘束力はない。患者が復職

しない場合は、そのまま公的休業補償（就労不能給付）の申請と連動している。英国にお

ける GP のゲートキーパー的役割のため、フィットノートを必要とするほぼすべての労働

者に発行されることになる。

　　　GP は、診察をせずとも、患者からの請求に応じて、診療記録などを参照してフィット

ノートを発行することができる。発行にかかる費用は、GP と英国の国民保健サービス

（National Health Service；以後 NHS）の包括的業務契約に含まれているため、発行あたり

の単価はない。したがって、発行にあたって GP 直接のインセンティブはなく、フィット

ノートを頻回に発行することは、むしろ、頻回受診による負担となる。GPにとって仕事は

増えることになるので、チェック項目のみの簡易な定型化されたフォーマットとして、GP

の助言を可能としている。従来の sick note では、復職にあたり「就業可能」とする診断書

を発行する必要があったが、この手続きも省かれたことになる。

　　　英国での導入を可能としている事情には、雇用の流動性と雇用条件の柔軟性が挙げられ

る。具体的には、事業者と労働者個人間で、職務に対して、個別に賃金調整が可能なため、

表２　フィットノート導入の考え方12,13）

⃝　就業は、一般に健康に良い
⃝　「病気と就労は両立しない」というのは迷信である
⃝　休業者の多くが軽症で、就業配慮をすることで働くことができる
⃝　疾病を抱えている人が不必要に労働市場から排除されている
⃝　健康と労働の関係は、all or nothing ではない
⃝　 休業期間が長いほど、離職リスクが高まり、社会的コストが嵩む；長期休業によるロス（「長

い旅」と比喩されている）を断ち切る必要がある
⃝　早期の復職は、治療的効果を高め、健康にポジティブな影響がある
⃝　 産業保健サービスの補完：しっかりした産業医制度がない（産業保健サービスは贅沢とされて

いる）
⃝　GP を産業保健資源として活用する試み
⃝　定型化されたフォーマットと簡易なチェック項目のみで、GP の助言を可能とする
⃝　就業は、仕事がもたらす健康リスクや長期失業による健康への悪影響を凌駕する
⃝　失職による好ましくない影響を軽減する効果がある（治療的意義）
⃝　復職が健康に影響する（健康→復職ではない）
⃝　復職は重要な臨床アウトカム（治療のゴール）
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事業者と労働者個人間で合意が形成されれば、合意した労働条件で復職が可能となるので

ある（図３）。さらに、企業に産業医選任が義務付けられていない英国における産業保健

サービスを補完するため、GPを産業保健資源として活用することが試みられた。英国の労

働者の13％程度しか、産業保健サービスにアクセスできないため18）、GPや病院の医師が重

要な役割を果たさざるを得ない。

　　　フィットノート導入後、2010年から４年間の試行（pilots）を経ながら、休業４週以上で

休業者をケアする FFWS が稼働している。FFWS は、再度、英国議会に提出された Carol 

Black 卿らによる報告書（independent report）における推奨事項18）が受け入れられ19）、国

費で健康と就業に関するアセスメントと助言サービスを行う制度で、長期休業のリスクの

ある労働者への早期介入を提供するために導入された。

　　　この制度は、４週間以上の休業に入る（もしくは見込まれる）労働者に対し、産業保健

専門職が電話もしくは対面で労働者の状況を評価し、それぞれの労働者に適合する助言を

提供するものである。就業を阻害する要因を同定し、これらを取り除いていくプラン

（Return to Work Plan）が作成され、早期復職支援をミッションとするフィットノートに

代わって、長期休業者の復職支援に使用される。この Return to Work Plan は、労働者の

同意に基づいて、GPや事業者にも共有される。ここで、ジョブマッチングなどについての

適切な相談先の紹介や、複雑な休業制度の中で手続きの遅れなどが発生しないように、ケー

スマネジメントを行うことが重要であるとされ、ケースマネージャーが導入されている。ま

図３　フィットノートの機能、制度・運用の仕組み（英国）
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た、紹介者に限らず、ウェブサイトや電話での就業に関連する健康問題に関する助言サー

ビスも行っている。

　４　導入初期のフィットノートの評価
　　　フィットノートの導入以来、長期の休業証明が減少しているとする報告があるが20,21）、

2010年に法制化後まだ日が浅く、意図された効果は十分には上がっていない。最近、電子

化されたフィットノートの導入により、統計情報の収集が始まり、より信頼性の高いレベ

ルでの量的な評価がなされようとしている段階である22）。疾病別の有用性、とくに、後述

する労働者の休業上の課題として影響が大きいメンタルヘルス不調への適用についても、

知見が集積している段階である。

　　　2015年３月時点で判明しているところでは、英国で毎年約１千万通のフィットノートが

発行されており、70％は事業者からの傷病手当の請求に使用されている。一部量的な調査

も行われていて、発行されたフィットノートの12％で「仕事に適する可能性がある」の評

価がなされている。３分の１以上のフィットノートが軽度から中等度のメンタルヘルス障

害に発行されており20）、約４分の１のフィットノートは、１〜３ヶ月の期間で発行されて

いる。また、GPに対する調査では、７割に達するGPが、フィットノートを復職について

相談を始める促進因子となるとしている23）。導入前後の評価で、フィットノートの有用性

が増加しているとする調査もある（図４）24）。一方、フィットノートは十分に活用されて

いないとするデータもある。今のところ、GPの17％しか意図した使用法をしておらず、77

％は、医学以外の理由でフィットノートを発行する義務があるように感じており、38％は、

フィットノートは彼らの実務を変化させておらず、保障制度をよく理解しているのは、GP

のわずか23％にすぎないとされている２）。

　　　過去12ヶ月の間にフィットノートを発行された労働者に対する検討では、回答した労働

者の半数強が事業者と復職支援について相談をしており、復職ができた労働者の休業日数

で、もっとも多かったのが８〜14日であった。71％がフィットノートは復職に役立つ変更

を同定するのに有用であると同意し、68％は彼らの職務を変更することについて事業者と

のディスカッションを促進したと感じていることが分かった。「復職について、事業者と交

渉するエンパワーメントを得た」という意見もあるが、労働者の中には、早期の復職で健

康が損なわれると感じているものもいる25）。

　　　小規模事業場がリクルートされていないこと、産業保健サービスの提供の有無が不明な

ことなどの限界を有する研究ではあるが、復職に関する定量的なアウトカム分析も行われ

ている。13の機関を対象とした調査で、441件の「仕事に適さない」、57件の「仕事に適す

る可能性がある」としたフィットノートが発行されていた。絶対数は少ないが、「仕事に適

さない」のフィットノートを発行された労働者の43％に対して、「仕事に適する可能性があ

る」のフィットノートを発行された労働者の80％以上が期限後に復職をしていた26）。「仕事
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に適する可能性がある」の評価を受けた労働者の76％の事業者が、労働者の復職のために

必要な就業配慮を行えていた。一方で、「仕事に適さない」の評価を受けた労働者でも23％

は就業上の配慮ができていた可能性が報告された。「仕事に適する可能性がある」の助言は、

労働者の復職に有用であるが、このオプションが選択されることは少ない。また、GPによ

る具体的な指示がなされることで有用性が高まるはずであるが、期待された具体的な内容

が記載されることが少ないことが指摘されている26）。

　　　質的研究では、表３に示すような効果が、フィットノートにあると報告されている27,28）。

GP の評価は一般に好意的であった。45人の GP による質的調査では、フィットノートは、

GPが患者と復職についての話し合いを始める正当な理由として、しばしば使用されたと回

答している27）。フィットノート導入時とその後のフォローアップ調査で、フィットノート

が患者のアウトカムである復職と仕事に関連する相談の質に対して与える影響を好ましい

ものととらえる GP の割合は増加し、ほとんどの GP が、導入時に比べて復職の頻度が増

加したとしていた15,29）。さらに、フィットノートを使用することにより、コンサルテーショ

ンの時間が長くなり、GPと患者の満足度が上がり15）、診断書を作成するにあたって、患者

とのコミュニケーションの質が向上したと報告している11）。また、軽症から中等度のメン

タルヘルス不調や筋骨格系疾患の復職に有用という意見があった。一方で、「仕事に適する

可能性がある」のオプションを使用することのむつかしさや、復職を助言すること、もし

くは、フィットノートを発行しないことで医師患者関係を危うくすることに気が進まない

ことを表明する GP が存在した。さらに、フィットノートに対する自らの助言に対して事

業者からフィードバックがないことに関する不満が多くの GP から報告されている29）。GP

図４　診断書の作成においてフィットノートが役に立っているとするGPの意見：導入前後の変化24）
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の自信のなさや患者との関係悪化がフィットノート利用の障害になっているという評価も

ある27）。

　　　事業者に対する検討では、休業数の減少や休業者のマネジメント向上に有用との意見や、

フィットノートの効果は、中小事業場など、復職のシステムが整っていない事業場で大き

いとする意見がある。しかし、さほど高く評価されていない調査もあり30）、フィットノー

トの導入は好ましいが、多くが職務を適合させることが難しく、復職を遅らせていると回

答している31）。事業者が、助言されたフィットノートに従って就業状況を調整でき、患者

を復職させ得たかいなか不明な点がある20）。GPの復職に対する実務的な助言は、彼らの担

当業務や産業保健についての知識不足によって、損なわれるという意見がある28）。さらに、

時間調整などはやりやすい方策と考える一方で、労働者が、措置に対して過大な期待を持

つと感じている事業者もいる28）。また、事業者は GP が労働者に望まれてフィットノート

を作成しがちだと感じ、「仕事に適する可能性がある」のオプションをもっと使用してほし

いとしていると感じている。

　５　課　題
　　　英国でもまだ始まったばかりの制度であり、今後浸透させていくには、さらなるエビデ

ンスや施策が必要である（表４）。英国では、フィットノートの電子版が導入されるにあた

表３　フィットノート導入後初期の効果―質的調査の結果

GP における評価
⃝　 フィットノートを使用することにより、就労に関するコンサルテーションの時間が長くなり、

GP と患者の満足度が上がる
⃝　軽症から中等度のメンタルヘルス不調や筋骨格系疾患の復職に有用という意見
⃝　GP の自己効力感や患者との関係悪化がフィットノート利用の障害となる

事業者における評価
⃝　必要な就業措置に関する労働者とのコミュニケーション増加
⃝　休業数の減少や休業者のマネジメント向上に有用との意見がある
⃝　フィットノートの効果は、中小事業場など、復職のシステムが整っていない事業場で大きい
⃝　 GPの復職に対する実務的な助言は、彼らの担当業務や産業保健についての知識不足によって、

損なわれるという意見がある
⃝　 時間調整などはやりやすい方策。労働者が、措置に対して過大な期待を持つと感じている事業

者もいる
⃝　 GP が労働者に望まれてフィットノートを作成しがちだと感じ、事業者との直接の連絡や「仕

事に適する可能性がある」オプションをもっと使用してほしいとしていると感じている

労働者における評価
⃝　復職について、事業者と交渉するエンパワーメントを得た
⃝　労働者の中には、早期の復職で健康が損なわれると感じるものもいる
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り、量的なデータを利用した検討が始まっている。課題としてとくに重視されているのが

GP の卒前・卒後教育とケースのマネジメントである。

　　　GPによるフィットノートの作成方法にばらつきがあり、定められたとおりに記載されて

いない等の指摘がなされている26,31,32）。とくに、自由記載欄など具体的な指示に関する項目

が十分に記載されていない。「仕事に適する可能性がある」のオプションにチェックされた

フィットノートの６％以上に、その後に引き続く４つの具体的な指示のうちひとつも指示

がなされておらず、患者や事業者に対する自由記載の助言がなされていなかった33）。４分

の１以上のフィットノートで、ひとつかそれ以上の具体的な指示チェックボックスがマー

クされていたが、復職を促進するにあたってどのような変更がなされるべきか自由記載欄

に明確な助言がなかった33）。GPは、常にフィットノートの有効期間を記すことになってい

て、事業者が GP の助言に従えないときは、従来の「休業証明書」になることになってい

るが、約20％のフィットノートには診断書の期間が記載されていなかった33）。そのほかに

も、GP のトレーニングや知識不足も指摘されている34）。

　　　「疾病のために仕事を休む必要がある」という考え方から、「仕事は健康によい」という

考え方へ変換するために、GP全体の行動変容が求められており、行動科学的な手法を取り

入れた教育が導入されている。王立内科医協会（Royal College of Physicians）の産業医学

部会（Faculty of Occupational Medicine; FOM）との協力体制の下、現時点で3500人を超

える GP に、３時間の対面型・対話型ワークショップが行われ成果を挙げている。教育資

源（講師）は限られているが、一般に GP のクリニックでは複数の GP が共同で診療して

いるため、GPの中でGPトレーナー（チャンピオン）を育てることによる屋根瓦方式での

学習内容の拡散も期待されている35）。

表４　英国で課題となっている事項

GP 側課題
フィットノートが適切に書かれていない理由36）

⃝　フィットノートを記載するガイダンスに関する認知・知識の欠如
⃝　フィットノートフォーマットの不備
⃝　フィットノート記載に関するトレーニング不足
⃝　実務を変更する（フィットノートを作成する）ことに対するインセンティブのなさ
⃝　電子版フィットノートにおける不完全な実施
⃝　フィットノートを作成する GP の役割についての自信のなさ
⃝　フィットノートを作成する GP の役割が適切なのか疑わしい

医師と患者間に緊張が発生しないかという点に関する危惧37）

事業場側課題
労働契約の切れ方（事業場別の事情）
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　　　また、労働者（患者）に就労する意思があることが前提（仕事をするために、書いても

らうもの）であるが、彼らの希望は、必ずしもそうしたものばかりではなく、休業のため

の証明を求めてGPを受診する者は少なくない。GPには、診療にあたって、患者と仕事と

健康について会話をすること、患者の考えを仕事に向かわせる行動（態度）変容を取らせ

ることが目標とされ、行動科学的な学習手法を取り入れた GP のための教材が多数作成さ

れている39）（診断能力向上は FOM の他のプログラムで維持されている）。フィットノート

を使用することで患者にネガティブな印象を与えるような事例や必ずしも成功裏に終わら

ない事例もあり、そのような事例を減らすためにも教育が行われている。

　　　さらに、フィットノート導入当初は、GPが必ずしも患者の仕事の内容を知る必要はない

とされたが、GPと患者が、「仕事に戻ることの重要性」「仕事に戻るにあたっての障害と促

進要因」「仕事に戻れる自信」「有用な情報（主に休業が長引くことによるリスク増加に関

する情報）」などについて会話をし、共同で方針を決定する（Shared Decision Making）た

めのツールが開発され応用されている。

Ⅲ　わが国への導入の模索
　　わが国においても、職場における調整によって不要な休業を防ぐことができる多くの例が

あるということや、長期休業が予後に悪影響を及ぼすことが少なからず経験されている40）。産

業保健や休業補償などの制度の異なる二国間で、診断書のシステムのみを切り出して導入す

ることは、容易な作業ではないが、仕事は健康に良いものであり、症状があることは必ずし

も仕事につけないことを意味するものではなく、就業は、むしろ予後を改善し経済的コスト

を軽減する可能性があるため、事業者を含む社会全体のシステムを変更していこうとするフ

ィットノート導入に関わる考え方17,41）は、傷病者の就労支援に関するわが国の産業保健制度

を検討するにあたって参考になるものである。

　　診断書を以って休業とする現行の考え方、もしくは、システムを変えてゆく必要があるこ

とはフィットノート導入前の英国と変わりはない。そのほかに、わが国に導入すると仮定す

ると、どのような課題があるだろうか。表５に、フィットノートを導入すると仮定した際、制

度上および運用上、検討すべき課題を整理した。

労働者側課題
スティグマに関する課題が残っている38）

共通課題として
フィットノートフォーマットの改善の余地：記載事項の追加もしくは削除
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　１　対象となる事業場
　　　フィットノートで求められる就業配慮に事業場側が柔軟に対応できるか否かは大きな課

題となるが、フィットノートの適用対象として可能性が高いのは、中小企業と考えられる。

職場復帰に関連する課題は多いが、とくに産業医選任義務のない小規模事業場では、事業

場側では産業保健職の不在、主治医側では職場との連絡手段の欠如といった職場復帰に関

わる課題が、フィットノートに基づくコミュニケーションと就業配慮によって可能となる

メリットは大きいと考えられる（表６、図５）。社内の制度変更など状況が許せば、大企業

でも産業医のアクセスがしにくい支店などでは活用できる可能性はある。

表５　フィットノートをわが国への導入にあたって検討するべき事項

⃝　対象となる事業場
⃝　柔軟な就業配慮は可能か？
⃝　適用疾患の整理
⃝　労働者の不利益とならないという保証
⃝　法的問題の整理
⃝　就業ができない場合の福祉的措置への移行
⃝　発行費用等
⃝　負担とならない書類量
⃝　臨床医のトレーニング等

表６　小規模事業場における職場復帰に関わる課題とフィットノートを適用した場合のメリット

小規模事業場における職場復帰に関わる課題 フィットノート使用におけるメリット

事業者側 ⃝　産業保健職（医）の不在
⃝　 労働者の健康状態が把握できず、復帰時

に適切な配慮が困難
⃝　 病欠に伴う生産性の低下、人員構成変更

の必要性
⃝　 就労困難社員に対する解雇時の訴訟リス

ク

⃝　 産業保健職（医）不在職場での復職可能
性の向上

⃝　 労働力の損失を予防（医師の指示に基づ
く適正配置）

⃝　安全配慮義務履行

労働者側 ⃝　 長期休業による予後の不良（雇止めのリ
スク）

⃝　 長期休暇取得の制度がないため、状態が
改善しないまま出社することによるメン
タルヘルス不調の慢性化

⃝　 メンタルヘルス不調ということだけで退
職を迫られるリスク

⃝　早期復職・休業不要の可能性
⃝　 復職時に会社と交渉するエンパワーメ

ントを得ることの可能性
⃝　退職の回避

主治医側 ⃝　職場との連絡手段の欠如
⃝　 一部で労働者都合の診断書を発行（主治

医の考えとの差違）

⃝　 事業者（職場）とのコミュニケーション
の円滑化

⃝　 労働者の都合による診断書ではなく、医
師の見解を述べることが可能
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　２　導入を促進するインフラの設定：コーディネーティング
　　　事業場側からすると、フィットノートが送ってこられるだけでは、主治医の助言に対応

できないかもしれない。この負担感を軽減するために、事業場にも納得してもらう仕組み

が必要である。一般に、事業場に入らないと就業の配慮はできないため、復職コーディネー

ターなど、フィットノートを受け取った後のフォローをサービスする仕組みが地域にある

とよい。公的な支援資源としては、ハローワーク、（独）労働者健康安全機構が設置する産

業保健総合支援センター、地域産業保健センター、労災病院治療就労両立支援センター

（部）、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する障害者職業センターおよび都道府

県労働局が委託する障害者就業・生活支援センターなどが候補として考えられる。労務上

の配慮を検討する場合には、都道府県労働局および労働基準監督署に設置している総合労

働相談コーナーに加えて社会保険労務士が有用な資源となる可能性がある。

　３　連携のためのツール
　　　フィットノートの導入を促進するものとしては、主治医が労働者に期待されている就業

能力を把握できる機会（文書）と、労働者の就労準備性を把握できるツール等がある。英

国でも、主治医が患者と就労可能性について相談し Shared Decision Making を促進するた

めのツールが使用されている。

　　　表６のような職場復帰に関わる課題は、特に小規模事業場において、職場環境や職務内

容による労働者の職場不適応が生じたときに起こりやすい。主治医が就業可能と判断する

図５　労働者の早期職場復帰を助けるフィットノートのわが国における導入の可能性
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レベルと、職場が復帰する労働者に求める就業（パフォーマンス）レベルの差を小さくし、

職場の不適応への対応を最大限に支援するような、主治医－労働者－事業者間のコミュニ

ケーションの促進を図ることで、適切な就労配慮を実施することによる早期復職や不要な

休業の防止が期待できる。

　　　英国で使用されているツール同様、労働者の就労に対するモチベーションの高さや職場

のストレス要因（労働者の認知）を共有し、主治医と労働者が、健康と就労を両立させる

方法を話し合う文書があると役立つと思われる。記載内容としては、復職や就業継続に関

する労働者の自信の程度、復職や就業継続に対する障害や支援資源などが挙げられる。

　　　さらに、主治医が、労働者の職場の状況や、彼らに期待されているパフォーマンスにつ

いて情報を得るための文書があると有用である。記載内容としては、職位や具体的な業務

内容、従来の働きぶりと期待される業務内容、最近の勤務状況など会社（上司）として困

っていることを職場から伝えられるようなものが想定される。

　４　法的に勘案しなければならない事項
　　　労働者にとって不合理な不利益とならないことを保証する仕組みが必要である。不要な

休業を回避する目的でフィットノートを導入する場合に、法的に勘案しなければならない

事項は、医療の範囲のみで導入するか、様々なステークホルダーを巻き込む公的な制度と

して導入するかにより変わってくる（表７）。

表７　わが国にフィットノートを導入する場合における法的な課題についての整理事項

医療の範囲のみで導入する場合
⃝　 マニュアルを使用した適用疾患の篩い分けの実施を取り入れることなどと同様の手続きとな

る〜要は、医療の中での治療方法やシステムの変更と同じようなものになる〜ため、医師のコ
ンセンサスを含め、医学的な裏付けがある限り、おそらく法的な課題は少ない。

様々なステークホルダーの参加を得る公的な制度としての導入
⃝　 フィットノートへの記載内容の判断をどのような基準で行っているのか（主治医によるケース

の労働能力判断の妥当性）が問われる可能性について検討をしておかなければならない。英国
において、フィットノートがどのような社会的認識を背景に導入され、現にどのように運用さ
れ、どのように受け止められているのか等について十分な調査の必要性がある。

　　訴訟問題となる可能性（例）
　　 　労働者は働けないと思っているのに就業させられ、症状が悪化した場合
　　 　 労働者は働けると思っているのにその適用を受けられずに休業が続いたり、退職に至った

場合

わが国で制度を展開する際に、特に念頭に置く必要がある事項
⃝　病者の解雇は最終手段とすべきという解雇権濫用規制と解雇回避努力義務
⃝　病者への適切かつ合理的な配慮を求める健康配慮義務
⃝　 障害者への差別を禁止し、合理的配慮を定める改正障害者雇用促進法とそれを受けた民事上の

法理論
⃝　病者等の適正配置を求める労働安全衛生法第68条の解釈適用
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　　　医療の範囲のみで導入する場合、フィットノートは、マニュアルを使用した適用疾患の

篩い分けの実施を取り入れることなどと同様の手続きとなる。医療の中での治療方法やシ

ステムの変更と同じようなものになるため、医師のコンセンサスを含め、医学的な裏付け

がある限り、おそらく法的な課題は少ない。

　　　一方で、様々なステークホルダーの参加を得る公的な制度としての導入に当たっては、フ

ィットノートへの記載内容の判断をどのような基準で行っているのか（主治医によるケー

スの労働能力判断の妥当性）が問われる可能性について検討をしておかなければならない。

例えば、労働者は働けないと思っているのに就業させられ症状が悪化した場合、逆に労働

者は働けると思っているのにその適用を受けられずに休業が続いたり、退職に至ったたり

した場合などに訴訟問題となる可能性がある。

　　　なお、日本で制度を展開する際に、特に念頭に置く必要がある事項として、病者の解雇

は最終手段とすべきという解雇権濫用規制と（事実上の）解雇回避努力義務、病者への適

切かつ合理的な配慮を求める健康配慮義務、障害者への差別を禁止し、合理的配慮を定め

る改正障害者雇用促進法とそれを受けた民事上の法理論があり、労働安全衛生法上は、病

者等の適正配置を求める第68条の解釈適用が問われる。

　５　運用面：負担とならない書類量と発行時期
　　　フィットノートのフォーマットは、必要十分な項目を選択し、簡単に記入できるレイア

ウトにする必要がある。多くの臨床医にとって診断書を含むペーパーワークは過重な負荷

と感じられており42）、制度設計によっては、簡便に事業者とコミュニケートできる診断書

は有用となる可能性がある。

　　　フィットノート発行のタイミングは、早期の職場復帰と不要な休業の防止を主目的とし

て、主治医には可及的速やかに記入をしてもらうことが望ましい。専門医の「要休業」診

断書を受けて休業の手続きが始まる現状では、多くの場合、主治医が患者を初見するタイ

ミングとなるが、多忙な臨床医にオンタイムの発行を求めることは難しい。初診時に正確

な診断を立てることが難しい精神疾患などでは、初診後２、３週間で職場への適応ができ

ないか見立てをたてることができるとよいのかもしれない。この間に主治医と患者の間で、

患者が就いている仕事についてのディスカッションをすることになる。以上を総合すると、

英国の例に倣い、初診後、４週間程度までの発行が妥当なところのように思われる。英国

では、約４分の１のフィットノートは、１〜３ヶ月の期間で発行されている43）。

　　　主治医には、再評価にあたっての期日を記入してもらう必要がある。期間は、職場にお

ける就業制限（休業を含む）期間の目安になる。臨床的判断にもよるが、英国で長期間の

発行が認められていないように、一定の期間設定が必要かもしれない。
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　６　主治医のトレーニングについての検討
　　　主治医には、産業保健のイメージを持ってもらう必要がある。英国の GP は、休業証明

書の主たる発行者であり、傷病手当のゲートキーパーという日本における主治医と同様の

機能を担っている21,44）。フィットノートが、労働者に何ができるか、に焦点を当てたもので

あるとすれば、主治医は、ケースの職務や、日々の仕事が健康に及ぼす影響について理解

しておく必要がある32）。英国では、導入当初の見込みは良好であったが45）、課題や限界も

見られている。そのうちの大きな課題がGPのトレーニング（資質）に関することである。

　　　これに対して、GPの態度を変えるための教育プログラムが導入され46）、フィットノート

に対する肯定的な態度と仕事と健康の問題を扱う上での自信も増加してきているようであ

る47）。産業医学に関連する教育、もしくは、仕事と健康に関連するトレーニングを受けて

いた GP は、患者が復職することやフィットノートに対して、有意にポジティブな態度を

有していた47）。GPが仕事関連のコンサルテーションについて困難を感じている点は、患者

擁護、コンサルテーションのための時間、仕事と健康に関連する知識の欠如48）やコミュニ

ケーションスキル49）であった。これら情報をもとに、トレーニングプログラムの開発が始

められ、マネジメントにおける仕事と健康について患者と話をすること、患者が仕事に戻

ること、事業者に仕事と健康について話すことの重要性の認識などの項目について、３時

間の対面型のワークショップ教育が一定の効果を挙げている46）。わが国でも、専門家主治

医（精神科医、心療内科医等）を対象とする産業保健の研修の充実が必要となる。

　７　就業ができない場合の福祉的措置への移行
　　　フィットノートシステムの有効期間の設定と関連して検討されるべき制度上の課題であ

る。今や英国では、フィットノートとFFWSとの二本立てで制度設計がなされている。長

期休業が見込まれる場合には、個別の復職プランの作成や休業補償関連の手続きに漏れが

発生しないような助言など、早期からサービスが受けられるようにFFWSの整備が進めら

れており、このようなシームレスな福祉的措置への移行について制度上の検討が必要であ

る。

　　　関連の検討事項としては、休業をした場合の保険給付の出所についても合わせて整理さ

れる必要がある（たとえば、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である場

合は傷病手当金、業務上の事由による病気やケガの療養のための休業である場合は労災保

険給付、等）。

　８　柔軟な雇用形態
　　　制度上の整備事項には、雇用の流動性と雇用条件の柔軟性が挙げられる。たとえば、英

国では、事業者と労働者個人間で、職務に対して、個別に賃金調整が可能なため、事業者

と労働者個人間で合意が形成されれば、合意した労働条件で復職が可能となる。受け入れ
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側には、個別の労働者の契約に関する柔軟な対応が求められるが、労働契約の内容を集団

交渉で定める労働協約、または、事業者が経営権に基づき定める就業規則の内容とする（労

働契約法第７条）企業が多くを占めるわが国にはそぐわない面がある。雇用形態について

は社会制度上の制限が大きいが、小規模事業場では、集団交渉や就業規則で画一的な労働

契約が形成されるとは限らず、むしろ柔軟な対応が可能となるかもしれない。その際、社

会保険労務士などの支援が有用になると思われる。現在議論されている同一労働同一賃金

は、職務記述書の明確化などの作業と相まって、フィットノート導入を推進するヒントを

提供してくれる可能性がある。

　　　就業規則の範囲内でも柔軟な配慮を設定できる可能性がある。フィットノートでは、主

治医の助言に基づいて話し合い、可能な対応をすることは、患者である労働者と事業者の

役割とされている。産業保健スタッフのサポートがなくとも、事業者責任でやれることを

規定する必要がある。自然、事業者の裁量は大きくなる可能性はあるが、障害者の就業配

慮については、わが国では専門家の意見を聞くことが求められており、就業配慮期間等の

設定についてはフィットノートの再評価期間を目安にすることが求められる。

　９　発行費用（文書料）等
　　　フィットノート導入の要件として、主治医側、事業者側両者のインセンティブについて

検討する必要性が挙げられる。英国では、発行にかかる費用は、GP と NHS の包括的業務

契約に含まれているため、発行あたりの単価はない。したがって、GPに直接のインセンテ

ィブはなく、このことは英国でも課題となっている36）。制度として導入するためには、ス

テークホルダーにとって、経済的なインセンティブが必要となる。わが国における制度と

して取り入れる場合、フィットノートの受益者負担の観点からは、ふたつの選択肢が考え

られる。すなわち、仕事をするために必要な書類であればケース（労働者）負担となり、就

業配慮上の意見を求めるものであれば事業者負担となることが考えられる。

　　　また、早期の治療終結は、主治医側には逆インセンティブになる可能性があり、彼らに、

早期に職場に帰すインセンティブを示す必要もある。事業場側から「こういうことができ

る。」等、内部の受け入れ態勢ができている事前準備などを知らせて、「これなら返しても

よいかな。」と主事医に思わせるような事業場の準備態勢は重要と考えられる。

　10　メンタルヘルス不調についての適用
　　　メンタルヘルス不調による休業者がいる事業場の割合の高止まり、および、復職後早期

の再休業率の高さ50）から、当該労働者の円滑な職場復帰、および、再発予防は重要課題で

ある。休業に陥る多くの症例が適応の問題で、休業をさせずに仕事を続けさせられる可能

性があること、長く休むと家族のダイナミズムなどが絡んで予後が悪くなりさらに長期休

業となるリスクも指摘されている。メンタルヘルス不調のために休業に陥った労働者の復
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職については、種々の課題があるが、主治医による診断書の有用性は、そのうちの一つで

ある51）。現在わが国では、専門医の診断書は、それを基に休業および復職（第３ステップ）

の手続きが開始される要件となっている。しかし、産業医からは、診断書ベースでの専門

医とのコミュニケーションが難しいことが指摘されている52,53）。精神科関連の専門医の調査

からも、診断書の内容が患者の希望に沿って、甘くなる可能性が認められている54,55）。

　　　英国におけるフィットノートの発行数のトレンドから、最近、対象疾患としてメンタル

ヘルスの重要性が増加していることがうかがわれている56）。実際に、英国でフィットノー

トの発行数がもっとも多いのがメンタルヘルス不調に対するもので、ある調査では、軽症

から中等度のメンタルヘルス不調（コモン・メンタル・ディスオーダーと呼ばれる抑うつ、

不安、ストレスを含む）で発行されたフィットノートが、全体の35％を占めていた33）。

　　　一方で、メンタルヘルス不調は、他の疾患に比べて、「仕事に適する可能性がある」と助

言される頻度が少ないことが分かっている。先の調査では33）、調査した全5080のフィット

ノートのうち、「仕事に適する可能性がある」オプションにマークされた頻度は6.4％であ

った。身体疾患は、「仕事に適する可能性がある」オプションをチェックされる頻度が高い

傾向にあり、事故による障害や術後からの復職にあたっては10％程度が、筋骨格系疾患の

復職アドバイスでは８％を超えるチェックがあった。一方で、全体の３分の１以上を占め

るメンタルヘルス不調においては、４％しか「仕事に適する可能性がある」オプションが

使用されていなかった。

　　　基本的に、就業を検討できる障害はすべてフィットノートの適用となるが、産業医・精

神科医に共通して、エビデンスが不足しているメンタルヘルス不調への適用の可否が懸念

される。とくに、療養にあたって必ずしも（完全な）休養を要しない適応の問題は適用が

高いが、精神疾患に適用する場合に留意すべき疾患について検討しておく必要がある。十

分な休息を必要とする障害を除く適応の問題でメンタルヘルス不調に陥った労働者がもっ

とも適用のある状況と思われる。表８に、フィットノートの適用に際し留意すべき精神障

害を例示したが、いずれも病状や事業場における合理的な配慮により適用可能な例はある。

表８　フィットノート適用に際し留意すべき精神障害

⃝　切迫する希死念慮がある
⃝　薬物依存・アルコール依存
⃝　精神遅滞
⃝　パーソナリティ障害
⃝　器質性精神病
⃝　未治療の統合失調症
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　11　既に行われようとしている制度や事例の活用
　　　平成28年２月23日に、厚生労働省から、がん、脳卒中などの疾患を抱える労働者に、適

切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするた

め、事業場における取組などをまとめた「事業場における治療と職業生活の両立支援のた

めのガイドライン」が公表された。治療と職業生活の両立支援の進め方として、①労働者

が事業者に支援を求める申出（主治医による配慮事項などに関する意見書を提出）、②事業

者が必要な措置や配慮について産業医などから意見を聴取、③事業者が就業上の措置など

を決定・実施（「両立支援プラン」の作成が望ましい）、という進め方を提案している。こ

こで想定されている労働者の健康障害はがんや脳卒中などの疾患であるが、提示されてい

る主治医向けの勤務情報提供様式例や主治医の意見を求める際の様式例による情報のやり

取りは、これまで述べてきたフィットノートの情報のやり取りと共通するものである。さ

らに、治療と職業生活の両立支援に関するセミナー、都道府県の産業保健総合支援センター

での相談、企業に対する個別訪問支援、労災病院に併設する治療就労両立支援センター等

との連携による支援等、産業保健総合支援センターによる支援の考え方は、広くがんや脳

卒中以外の疾病にも応用されることが期待される57）。

　　　事業場と主治医の連携を促進するツール等は、種々の現場で導入されている。たとえば、

事業場側から、主治医の意見を求めたい従業員の勤務時間帯・通勤手段、治療開始前の残

業実績、復職予定業務の作業と特性がわかる情報を送り、主治医は、復職後の従業員が行

う作業に対して、「問題なし」、「要配慮」、「不適」の判断をして事業者に伝える等の試みが

なされている58）。

　　　課題は残るものの、現時点で想定される日本におけるフィットノートの適用イメージを

図６に示す。

図６　フィットノートのシステム案
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IV　おわりに
　　フィットノートは、英国でも本格的な運用がはじまったところで、その評価は、これから

であるが、その制度の考え方は、日本の産業保健の制度設計の参考になる可能性がある。と

くに、わが国の課題とされている産業保健体制の十分でない職場への適用可能性について議

論が深まることを期待したい。
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職場復帰時の支援マニュアル 

～生活記録表を用いた復職判定～ 

 

本マニュアルは、メンタルヘルス不調を来した労働者の職場復帰時

の面談（復職面談）を、「生活記録表」を利用して実施する産業医を

支援するための概要が記されています。  
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生活記録表を用いた復職判定の基準 

生活記録表の記載内容を参考に、具体的な活動内容や生活リズムなどについ

て面談時に本人に直接確認し、以下のような観点から復職可否の判断を行って

ください。 

 
生活記録表の記入を開始する時期は、 

休職者が復職を考え始めたとき、もしくは、主治医から復職可の診断書が出たときです 

 
復職可否の判定基準は、 

① 睡眠リズムが整っていること 
・ 睡眠時間が確保できており、普段の出勤と同じ時間帯に起床できている 
・ 昼寝をしていない（昼間、横にならずに生活できている） 
 
② 日中の活動リズムが整っていること 
以下のような活動や外出が午前中・午後の両方で行えている（目安：9 時～15 時など） 
・ 図書館での読書や学習 
・ 運動（筋トレ、ジョギング、サイクリング、散歩、水泳など） 
・ 買い物や通院など 
 
③ 普段の通勤と同じような時間帯に、同じような手段で外出ができること 
・電車やバスなど、普段と同じ経路で職場の最寄り駅まで来てみる、など 
・出かける場所や移動方法は毎日同じでなくても構わない 
・普段の通勤と同じような時間帯に外出できている 
 
④ 上記のような活動が週 5 日×2 週間以上継続できていること 
・ 上記のような生活が、月曜～金曜まで毎日、少なくとも 2週間以上継続できている 
・ 生活記録表を 2週間以上、続けて記入できている 
 

上記①から④のすべてがそろっているかどうかを、 

生活記録表の記載内容を参考に 復職面談にて確認 のうえ 

復職の可否を判断下さい。 
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例１：復職可と判断できる生活記録表の記載例 

 

 
判定のポイント： 

睡眠リズムは整っており、毎日、通勤に間に合う時間に起きられています。また、  

通勤と同じような時間に図書館やジムにも出かけており、週に何度かは電車に乗って 

通勤の練習を行っています。午前中から午後 3 時ごろまでの外出が週 5 日続けられて  

おり、こうした生活が、少なくとも 2週間続けられているため復職可能な状態だと判断

できます。 
  

記入例

○  月　 □　日（△） 3 月 7 日 ( 月 ) 3 月 8 日 ( 火 ) 3 月 9 日 ( 水 ) 3 月 10 日 ( 木 ) 3 月 11 日 ( 金 ) 3 月 12 日 ( 土 ) 3 月 13 日 ( 日 )

0:00

1:00

2:00 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠
3:00

4:00

5:00 起床
6:00 朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食
7:00 起床・朝食 起床・朝食
8:00 電車 電車 電車 電車
9:00 図書館 図書館 運動 (ジム） 図書館 運動 (ジム） 図書館
10:00

11:00

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
13:00 運動 図書館 図書館 図書館 図書館
14:00 （○○ｽﾎﾟｰﾂ）
15:00 通院 買い物
16:00 買い物 散歩 散歩 散歩
17:00 買い物
18:00 家事手伝い
19:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
20:00 夕食
21:00 就寝
22:00 睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝
23:00 就寝

備考
起床はスッキリで、昼間の図
書館でも集中して本が読め
た。食欲あり。

通勤時間帯に電車に乗った
図書館で集中できた

午前中は運動 朝少し起きづらかった 夕方に散歩に出かけた 通院日だった 午後から家族と買い物 ほとんど家にいた

○  月　 □　日（△） 3 月 14 日 ( 月 ) 3 月 15 日 ( 火 ) 3 月 16 日 ( 水 ) 3 月 17 日 ( 木 ) 3 月 18 日 ( 金 ) 3 月 19 日 ( 土 ) 3 月 20 日 ( 日 )
0:00

1:00

2:00 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠
3:00

4:00

5:00 起床
6:00 朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食
7:00 起床・朝食 起床・朝食
8:00 電車 電車 電車 電車
9:00 図書館 図書館 運動 (ジム） 図書館 運動 (ジム） 図書館
10:00

11:00

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
13:00 運動 図書館 図書館 図書館 図書館 図書館
14:00 （○○ｽﾎﾟｰﾂ）
15:00 買い物
16:00 買い物 散歩 散歩 散歩
17:00 買い物
18:00 家事手伝い
19:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
20:00 夕食
21:00 就寝 就寝
22:00 睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝
23:00

備考
起床はスッキリで、昼間の図
書館でも集中して本が読め
た。食欲あり。

通勤時間帯に電車に乗った
図書館で集中できた

疲れていたので早めに寝た 普通に起きられた 夕方に散歩に出かけた 図書館で集中できた 午後から家族と買い物 ほとんど家にいた

睡眠のリズムは整ってきた

・規則的

・出勤に間に合うように起きられる

・平日の昼寝もない

日中の外出が週５回できている

・午前中から週５回、外出できている

・午後も外出が続けられている

・図書館、ジムなどに通えている

・疲れがたまった様子もない

こうした活動や生活リズムが

2週間、継続して維持できている。
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例２：復職はまだ不可（困難）と判断できる生活記録表の記載例 

 

 
判定のポイント： 

睡眠のリズムが整っておらず、会社に間に合う時間に起床できていません。平日の 

日中には、昼寝などもしています。また、午後から、短時間の外出はできていますが、

図書館やジムなどには行けておらず、外出時間も長くありません。また、午前中からの

外出（出勤時間と同じような時間帯の外出）もできていません。この状態では復職可能

とは言えません。 
  

記入例

○  月　 □　日（△） 3 月 7 日 ( 月 ) 3 月 8 日 ( 火 ) 3 月 9 日 ( 水 ) 3 月 10 日 ( 木 ) 3 月 11 日 ( 金 ) 3 月 12 日 ( 土 ) 3 月 13 日 ( 日 )

0:00

1:00 布団に入っても
2:00 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 寝られない 睡眠 睡眠
3:00

4:00 睡眠
5:00 起床
6:00 朝食
7:00

8:00 起床・朝食 起床・食事
9:00 運動 起床 起床 起床・朝食
10:00 （〇〇ｽﾎﾟｰﾂ） 食事 二度寝 起床・食事 起床・食事
11:00

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
13:00 昼食 昼食
14:00 図書館
15:00 散歩 通院 昼寝
16:00 買い物 買い物 散歩
17:00

18:00 家事手伝い
19:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
20:00 夕食
21:00 就寝
22:00 睡眠
23:00 就寝

備考
起床はスッキリで、昼間の図
書館でも集中して本が読め
た。食欲あり。

午後から散歩 午前中は二度寝 通院日 夕方に散歩に出かけた
なかなか寝付けない

昼寝した
夕方から散歩

○  月　 □　日（△） 3 月 14 日 ( 月 ) 3 月 15 日 ( 火 ) 3 月 16 日 ( 水 ) 3 月 17 日 ( 木 ) 3 月 18 日 ( 金 ) 3 月 19 日 ( 土 ) 3 月 20 日 ( 日 )
0:00

1:00 布団に入っても
2:00 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 寝られない 睡眠 睡眠 睡眠
3:00

4:00 睡眠
5:00 起床
6:00 朝食
7:00

8:00 起床・朝食 起床・食事
9:00 運動 起床 起床 起床・朝食
10:00 （〇〇ｽﾎﾟｰﾂ） 食事 二度寝 起床・食事 起床・食事
11:00

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
13:00 昼食 昼食
14:00 図書館
15:00 散歩 昼寝
16:00 買い物 買い物 散歩 散歩
17:00

18:00 家事手伝い
19:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
20:00 夕食
21:00 就寝
22:00 睡眠
23:00 就寝

備考
起床はスッキリで、昼間の図
書館でも集中して本が読め
た。食欲あり。

午後から散歩 午前中は二度寝 昼寝をした 夕方に散歩に出かけた
散歩をしたら気持ちよかっ

た
昼からは調子はよく過ごせた 夕方から散歩

日中の外出が週５回できていない

・ほとんど外出できていない

・午後から、短時間の外出のみ

睡眠のリズムが整っていない

・不規則

・不眠症状も見られる

・出勤に間に合うように起きられない

・二度寝や昼寝が見られる
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例３：復職にむけて取り組んでいるが、まだ復職不可と判断できる記載例 

 

 
判定のポイント： 

睡眠リズムは整っており、出勤に間に合う時間に起きられるようになっています。 

また午後からは、図書館やジムなどにも通えています。午前中からの外出も、週のうち

何日かは実施しています。しかしまだ、「通常の出勤時間からの外出（午前中から午後

までの外出）が、週 5日×2週間以上継続できている」とは言えません。この状態では

復職可能とは言えません。 
  

記入例

○  月　 □　日（△） 3 月 7 日 ( 月 ) 3 月 8 日 ( 火 ) 3 月 9 日 ( 水 ) 3 月 10 日 ( 木 ) 3 月 11 日 ( 金 ) 3 月 12 日 ( 土 ) 3 月 13 日 ( 日 )

0:00

1:00

2:00 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠
3:00

4:00

5:00 起床
6:00 朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食
7:00 起床・朝食 起床・朝食
8:00 起床・朝食 起床・朝食
9:00 運動 図書館
10:00 （〇〇ｽﾎﾟｰﾂ） 図書館
11:00

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
13:00 図書館 ジム(運動） 図書館 昼寝
14:00 図書館
15:00 通院 買い物
16:00 買い物 散歩
17:00 買い物
18:00 家事手伝い
19:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
20:00 夕食
21:00 就寝
22:00 睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝
23:00 就寝

備考
起床はスッキリで、昼間の図
書館でも集中して本が読め
た。食欲あり。

図書館で集中できた ジムに行った 午前中から図書館 疲れてしまった 通院日 午後から家族と買い物 ほとんど家にいた

○  月　 □　日（△） 3 月 14 日 ( 月 ) 3 月 15 日 ( 火 ) 3 月 16 日 ( 水 ) 3 月 17 日 ( 木 ) 3 月 18 日 ( 金 ) 3 月 19 日 ( 土 ) 3 月 20 日 ( 日 )
0:00

1:00

2:00 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠
3:00

4:00

5:00 起床
6:00 朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食
7:00 起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食
8:00

9:00 運動 図書館 図書館 図書館
10:00 （〇〇ｽﾎﾟｰﾂ）
11:00

12:00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
13:00 図書館 ジム(運動） 図書館 図書館 図書館
14:00 図書館
15:00 買い物
16:00 買い物 昼寝 散歩 散歩
17:00 買い物
18:00 家事手伝い
19:00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
20:00 夕食
21:00 就寝
22:00 睡眠 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝
23:00 就寝

備考
起床はスッキリで、昼間の図
書館でも集中して本が読め
た。食欲あり。

図書館で集中できた ジムに行った 午前中から図書館 がんばって図書館に通った午前中から図書館に行けた 午後から家族と買い物 ほとんど家にいた

日中の外出が週５回できていない

・午後からの外出はだいぶできて

きた

・午前中の外出がまだ不十分

・疲れて昼寝をすることも

睡眠のリズムは整ってきた

・規則的

・出勤に間に合うように起きられる

・日中の眠気もほとんどない

午前中から少しずつ外出でき

るように

なってきているが、まだ、週5日

×2週間以上、継続できていな

い。
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復職判定 Q&A 

Q1:  1 回でも寝過ごしていたらダメですか？ 
A1:  基本的にはダメです。2 週間、就業日（月～金）はきちんと起きているのが原則で

す。また、土日は起床時間が遅くてもよいと思われます。 
 
Q2:  睡眠時間の長さはどのように判断したらよいですか？ 
A2:  1 日６～８時間が理想ですが、個人差が大きいので休職前との睡眠時間の比較を

してください。本人との面談時に確認すると良いでしょう。 
 
Q3:  中途覚醒がある場合はどのように判断したらよいですか？ 
A3:  中途覚醒があっても日中の活動に影響がなければ問題ないと思われます。気にな

る症状があれば主治医に相談するよう促してください。 
 
Q4:  精神症状（抑うつや不安）の訴えがある場合はどう判断すればよいですか？ 
A4:  主治医が復職可能の診断書を書いていれば、病状の回復は一定のレベルに達して

いると考えられます。気になる症状があれば主治医に相談するよう促してくださ

い。 
 
Q5:  生活記録表の記入期間が 2 週間に満たない場合は、どうすればよいですか？ 
A5:  安定した心身の状況を把握するためには、最低２週間の情報が必要です。 
 
Q6:  1 日当たりの活動項目が十分に記入されていない場合、どうすればよいでしょう

か？ 
A6:  不足している情報は、面談時に詳細を確認した上で、生活記録表の記入を改めて

指示し、次回（2 週間以降）の面談時に判断してください。 
 
Q7:  記載内容の信憑性に欠ける場合、どうすればよいでしょうか？ 
A7:  記載されている内容が信憑性に欠ける場合、面談時に詳細を確認した上、生活記

録表の記入を改めて指示し、次回（2 週間以降）の面談時に判断してください。 
 
Q8:  図書館通いの他にも、復職の準備に適した活動はありますか？ 
A8:  定期的な体力づくり、新聞や雑誌などからの知識の吸収、人ごみの中に出かける、

友人や家族と買い物に行くなど自発的かつ積極的な行動は良い指標です。 
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Q9:  1 回の面談で復職可否の判断が困難と思われた際には、どうすればよいですか？ 
A9:  再度 2 週間以上の生活記録表の記入を指示し、次回の面談時に判断してください。 

 
Q10:  生活記録表の記入を復帰後も続ける必要はありますか？ 
A10:  復職後の記入は必須ではありません。ただし、復職後の面談などで生活のリズム

を把握したい場合は利用しても良いでしょう。 
 
Q11:  生活記録表を記載している期間に、風邪などで数日寝込んでしまったときはどの

ように判断すればいいでしょうか？ 
A11:  風邪の症状が軽快して、2 週間程度生活リズムが整ったことを確認してから、  

復職の判断を行った方が良いでしょう。 
 
Q12:  事業場の訪問が月に１回の場合で、生活記録表の記載が不十分なとき、追加で  

1か月間の生活記録表の記入を指示し、1ヶ月後に面談するしかないでしょうか？ 
A12:  可能であれば 2 週間後に確認してください。難しい場合は 1 ヶ月後の訪問時まで

の記載を指示してください。 
 
Q13:  主治医が復職可の診断書を出しているのに、生活記録表の記載内容が不十分で 

あることを理由に、産業医が復職不可の判断をしていいのでしょうか？ 
A13:  生活記録表の復職判断基準を満たしていない場合は、復職困難と考えられますの

で、産業医の判断で復職不可としてかまいません。 
 

生活記録表を使用する際のその他の留意点 
Q14:  通勤の練習をしているときに交通費を支払う必要はありますか？ 
A14:  事業場のルールを確認してください（下記参照）。 
 
Q15:  通勤の練習をしているときに会社の敷地内に入っていいのですか？ 
A15:  事業場のルールを確認してください（下記参照）。 
 
参考： 
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き（平成 24 年改定）」によると、通勤訓練と

は「職場復帰前に、労働者の自宅から職場の近くまで通常の出勤経路で移動を行い、そのまま又は職場  

付近で一定時間を過ごした後に帰宅する」ものとされています。一般的には業務とみなされるものでは  

ないため、移動にかかる費用については労働者の自己負担で良いと思われます。通勤費の支払いや、移動

中に災害が発生した場合の対応、会社の敷地内への立ち入りの可否など、人事労務管理上の位置付けに  

ついては、事業場の担当者とあらかじめ相談し、一定のルールを定めておく必要があります。 
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本マニュアルは、平成 26 年度労災疾病臨床研究事業「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく 

新しい支援方策の開発（14070101-01）」に基づいて実施されるモデル事業用に作成されたものです。 
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管理監督者のための復職対応
マネジメントスキル研修

東京⼤学
メンタルヘルス不調の復職対応
管理監督者研修開発チーム

はじめに
• この研修は、平成28年度厚⽣労働省労災疾病臨床
研究事業費補助⾦「メンタルヘルス不調による休
職者に対する科学的根拠に基づく新しい⽀援⽅策
の開発」 (14070101―01) 分担研究：復職者の再
発予防のための管理監督者教育（及び職場環境改
善の⼿法）の開発により実施されています。

• 皆様にアンケートに回答いただき、その結果を参
考に研修内容の改善を⾏います。

• アンケートにご参加いただけるかどうかは、皆様
の⾃由意思でお決めいただければ結構ですが、で
きればご協⼒をいただけるとありがたく思います。

• どうぞよろしくお願いいたします。

メンタルヘルス不調からの復職における
マネジメントの重要性

• どの企業でもメンタルヘルス不調になる⽅が
います。病気を抱えた⽅への職場での⽀援
（両⽴⽀援といいます）の機会が増えています。

• 病気を抱えた⽅を職場に受け⼊れることで
－病気を抱えた⽅も⼈的資源として活かす
（多様性として受け⼊れる）
－職場全体の志気やパフォーマンスを低下させない

• これらが管理監督者の重要なマネジメントスキル
の⼀部となっています。

メンタルヘルス不調の従業員の復職対応は
上司のマネジメント能⼒の拡張版

⽇常運営*

• 基本的態度

• ⼈と組織の管理

• 業務の管理

• 法対応・リスクマネジ
メント

復職対応

• 基本的態度

• ⼈と組織の管理

• 業務の管理

• 法対応・リスクマネジ
メント

* 東京商⼯会議所「ビジネスマネジャー検定」コアコンピテンシーから

復職対応って・・？？皆さんの⼼の声

５．うまく対応できるか不安だな〜

４．復職して来たらどうやって仕事をさせればいいんだ？

３．本⼈にやる気を出させて働かせるには
どうすればいいんだ？

２．⼀緒に仕事する職場のメンバーには
どう説明しておけばいいんだ？

１．メンタルヘルス不調ってどんな病気？
なぜ現場が対応しなければいけないのか？

今⽇はこれを学びます

５．うまく対応できるか不安だな〜

４．復職して来たらどうやって仕事を
させればいいんだ？

３．本⼈にやる気を出させて働かせる
にはどうすればいいんだ？

２．⼀緒に仕事する職場のメンバーに
はどう説明しておけばいいんだ？

１．メンタルヘルス不調ってどんな病
気？なぜ現場が対応するんだ？

スキル５
管理監督者の
基本的態度

基本的
態度

スキル１
病気や法律に関する

基本的知識

法対応・
リスクマネジ
メント

スキル４
本⼈の状態に合わせた

業務管理

業務の
管理

スキル３
励ます以外の⽅法で本
⼈を動機づける

⼈と組織の
管理（⼈）

スキル２
本⼈の病状を職場に

伝える

⼈と組織の
管理（組織）

上司の復職対応のマネジメントスキル

6
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復職対応のマネジメントスキル
１ 基本的知識 □⼼の病気について知っている

□復職に関連した法律やルールを知っている

２ 組織の管理 □本⼈の状態を職場に伝えることができる
□周囲のサポートを引き出すことができる

３ ⼈の管理 □励ます以外の⽅法で、本⼈を動機づける
ことができる

４ 業務の管理
□本⼈の調⼦を聞き出すことができる
□本⼈の状態に合わせて業務指⽰を⾏うこと
ができる

５ 基本的態度 □復職における管理監督者の基本的態度を
理解している

今⽇の研修の⽬的
メンタルヘルス不調の部下の復職対応を
例として、管理監督者としてのマネジメ
ント能⼒の向上をねらいとします。

メンタルヘルス不調の部下の復職対応を
例として、管理監督者としてのマネジメ
ント能⼒の向上をねらいとします。

部下の復職対応において５つのスキルを
⾝につけます。
部下の復職対応において５つのスキルを
⾝につけます。

１ 基本的知識
２ 組織の管理
３ ⼈の管理

４ 業務の管理
５ 基本的態度

基本編

まずは復職対応の基本知識を学びます。

１ 基本的知識 □⼼の病気について知っている
□復職に関連した法律やルールを知っている

スキル１ 病気と法律に関する基礎知識
• メンタルヘルス不調（⼼の病気）には
いろいろなものがありますが、個⼈差が多く、
その⼈その⼈でさまざまな状態を⽰します。

• 管理監督者として病気の名前や種類を細かく
覚える必要はありませんが、いくつかのパターン
を知っておきましょう。

• また法律やルールで、管理監督者が
「やるべきこと」と「してはいけないこと」が
決まっていますので知っておきましょう。

Ａさんの事例
• あなたの部下のＡさん（30代男性、営業事務職）は、
まじめで、成績優秀だったが、今回以前に経験のない業務を担
当することとなった。Ａさんは努⼒したが、思うように
仕事が進まない状態が続いた。

• Ａさんは次第に寝つきが悪くなり、疲れが取れず、朝会社に⾏
くのがつらくなり、遅刻を繰り返すようになった。
また集中⼒がなくなり、単純なミスをするようになった。

• あなたはＡさんの様⼦がおかしいのに気づき、
健康管理センターに相談した上で、Ａさんに精神科を受診する
よう勧めた。受診したＡさんの主治医からは「うつ状態」の
診断書が出され、Ａさんは休業することとなった。

• 休業して３か⽉ほどたつころには、不調感もほぼなくなり、
Ａさんは午前中散歩に出かけることもできるようになった。
主治医から復職可能の診断書が出され、⼈事部、健康管理セン
ターと相談の上、Ａさんは職場にもどってくることになった。

よくみられる「うつ病」について
病気の特徴
• 症状としては不眠、不安、集中⼒低下など
• ⾏動としては繰り返す遅刻・休み、仕事のミスの増加
• 業務の軽減、服薬、休養が回復に有効

復職対応のポイント
• 回復はゆっくり進むので、回復を急がせない。
• 波のある回復の仕⽅が⼀般的。
• 本⼈が仕事が思うようにできないことに不安になったり、
無理して元のように働こうとする傾向がある。こうした
傾向を把握し、本⼈と仕事のやり⽅について話し合う。

• 配置転換は慎重に。⼈事部、健康管理センターとも
相談する。
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同じような「うつ状態」でも
⾏動⾯で問題のある「うつ状態」もある
• 「上司の育成⽅法に問題がある」と⾔ってくるなど、
⾃⼰愛や他罰的傾向があり、どこからが病気で、
どこからが性格なのかわかりにくいタイプ（⾮定型・
新型・ディスチミア親和型などと呼ばれる「うつ」）

この他にも⾏動⾯で問題がおきやすい病気がある

双極性障害 不安障害 アルコール依存症
統合失調症 発達障害 てんかん

⇒それぞれに対応のコツがあり、健康管理センター
や主治医との連携が⼤切

メンタルヘルス不調からの復職に対する
管理監督者の基本的対応

• 定期的な連絡や⾯談
• 週１回程度は電話、メールでもいいので
本⼈の状態を把握する

• できるだけ⽉１回は本⼈と⾯談する
• 不調のサイン(症状悪化、業務効率の低下など)、
仕事の進捗状況、通院・服薬の状況をたずねる

• 健康管理センターや主治医と連携する
• 定期的に健康管理センターに本⼈の様⼦を報告する。
• 必要あれば、健康管理センター・⼈事部スタッフに
相談する。

• 健康管理センターを通じて、主治医に本⼈の状態を
伝えたり、主治医から意⾒や情報をもらう。

復職に関係する法律（１）

根拠となる法律等 やるべきこと
労働者の⼼の健康
の保持増進のため
の指針

• 管理監督者が部下の相談対応を⾏う
• メンタルヘルス不調の部下が復職するときは、管
理監督者が健康管理室や⼈事と連携して⽀援する

労働契約法第5条な
ど

• 部下が⼼⾝両⾯で安全に仕事ができる職場環境を
整えること

⼼の健康問題によ
り休業した労働者
の職場復帰⽀援の
⼿引き

• 診断書（病気休業診断書）が提出されたことを⼈
事労務管理スタッフ等に連絡すること

• 職場復帰⽀援プランの作成に参加すること
• 職場復帰⽀援プランに従い就業上の配慮を⾏うこ
と

• フォローアップ（観察と⽀援）を⾏うこと
個⼈情報保護法 • 本⼈から情報を取得し、他に伝える場合には本⼈

の了解を原則としてとること

法律等により、管理監督者が「やるべきこと」と「やっては
いけないこと」が決まっていることを知っておきましょう。

復職に関係する法律（２）
管理監督者が「やってはいけないこと」は、

①過度な業務負担をかけること、②不調を⾒逃すこと、
③ハラスメントを⾏うことです！

根拠となる法律等 やってはいけないこと

労働基準法第36条 • 36協定の限度時間を超え時間外労働時間や
休⽇労働をさせること

⺠法第415条
⺠法第709条
⺠法第715条

• 安全配慮義務を怠ること
【予⾒義務】社員が⼼⾝の健康を害することを
予測できたのに⼿段を講じない
【結果回避義務】社員が⼼⾝の健康を害することを
回避する⼿段があったのに⼿段を講じない

⼼理的負荷による精
神障害の認定基準

• 過重な業務負荷に加えて、⻑時間労働や上司の
⽀援不⾜があれば精神障害等の労働災害に認定
される可能性がある

• 悪質なハラスメントがあれば労働災害に認定さ
れる

実践編

スキル２
組織の管理

□本⼈の状態を職場に伝えることができる
□周囲のサポートを引き出すことができる

スキル３
⼈の管理

□励ます以外の⽅法で、本⼈を動機づける
ことができる

スキル４
業務の管理

□本⼈の調⼦を聞き出すことができる
□本⼈の状態に合わせて業務指⽰を⾏う
ことができる

ここからは実践編になります。皆さんと
⼀緒に体験しながら学んでゆきましょう。

スキル２ 本⼈の病状を職場に伝える
•職場復帰第１⽇⽬に困ること
「本⼈の病状を職場にどう伝えればいい
だろうか？」

•本⼈のプライバシーにも配慮しなくては
いけない。

•⼀⽅で、職場の皆が知っておいた⽅が
サポートしてもらいやすい。

•いったいどうしたらいいだろう？
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本⼈の病状を職場に伝える５つのポイント

本⼈と相談する

誰に伝えるか決める

何を伝えるか決める

なぜ伝えるか（伝えることのメリット）
をはっきりする

本⼈の了解をとる

１
２
３
４
５

「誰に」・「何を」・「なぜ」の具体例
なぜ伝えるか
（メリット）
不調の時に気づい
てもらえる
不調の時に仕事を
配慮してもらえる
状態を分かってい
てもらえると本⼈
が安⼼する
職場のメンバとし
て当然の情報共有
である

誰に

仕事の相⽅のＢ
さんに
所属グループの
メンバ５⼈に

職場の全員20⼈
に

何を

精神的な病気で休
んでいたこと※

どんな理由で不調
になったか
調⼦に波があるの
で理解しておいて
欲しいこと
通院のため週１⽇
早退すること

※病名を職場のメンバーに伝える必要はない。

Ａさんの事例（復職前⽇）
（Ａさん：30代男性、営業事務職
「うつ状態」の診断書で休業していたが職場に復職することになった。）
• 復職前に上司であるあなたが本⼈に会ったところ、本⼈は
「実は複数の先輩から指⽰があり断りきれず仕事を抱え込
んで体調を崩した」とのこと。しかし職場の先輩スタッフ
は業務量には配慮しており、無理強いというほどの指⽰は
していないという。本⼈が思い込みで仕事を進める傾向が
あるようである。

• 本⼈は仕事がストレスに感じられると⼟⽇に⾃宅でネット
ゲームなどをしてしまい、⽉曜の朝に起きられなくなる
こともあったと⾔う。

• 産業医からの連絡で、今回の休業中に⼀時⾃分で通院を
中断して調⼦を崩していたので、復職にあたっては２週間
に１回の⽊曜に必ず通院することを指⽰しているとのこと。

Ａさんの病状を職場に伝えるにあたって
「誰に,何を,どうして」リストを作ってみましょう

誰に 何を どうして 本⼈のOK
仕事の相⽅
（先輩）の
Ｂさんに
所属グルー
プのメンバ
５⼈に
職場の全員
20⼈に

Ａさんの病状を職場に伝えるにあたって
「誰に,何を,どうして」リストを作ってみましょう
誰に 何を どうして 本⼈のOK
仕事の相⽅
（先輩）の
Ｂさんに

仕事を抱え
込んで休み
やすいこと

再度不調に
なることを
防ぐため

○

所属グルー
プのメンバ
５⼈に

２週間に１
回通院のた
め休むこと

スケジュー
ル共有のた
め

○

職場の全員
20⼈に

本⼈から朝
礼で説明し
てもらう

職場の⼀員
として当然
だから

○（不安そう
だが産業医か
ら助⾔もらっ
てできそうと
のこと）

「本⼈の状態を職場に伝える⽅法検討シート」
（別冊３ページ）

• 復職した部下の状態について周囲の同僚等に
理解してもらうため、誰に、どのような内容を、
どういうメリットがあるから伝えるかについて
整理するために使います。

• 周囲に伝えることと、伝えないことのメリット
とデメリットを想定したうえで、実際に伝える
内容や相⼿を決定する助けになります。

• 参考にしてください。
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周囲の負担感を減らすための説明
• 部署全体へ
－「普通に接してほしい」など、接し⽅についての
説明を⾏う

• 所属グループメンバーへ
－周囲に負担がかかっていないか定期的にたずねる
－不公平感等ある場合には、経過観察期間中のみの
措置であることや、復職時には誰もが使える制度で
あることを説明

• 仕事の相⽅へ
－本⼈をサポートしてやってほしい
－相⽅本⼈に対しては上司がサポートするつもりである
こと
－対応してくれていることへのお礼の⾔葉

スキル３ 励まし以外の動機づけ
•驚きの事実！上司の「励まし」は部下の再発の
最⼤要因
－アンケート調査では、部下の復職対応をした管理監督者
の10⼈に１⼈が「励ましたら部下が再発した」と回答。
－復職を経験した従業員の16⼈に１⼈が「上司の励ましが
きっかけで再発した」と回答。

•しかし、部下を仕事に動機づけるのは上司の⼤事な
職務である

•いったいどうすればいいのだろう？

Ａさんの事例（復職当⽇）
（Ａさん：30代男性、営業事務職）
• あなたの部下のＡさんは、３ヶ⽉の休業の後、今⽇
しばらくぶりに職場に出勤してきた。

• Ａさんはもともとは優秀で、将来を期待されていた。
あなたは、Ａさんに以前のように活躍して欲しいと
思い、「おかえり！また以前のように活躍してくれ
よ。期待しているぞ」と激励したところ、翌⽇から
休みはじめてしまった。

• Ａくんはどうして休んでしまったのだろう。
• 上司としてあなたはどうすればよかったのだろう。

復職してきた部下の気持ちの例

この先どういう道
（キャリア）がある

のか不安。

上司や同僚から
どう思われてい
るか気になる。

休んでいた分を
取り戻さないと
いけないと焦る。

⻑く休んでしまい、
申し訳ない。

また調⼦を崩
さないか⼼配。

やる気のでる⾔葉
• 復職してきた部下は、どんな⾔葉をかけて
もらえるとやる気がでるでしょう。
あなたの考えを書いてみてください。

・・・と⾔ってもらえると
やる気がでる。

別冊５ページにワークシートがあります。

励まし以外の動機づけスキル
スキル 使⽤例 動機づけポイント

「まずは」
スキル

「まずは最初の
１ヶ⽉、ちゃんと
出勤できることを
⽬指そう」

⻑期の⼼配をするよりも、
当⾯の⽬標に焦点をあて
る

「ひとつずつ」
スキル

「今はあなたにで
きることを⼀つず
つやっていこう」

仕事の⽬標を本⼈にとっ
て達成可能と思える範囲
内にする

「わかるよ」
スキル

「焦る気持ちは
わかるよ」

本⼈を認める（仕事の過
程や本⼈の考えを認め
る）

「⼀緒に」
スキル

「⼀緒にやってい
こう」

⾃分との関係性を⾼める
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励まし以外の動機づけスキル：まとめ
• 復職した部下は、上司から好意で励まされても気持ちが
ついていかないことがあります。こういう時の動機づけ
には２つの理論が使えます。

１．スモールステップ法：⼤きな⽬標を⼩さなス
テップに分解し、当⾯の⽬標を到達できそうな
ものに設定することでやる気を促します。
（「まずは」スキル、「ひとつずつ」スキル）
２．共感と承認法：休業を体験した部下にとって
は、安⼼して働ける、この上司のもとならやっ
ていけそうと感じられるだけで、仕事の動機づ
けになります。（「わかるよ」スキル、
「⼀緒に」スキル）

スキル４
本⼈の状態に合わせて業務指⽰を⾏う

•復職対応の業務管理のポイントは
1．定期的な連絡（週１回程度）を⾏う
（できれば⾯談が好ましいですが、

困難な場合には電話などでの連絡も可です。）
2．本⼈の調⼦を把握する※
3．調⼦に合わせて業務指⽰を⾏う

※別冊６ページに、復職後の定期的な連絡時に管理監督者
が確認するポイントをまとめています。

復職対応の業務管理の難しい点
• 病状が変動し（週単位、⽇単位）予想が難しい。
部下とのコミュニケーションにより状態を把握し
て業務指⽰を出すことが必要。

• 本⼈が⾃分の状態をはっきり話さないことが多い。
（気後れしたり、不調のために話せない）

• 上司に本⼈の調⼦が伝わりにくいために、業務管
理が適切にできず再休業になることも。

Ａさんの事例（復職１ヶ⽉）
（Ａさん：30代男性、営業事務職）
• Ａさんは職場復職後に数⽇休んでしまったが、
元気になり出勤してくるようになった。

• Ａさんとは週１回15分の電話連絡を⾏って、
業務の進捗状況、体調についてたずねている。
しかしＡさんは黙っているか、曖昧な発⾔しか
しないので、状態が⼗分つかめたかどうか不安
が残る。

• Ａさんの仕事の相⽅からは、時々職場でＡさん
がぼんやりしているという話も聞いている。

「部下と上司のコミュニケーションシート」
（別冊７ページ）を使ってみる

• メンタルヘルス不調による休業から復職した部下
が、体調や仕事上の問題を上司に話しやすくする
ためのツールです。

• 復職後、ありがちだが、部下が話しにくい話題を
リストアップしたものです。

• これを使って部下との⾯談を⾏うことで
－部下からの情報収集を適切に⾏うことができる
－事前に話題がわかるので相談にかかる時間を予
想できる
－項⽬別に対応マニュアル（別冊8〜10ページ）
があるので、これを参考に対応がとれる

２⼈組でロールプレイ(５分×２）
• 「部下と上司のコミュニケーションシート」を
使って、部下との⾯談の演習をしてみましょう。

• 隣の⼈とペアになって、上司と部下の⾯談の
ロールプレイを５分間やってみましょう。

• 上司役と部下役を⼊れ替えてやってみましょう。
終わったら、それぞれの上司役のよかった点、
部下だったら気になったかもしれない点について
話し合いましょう。
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ロールプレイの⼿順

•部下役になった⼈は「シート」から１つ項⽬
を選び、これについて上司役に相談します。

•上司役は、以下のことをしていただきます。
1. その項⽬に関する話をさらに具体的に
聞き出します。

2. 上司として対応を考えます。
3. 部下に対応を提案します。
4. 部下の合意をとりつけます。

ワンポイント：ロールプレイの中でこれまで
に学んだスキルを１つ使ってみましょう

1. 「まずは」スキル
－「まずは最初の１ヶ⽉、ちゃんと出勤できることを⽬
指そう」

2. 「ひとつずつ」スキル
－「今はあなたにできることを１つずつやっていこう」

3. 「わかるよ」スキル
－「焦る気持ちはわかるよ」

4. 「⼀緒に」スキル
－「⾃分と⼀緒に考えたり、やっていこう」

実⼒アップ：ロールプレイが終わったら
こんな点にも気をつけてみてみよう
• 上司役は、表情や態度でも⾃分の感情を
コントロールすることができていたでしょうか？
－「⾯倒くさいことを⾔ってきたな！」という顔をしな
い。⾯倒くさいことを⾔われたら、反応する前に30秒
待ってみよう。

• 上司役は、ネガティブな印象を持つ⾔葉を使って
いなかったでしょうか？
－同じ内容も⾔い⽅で印象が違う。「いじめ」ととられ
ないように注意する。⾔いたいことを、できるだけポジ
ティブな⾔い⽅で表現できるとよい。

これで実践編は終わりです

スキル２
組織の管理

□本⼈の状態を職場に伝えることができる
□周囲のサポートを引き出すことができる

スキル３
⼈の管理

□励ます以外の⽅法で、本⼈を動機づける
ことができる

スキル４
業務の管理

□本⼈の調⼦を聞き出すことができる
□本⼈の状態に合わせて業務指⽰を⾏う
ことができる

•ここまでで実践編の３つのスキルを学びました。

これらのスキルをうまく使うためには、
最後のスキルが重要になってきます。

スキル５ 管理監督者の基本的態度
• これまで学んだ上司の復職対応マネジメント
スキルをうまく使うには、復職する部下を
受け⼊れるにあたって上司⾃⾝の気持ちの
整理ができていることが必要です。

• 上司の気持ちの整理ができていないと、
復職してきた本⼈にイライラしたり、
やっかいもの扱いして遠ざけてしまうことに
なりがちです。

• 上司の気持ちの整理は、上司にとっての
ストレスマネジメントにもなります。

グループワーク
復職対応にあたる上司の気持ちを考える（５分）

• 今から５分間、復職対応にあたる上司の
気持ちを各グループ内で、できるだけ
多く出してみましょう。

• お互い共感できる部分などがあれば、
ぜひ共有してみましょう。
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今⽇の研修のまとめ：
今⽇学んだ復職対応のマネジメントスキル
１ 基本的知識 □⼼の病気について知っている

□復職に関連した法律やルールを知っている

２ 組織の管理 □本⼈の状態を職場に伝えることができる
□周囲のサポートを引き出すことができる

３ ⼈の管理 □励ます以外の⽅法で、本⼈を動機づける
ことができる

４ 業務の管理
□本⼈の調⼦を聞き出すことができる
□本⼈の状態に合わせて業務指⽰を⾏うこと
ができる

５ 基本的態度 □復職における管理監督者の基本的態度を
理解している

学びきれなかったところを質問してみましょう。
もっと知りたかったことを質問してみましょう。

44
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付録２ 管理監督者のための復職対応マネジメントスキル研修・別冊 

 

今日学ぶ５つのマネジメントスキル 

それぞれについて何を学んだか書いてみましょう 
 

領域とスキル 学んだこと 

基本的知識  

スキル１．病気に関す

る基本知識 

 

 

 

 

スキル１．ルールと法

律の基礎知識 

 

 

 

 

実践編  

スキル２．本人の病状

を職場に伝える 

 

 

 

 

スキル３．部下を励ま

す以外の方法で動機づ

ける 

 

 

 

 

スキル４．本人の状態

に合わせた業務管理を

行う 

 

 

 

 

基本的態度  

スキル５．管理監督者

としての基本的態度を

理解している 
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スキル１ ルールと法律に関する基本的知識 

管理監督者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」があります。 

根拠となる法律法 やるべきこと 

労働者の心の健康の

保持増進のための指

針 

・管理監督者の役割として相談対応を行うこと 

・メンタルヘルス不調の従業員が復職するときは、管理監督者が

健康相談室や勤労と連携して支援すること 

労働契約法第 5条；

労働安全衛生法第 3

条第 1項；労働安全

衛生法第 20条；労働

安全衛生法第 22条 

部下が心身両面で安全に仕事ができる職場環境を整えること 

心の健康問題により

休業した労働者の職

場復帰支援の手引き 

診断書（病気休業診断書）が提出されたことを勤労スタッフ等に

連絡すること 

職場復帰支援プランの作成に参加すること 

職場復帰支援プランに従い就業上の配慮を行うこと 

フォローアップ（観察と支援）を行うこと 

個人情報保護法 本人の情報を取得し、他に伝える場合には本人の了解を原則とし

てとること 

 

根拠となる法律法 やってはいけないこと 

労働基準法第 36条 ・36協定の限度時間を超え時間外労働時間や休日労働をさせるこ

と 

民法第 415条 

民法第 709条 

民法第 715条 

・安全配慮義務を怠ること 

【予見義務】社員が心身の健康を害することを予測できたのに手

段を講じない 

【結果回避義務】社員が心身の健康を害することを回避する手段

があったのに手段を講じない 

心理的負荷による精

神障害の認定基準 

・業務の心理的負荷に加えて、長時間労働や上司の支援不足があ

れば精神障害等の労働災害に認定される可能性があること 

・悪質なハラスメントがあれば労働災害に認定される 
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スキル２   本人の状態を職場に伝える方法検討シート 

復職した部下の状態について周囲の同僚等に理解してもらうため、誰に、どのような内容を、どういう

メリットがあるから伝えるかについて整理するために使います。 

誰に 誰に伝えるか  □ 同僚 □ 上司 □ 部下 □ 先輩 □ 後輩 □ その他（       ） 

誰から伝えるか □ 本人 □ 上司 □ その他（       ） 

どういう方法で伝えるか  □ 一斉に伝える □ 個別に伝える  □ その他（       ） 

↓ 

何を ①休みを取得した理由、通院状況等について伝えるか 

□ 病気のため休んでいたことを伝える □ 精神的に調子を崩して休んでいたことを伝える 

□ 通院していることを伝える     □ 服薬していることを伝える 

②復職にあたっての勤務制限について伝えるか 

□ 勤務時間や仕事内容に制限があることを伝える 

※ 伝える場合、何を伝えるか 

□ 時間外勤務禁止  □ 交替勤務禁止  □ 休日勤務禁止 

□ 就業時間短縮（勤務時間：  時  分 ～  時  分） 

□ 出張禁止     □ その他（          ） 

③今後体調が悪化する可能性について伝えるか 

□ 今後体調が悪くなる可能性があることを伝える 

※ 体調が悪くなったときに予想される状態 

□ 遅刻や休みが多くなる   □ 仕事のスピードが遅くなる 

□ 仕事のミスが増える    □ その他（          ） 

□ 本人の体調が悪そうなときの関わり方を伝える 

※ 伝える場合、具体的にしてほしい関わり方 

□ 本人に声をかけてほしい  □ 上司に教えてほしい 

□ その他（          ） 

④定期的に休む予定等について伝えるか 

□ 通院のため休むときがあること伝える 

□ 健康相談室での面談のため席をはずすことがあることを伝える 

↓ 

周囲に伝えること、伝えないことのメリットとデメリットを書き出して比較してみます。 

 メリット デメリット 

周囲に伝える   

周囲に伝えない   
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スキル２ 本人の病状を職場に伝える 

Ａさんの病状を職場に伝えるにあたって「誰に、何を、どうして」リストを作ってみましょ

う 

 

誰に 何を どうして伝える 本人の OK 

仕事の相方（先

輩）のＢさんに 

   

所属グループ

のメンバー５

人に 

   

職場の全員 20

人に 

   

その他の人（あ

れば） 
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スキル３ 励ます以外の動機づけ 

復職してきた部下は、どんな言葉をかけてもらえると「やる気」がでるでしょう。あなたの

考えを書いてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… と言ってもらえるとやる気がでる。 
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スキル４(その１）復職後の定期的な連絡時に管理監督者が確認するポイント 

 

区分 確認することの内容 

１ 病状の回復や悪化  主な症状はよくなってきているか 

 仕事による疲労感（疲れた感じが翌日まで続くか） 

 再発のサインはないか 

 生活パターン（睡眠、食事、起床）に変化はないか 

２ 仕事の進捗状況 

 

 仕事の量（勤務時間など） 

 仕事の内容 

 同僚との関係はどうか 

 仕事上で変わったことはないか 

 職場の雰囲気はどうか 

 仕事内容の変更予定があるか 

３ 職場復帰支援プラン

の実施状況 

 残業禁止、出張禁止措置があるなら守られているか 

 健康相談室との定期的な連絡を行っているか 

 職場復帰支援プランに変更はないか 

４ 仕事外の生活状況  生活・家庭の変化や出来事はないか 

 生活上で何か困っていることはないか（借金、介護など） 

５ 治療状況の確認  通院はきちんとしているか 

 服薬はきちんとしているか 
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スキル４(その２)部下と上司のコミュニケーションシート（復職後面談用） 

 

このシートの目的： 

○ 復職後に上司と部下が定期的に面談や電話などで報告と相談を行う時に、体調の悪さや仕事上の問題

について部下から話題にするのは、難しいものです。気後れして話しそびれてしまうことで、上司が

部下の体調を把握できず、業務の指示が適切にできないこともおきます。このシートは、復職後の面

談でよくありがちな部下から上司への相談内容をリストアップしたものです。部下が上司に自分の体

調と業務の状況をより正確に伝えることができるようにするものです。 

使い方： 

○ 部下は、上司との面談の前に、相談したい項目にチェックしておきます。 

○ 面談ではシートを上司に見せたり、話したい項目の番号をあげながら、相談や報告を行います。 

○ 上司は、その項目について、さらに具体的に話を聞きます。 

 

１．現在の体調に関すること 

1)  □ 現在の体調の、勤怠への影響について 

2)  □ 現在の体調の、業務への影響について 

3)  □ 現在の体調の、業務上のコミュニケーションへの影響について 

4)  □ 休業のために、仕事に対してブランクがあることについて 

5)  □ その他、体調の業務への影響について 

２．業務に関すること 

6)  □ 仕事の量や内容について 

7)  □ 仕事で困ったときの対応について 

8)  □ 仕事の負担感について 

9)  □ 今の仕事のやりがいについて 

10)  □ 今の仕事の適正（自分に合っているか）について 

11)  □ 今の仕事への焦りや不安などについて 

12)  □ 同僚との関係で気になることについて 

13)  □ 今後の仕事への焦りや不安などについて 

３．業務以外に関すること 

14)  □ 通院・服薬に関すること 

15)  □ 上司との連絡・相談の方法について 

16)  □ 職場環境について 

17)  □ プライベートなことについて 

４．その他のことについて 

18)  □ その他、相談しておきたいこと（具体的に：                    ） 
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部下と上司のコミュニケーションシート（復職後面談用） 

上司向け対応マニュアル 

このマニュアルの目的： 

○ 復職後に上司と部下が定期的あるいは臨時に面談を行う時に、部下から体調の悪さや仕事の問題につ

いて話題にされた場合の上司の対応の参考を示したものです。相談項目は、部下と上司のコミュニケ

ーションシートと対応しています。 

使い方： 

○ 部下から以下のような話題がでたら、「上司の対応ポイント」と「対応の例」を参考に対応します。 

○ 一人一人の状況は異なります。部下の状況について把握し、現実に合わせて対応します。 

○ 対応においてはポジティブな言葉を選ぶようにします。対応については必ず本人に提案し、本人の同

意を得て対応を行うことがポイントです。 

 

部下からの相談項目 対応の例 上司の対応ポイント 

１．現在の体調に関すること  

1)  現在の体調の、

勤怠への影響に

ついて 

 本人の話をさらに聞く 

 業務の軽減を考える 

 健康相談室・主治医に連

絡する 

最近の勤怠状況を確認しましょう。体調のため

にこれから休んだり、遅刻してしまいそうだと

いう場合もあるかもしれません。不調の理由を

たずね、対応をしっかり考える必要があります。

病状が悪化している場合があるので、健康相談

室・主治医に相談します。 

2)  現在の体調の、

業務への影響に

ついて 

 本人の話をさらに聞く 

 業務を支援する 

 余裕のある業務スケジ

ュールを提案する 

体調のどんな面が（集中力、判断力など）問題

になっているか確認しましょう。締め切りが厳

しいようなら「ゆっくりでいいから」と声をか

けたり、あるいは余裕をもった締め切りを提案

します（「○○までに仕上げるのでどうかな」等） 

3)  現在の体調の、

業務上のコミュ

ニケーションへ

の影響について 

 本人の話をさらに聞く 

 特定の業務の軽減を考

える 

 産業保健スタッフ・主

治医に相談する 

業務のどの部分を負担に感じているか具体的に

確認します。業務から負担に感じる部分を除外

し、他の人にやってもらうかどうか本人と相談

します。健康相談室・主治医の意見を聞くとさ

らによいです。 

4)  休業のために、

仕事に対してブ

ランクがあるこ

とについて 

 本人を安心させる 

 業務を支援する体制を

つくる 

ブランクがある場合にはしかたないこと、ゆっ

くり慣れてもらえばいいことを説明します。本

人の業務を支援する者を指名する、上司にたず

ねるように伝えるなど、助言をもらえる体制を

つくることを考えます。 

5)  その他 上記を参考に対応します。  
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２．業務に関すること 

6)  仕事の量や内容

について 

 本人の話をさらに聞く 

 業務の軽減を考える 

 健康相談室・主治医に

報告する 

業務のどの部分にどう負担を感じているか具体

的に聞きます。残業禁止などの就労上の配慮の

指示を守っているか確認します。病状が悪化し

ている場合があるので、健康相談室・主治医に

報告します。 

7)  仕事で困ったと

きの対応につい

て 

 本人を安心させる 

 業務を支援する体制を

つくる 

ブランクがあるのはしかたないこと、ゆっくり

慣れてもらえばいいことを説明します。本人の

業務を支援する者を指名する、上司にたずねる

ように伝えるなど、助言をもらえる体制をつく

ることを考えます。 

8)  仕事の負担感に

ついて（特に仕

事量が少ない、

もっと担当を増

やしたいと言っ

てきた場合） 

 

 本人に焦る気持ちがあ

れば、おさえる 

 業務を段階的に増やす 

 業務量を増やす場合に

は、健康相談室・主治

医に確認する 

仕事量が少なく何もすることのない時間がある

場合には段階的に業務を増やします。業務量を

増やす場合は慎重にし、一度に増やすのではな

く段階的にし、健康相談室・主治医にも確認し

ます。本人が早く元にもどりたいと焦っている

場合があることに注意します。焦っているので

はないのかと本人にたずねます。焦っている場

合には「まだ経過観察期間だから」と伝えます。 

9)  今の仕事のやり

がいについて 

 回復の過程であると本

人を安心させる 

 健康相談室・主治医に

相談する 

本人の病状や焦りのためにこのように感じてい

る場合が多いことに注意します。「まだ経過観察

期間だから」と伝えます。業務内容を変更した

り業務量を増やす場合は慎重にし、健康相談

室・主治医に相談します。 

10) 今の仕事の適正

（自分に合って

いるか）につい

て 

 本人の話をさらに聞く 

 健康相談室・主治医に

相談する 

業務のどの部分がどう合わないか具体的に確認

します。本人の病状や焦りのためにこのように

感じていることもあるので業務変更や配置転換

は慎重に行います。その前に健康相談室・主治

医に相談します。 

11) 今の仕事への焦

りや不安などに

ついて 

 本人の話しを聞き、本

人を安心させる 

 短期の具体的な業務目

標を設定する 

 

本人の病状や焦りのためにこのように感じてい

ることがあります。「まだ経過観察期間だから」

と焦らないように伝えます。１、２週ごとの具

体的な達成目標を作成し達成度を評価すること

もよいでしょう。 
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12) 同僚との関係で

気になることに

ついて 

 本人の話をさらに聞く 

 業務上・業務外で同僚

との交流を増やすこと

を考える 

 職場レイアウトの変更

を提案する 

特定の同僚との関係について、どのような問題

があるのか具体的に把握します。同僚との間が

疎遠なままである、なじめない場合には、時間

をかけて同僚との交流を増やすことを検討しま

す。同僚との人間関係よりも、同僚がたてる音

や同僚の行動に本人がいらだっていることもあ

ります。その場合には席替えや、ついたてなど

レイアウトの工夫を提案します。 

13) 今後の仕事への

焦りや不安など

について 

 本人の話をさらに聞く 

 本人に焦らないように

伝える 

 キャリアに関する相談

の時間を設ける 

 

今の仕事はできているが、この先の仕事（また

過重な業務になるのでは、また発病した元の業

務に戻るのでは）などの不安を感じる場合があ

ります。「まだ経過観察期間だから」と焦らない

ように伝えます。長期的なキャリアに関する相

談をはじめることもよいでしょう。 

３．業務以外に関すること 

14) 通院・服薬に関

すること 

 通院、服薬に関して職

場のルールの範囲内で

便宜をはかる 

 健康相談室・主治医に

相談する 

通院のために休む必要があったり、服薬のため

に調子がよくないと感じたりなどの問題があり

ます。通院、服薬の中止や変更は主治医と相談

する必要があります。健康相談室にも相談する

とよいでしょう。 

15) 上司との連絡・

相談の方法につ

いて 

 上司との連絡・相談の

方法を具体的にする 

定期的な面談はしていても、何かあった場合や

困った場合の上司との連絡・相談の方法につい

てはっきりさせて安心したいという希望がある

ことがあります。できる範囲で対応を考えてあ

げましょう。 

16) 職場環境につい

て 

 本人の話をさらに聞く 

 上司としての理解を示

す 

 可能な場合には改善を

行う。 

病状のために復職当初は人から見えにくいレイ

アウトを好む場合もあります。できる範囲で対

応を考えてあげましょう。改善が難しい場合に

はそのことを説明します。 

17) プライベートな

ことについて 

 本人の話を聞き、安心

させる 

家族の問題、生活費の問題、介護の問題など個

人生活のさまざまな問題が相談される場合があ

ります。何もできなくても、本人の話を丁寧に

聞いてあげることが大事です。 

４．その他のことについて 

18）その他、相談し

ておきたいこと 

上記を参考に対応します。  
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付録３ 管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修 インストラクションガイド 

 

 

 

 

インストラクションガイド 
 

管理監督者のための復職対応 

マネジメントスキル研修 
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はじめに 

この「インストラクションガイド」（以下ガイド）は、管理監督者のための復職対応マ

ネジメントスキル研修を実施する際の講義ポイントを記述しています。講義は管理監督者

が復職対応の際に苦慮するマネジメントスキルを 5 つのスキルとして学べるようになって

います。また、職場での実務に役立てるよう複数のグループワークも含み、受講者のスキ

ルが深まるよう構成されています。 

ガイドの構成 

研修で使用するものは「研修テキスト（スライド）」と詳細の情報やワークがまとまっ

た「別冊」の 2 点です。研修テキストは以下の 5 つのスキルで構成されています。研修中

の質疑応答に備え、最後に Q&A としてよくある質問をまとめました。 

 

1．各セクションの「ねらい」および「実施のポイント」 

各セクションのねらいに沿ってインストラクションしてください。各企業の状況に合わ

せ、このガイドにある以外のやり方、ファシリテーションの仕方を使っていただいても構

いません。 

2．研修準備 

研修を実施するにあたって、事前に実施する組織の「職場復帰プログラム」について、

社内の産業保健スタッフ（保健師、メンタルヘルス担当者等）から説明しておくことを推

奨します。各組織の「職場復帰プログラム」に合わせて、研修内容を調整したり、補足説

明を加えたりしてください。 

スキル 1 病気や法律に関する基本的知識 

スキル 2 本人の病状を職場に伝える 

スキル 3 励ます以外の方法で本人を動機づける 

スキル 4 本人の状態に合わせた業務管理 

スキル 5 管理監督者の基本的態度 



- 3 - 

 

▶ 導入 

テキスト ねらいと実施のポイント 別冊 

P3～7 ≪ねらい≫ 

1）メンタルヘルス不調の従業員の復職対応は、管理監督者のマネジメントス

キルの 1 つであること 

2）これから 5 つのマネジメントスキルについて学ぶこと 

≪実施のポイント≫ 

・P5 に入る前に、復職対応でどんなことに困ったか、どんな点を難しいと感じ

るかなど、各グループで 5 分グループディスカッションをすると良い。 

・グループディスカッションで出た内容がこの研修の中で取り上げていく内容

であれば、それを明確にしていくことを伝えると講義の動機づけができる。 

- 

▶ スキル 1 病気や法律に関する基本的知識 

テキスト ねらいと実施のポイント 別冊 

P8～15 ≪ねらい≫ 

1）メンタルヘルス不調について、良く出会う「うつ状態」タイプに加え、行

動面での問題が顕著な事例があること 

2）管理監督者の復職対応における基本的対応（定期的な連絡や面談、それか

ら健康管理室や主治医と連携すること）があること 

3）管理監督者が「やるべきこと」と「やってはいけないこと」があること 

4）「やってはいけないこと」として、①復職した部下に過度な業務負担をか

けること、②部下の不調を見逃すこと、③部下にハラスメントを行うことがあ

ること 

≪実施のポイント≫ 

・行動面で問題が見られる「うつ状態」については、職場で見られる事例を挙

げて説明すると理解してもらいやすい。 

・法律について「やるべきこと」はこの講義の中で触れていくので、「やって

はいけないこと」（例：安全配慮義務違反など）に重点をおいて伝えると良い。 

・まとめとして、別冊 1P に講義で大事だと思った点や新しく知った内容を 

記入してもらう。その間に質問が出れば対応する。（以下、スキル 2～5 も同

様） 

P2 

▶ スキル 2 本人の病状を職場に伝える 
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テキスト ねらいと実施のポイント 別冊 

P17～24 ≪ねらい≫ 

1）本人の病状を職場に伝える際には、本人と相談し、「誰に」「何を」「な

ぜ」伝えるか決めて、本人に伝え方についてＯＫをもらうことが必要なこと 

2）本人の病状を職場に伝える際の以下のポイントを演習を通じて学ぶこと 

①「誰に」によって伝える情報が違ってくること 

②「何を」の内容には客観的で前向きあるいは中立的な内容は含めやすく、本

人の印象を悪くしたり、職場の人間関係に緊張を生む可能性があったりするも

のは避けた方がよいこと 

③「なぜ」については、本人へのメリットと職場として当然の両方の理由がバ

ランスよく含まれているのがよいこと 

≪実施のポイント≫ 

・「誰に,何を,どうして」リストが完成したところで、何名かの受講者に発表

してもらい、講師からコメントを行うと良い。同意が必要か否かについては

様々な意見が出るので、原則すべてに同意が必要であることを解説をする。 

P3 

P4 

 

▶ スキル 3 励ます以外の方法で本人を動機づける 

テキスト ねらいと実施のポイント 別冊 

P25～30 ≪ねらい≫ 

1）上司の「励まし」は部下の再発の最大要因であるので、励まさない動機づ

けの方法を管理監督者が身につける必要のあること 

2）復職してきた部下は「心配、不安」「申し訳ない」な気持ちでいることを

前提として、復職してきた部下にどんな言葉をかけてもらえるとやる気がでる

か考えること 

3）職場復帰した部下への励まさない動機づけのポイントは４つあること 

①「まずは」スキル 

②「ひとつずつ」スキル 

③「わかるよ」スキル 

④「一緒に」スキル 

≪実施のポイント≫ 

・P28 の「やる気のでる言葉」を書くワークは、個人ワークでもグループディ

スカッションでも良い。 

P5  
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・時間に余裕があれば、隣の受講者とミニロールプレイをするのも良い。その

際、講師は各グループを回り、場を盛り上げるようコメントする。 

▶ スキル 4 本人の状態に合わせた業務管理 

テキスト ねらいと実施のポイント 別冊 

P31～38 ≪ねらい≫ 

1）管理監督者による復職対応での業務管理の流れは、定期的な連絡、本人の

調子の把握、調子に合わせて業務指示を行うことであること 

2）病状のせいや本人の気後れのために、復職してきた部下から上司への情報

が伝わりにくいこと 

3）「部下と上司のコミュニケーションシート」の使い方を学ぶこと 

4）演習を通じて、励まさない動機づけで学んだスキルを含めて、業務管理面

談のポイントを学ぶこと 

≪実施のポイント≫ 

・ロールプレイは、二人一組で上司役と部下役の両方を実践させると良い。 

・講師は各グループを回り、場を盛り上げるようコメントする。 

・ロールプレイ後は幾つかのグループから感想を述べてもらい、さらなる実力

アップとして、P38 の感情のコントロールの説明を行うと良い。 

P6 

P7 

P8-P10 

▶ スキル 5 管理監督者の基本的態度 

テキスト ねらいと実施のポイント 別冊 

P39～42 ≪ねらい≫ 

1）上司の復職対応マネジメントスキルを使うには、復職する部下を受け入れ

るにあたって管理監督者の気持ちの整理ができていることが必要であること 

2）復職対応にあたる上司のネガティブな気持ちを洗い出して、他の参加者と

意見交換しながらこれへのアドバイスを考えると、自分自身のネガティブな気

持ちが整理されやすいことを、演習を通じて学ぶこと 

≪実施のポイント≫ 

・ディスカッションを通じて、復職対応に関して持ちやすい気持ちは他の受講

者も持ちやすいということを感じてもらう。 

・幾つかのグループから感想を述べてもらい、まとめとして上司のセルフマネ

ジメントの重要性についてコメントをするとスムーズに進む。 

- 

▶ 研修のまとめ 
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テキスト ねらいと実施のポイント 別冊 

P43～44 ≪ねらい≫ 

1）５つのマネジメントスキルについて学んだこと 

2）質疑を通じて不明点やさらに知りたい点を確認すること 

≪実施のポイント≫ 

・学びきれなかった点やもっと知りたかったことなど、質問をしてもらう 

- 
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Q＆A よくある質問 

1．新型のうつの場合、どこまでが病気なのかどう判断すれば良いでしょうか？ 

診断書が出ていれば病気として考えつつ、その上で会社として対応できるかどうかを検

討すると良いでしょう。その際、本人の訴えを病気の部分とそうでない部分に切り分けて

考えていく必要があります。業務や所属部署などは本人の希望だけで決めるものではなく、

会社としてどう対応するか判断するものです。上司 1 人で判断するのが難しい場合は、産

業保健スタッフなどとチームワークを組んで対応を考えていくことが望ましいでしょう。 

 

2．休職に入った人について、相方や部署のメンバーにどう伝えるとよいでしょうか？ 

原則は「調子を崩して休んでいる」など最小限の情報のみを伝えると良いでしょう。 

 

3．復職がなかなか進まない人についてはどう対応するのがよいでしょうか？ 

復職は、意欲の回復、主治医の判断、産業医の判断など複数の条件が揃わなければでき

ません。本人には、スキル 3 で学んだ「わかるよ」スキルを使い「焦る気持ちはわかるけ

ど、一歩一歩やっていこう」と伝え、本人の準備が整うのを待ちましょう。 

 

4．病状を職場に伝えることを本人が拒否する場合はどうすれば良いのでしょうか？  

マネジメントする上司の役割として周囲のサポートを引き出すためには、本人の病状を

職場に全く伝えないというわけにはいきません。本人と伝える範囲について面談を行い、

どこまで伝えてよいかを相談しながら調整することが望ましいでしょう。 

 

5．復職後の業務量について、本人が「やりますやります」という場合、業務に制限をかけ

るのが難しいのですが、どうしたらいいでしょうか？  

本人にどのくらいのレベルまで回復しているかを自覚してもらうことが重要です。専門

書を読むなど、仕事に関連する仕事をやってもらい、何割ぐらいでできるかを疑似体験し

てもらうとよいでしょう。その上で「この状態で仕事を再開した時のメリット・デメリッ

ト、休んで治療専念した時のメリット・デメリット」といった点について本人と話し合っ

てみます。業務量を決める際は産業保健スタッフとも相談して、産業医など専門家に判断

の一端を持ってもらうのも一つの方法として良いでしょう。 
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付録４ 「管理監督者向け復職対応マネジメントスキル研修」ビデオ教材のシナリオ 

≪全体像≫ 

・インストラクションガイドを参考にしてもらいながら、ビデオ教材を見てもらうイメージ 

・各パートの初めに「スキル〇 -標題-」とインストラクションガイドの「ねらい」を入れる 

▶導入 

ビデオ時間 テロップ 

8“33-9”34  ポイント：グループディスカッション 

・テキスト P5 に入る前、「復職対応で困ったこと」について 5 分程度ディス

カッションをしてもらいます。 

・復職対応の未経験者には「イメージで構わないので、対応するときに難し

そうなこと」を話してくださいと指示します。 

・講師は各グループを回りながら、「なるほど」「ああそうですよね」と場を

盛り上げるように助言をします。全体を回りながら、受講者の復職対応の経

験を把握しておきます。 

15“30-16”49  ポイント：ディスカッションでの意見を各グループに聞く 

・受講者の動機づけにつながるので、できれば全グループに発表してもらえ

ると良いでしょう。 

・ホワイトボードにキーワードを板書するのも良いでしょう。 

・ディスカッションで出た意見に対し、他グループとの共通点、相違点など

を講師がコメントします。 

25“06-28”15  ポイント：研修の動機づけ 

・ディスカッションで出た疑問や不安を、本日の講義でとりあげてゆくこと

を伝え、受講者の研修の動機づけを高めます。 

▶スキル 1 病気や法律に関する基礎知識 

ビデオ時間 テロップ 

38“48-41”25 

 

 

41“25-42”10 

 

 

■ポイント：行動面で問題が見られる「うつ状態」の説明■ 

・「自己愛」や「他罰的傾向」を示す具体的事例を紹介できると、受講者にも

イメージが沸きやすくなります。 

・この他にも行動面で問題がおきやすい病気がありますが、「管理監督者の皆

さんが変だと気づいていただくこと」が復職対応マネジメントのポイントで

あることを伝えます。 

・健康管理室や主治医などの専門家との連携が大切であることを覚えておく

よう伝えます。 
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▶スキル 2 本人の病状を職場に伝える 

ビデオ時間 テロップ 

57“23-58”11  ポイント：個人ワーク 「誰に」「何を」「なぜ」リストの作成 

・個人ワークのやり方を伝えて各自実施してもらいます。 

・スライドは P19 に戻しておき、講師は参加者の記入状況を見て回ってくだ

さい。 

・目安は 5 分程度ですが、時間がかかっているようであれば、最大 10 分ま

で時間を取っても良いでしょう。 

１‘11“18-１’13”22  ポイント：講師コメント 

・コメントのポイントは 3 つです。 

１）「誰に」によって情報のレベルが区別されているなら評価します。 

２）「何を」の内容に「仕事の抱え込み」「木曜の通院」が入っていれば評価

します。 

ヒント：例えば、「仕事を抱え込んで体調を崩した」ことについて、体調を崩

した経過についての情報ではなく、仕事を抱え込みがちであるという情報だ

けにすると伝えやすいことを説明します。「実は複数の先輩から指示があり断

りきれず…」は職場の対人関係に緊張を生む可能性があるので避けた方がよ

いとコメントします。 

３）「なぜ」については、本人へのメリットと職場として当然の両方の理由が

バランスよく含まれていればよしとします。「職場として当然」ばかりが理由

の場合には、本人にＯＫをとること、またその際に本人のメリットを強調す

ることを助言します。 

▶スキル 3 励ます以外の方法で動機づける 

ビデオ時間 テロップ 

１‘30“29-１’30”51  ポイント：個人ワーク やる気のでる言葉 

・個人ワークのやり方を伝えて各自実施してもらいます。 

・テーブルを回って、「なるほど」「ああそうですよね」と場をもりあげるよ

うにコメントします。 

1‘32“32-１’33”35  ポイント：講師コメント 

・個人ワーク終了後、何人か選んで感想を聞きます。 

・コメントのポイントその１）当面の目標について話すという意見があれば

評価します。 

・昇進や出世など遠い将来のことは復職したての人には難しいかもしれない
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ということを追加で説明します。 

・ポイントその２）「焦る気持ちはわかるよ」などのように、本人の不安に共

感するという意見は評価します。 

・本人の不安に共感すると、かえって不安が大きくなってしまうのではとの

意見があれば、そういったことはないのが人間の心理であることを回答しま

す。 

・ポイントその３）「一緒にやっていこう」 など、管理監督者との関係性を

確認し強化するという意見は評価します。 

・「自分のペースでやりたいだろうから、放っておく」などの意見には、「し

ばらくぶりで職場にきて、放っておかれたら孤独で不安ですよね。この職場

に戻ってきてよかったのかな、という気持ちになりますよね」と相手の理解、

共感を引き出しながら、コメントします。 

▶スキル 4 本人の状態に合わせた業務管理 

ビデオ時間 テロップ 

５“15-６”28  ポイント：部下と上司のコミュニケーションシート」の説明 

・メンタルヘルス不調による休業から復職した部下が、体調や仕事上の問題

を上司に話しやすくするために専門家によって作成されたツールであること

を説明します。 

・項目別に対応マニュアルが作成されているので、これを参考にどう対応す

るかを考えることができるようになっていることを伝えます。この対応マニ

ュアルから１，２つ項目を選んで説明します。 

9“25-10”50  ポイント：ロールプレイの説明 

・テキストを参考にしながら、ロールプレイの説明を行います。 

・ワンポイントとして、スキル 3 の「励まし以外の動機づけ」で学んだスキ

ルを入れてもらうことを伝えます。 

・講師は、ロールプレイ中テーブルを回って、「いいですね」「うまく伝えら

れていますね」と場をもりあげるようにコメントします。また、質問があれ

ば対応します。 

21“30-22”00  ポイント：講師コメント 

・ロールプレイ終了後、いくつかのグループに感想を聞いてみましょう。 

・コメントのポイントその１）「スキル３励まさない動機づけ」を使っていれ

ば「いいですね」と評価しましょう。不明な場合には、「励まさない動機づけ」

を使いましたか、と確認します。 
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・ポイントその２）上司役のよかった点は、どんな点が出されても、「いいで

すね」と評価します。 

ポイントその３）部下役として気になった点があげられたら、「なるほど、目

のつけどころがいいですね」と評価します。「どうすればもっとよくなりまし

たかね」と上司役、部下役の意見をたずね、話題を広げます。 

▶スキル 5 管理監督者の基本的態度 

ビデオ時間 テロップ 

31‘16-31’56  ポイント：グループディスカッション 

・テキストを参考にしながら、ディスカッションの説明を行います。 

・時間内にできるだけ多く出してもらうよう伝えます。 

・「大変だと感じた」「めんどくさい」といったネガティブな感情も正直に言

ってよいことにします。 

37‘33-38’34  ポイント：講師コメント 

・講師が印象に残った意見を１，２取り上げて、「自分が持ちやすい気持ちは

みんなも持ちやすいこと」「大変なときは、同じ立場同志で共有することが大

切であること」などをコメントします。 

▶研修のまとめ  

ビデオ時間 テロップ 

40‘22-41’40  ポイント：研修のまとめ 

・復職対応の 5 つのマネジメントスキルについて、最後にまとめます。 

・受講したことで理解が深まったかどうか確認してもらいます。 

 



付録５  

職場復帰支援のための 

職場環境改善ヒント集（暫定版） 
ヒント集の目的  

このヒント集には、メンタルヘルス不調者が病気療養をした際に、円滑に職場復帰（復職）を行うためのヒントが記載されてい

ます。これらのヒントは「東京大学職場のメンタルヘルス専門家養成コース」を修了した、様々な事業所の産業保健スタッフや

人事労務担当者等が各々の事業所で復職を成功に導くために実際に実施した職場環境改善や復職支援の方法をまとめたも

のです。また、このヒント集は職場の心の健康作りや復職制度の構築を行う際の補助的な使用が想定されています。標準的な

職場の心の健康づくりや復職支援制度の構築に関しては、厚生労働省発行の「Relax 職場における心の健康づくり〜労働者

の心の健康の保持増進のための指針〜」や「改訂心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考にし

てください。 

ヒント集の特徴  

 このヒント集は、大きく「復職支援中に行うヒント」（18項目）と、「日頃から実施するヒント」（12項目）に分かれており、図 1のよ

うな構成となっています。「復職支援中に行うヒント」と「日頃から実施するヒント」は、必ずしも別々の時系列として成り立ってい

るわけではなく、それぞれのヒントを実施するタイミングは重複する場合があります。例えば、ヒント 21の「重要な情報は文書で

やりとりする」などのヒントは、日頃から実施するヒントでもあり、復職支援中に行うヒントにもなりえます。また、ヒントを実施す

る担当者についてはこのヒント集では定めておりません（人事総務や産業医が行うなどの主語は、一部を除いて定めていませ

ん）。その理由は、会社によって産業医や保健師、臨床心理士などの産業保健職の配置状況が異なり、さらに人事総務や管

理監督者、産業保健職が担う役割分担も会社によって異なることが想定されるためです。 

（図 1） 
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職場内の⽀援とコミュニケーション （4項⽬）

安⼼できる療養と円滑な職場復帰の流れ（7項⽬）

社内教育、⼈材育成の取り組み （1項⽬）



復職支援中に行うヒント  

療養中  （5 項目）  

  

1 病名の取り扱いについて、療養中の本人に不利益が及ばないように、療養者の周囲の人も納得できるように、関係者間で
相談して決めておく 

 例：診断書を回覧できるメンバーを定めておく  

 例：病名や療養に要する期間のみを伝えて、具体的な症状は伝えないようにする 

 例：病名は伏せておき、精神科疾患という大枠のみを伝えるようにする 

2 関係者へ会社の療養に関する制度に関する情報提供を行う 

例：主治医に対して会社の療養の制度や復職の流れ、復職基準の概要を文書等で情報提供しておく 

例：病気療養に入った時に、療養の手引きなどの文書を本人に渡して、どのように療養中を過ごせばよいのかをわかり
やすくする 

3 本人と会社が定期的に連絡を取り合うようにする 

例：会社から定期的に連絡を取るようにするかどうかを決めておく。注意点：療養初期に会社から連絡を取りすぎると本
人の負担になる可能性がある 

例：本人から会社に最近の状況をメール等で定期的に連絡してもらう。注意点：連絡する行為を本人の義務とすると療養
の妨げになる可能性がある 

4 本人のストレス源に対して、会社で改善できることがあれば療養中から改善に取り組む 

例：ストレスを受けづらいような座席配置にしたり、机にパテーションを置くなどして落ち着いて仕事ができる環境とする 

例：復帰後の仕事内容を検討しておく 

5 療養中の社員が担当していた業務が、特定の人の過度な負荷にならないように配慮する 

例：療養中の社員がいる部署において、必要があれば人員配置を検討する 

例：仕事の割り振りを見直す 

復職準備期間  （7 項目）  

    

6 本人に生活記録表（生活リズム表）をつけてもらう 

 例：生活記録表をいつから記載するかを定めておく（復職の意思が出てきたときから記載してもらうなど） 

7 復職判定に関わるメンバーを決めておく 

8 復職する際には、復職可否を判定するための会議（復職判定委員会）を開催して、合議の上判断する 

例：主治医や産業医からの意見を尊重する 

例：多くの関係者から情報を取得して、情報の偏りがないようにする 

9 復職の意思確認を本人に対して実施する 

例：本人に職場復帰したい意思があるかどうかを確認する 

例：焦燥感による復職意思ではないことを確認する 

例：本人の言葉で復帰したい意思を人事や上司に伝えてもらう 

10 事前に本人と関係者で復職時の流れについて情報共有と確認をする 

例：どの部署のどの仕事に戻るかを確認する 

例：デスクの場所、ロッカーの場所、貸与携帯電話の番号等を本人が確認できるようにする 

11 復職後の就業上の配慮を復職前に決めておく 

例：就業制限の期間を事前に決めておく 

例：復職後の数ヶ月から半年程度に取り組む予定の業務内容と量を、文書として本人に提示し理解してもらう 

12 復職することが決まったら、復職前に職場と本人が接する機会を設ける 

 例：復職日程が確定した際には、職場に挨拶や連絡を事前に行っておく 



 

復職後  （6 項目）  

  

13 職場内の情報共有を推進する 

例：所属チームのメンバーの予定がホワイドボードなどで把握できるようにする 

例：復帰した本人に職場内の情報がメールや回覧等で入るように戻しておく 

例：週報を記載してもらい、「できたこと・良かったこと」と「できなかったこと・相談したいこと」を記載してもらう 

例：報告・連絡・相談をしっかりと行っていくために、報連相用の個人ノートを作成して情報を管理監督者と共有する 

14 面談等での本人のフォローアップを実施する 

例：産業保健スタッフや人事総務担当者が本人の復職後の状況確認の面談を行う 

例：就業制限解除後も一定期間を定めて本人と面談を行い、適切な労務管理が行えているか確認する 

例：職場内で定期的にミーティングの機会を作り、業務の進捗状況や困ったことが起きていないかを確認する 

例：毎回面談時に業務上の目標設定と前回目標の実施状況を確認する 

15 業務にスムーズに復帰できるように配慮する 

例：復職後に、本人に対して業務内容に関する教育を行う 

例：復職した社員に対して、職場内で支援する人（メンター）を付ける 

例：復職時には、一緒に業務を行なうペアの人をつける 

16 復職後の医療機関受診をサポートする 

例：本人が通院している病院やクリニックの受診時期を確認して、適切に受診できるようにする 

例：主治医に対して、本人が復職した旨と復職後の就業条件について連絡しておく 

17 職場での本人の勤務状態を確認する 

例：人事労務担当者、産業保健職等が職場を定期的に巡回して、当該社員の勤務状況や周囲との関係性を確認
する 

例：遅刻やミスなどの小さな変化を早期に発見して、声かけを行う 

18 職場の上長をサポートする 

 例：復職した社員を持つ管理監督者に対して産業保健スタッフや人事がケアをする（上司への労い） 

 

  



日頃から実施するヒント  

職場内の支援とコミュニケーション  （4 項目）  

   

19 業務負担が大きい部署があれば、必要に応じて適正な人員配置を検討する 

20 職場内での「思いやりカード」や「サンキューカード」など、相互に認め合う雰囲気を作る 

21 リラックスできる休憩スペースをつくる 

 例：休憩できる場所に椅子を置く、観葉植物を置く、パテーションで囲んで周囲から見えないようにする 

 例：コーヒーやお茶をゆっくりと飲める場所を作る 

22 相談できる環境を整える 

 例：産業医や保健師の在室時間が分かるようにする 

 例：外部に健康相談できる環境を整備する 

 例：外部の相談窓口の情報を周知する 

安心できる療養と円滑な職場復帰の流れ  （7 項目）  

   

23 重要な情報は文書でやり取りをする 

 例：口頭のみで休職期間満了日などの重要な情報は伝えない 

24 復職するための条件を事前に決めておく 
 例：復職の手続きに関する書類を整備しておく 

 例：復職の手続きに関する書類を提出するタイミングを明確にする 

 例：復職判定委員会を経る必要があるかどうかなどのフロー図を作成しておく 

25 復職後の条件を事前に決めておく 
 例：復職後の勤怠状況等により、再度の病気療養の指示を行うことがある条件を事前に決めておく 
 例：有給休暇付与のルールを明確にしておく 

26 主治医に対して会社の療養の制度と復職の流れや基準の概要を文書等で情報提供しておく 

27 療養の手引きや復職するための基準などの文書を作成しておく 

 例：療養中の傷病手当金の制度を記載しておく 

 例：会社や健康保険組合等による独自の給付制度があれば記載しておく 

28 普段から会社周囲の精神科・心療内科の医療機関やリワーク施設に関する情報をまとめておく 

29 通勤練習やリハビリ勤務制度を会社の制度として採用するかを検討する 

社内教育、人材育成の取り組み （1 項目）  

   

30 状況に合わせて、適切な研修を実施する 

 例：セルフケア研修を行ってストレス耐性を高めたり、ストレス解消法を学ぶ  

 例：ラインケア研修を行って管理職として部下の対応をどのようにすれば良いかを学ぶ 

 例：産業保健職が研修に参加してメンタルヘルスの知識を向上させる 

 例：社員対象の職場環境改善のワークショップを開催する 

 例：ワークエンゲイジメントやジョブクラフティングを学ぶ機会をつくる 
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